
 

 

早稲田大学審査学位論文（博士） 

モーリッツ・ガイガーの現象学と美学 

峯尾 幸之介 

  



 

 

 



目次 

1 

目次 

序論 ······················································································································ 5 

 

第１部 ガイガーの現象学 

第１章 哲学史における位置づけ：マッハの要素一元論とフッサールの現象学 ········· 9 
 第１節 最大限の所与性の承認 ················································································ 9 

 第２節 存在者を必要以上に少数化してはならない ···················································· 13 
 第３節 本質直観と本質の類比的記述 ······································································ 16 

 第４節 客観への転回と直接的態度の現象学 ····························································· 17 

 

第２章 直接的態度の現象学と実在論 ····························································· 20 
 第１節 諸科学の構造存在系 ·················································································· 20 

 第２節 自然主義的態度と直接的態度 ······································································ 23 
 第３節 直接的態度における諸科学 ········································································· 29 

 第４節 直接的態度内部の諸態勢 ············································································ 31 

 第５節 実在論と観念論 ························································································ 34 

 

第３章 心理的なものの実在論 ······································································ 39 
 第１節 自然主義的態度と体験心理学 ······································································ 40 
 第２節 内在的心理的実在論とはなにか ··································································· 42 

 第３節 体験されるものと体験するはたらき：心理的なものの二層性 ···························· 45 

 第４節 心理的実在として体験されるもの：意志の実在性 ··········································· 49 

 第５節 自我の力動性と意志の自由 ········································································· 53 

 

第２部 ガイガーの美学 

第４章 美学史における位置づけ：絶対主義的美学と相対主義的美学 ··················· 59 
 第１節 美学と美的価値 ························································································ 59 

 第２節 美学における絶対主義と相対主義の相克 ······················································· 61 
 第３節 美学と現象学 ··························································································· 70 

 

第５章 美的価値論 ····················································································· 75 
 第１節 事実学としての美学と価値学としての美学 ···················································· 75 

 第２節 直接的態度における美学 ············································································ 77 



目次 

2 

 第３節 現象と発生 ······························································································ 80 

 第４節 ガイガーの美的価値論：感情と感情性格について ··········································· 83 

 第５節 一般的価値の絶対性と多元性 ······································································ 97 

 

第６章 美的体験論 ···················································································· 103 
 第１節 美的享受論：美的な体験と非美的な体験 ····················································· 103 

 第２節 ディレッタンティズム批判：正当な美的体験と不当な美的体験 ······················· 116 

 第３節 美的価値体験の実存的意義 ······································································· 123 

 

結論 ········································································································· 132 

文献一覧 ··································································································· 136 
  



目次 

3 

初出一覧 

 本論は、筆者のこれまでの論文や口頭発表をもとにしてはいるが、それらを再構成したうえで、

ほとんど全面的に書き直し、書き加えてもいるため、これまでの研究業績と各章
、
が正確に対応し

ているわけではない。そこで、各部
、
のもとになった研究業績を発表順に提示しておくことにした

い。 

第１部 ガイガーの現象学 

「自我と世界の対立：Ｍ・ガイガーの実在論的現象学」、『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第

64 輯、早稲田大学大学院文学研究科、2019 年、37–52 頁。 

「Ｍ・ガイガーの内在的心理的実在論について」、『フッサール研究』第 16 号、フッサール研究

会、2019 年、36–59 頁。 

第２部 ガイガーの美学 

「Ｍ・ガイガーと哲学的人間学：実在性からの解放へ」、第 38 回日本現象学会研究大会、高千穂

大学、2016 年 11 月 27 日。 
「カントとガイガー：享受の美学的地位と美の成立根拠をめぐって」、『哲学世界』第 39 号、早

稲田大学大学院文学研究科人文科学専攻哲学コース、2017 年、31–44 頁。 

「Ｍ・ガイガーの美学史観と現象学的美学」、第 68 回美学会全国大会、國學院大學、2017 年 10

月 7 日。 

「効果・価値・意義」、第 39 回日本現象学会研究大会、大阪大学、2017 年 11 月 12 日。 

「Ｍ・ガイガーによる価値美学の基礎づけ」、『フッサール研究』第 15 号、フッサール研究会、

2018 年、24–42 頁。 

「美的対象の感情性格について：ミュンヘン学派の現象学にもとづいて」、『美学』第 72 巻第 1

号（第 258 号）、美学会、2021 年、1–12 頁。 

「感情移入とはちがう仕方で：Ｍ・ガイガーの感情移入批判と芸術体験論」、2022 年度早稲田大

学哲学会春季研究発表会、早稲田大学、2022 年 7 月 16 日。 
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凡例 

・日本語訳のある外国語文献を引用するさいには、既存の翻訳も参照したが、すべて訳出しなお

した。 

・引用文中の傍点
、、

は、原文における隔字体や下線による強調を、〔 〕は、引用者による補足を

あらわしている。（ ）は、著者自身による補足等をあらわしているが、読者が引用者による

補足と混同する恐れがある場合にかぎっては、後者を〔 ――引用者による補足〕というかた

ちで表記した。〈 〉は、語句のまとまりを明確にするために、引用者が付加したものである。 

・ガイガーの著作を参照、引用するさいには、その略号1を表記した。なお、ガイガーの死後に

刊行された『芸術の意義：実質的価値美学への通路（Die Bedeutung der Kunst. Zugänge zu einer 

materialen Wertästhetik）』（1976 年）には、遺稿「芸術の意義：未刊の遺稿テキスト（Die Bedeutung 
der Kunst, Unveröffentlichte Texte aus Nachlaß」だけでなく、生前に刊行された一部の著作も収

録されているが、どの著作を参照、引用したのかを明確にするために、著作ごとの略号と初出

時の頁数を表記し、文献一覧には、初出時の情報を記載した。初出時の情報と頁数は『芸術の

意義：実質的価値美学への通路』にも記載されている。 

・『フッサール全集（Husserliana）』を参照、引用するさいには、その巻数をローマ数字で表記し

た。 

 
1. 文献一覧を参照。 
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序論 

本論の主題と目的 

 本論は、モーリッツ・ガイガー（Moritz Geiger, 1880–1937）の現象学と美学を主題として、第

一に、かれの思想の全体像を描き出すこと、第二に、かれが美的価値の客観性を、どのように現
、

象学的に
、、、、

根拠づけ、そうすることが、どのような美学的な
、、、、

意義をもつのか、ということを解明す

ることを目的とするものである。ガイガーは、初期現象学派のうち、ゲッティンゲン学派となら

ぶ、ミュンヘン学派の一人であり、現象学的美学の代表的人物である（vgl. Spiegelberg 1960, 166–

70, 200–12）。ミュンヘン学派とは、ミュンヘン大学において教鞭をとっていた心理学者リップス

（Theodor Lipps, 1851–1914）の学生たちが形成していた「心理学協会（Akademischer Verein für 

Psychologie）」を母体とするものであり、その学生たちが、ゲッティンゲン大学において教鞭を

とっていたフッサール（Edmund Husserl, 1859–1938）の現象学、とくに『論理学研究』（1900/1 年）

における心理学主義批判に影響をうけて、みずからも現象学を実践したことから、かれらをミュ

ンヘン学派と呼ぶのである。ガイガーもまた、リップスのもとで哲学と心理学を研究していたが、

フッサールの『論理学研究』の影響をうけ、ミュンヘン学派の一人となった1。しかし、ゲッテ

ィンゲン学派の現象学も、ミュンヘン学派の現象学も、よく知られているように、フッサールの

現象学、とくに『イデーンⅠ』（1913 年）以降の超越論的現象学に忠実であるわけではなかった。

一般に、フッサールの超越論的現象学が観念論的、主観主義的な性格をもつものとして特徴づけ

られるのに対して、両学派の現象学は実在論的、客観主義的な性格をもつものとして特徴づけら

れている。実際のところ、ガイガーは――純粋な現象学者としては形而上学的に中立的な立場を

とるものの、直接的態度における――現象学者としては実在論の、美学者としては客観主義の立

場をとっている。しかしながら、かれの実在論、客観主義が具体的にどのようなものであり、ど

のような根拠と意味をもつのかということについては、ほとんど解明されていない。そうである

からには、わたしたちは、ただたんにフッサールの現象学とガイガーのそれとのあいだに差異が

あるということだけを知って満足することはできないし、ましてや、ただたんに差異があるとい

うこと、前者に後者が忠実ではなかったということだけを根拠に、後者を批判して満足すること

はできないのである。わたしたちは、なによりもまず、ガイガーの現象学や美学そのものの、そ

れらにおける実在論や客観主義の内実を明確にしなければならないだろう。 

 
1. ガイガーの詳細な経歴については、Berger/Henckmann 1976を参照。ガイガーはリップスのほかに、

ライプツィヒ大学のヴント（Wilhelm Wundt, 1832–1920）のもとで心理学を、また、フッサールのもとでも
（おそらく哲学を）研究している。 



序論 

6 

先行研究と本論の意義 

 ガイガーの思想にかんする先行研究としては、一冊の本やそれと同等の量の体系的な研究は

なく、従来の研究は、かれを数多くいる現象学者の一人として紹介したり、かれの現象学的美学

を概観したりするだけであった。そのなかでも、H. Spiegerlberg と W. Henckmann による研究は

注目するべきものである。Spiegelberg の著書『現象学運動』（1960 年）は、フッサール以前から、

ドイツ国外における現象学運動にいたるまでを網羅する研究である。これは、そのような網羅的

研究であり、かつ、ガイガーについては約 12 頁しか割いていないにもかかわらず、ガイガーの

現象学理解から、実在論、美学、心理学にいたるまで言及している（vgl. Spiegelberg 1960, 200–

12）。Henckmann は、ガイガーの死後、K. Berger とともに編集し、刊行した、ガイガーの既刊お

よび未刊テキストの集成『芸術の意義：実質的価値美学への通路』（1976 年）のあとがきとして、

論文「ガイガーによる現象学的美学の構想」を発表している。かれは、ガイガーがどのように心

理学的美学を批判し、フッサールの現象学を受容し、それを美学に応用したのかといったことを

紹介したうえで、ガイガーの現象学的美学を、初期現象学派のプフェンダー（Alexander Pfänder, 

1870–1941）やシェーラー（Max Scheler, 1874–1928）らの現象学的研究とも関係づけながら、輪

郭づけている（vgl. Henckmann 1976）。Spiegelberg による研究はガイガーの思想全体におよぶ目

配りの広さという点において、Henckamnn はかれの現象学的美学の概略を描いたという点にお

いて、評価するべきものであり、本論もそれらを指針としている。しかしながら、それらの研究

でさえも、ガイガーにおける直接的態度の具体的内実や、直接的態度における現象学の立場をと

ることがどのような根拠をもち、実在論や美学にとってどのような意味をもつのかということ

を十分に解明してこなかったのである。国内における先行研究としては、戦前から近年にいたる

まで、ガイガーの現象学的美学にかんする概論や論評（vgl. 大西 1937, 74–133; 木幡 1984, 89–

120; 太田 1987; 高梨 2001, 95–123 usw.）が発表されてきた。本論はそれらの先行研究なしには

ありえなかったものの、それらは広さという点においても、深さという点においても、上述の

Spiegelberg と Henckmann による研究を超え出るものではない。その一方で、近年、初期現象学

派の思想にかんする詳細な研究が発表されつつある（vgl. 八重樫 2009; 吉川 2011, 61–79; 植村 

2015 usw.）。それらは、初期現象学派とフッサールとの差異や初期現象学派独自の現象学的研究

を理解するうえで、参照するべきものであるが、ガイガーの直接的態度における現象学や実在論

についてはほとんど手つかずのままであった。そこで、本論は、上述の先行研究における不足を

補いつつ、ガイガーの思想を広く、つまり、直接的態度における現象学から
、、、、、、、、、、、、、、

、実在論
、、、

、心理学
、、、

、

美学にいたるまで
、、、、、、、、

、そして、深く、とくに、直接的態度における現象学がかれの
、、、、、、、、、、、、、、、、

価値美学
、、、、

にとっ
、、、

て
、
、さらには

、、、、
、わたしたちの

、、、、、、
将来の現象学
、、、、、、

的美学
、、、

にとってどのような意義をもつのか
、、、、、、、、、、、、、、、、

ということ

を解明しようとするものであり、その点に、本論の意義があると言うことができるだろう。 

本論の方法と構成 

 本論は、ガイガーの思想にかんする基礎的かつ体系的な研究を目指すものであるため、ガイガ

ー自身の著作にもとづいて、かれの直接的態度における現象学、実在論、心理学、美学の内実を

確認しつつ、それらの関係を解明するという方法をとる。ガイガーは各著作のなかで、みずから
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の他の著作との関係を参照指示としてしめすことはあるものの、比較的早く 57歳にして、この

世を去ったこともあって、みずからの思想を体系化することはなかったのであり、生前の 1928

年に、美学の体系的な著書『芸術の意義』を、「近いうちに刊行されるだろう」（ZÄ, VII）と予告

したにもかかわらず、それを完成させることもなかったのである（vgl. Spiegelber 1960, 200–3）。

そのため、本論は、Berger と Henckmann によって編集された遺稿「芸術の意義：未刊の遺稿テ

キスト」（1976 年）や、Spiegelberg によって編集された遺稿「実存哲学入門」（1943 年）にも依

拠している。また、著作が刊行、執筆された順序よりも、研究対象となっている事象とその関係

を重視している。 

 本論は、つぎのように構成される。第１章においては、ガイガーの論文「アレクサンダー・プ

フェンダーの方法的姿勢」（1933 年）をもとに、かれがどのようにマッハ（Ernst Mach, 1838–1916）

の要素一元論を批判し、フッサールの現象学を受容したのかということを確認しながら、かれの

現象学を特徴づける。かれはこの論文において、現象学者は、フッサールがとったような超越論

的態度ではなく、わたしたちが日常生活においてとっているような直接的態度をとることが必

要であることを示唆しているが、この直接的態度がどのようなものであり、この態度をとること

に、どのような根拠と意味があるのかということを、著書『諸科学の現実と形而上学』（1930 年）

にそくして、確認するのが第２章である。ガイガーは上述のふたつの著作において、フッサール

が超越論的態度において観念論へと行き着いたのとはちがって、現象学者は直接的態度におい

て実在論へと行き着くはずであると主張しているが、第３章においては、ガイガーが直接的態度

における実在論の立場をとったことの意味を、論文「無意識の概念と心理的実在にかんする断章」

（1921 年）における内在的心理的実在論ないし実在心理学にそくして、解明する。第４章にお

いては、ガイガーによる価値美学の構想、従来の美学における絶対主義と相対主義の批判、自律

的な価値美学の構想における現象学的方法の重要性を確認する。この価値美学にとって直接的

態度における現象学がどのような意味をもち、ガイガー自身がそれにもとづいて、どのような美

的価値論を展開し、どのように美的価値の絶対性ないし相対性の問題に決着をつけたかという

ことについて論究するのが第５章である。ガイガーは、価値美学の立場のもとで、美的価値の研

究をもっとも重視しているものの、美的体験の研究についても、美的価値を研究するさいにとる

べき十全的な態度と美的価値体験がもつ意義を解明するためのものとして重視しているため、

第６章においては、美的な体験と非美的な体験の差異を問題にするかれの美的享受論と、正当な

美的体験と不当な美的体験の差異、正当な美的体験がもつ実存的意義を問題にする美的体験論

について論究する。 
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第１章 哲学史における位置づけ 

――マッハの要素一元論とフッサールの現象学―― 

はじめに 

 本章においては、ガイガーの現象学を、おもにかれの論文「アレクサンダー・プフェンダーの

方法的姿勢」（1933 年）（以下、プフェンダー論文と略称する）をもとに、マッハ（Ernst Mach, 

1838–1916）の要素一元論の批判およびフッサールの現象学の受容という観点において、特徴づ

けることにしたい。この論文の題名にあるプフェンダー（Alexander Pfänder, 1870–1941）とは、

ガイガーと同様にミュンヘン学派の中心的人物の一人であり、この論文は、そのプフェンダーの

現象学的方法にかんするものであるが、Spiegelbergも指摘するとおり（vgl. Spiegelberg 1960, 204）
1、ガイガーはここで、みずからをふくむミュンヘン学派全体の現象学的方法を特徴づけている

のである。以下では、この論文におけるガイガーの論述にしたがって、ガイガーの現象学的方法

の特徴を確認していく。そのさい、注意しなければならないのは、ガイガーはけっしてフッサー

ルの超越論的で観念論的な現象学には賛同していないということである。しかしながら、ここで

は、無用な混乱を回避するために、フッサール現象学にたいする肯定的評価に力点をおき、両者

の対立――直接的態度をとるか超越論的態度をとるか、実在論の立場をとるか観念論の立場を

とるか――については、第２章において詳述することにしたい。 

第１節 最大限の所与性の承認 

 そもそも一般に現象学とはなんであるのかということを問題にするとき、わたしたちはある

困難に直面することになるだろう。その困難とは、従来の現象学者たちの現象学、しかも、すで

にその最初期における現象学者たちの現象学にさえ、その多様性のなかに、統一性を見出すこと

ができないというものである。当人たちもそのことを自覚していたようであり、フッサールによ

 
1. 「おそらく、ガイガーが現象学的方法についてのみずからの構想をいっそう明示的に定式化しようと

試みた唯一の機会は、プフェンダーの方法についての試論（1930年〔正しくは 1933年〕）においてであっ
た。この試論は、ガイガーの初期のミュンヘン時代（1904–1923年）におけるプフェンダーの構想の特徴を
しめしてはいるが、後述するいくつかの修正と付加をのぞけば、ガイガー自身の構想の特徴をそれ以上に

しめしている。〔この試論は〕方法としての現象学の役割をあらためて強調し、フッサールの原理とは相違

するミュンヘン学派の原理をはじめて明示的に述べようと努めている」（Spiegelberg 1960, 204）。Spiegelberg
は、ガイガーがこの論文において定式化する現象学的方法は「すべての初期の現象学者にとっての共通の

基礎ではあるが、現象学についてのガイガー自身の構想における最終的結論ではない」（Spiegelberg 1960, 
205）と述べているが、このことについては第２章の注１５を参照。 
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って編集され、ガイガーらも共同編集者として参加した2機関誌『哲学および現象学研究年報』

（以下、『年報』と略称する）第１巻第１部（1913 年）の「まえがき」3によれば、現象学者たち

は、ひとつの学派として理論的体系を共有してはいない。しかしながら、その一方で、ある共通

の確信をもってはいた。 

 
 〔『年報』の〕編集者たちを結び合わせ、それどころかすべての未来の共同作業者たちの

もとで前提されるべきはひとつの学派体系ではない。かれらを統一するものとは、むしろ、

つぎのような共通の確信である。すなわち、直観という原本的源泉への、そしてそこから汲

み出されうる本質洞察への還帰をつうじてのみ、哲学の偉大な伝統は、概念と問題にかんし

て、評価利用されるべきであり、この方途においてのみ、概念は直観的に解明され、問題は

直観的な根拠に立て直され、そうして原理的にも解決されうる、という共通の確信である。

4（Husserl 1913, Vf.） 

 

ここから、直観から本質を洞察するということがかれらの現象学に共通する方法であるという

ことがわかるが、わたしたちの意識には、まさにその直観をつうじて、そもそもなにが与えられ

ているのかという点をめぐって、現象学とそれ以外との差異が見出されるのである。 

 ガイガーはプフェンダー論文において、まず、現象学を以下のように経験論の伝統と関連づけ

る。 

 

 現象学的方法は経験論
、、、

の完成として、〔２０〕世紀初頭に哲学に到来した。現象学的方法

はそれ自身として与えられているもの
、、、、、、、、、、、、、、、、

、それ自身として経験されているものの事実性の先

入見なき経験をみずからの目標としたということが、若い世代の心を決定的に引きつけた

のである。遠慮なく事象に、そして事象にのみ発言させること――先行的な構築なしに、個

別科学、哲学、言語、通俗的臆見に由来する先入見を、〔事象を〕把握する自我と事象との

あいだに介入させることなしに。現象学的方法は事象それ自身への認識的専心をつうじて、

最大限に生へと肉薄すること（die größte Lebensnähe）を達成しようとしたのである。（APS, 

2） 

 

従来の経験論はまさにみずからの経験から出発するものの、生得観念説への警戒から、感覚だけ

を、それ自身として与えられているものとして承認する5。ガイガーは従来の経験論のなかでも、

 
2. ガイガーのほかには、プフェンダー、ライナッハ（Adolf Reinach, 1883–1917）、シェーラー（Max Scheler, 

1874–1928）が共同編集者として参加している。 
3. この「まえがき」の著者がだれであるのかは明記されていない。 
4. ガイガー自身も、フッサールの 70歳の誕生日に寄せた新聞記事において、この箇所を引用し、現象

学運動の良い意味での多様性について触れている（vgl. EH, 29）。 
5. たとえば、ロック（John Locke, 1632–1704）は生得観念説を批判して、つぎのように主張している。

「感官が最初に個々の観念
、、
（ideas）を取り入れ、それまで空であったキャビネット〔心を意味している〕

に備えつける。そして、心は次第に観念のあるものに慣れていき、その観念が記憶のうちにとどまり、名

称がつけられる。その後、心はさらに続けて、観念を抽象し、次第に、一般的名称の使用を学ぶ。この仕方

において、心は観念
、、
と言語、すなわち、それにかんしてみずからの推論的能力を行使するところの材料を

備えるようになる。そして、理性に仕事を与えるこの材料が増えるにつれて、理性の使用は日ごとに顕著
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ここではマッハのそれを批判する（vgl. APS, 3f.）。ガイガーは、感覚から出発しはするが、感覚

から推論されうるものとして、感覚されないものの実在性を承認する「出発点の経験論」と対比

して、マッハの経験論を「普遍的な経験論」として特徴づける。というのも、マッハにおいては、

まさに色や音のような感覚だけがそれ自身として与えられており、したがって、実在的であるの

に対して、物体や自我といったものはそうではなく、補助概念として構築されたものにすぎない

とみなされるからである。 

 マッハの要素一元論の概要について簡単に確認しておこう。まず、マッハの言う要素（Element）

とは、実質的には感覚（Empfindung）のことであり、かれの要素一元論とは、物体や自我などを

ふくむすべてをこの要素＝感覚に還元しようとする思想である。かれは『感覚の分析』（1886 年）

冒頭において、以下のように、感覚から、物体が立ちあらわれる過程を描き出す。 

 
 色、音、熱、圧、空間、時間等々は多様な様式において相互に結合しており、気分、感情、

意志がそれらに結び付く。この織物から、相対的に固定的かつ恒常的なものが立ちあらわれ、

記憶に刻印され、言語のうちで表現される。相対的に恒常的なものとして、最初に、空間的

および時間的に（関数的に）結合した、色、音、圧等々の複合体
、、、

があらわれ、それらは相対

的に恒常的であるため、別個の名称を得て、物体
、、

としてしるしづけられる。そのような複合

体は、けっして絶対的に恒常的であるのではない。（Mach 1886, 1f.） 
 

たとえば、わたしたちがひとつの机として経験しているものは、実際には、照明におうじて、あ

るときには明るく見え、またあるときには暗く見え、そして、気温によって、暖かく感じられた

り、冷たく感じられたりする。同様に、わたしたちの自我でさえ、あるときには哲学的なことを

考え、またあるときには晩ごはんのことを考え、そして、楽しい気分であったり、悲しい気分で

あったりする。わたしたちは、そうしたさまざまに変化する現れの背後に、同一の絶対的に恒常

的な机それ自体や自我それ自体6というものが存在すると想定してしまうが、マッハによれば、

そうした机や自我というものは「たんなる思想上の記号（bloße Gedankensymbolen）」（Mach 1886, 

10）ないし「仮想的な単位〔統一〕（vermeintliche Einheiten）」（Mach 1886, 10）であるにすぎない。

しかし、だからといって、そうした単位は無用であるというわけではなく、まさに実用的

（praktisch）であるからこそ使用されるのであるが、あくまで「観念的で思考経済的ではあるが、

けっして実在的ではない単位」7（Mach 1886, 19）であるにすぎない。実在的であるのは机や自

我といった単位ではなく、むしろ、そのときどきの色や音といった感覚のほうである、というわ

けである。かれがそうした感覚を要素と呼ぶことの所以については後述する。 

 
になるのである。しかし、一般的観念

、、
をもつことと一般的語と理性の使用とはふつう一緒になっているも

のの、それでも、いかにしてこのことが、どんなしかたにせよ、一般的観念が生得的であると証明するの

か、わたしにはわからない。」（Locke 1686, 55） 
6. マッハはカントの物自体の思想を批判する（cf. Mach 1886, 5）。 
7. 原文は「eine ideelle denkökonomische, keine reelle Einheit」である。フッサール現象学においては「reell」

と「real」を区別して、前者を「実的」、後者を「実在的」と訳すことが多いが、ここでマッハは、本当に存
在するわけではないという意味における観念的なものと対比するかたちで、本当に存在しているという意

味で「reell」という言葉を使用していると解釈し、「実在的」と訳した。須藤／廣松訳においても「実在的」
と訳されている。 
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 マッハは実体というものの存在にとらわれた形而上学的な先入見からはなれるかたちで、そ

れ自身として与えられるものを認識しようとしたと言えるだろうが、ガイガーからすると、マッ

ハもまた「なかば感覚主義的な、なかば観念論的な起源をもつ一連の先入見」（APS, 3）にとら

われていた。ここで挙げられている感覚主義とは、感覚にのみ観念の源泉をみとめる経験論、そ

して観念論とは、もちろんたんなる経験論とは区別するべきではあるものの、感性的直観をつう

じてのみ対象が与えられるとするカントの観念論を指していると考えることができるだろう。

ガイガーは直観を感性的直観に限定することを批判するわけだが、そこで、フッサールのカテゴ

リー的直観に言及する。フッサール――その『論理学研究』第２巻（1901 年）第６研究――に

したがえば（vgl. XIX/2, 657–93）、たとえば「金は黄金色である」という判断が認識として成立

するためには、まさに「金は黄金色である（Gold ist gelb）」ということをたんなる意味として思

念する空虚な意味志向が、それに対応する直観によって充実される必要がある。ところが、たし

かに、「金は黄金色である」という判断のうち、「金（Gold）」や「黄金色（gelb）」という名辞的

意味は感性的直観、つまり知覚によって充実されうるが、この判断のうちには、「である（ist）」

というカテゴリー的意味もふくまれ、これは感性的直観＝知覚によっては充実されえない。つま

り、名辞的意味の場合、それに対応する感性的ないし実在的な（real）対象がわたしたちに与え

られうるものの、カテゴリー的意味の場合、それに対応する、少なくとも感性的ないし実在的な

対象は与えられえない――金や黄金色は見えるが、「金は黄金色である」ということは見えない

――というわけである。しかしながら、このカテゴリー的意味はまったく充実されえないという

わけではなく、むしろ、それに対応するカテゴリー的ないし理念的な（ideal）な対象がわたした

ちにそれ自身として与えられうるのであり、それはまさにカテゴリー的な直観によって与えら

れうる。フッサールは、もちろん、なにかプラトンのいうイデアのようなものが存在し、わたし

たちはそれを直観する能力をもつということを主張しているのではない。カテゴリー的直観と

は、知覚作用によって基づけられた「新たな客観性を構成する
、、、、、、、、、、、

作用」（XIX/2, 675）であり、この

作用のうちで、新たな客観性として構成されたカテゴリー的対象がわたしたちにそれ自身とし

て与えられうるのである8。 

 ガイガーは現象学の原理をこの点に、つまり、それ自身として与えられているのは感性的直観

の対象だけでなく、それ以上のものであると承認するということのうちに見出している。 

 

純粋な自己所与性が、感性的‐直観的ないし観念論的な先入見による制限なしに、実在性を

与えられていない領域の深みに置くことなしに9、発言にいたるべきだろう。現象学にとっ

ては、すべての与えられているものが、感性的に与えられていようとなかろうと、同等に正

当なものとして妥当する。現象学の原理とは、（ニコライ・ハルトマンが後に定式化したよ

うに）最大限の所与性
、、、、、、、

の承認（die Anerkennung eines Maximums an Gegebenheit）である。（APS, 

3f.） 

 
 この点に、おそらく、過去のすべての哲学上の流派に対する現象学のもっとも原理的な差

異がある。それは、所与性をして、純粋にそのものとして、その存在のまったき豊かさにお

 
8. カテゴリー的直観については、Zahavi 1992, 86–90も参照。 
9. この発言はガイガーの実在論にかかわるが、これについては後述する。 
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いて、世界のあらゆる領分におよぶ拡がりにおいて、発言させる最初の試みである。差異を

見ることが現象学の情熱である。（APS, 4） 

 

このように、ガイガーは自己所与性というものを、イギリス経験論やカント、マッハとはちがっ

て、感覚にのみ制限することなく、わたしたちには上述のカテゴリー的対象やそれ以外のもの、

たとえば美的価値のようなものがそれ自身として与えられていることをみとめ、それらを与え

られるがままに記述する「純粋記述
、、、、

」（APS, 4）が現象学の課題であると主張するのである。 

第２節 存在者を必要以上に少数化してはならない 

 ところで、上述の引用文のうち、後者の末尾にある「差異を見ることが現象学の情熱である」

とはどういうことだろうか。ガイガーはこの発言のすこし後で、現象学の原理と対比するかたち

で、「「〜にほかならない」の原理（das Prinzip des „Nichts-anderes-als“）」（APS, 5）なるものを批

判している。 

 

 とりわけ、プフェンダーは、精神的および心理的な所与性の説明と記述の内部において昔

から致命的な役割を演じてきた、所与性を偽造してしまう原理、すなわち、「〜にほかなら

ない」の原理に抵抗してきた。国家とは法組織「にほかならない」あるいは権力組織「にほ

かならない」、意志とは快が際立った対象の、その対象の非存在の表象を同時にともなった

表象「にほかならない」、意志とは感情「にほかならない」、価値とは快「にほかならない」

など。（APS, 5） 

 
たとえば、もう一度マッハを参照してみると、まさにかれの要素一元論は、所与性のうちに見出

される差異を抹消しようとする方向性にある。かれの場合、とりわけ心理的なものと物理的なも

のとの差異（の抹消）が問題になるのであるが、かれはその要素一元論によって、「心理的なも

のと物理的なもの、主観的なものと客観的なものの対立を、正しいしかたで、本質的なものに還

元し、同時に、伝統的で迷信的な見方から浄化する」（Mach 1886, 298）と主張する。かれの言う

本質的なものとは、色や音のような感性的な要素であり、まったく同じ要素が、他の要素との「関

数的依存関係（die funktionale Abhängigkeit）」（Mach 1886, 301）におうじて、心理的なものとみな

されたり、物理的なものとみなされたりする。これはどういうことだろうか。かれの言う要素と

は実質的には感覚であることは上述したとおりだが、しかしやはり、厳密にはそうではない。た

とえば、色という要素を取り上げてみるならば、わたしたちはそれを、あるときには物体の性質、

つまり物理的なものとして、あるときには心のうちで生じる感覚、つまり心理的なものとしてみ

なしている。この色というまったく同じ要素が物理的なものとみなされたり、心理的なものとみ

なされたりするのは、かれによれば、その要素が、前者と後者とでは、ちがった要素との関係に

おいてとらえられているからであるにすぎない。つまり、要素は、それ自体としては、心理的な

ものでも物理的なものでもない、主観的なものでも客観的なものでもない、中性的なものなので

ある（vgl. 廣松 1971, 333）。かれ自身が挙げている具体例を参照してみよう。 
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わたしたちはさしあたり、複合体ＡＢＣ…の要素の相互的連関を、ＫＬＭ…（わたしたちの

身体）に注目せずに、考察してみよう10。どんな物理学的
、、、、

研究もこの種のものである。白い

球が鐘に当たり、音が鳴る。その球はナトリウムランプの前では黄色くなり、リチウムラン

プの前では赤くなる。ここでは、要素（ＡＢＣ…）が相互に
、、、

連関しているにすぎず、わたし

たちの身体（ＫＬＭ…）には依存していないようにみえる。しかし、わたしたちがサントニ

ンを服用すると、その球はまた黄色くなる。わたしたちが一方の眼を横に押すと、ふたつの

球が見える。わたしたちが両目を完全に閉じると、まったくいかなる球も現存しない。わた

したちが聴神経を切断すると、音は鳴らない。要素
、、
ＡＢＣ…は、それゆえ、相互に連関して

いるばかりではなく、要素
、、
ＫＬＭ…とも連関しているのである。そのかぎりにおいて

、、、、、、、、、
、そし

、、

てそのかぎりにおいてのみ
、、、、、、、、、、、、

、わたしたちは
、、、、、、

ＡＢＣ…を感覚と呼び
、、、、、、

、ＡＢＣを自我に属するも

のとしてみなすのである。以下において、「要素」、「要素複合体」という表現とならび、あ

るいはそのかわりに「感覚」、「感覚複合体」という名称が用いられる場合に留意しなければ

ならないのは、要素は上述の結合
、、

と関係
、、

において、上述の関数的依存関係
、、、、、、、

においてのみ
、、

、感
、

覚
、
であるということである。感覚は他の関数的関係においては、同時に、物理学的な客観な

のである。（Mach 1886, 12f.） 

 

 それゆえ、物理学的研究と心理学的研究のあいだにある大きな深淵は、通例のステレオタ

イプな考察様式にとってのみ存立するにすぎない。色
、
は、わたしたちがたとえば光源（他の

色、熱、空間など）との依存関係に注目するならば、物理学的な客観
、、、、、、、

である。しかし、わた

したちが網膜
、、

（要素ＫＬＭ…）との依存関係に注目するならば、色は心理学的な
、、、、、

客観、感覚

である。両分野において異なるのは、素材
、、

ではなく、研究方向
、、、、

である。（Mach 1886, 14） 

 

このように、マッハの要素一元論によれば、「世界はわたしたちの感覚からのみ成り立っている

にすぎない」（Mach 1886, 14）のであり、自我のような心理的なものないし主観的なものと、物

体のような物理的なものないし客観的なものとの対立は仮象であるにすぎないということにな

る。つまり、自我も物体も要素＝感覚「にほかならない」というわけである。 

 ガイガーはこのような「にほかならない」の原理の背後に、ふたつの動機、すなわち、「価値
、、

定立
、、

」（APS, 5）と「記述の容易化
、、、、、、

」（APS, 5）という動機があると主張する。第一に、価値定立

ないし「価値の先取り
、、、、、、

」（APS, 5）を動機とした「にほからならない」の原理とはこういうこと

である。たとえば、国家理論の基礎とするべきは権力国家の原理であると証明したり、どんな人

間もみずからの利己的な衝動にのみ服従するにすぎないと証明したりする場合に、国家とは権

力組織「にほからない」、利他主義とは利己主義「にほからない」と主張されることがある。な

ぜなら、そのように主張することが一番手っ取り早い証明根拠となるからである。つまり、みず

からの判断――たとえば、国家理論の基礎とするべきは権力国家の原理である――を総合的で

はなく、分析的で、反論の余地のないものとしてみせかけることができるわけである。こうした

ことをかれが価値定立や価値の先取りと表現するのは、それがなにか高尚な価値をもつものを

 
10. マッハはみずからの思想にしたがって、物体や身体、自我を実体的なものして前提せず、それらを要
素の複合体として記述するために、通例、物体と呼ばれている要素の複合体をＡＢＣ…、身体をＫＭＬ…、

（ここでは登場しないが）精神をαβγ…という文字によって表している（vgl. Mach 1886, 5f.）。 
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低俗なものへと平板化してしまうからであろう。第二に、記述の容易化を動機とした「にほかな

らない」の原理というのは、たとえば、無限に多様な存在者を少数の元素からなるものとして単

純化することを意味している。かれは、たしかにこのような単純化の原理は、まさに化学におい

てそうであるように、説明的な自然科学においては有意義であるとみとめるものの、心理学にお

いて意志を感情へと還元したり、美学において美的価値を快感情へと還元したりすることの危

険性を主張するのである。かれ自身の美学的主張に関連づけるとすれば、美的価値を快感情へと

還元することは、たとえば、美的対象の価値を享受することと、みずからの感情を享受すること

とのあいだにある差異を見逃すことになってしまう。かれは「存在者を必要以上に多数化しては

ならない（Entia praeter necessitatem non esse multiplicanda）」といういわゆるオッカムの剃刀と対

比するかたちで、「存在者を必要以上に少数化してはならない（Entia praeter necessitatem non esse 

diminuenda）」（APS, 7）を現象学の原理とするべきであると主張している。 
 廣松渉は、マッハの要素一元論の世界像が幼児のそれと類似していると指摘しているが（vgl. 

廣松 1971, 333f.）11、たしかに発生的
、、、

観点においては、世界を心理的なものや物理的なものなど

へと分節する多元的な世界像に対して、要素一元論の世界像が時間的に先行していると言うこ

とができるだろうし、おそらくガイガーもそれをみとめることだろう。しかしながら、わたした

ち――少なくとも、もはや幼児ではない――が、色や音、あるいは意志や感情を経験するとき、

ほんとうにそれらを心理的なものでも物理的なものでもない、主観的なものでも客観的なもの

でもない、中性的なものとして経験することはあるのだろうか。おそらく、色や音を主観的なも

のとしてみなしたり、あるいは意志や感情を客観的なものとしてみなしたり、さらにはそれらす

べてを同等に中性的なものとしてみなしたりすることは、実際の経験の現場を無視して、きわめ

て作為的な――さらに言えば、自然主義的な――解釈をすることが必要になるであろう。ガイガ

ーはまさに、マッハが実際の経験の現場を無視してしまうのとはちがって、そこに立ち止まり、

心理的なものや物理的なもの、さらには〈心理的なものか、あるいは物理的なものか〉という二

者択一ではとらえることのできない多元的な所与性を記述
、、

しようとする。これについては第２

章で詳述するが、さしあたり「差異を見ることが現象学の情熱である」とはそういうことを意味

しているのである。 

 
11. 「マッハは、いわゆる物体

、、
もいわゆる自我

、、
も、すべて要素＝感覚から成り立っていると主張する。従

って、彼の世界像は、事態的にみる限り、恐らく幼児が抱いている世界像と極めて類似したものだと云う

ことができよう。幼児にとっては、四界にあるものはすべて、色、音、香、等々の複合体として現われるも

のであろう。例えば、手許にいるむく犬は、一定の形、一定の大きさの黒い色、一定の温たかさ、一定の手

ざわり、におい、鳴声、さらには、こわい、かわいい、等々の感情や気分、これらの複合体として現前す

る。すなわち、マッハの表現でいえば、諸要素の複合体として現前する。幼児においては、いわゆる主観

的なものと客観的なものとが二元的に分離されてはいず、四囲にあるものはすべて、自分の外部にある
、、、、、、、、

色、

自分の外部にある形、外部にある
、、
音、香、味、等々から組成されている。言い換えれば、色、形、音、等々

が「世界要素」をなしている。マッハが定位しているのも、このような世界像である。」（廣松 1971, 333f.）
ただし、廣松は、マッハの世界像と幼児のそれは事態的には類似しているとしても、前者は要素が主観か

ら独立に自存していないと考え、後者は自存していると考えるという点において異なるとも主張している

（vgl. 廣松 1971, 337f.）。 
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第３節 本質直観と本質の類比的記述 

 以上では、ガイガーの現象学を、イギリス経験論やマッハに対する批判という消極的な観点に

おいて特徴づけてきたが、以下では、フッサールの現象学の受容という積極的な観点において特

徴づけていこう。ガイガーは、イギリス経験論やマッハが、上述のように、感覚だけを自己所与

性として承認したのに対して、フッサールが、周知のとおり、本質をも所与性として承認したこ

とを評価する。ガイガーはこのプフェンダー論文において、フッサール『論理学研究』第２巻第

２研究における唯名論、概念論批判（vgl. XIX/1, 111–226）に言及し、本質ないし普遍的なもの

――たとえば、赤一般――は、個体的なものの類似性の系列――赤い太陽、赤い血、赤い炎――

から形作られるのではなく、それ自身として与えられており、しかも、類似する個体的なものを

列挙する以前に、すでにひとつの個体的なもの――赤い太陽――において、それ自身として与え

られていると承認したことを評価するわけである。 

 

現象学にとって、けっして「本質（Wesenheit）」と「与えられていること（Gegebensein）」と

のあいだに対立は存在しない。近代認識論にとって、一般に、認識は受動的な成素と能動的

な成素とに分裂しており（auseinanderklaffen）、個体的なもののみが与えられ、すなわち、受

動的に受容されうるにすぎず、すべての普遍的なものは主観による創造にみずからの存在

を負っているとされるが、現象学は、本質は、直接的な具体物がそうであるのと同様に、与

えられていると確信している。それゆえ、それによって普遍的なものが個体的な対象の類似

性の系列（Ähnlichkeitsreihen）から「形作ら」れるところの作為的な原理は必要ではなく、

普遍的な本質と本質関係が個別的なものにおいて、そして、ある意味においては個別的なも

ののうち
、、

に見出されるのである。（APS, 8f.） 

 
これは言うまでもなく、フッサールの「本質直観」のことを述べている。カテゴリー的直観につ

いては、第１節においてフッサールの『論理学研究』にさかのぼってその概略を確認したが、こ

の本質直観については、ここではガイガー自身によるその基本的な理解を確認しておこう。 

 ガイガーは講演「現象学的美学」（1924 年）において、現象学的方法を帰納的方法との対比に

おいて特徴づけている（vgl. ZÄ, 143–6）。かれは美学における演繹的方法、いわゆる「上からの

美学」を「今日ではとうに廃棄され、もはや議論される必要もない」（ZÄ, 144）として拒絶した

うえで、その逆の道である帰納的方法、つまり「下からの美学」をつぎのように批判する。帰納

的方法によって本質、たとえば悲劇の本質を追求する場合、ソフォクレスやシェイクスピアなど

による複数の悲劇作品を探し集め、それらすべてにおいて見出されるものが悲劇の本質である

ということになる。しかしながら、複数の悲劇作品を探し集める以前に、それどころかそもそも、

たったひとつの悲劇作品を挙げうる時点ですでに、わたしたちは悲劇の本質を、暗黙裡にであれ、

知っていなければならない。数学者が個別的な実例においてユークリッド空間における点と直

線の関係の本質、つまり、「ふたつの直線はつねに一点においてのみ交差しうる」ということを

観取しうるのと同様に、わたしたちは個別的な悲劇作品において悲劇の本質を観取することが

できるのである。「現象学的方法が合法則性を獲得するのは、最高原理からでも、個別的実例の

帰納的集積からでもなく、個別的実例にそくして
、、、、、、、、、、

、普遍的な本質
、、、、、、

、普遍的な合法則
、、、、、、、

性
、
を観取する
、、、、、

ことによってである。」（ZÄ, 145）わたしたちがひとつの戯曲作品を悲劇として意識しているな
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らば、すでに悲劇の本質はそれ自身として与えられているのであり、現象学は、そのようにして

与えられている本質を記述するというわけである。 

 プフェンダー論文にもどると、ガイガーはプフェンダーの現象学的方法――そしてガイガー

自身の仕事からあきらかであるように、みずからの現象学的方法――に特有なものとして、本質

の「類比的記述（die analogische Deskription）」（APS, 11）があると指摘している。ガイガーによ

れば、現象学者が観取された本質を他者に伝達し、その他者自身が本質を観取するためには、あ

る「案内」が必要になる。プフェンダーはその案内として、「相手を見上げる
、、、、

愛」のような空間

的な類比、「心の色
、
」のような物質的な類比を使用する。このような記述の仕方に対しては、そ

れらはたんなる比喩や転用にすぎないと反論されるだろう。しかしながら、ガイガーはそうでは

ないと主張する。プフェンダーが、たとえばなんらかの愛し方を「見上げる愛」として特徴づけ

る場合、その愛を空間的なものとしてみなしているわけではなく、むしろ、「見上げる」という

ような「方向概念は、けっして空間にのみ制限されるのではなく、空間においても心情において

も実現
、、

されるところのなにか完全に普遍的なものである」（APS, 11）。つまり、そもそも「上」

というものを空間的方向にのみ制限したり、「色」を可視的性質にのみ制限したりすることが不

当であり、それらは「はるかにいっそう普遍的で、さまざまな対象におよんで広がる現象的領域

に由来する」（APS, 11）のである。ガイガーはこのような類比的記述を「現象学的分析の重要な

補助手段」（APS, 11）、それどころか「すべての本当の記述の不可欠な道具」（APS, 11）であると

まで主張するが、実際、ガイガー自身もまたそのような方法を使用している。かれは講演「芸術

の表層効果と深層効果」（1926 年）などにおいて、自我を層の構造においてとらえ、「表層」と

「深層」に区別し、それに対応させるかたちで、芸術作品が自我におよぼす効果を「表層効果」

と「深層効果」に区別している（vgl. ZÄ, 178–201）。その詳細と是非については、第６章におい

て詳述することにしたい。 

第４節 客観への転回と直接的態度の現象学 

 フッサール『論理学研究』、とくにその第１巻の主眼は論理学における心理学主義の批判にあ

り、その一環として、かれは、心理学主義が理念的な論理学的法則を実在的な心理学的法則と混

同してしまうことを批判していた（vgl. XVIII, 76–80）。かれによれば、「心理学主義的論理学者

は理念的法則と実在的法則とのあいだの〔…〕根本本質的で、永遠に橋渡しのできない差異を誤

認している」（XVIII, 79f.）。ガイガーはフッサールのそうした主張を評価しているのだが、フッ

サールが強調していたのが理念的なもの
、、、、、、

と実在的なもの
、、、、、、

の差異であったのに対して、ガイガー

が強調するのは心理的なもの
、、、、、、

（das Psychische）と対象的なもの
、、、、、、

（das Gegenständliche）との差異

であったと言うことができる。ガイガーはフッサールの 70歳の誕生日に寄せた新聞記事におい

て、フッサール『論理学研究』第１巻をつぎのように評価している。 
 

フッサールは経験論が寸断してしまった、過去の偉大な論理学的伝統とのつながりをふた

たび打ち立てた。かれがいまだけっして〔ほかのだれにも〕到達されていない鋭さをもって

示したのは、論理学的法則というもののもとで問題になっているのは、心理学的な合法則性
、、、、、、、、、

ではなく
、、、、

、対象的世界
、、、、、

（die gegenständliche Welt）の法則
、、、

であるということである。たとえば、
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矛盾律があらゆる思考作用のための規則になるのは、ただ思考作用は、この規則にしたがう

場合にのみ、対象を正当に取り扱うことができるからである。しかし同時に、フッサールは

法則性格という見地における論理学的法則の意味の価値転換を行った。経験論はすべての

法則をたんなる事実の総括、思考経済的節約とみなした。フッサールが立証したのは、それ

らは法則として
、、、、、

、超個体的で、非心理的であり、心理的なものにも物理的なものにもなんら

かかわらない存在の領域に帰属しており、それらは「理念的
、、、

な
、
（ideell）」12対象

、、
――数、概

念、倫理的価値、美的価値等々のような理念的対象であることである。（EH, 28） 

 

ガイガーはここで「すべての所与は心理的な本性のものか、物理的な本性のものであるにちがい

ないという経験論の臆見」（EH, 28）に対する、フッサールの「理念的対象領界の再発見」（EH, 

28）――そしてその帰結としてのカテゴリー的直観と本質直観への洞察――を評価している。上

述の引用文のうち、前半においては論理学的法則が、心理学的な
、、、、、

もの
、、

ではなく、対象的世界
、、、、、

のそ

れであり、後半においてはそれが、フッサール自身が強調していたように、心理的なものや物理

的なもののような実在的なもの
、、、、、、

ではなく、理念的なもの
、、、、、、

であることも強調しているが、プフェン

ダー論文においては、あきらかに前者に力点を置き、現象学の可能性を「客観への転回（Wendung 

zum Objekt）」のうちに見出しているのである。 

 ここでガイガー（やプフェンダー）の現象学とフッサールのそれとのあいだにある方向性の相

違が際立ってくる。現象学は、ガイガーによれば、一方では「客観への転回」によって「主観主

義的かつ観念論的な指向をもつ時代の後に、対象の偏見なき分析のための基盤を創り出した」

（APS, 13）が、他方では観念論を深化させた。前者の方向性にあるのがガイガーらの現象学で

あり、後者がフッサールのそれである。 

 「「客観への転回」は、フッサールが『論理学研究』において行ったような、志向性
、、、

概念の再

受容と首尾一貫した徹底的思考に由来する」（APS, 13）ものであり、対象というものを自我の表

象や体験、心理的出来事に解消する「対象世界の心理学主義的把握」（APS, 13）を不可能にした。

そのような心理学主義的把握の一例として、ガイガーは「現象学的美学」において、美的対象を

表象の複合体として――たとえば絵画を色彩感覚の複合体として――把握したり、美的対象の

本質をその体験や心理的効果のうちに――悲劇の本質をカタルシスのうちに――追求したりす

ることを批判している（vgl. ZÄ, 140–2）。美的対象は風景やメロディーのような客観として与え

られているのであって、感覚のような表象の複合体として与えられるのではないのであり、美的

対象の本質はそうした客観の本質であって、体験や心理的効果とはちがうものである。簡潔に言

えば、対象的なものと心理的なものとはちがうというわけである。そして、それ自身として与え

られている対象やその本質を研究するさい、ガイガーによれば、現象学者は原理的に「自然的生

の「素朴な態度」」（APS, 14）であるところの「直接的な態度（unmittelbare Einstellung）」を保持

することになる。もちろん、現象学的方法を対象的なものばかりではなく、心理的なものに適用

することも可能であるが、そのさい、直接的な態度は「反省的な
、、、、

（reflektierend）態度」（APS, 14）
に転化するのであり、実際、フッサールはそのような反省的態度において、それ自身として与え

 
12. フッサールは『論理学研究』において「ideal」と「ideell」という語を同義で用いているため（vgl. z. 

B. XVIII, 134）、ガイガーもそれを踏襲していると解釈し、「理念的」と訳した。たとえば、立松訳『論理学
研究Ⅰ』においても「理念的」と訳されている。 
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られている対象
、、

よりも、むしろそうした対象の与えられ方
、、、、、

ないしその対象の意識作用
、、、、

、その対象

を意識する仕方
、、、、、、

を分析している。ガイガーはこれを「主観的なもののうちへの転回（Wendung ins 

Subjektive）」（APS, 15）として特徴づけるが、これはかならずしも観念論を帰結させるわけでは

ないと指摘している。 

 ガイガーは現象学を「その基本姿勢において実在性の問題に無関心である」（APS, 12）ものと

して、まさに実在性の問題に関心をもつものとしての哲学から区別する。「現象が〈なんである

か（Was）〉、その現象性
、、、

だけが現象学にとって重要であり」（APS, 12）、そうであるから、たとえ

ば、現象学的方法にとって美学が、つまり、実在的対象ではなく現象として与えられるかぎりで

の対象に属する美的価値の研究が「主要な応用分野」（ZÄ, 138）となるのである（vgl. ZÄ, 138–

40）。そのため、また、そもそも現象学が実在性を問題としない以上、「明示的なエポケー

（ausdrückliche ἐποχή）」も「特別な括弧入れ（besondere Einklammerung）」も必要ではないとさえ

主張している13。しかしながら、現象学者たちは、そのような「実在定立の放棄」（APS, 12）に

とどまることなく、まさに実在の問題に取り組んだ。ガイガーによれば、現象学者は、直接的態

度をとるかぎりにおいて、必然的に実在論に行き着くものの、フッサールは、その反省的態度に

おいて、観念論の道を進んだ、というのである。このような態度の問題、実在論と観念論の対立

については、第２章において詳述することにしたい。 

おわりに 

 本章においては、ガイガーのプフェンダー論文をもとに、かれの現象学を、マッハの要素一元

論およびフッサールの現象学と対比しつつ、いくつかの点において特徴づけた。かれは現象学の

原理と可能性を「最大限の所与性の承認」や「客観への転回」などのうちに見出していたが、い

ずれにおいても、一切を心理的でも物理的でもない、主観的でも客観的でもない中性的な要素に

還元しようとするマッハの感覚主義的、観念論的な先入見や、第２章において詳しく確認するよ

うに、一切を物理的なものか、さもなければ心理的なものに還元しようとする自然主義的な先入

見を批判し、自己所与性の豊かさを承認することを重視していたのである。そして、そうした自

己所与性をそれにふさわしい仕方において研究するためには、直接的態度をとることが必要に

なると示唆されていた。第２章においては、この直接的態度とはどのようなものであり、この態

度をとることに、どのような根拠と意味があるのかということを確認していきたい。 

 
13. ガイガーは、端的にエポケーや括弧入れが不要であると述べるのではなく、「明示的な」エポケーや
「特別な」括弧入れは不要であると述べているため、かれは、わたしたちが現象だけを問題とする場合、

暗黙のうちに、エポケーや括弧入れをすることになる、と主張しているとも解釈することができるだろう。 



第２章 直接的態度の現象学と実在論 

20 

第２章 直接的態度の現象学と実在論 

はじめに 

 第１章においては、ガイガーが現象学の原理と可能性を、イギリス経験論やマッハの要素一元

論のうちにひそむ感覚主義的、観念論的な先入見の批判のもと、それ自身として与えられている

ものの豊かさを承認することのうちに見出していたことを確認した。ガイガーはフッサールの

志向性概念に依拠しつつも、フッサールが「主観的なもののうちへの転回」、つまり、意識作用

の研究を重視したのとはちがって、「客観への転回」、つまり、対象の研究を重視し、そのさい、

フッサールの超越論的態度とはちがう、直接的態度なるものをとることの必要性を示唆してい

た。この第２章においては、おもにガイガーの著書『諸科学の現実と形而上学』（1930 年）（以

下、『現実』と略称する）を参照するが、この著作はひとつの学問論であり、ガイガーの現象学

を理解するうえで、とりわけ、なぜかれが直接的態度における現象学という立場をとったのか、

そして、観念論ではなく実在論の立場をとったのか、ということを理解するうえで、もっとも重

要な著作である。そこで、この『現実』にそくして、ガイガーが直接的態度における現象学とい

う立場をとることにどのような根拠があるのか、そして、それが現象学的研究やその他の諸科学

にとってどのような意味をもつのかということを確認していくことにする。さらには、なぜかれ

は、フッサールが観念論に行き着いたのとはちがって、実在論に行き着いたのか、その根拠につ

いても究明していくことにしたい。 

第１節 諸科学の構造存在系 

 わたしたちは、諸科学の差異というものをかんがえるとき、おそらく、諸科学それぞれの対象

と方法の差異というものに行き着くだろうが、ガイガーは、さらにその根底に、それぞれの内在

的な前提としての「構造存在系（Strukturontiken）」なるもの、そして、その「主観的な相関物」

（WWM, 30）として「態度（Einstellungen）」がひそんでいると主張する。これはどういうことだ

ろうか。わたしたちは、まさにマッハが主張していたように、たとえば色というものを物体の性

質としてみなしたり、心のうちで生じる感覚とみなしたりするなど、同じ対象を異なる仕方で把

握、考察することができる。実際、諸科学の各分野の研究者たちも、同じ対象、たとえば人間と

いうものを、たんなる物体とはちがう自由な意志をもつ存在者とみなしたり、物体と同様に因果

律に拘束された存在者とみなしたりなどしている。ガイガーによれば、そのような諸科学の各分

野における把握、考察の仕方の差異は、それぞれの構造存在系の差異によってもたらされるもの

である。この構造存在系とはおそらくかれ独自の術語であり、かれ自身もはっきりと定義しては

いないが、わたしたちがこの現実というものを、物理的なものだけからなる一元的な構造をもつ
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ものとみなしたり、物理的なものと心理的なものという二元的な構造をもつものとみなしたり、

あるいは、それ以上の多元的な構造をもつものとみなしたりするとき、そのような仕方である特
、、、

定の構造をもつものとみなされた
、、、、、、、、、、、、、、、

現実
、、

のことを意味していると理解するのがよいだろう。その

ため、倫理学が人間を自由な意志をもつ存在者とみなす場合、倫理学の構造存在系のうちには、

物理的なものばかりではなく心理的なものが含まれる、つまり、現実がすくなくとも二元的な構

造をもつものとみなされているのであり、それに対して、物理学が人間を因果律に拘束された存

在者とみなす場合、物理学の構造存在系のうちには、物理的なものだけが含まれる、つまり、現

実が一元的な構造をもつものとみなされているわけである。これをちがった仕方で言えば、わた

したちが日常的な現実においてみずからのうちに見出している自由な意志という心理的なもの

は、それを仮象とみなし、現実すべてを物理的なものから説明しようとする物理学の構造存在系

のうちには、はなから居場所をもたないわけである1。 
 ガイガーがこの『現実』において問題にするのは、そのような諸科学の構造存在系と形而上学

のそれ――かれは形而上学を「究極的で独立的な
、、、、、、、、

、それ自身のうちに安住する存在
、、、、、、、、、、、、、、

についての理

論」（WWM, 1）と定義する――との関係ないし諸科学の現実と形而上学のそれとの関係である

（vgl. WWM, VIIf.）。ところで、もしある物理学者が、色や意志のような心理的なものを排除し、

物理的なものこそが真に存在するものであると主張するとすれば、そのひとは、物理学にとって

の現実こそが形而上学的な現実であるとして、物理学の構造存在系を形而上学的に絶対化して

いることになる2。この『現実』の第一の狙いは、このような特定の構造存在系の形而上学的な

絶対化を批判することにある。ガイガーによれば、諸科学の構造存在系とは、あくまでそれぞれ

の内在的な前提であるにすぎないため、形而上学的に絶対化するべきではなく、そうしようとす

れば、解決不可能な矛盾に行き着くことになる。そして、正反対の構造存在系――たとえば倫理

学と物理学のそれ――を混同することに、諸科学内部における数多くの論争が起因しているこ

とをあきらかにすること、これが第二の狙いである。本論においては、あくまで形而上学とは区

別されるところのガイガーの現象学――とそれにもとづく内在的な
、、、、

実在論や美学――だけを問

題にするため、ここでは前者の狙いについてはあまり触れず、後者にのみ立ち入ることにしたい。 

 ガイガーによれば、諸科学の異なる構造存在系には、異なる態度――さらにはその態度の内部

における異なる「態勢（Haltungen）」――が対応している（vgl. WWM 30f.）。つまり、たとえば、

わたしたちが色というものを物体の性質とみなす場合と心のうちで生じる感覚としてみなす場

 
1. 池内は、物理学のような自然科学の大原則としての因果律をつぎのように説明する。「物理学（広く

科学一般）が従うべき大原則として因果律
、、、

がある。一切の自然現象は、原因があり何らかの反応があって

結果をもたらす、逆に言えば原因がなければ何ものも生じない、というのが当たり前の決まり（約束）で

ある。であるがこそ、結果を引き起こした原因を明確にするという物理学（広く科学）の役割があるので

ある。〔…〕／その際、原因は物質の作用によるとするのがその前提になる。神の意志とか先祖の祟りなど

という物質化できない理由に頼ったり、「そうなる目的があった」というような価値論を持ち込んだりする

ことはタブーである。原因はあくまで物質の性質や機械的運動であるべきであり、それを論理的につない

で結果に結びつけなければならない。恣意的な操作を一切排除して物の論理だけで説明するのだ。」（池内 
2021, 26f.）当然、自由意志もまた「物質化できない理由」とみなされることだろう。 

2. 池内によれば、物理学は「自然が引き起こしているすべての事象は人間の知恵によって理解できる」
（池内 2021, 14）とする自然の一様性の原理を前提しているが、もし物理学者が、物理学的に理解可能な
事象だけが本当の意味で存在し、理解不可能な事象は存在しないと主張するとすれば、ガイガーの言うよ

うな絶対化を犯していることになるだろう。 
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合とでは、わたしたちがそれを把握、考察する態度が根本的に変化しているというわけである。

そのため、わたしたちが物理学者として、すべてを物理的なものから説明しようとする場合、唯

一可能な構造存在系、それに対応する態度ではなく、あくまで複数――ガイガーによれば、おお

きくふたつ――あるうちのひとつの
、、、、

構造存在系、態度を採用しているにすぎないのであり、物理

学的な現実が形而上学的な意味における絶対的な現実であるわけではない。ガイガーが主張す

るには、もし可能であるとすれば、形而上学から――個別科学からではなく――出発することに

よってのみ、究極的な存在を認識できるが、それにもかかわらず、「科学主義（Szientifismus）」

は、科学的な現実こそが形而上学的な現実であり、科学的な認識こそ形而上学的な認識であると

独断している（vgl. WWM, 1–9）。 

 

 そのような科学主義は１９世紀中期における科学独断的な時代の所産である。科学がみ

ずからの巨大な成果にひとびとを注目させることができたときにはじめて、さらには、普遍

性の意識がまさに、宗教的および哲学的な世界理解に対して、科学的な世界理解を前面に押

し出そうとしようとしたときにはじめて、科学主義が成長することができたのである。精密

な形式における科学主義は、科学的な存在と形而上学的な存在は同一である
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

というテーゼ

をもって開始した。科学が認識するのはそれ自体として
、、、、、、、

あるがままの世界（die Welt so wie 

sie an sich ist）であり、科学〔にとって〕の存在が究極的な性格を担っており、科学の存在

の背後にはけっして〔さらなる〕「究極的な」存在はない。個別科学によって、原理的に、

存在者のあらゆる認識が獲得されるのであり、「その他のどんな存在論も」（ここでは形而上

学に等しい）「空虚なおしゃべりであり」（シュリック）、「概念の試作」（フリードリヒ・ア

ルベルト・ランゲ）である。そのため、科学主義はカリフ・ウマル3になんら引きを取らな

い。伝説が物語るように、かれはアレクサンドリアの図書館を燃やすよう命令を与えたが、

それは、この図書館の書物は、コーランと同じ内容を含むならば不要であり、コーランとな

にかちがう内容を含むならば誤りで、異端的であるからである。この形式の科学主義〔にと

って〕のコーランにあたるのが、科学の百科事典
、、、、、、、

である。（WWM, 6f.） 

 

ガイガーは科学主義の内部に、科学は究極的存在の内容を認識しうると信じる「原始的形式の科

学主義」（WWM, 8）と、科学は究極的存在を認識しえないが、それでも（相対的な意味におけ

る）現実を認識しうる唯一の方法であると信じる「懐疑的
、、、

形式の科学主義」（WWM, 8）がある

とし、いずれも――前者を「内容上の
、、、、

独断論」（WWM, 9）、後者を「方法上の
、、、、

独断論」（WWM, 

9）として――批判するのであるが、ここではとくに前者を危険視している。 

 ガイガーが原始的形式の科学主義なるものをとくに危険視するのは、それが、ある個別科学の

内在的な
、、、、

前提であるにすぎない構造存在系を超越的な
、、、、

構造存在系と混同する、つまり、ある個別

科学にとっての現実を形而上学的な現実と混同してしまうからである（vgl. WWM, 9–13）。ほと

んどすべての科学――かれによれば、純粋数学、論理学、純粋本質学以外のすべての自然科学お

よび精神科学――は、主観に依存しない実在的な世界の存在を内在的に前提している、つまり、

内在的な実在論をとっているが、そうであるからといって、「諸科学の内在的な実在論からは、

外界が形而上学的な
、、、、、、

意味において実在的であるということは帰結しない」（WWM, 10）のである。

 
3. イスラム国家第２代カリフであるウマル１世のこと（vgl.『ブリタニカ国際大百科事典』）。 
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諸科学はそのような内在的実在論以上に、「さらに多数の特殊な、この
、、

科学にとってのみ妥当す

る構造存在的な前提」（WWM, 10）をもっており、たとえば、物理学の構造存在系のうちに居場

所をもたない色が、歴史学の構造存在系のうちに居場所をもつということもあるが、いずれにせ

よ、それぞれの内在的な構造存在系、現実を、形而上学的、超越的なものと混同してはならない

のである。かれは、以下のように、諸科学の構造存在系の差異を描き出す。 
 

生物学と精神科学の出来事は三次元的なユークリッド空間と一次元的な時間のうちで起こ

るが、相対性理論の物理学はみずからの
、、、、、

世界にあわせてこの前提を拒絶する。そのようして、

物理学は、さらに、色と音という二次性質をみずからの世界の実在的な前提のうちにともに

受け入れることはなく、量的な規定のみを妥当させるが、歴史学は、色と音をその全幅の直

観性において実在的なものとして承認する。つまり、アレクサンダー大王がそれによって反

乱軍を鎮圧したところの演説は、歴史学にとって、けっして空気の振動であるのではなく、

直観的で意味の充たされた響きである。そして、ヨーク家の支持者とランカスター家の支持

者がバラ戦争のはじめにつけていた赤いバラと白いバラの色は、歴史学にとって、けっして

原子構造物ではなく、知覚されるままの直観性において実在的
、、、、、、、、、、

である。（WWM, 10f.） 

 

フッサールやガイガーの主張と関連づけるとすれば、まさにアレクサンダー大王の演説をたん

なる空気の振動とみなすようなことが、実際に、命題を判断する働きに還元する心理学主義的論

理学や、美的価値を快感情に還元する心理学的美学において起こっていたのであり、そのとき、

心理学はみずからにのみ
、、
妥当するはずの内在的な構造存在系を、あらゆる

、、、、
科学に妥当する超越

的な構造存在系と混同していたということになるのである。 

第２節 自然主義的態度と直接的態度 

 ある同じ人物が、あるときには物理学者として、まさに物理学的な構造存在系を認識しようと

し、またあるときには歴史学者として、歴史学的な構造存在系を認識しようとする、ということ

も可能であろうが、それらふたつの構造存在系同士の関係はどのようになっているのか。ガイガ

ーによれば、そのような複数の構造存在系を一元的に体系化することは不可能であり、ふたつの

原理的に異なる類型の内在的な構造存在系が存在する（vgl. WWM, 14）。そして、わたしたちが、

一方で、物理学的な構造存在系を認識しようとする場合、「自然主義的（naturalistisch）態度」を

とっており、他方で、歴史学的な構造存在系を認識しようとする場合、「直接的（unmittelbar）態

度」をとっているのである。 

第１項 自然主義的態度 

 第一に、自然主義的態度とは、ある科学者がまさに物理学などの精密自然科学に従事するさい

にとっているような態度であり、それにはふたつの特徴、（１）「実在的外界からの出発」（WWM, 
16）と（２）「心理的

、、、
なもの
、、、

に対する態勢」（WWM, 16）という特徴がある（vgl. WWM, 15–20）。

（１）自然主義的態度は「それ自体として存在し、それ自体のうちに基づく実在的な外界
、、、、、、

の存在」
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（WWM, 15）から出発するものであり、その外界は「自‐立的（selbst-ständig）な――自己自身

の上に立っている」（WWM, 15）ものである。そのことを、しかし、「主観に依存しない

（subjektsunabhängig）」（WWM, 15）と言い換えることはできず
、、、

、むしろ、そもそも主観というも

のの居場所がなく、実際、天文学や地質学がそうであるように、主観なしの世界をも想定してい

る。精密自然科学と言うと、世界から質的な規定を排除し、それを量的な規定にのみそくして説

明しようとするものであるとかんがえてしまうが、ガイガーによれば、精密自然科学は、自然主

義的に見られた世界のうちに質的な規定が含まれるのかどうかについて無頓着であるだけであ

って、方法的に
、、、、

、世界を量的な規定によってのみ特徴づけようとするわけである4。（２）自然主

義的世界は純粋に物理的な世界であるべきであって、主観の居場所がない以上、当然、心理的な

ものの居場所もない。しかしながら、ふつうの人間と同様に、自然科学者もひとつの主観である

以上、知覚や意志のような心理的なものに直面せざるをえない、つまり、「心理的なものはとに

かく（nun einmal）存在する」（WWM, 16）。そのため、自然主義的態度は物理的世界のうちに心

理的なものを組み込まなければならないのだが、そのようにして組み入れる仕方には、第一に、

物理的なものを方法的に
、、、、

優先させるという特徴と、第二に、それを概念的に
、、、、

優先させるという特

徴がある。 

 まず、自然主義的世界にとっては、心理的なものの存在は、そもそも予定されておらず、自己

完結するべき物理的世界にとっての不快な事実とみなされる。そのような意味において、心理的

なものは「自然主義的態度にとって、方法上
、、、

、物理的なものと同等の権利、同等の根源性をもつ

実在」（WWM, 16）ではないのである。そこで、自然主義的態度は、物理的なものと心理的なも

の両方の存在、そして、それらの――脳と心との――連関をみとめざるをえないが、それでも、

唯物論や心理物理並行論などの立場をとることによって、心理的なものから物理的なものへと

およぶ影響を否定しようとするわけである5。つぎに、自然主義的態度が物理的なものを概念的

に優先させるというのは、この態度にとっては、物理的なものだけが積極的に概念的に規定され

るのに対して、心理的なものは物理的でない
、、

もの、非
、
‐物理的なものとして消極的に規定される

ということを意味する。自然主義的態度にとって「物理的」と「心理的」は「二者択一的
、、、、、

（kontradiktorisch）対立物」（WWM, 18）であり、「物理的でないものは心理的なものであり
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、心
、

理的でないものは物理的である
、、、、、、、、、、、、、、

」（WWM, 18）ということが「方法上の原則」（WWM, 18）とな

るのであり、一方で、物理的なものは、時間的であるにくわえて空間的なもの、客観的なもの、

量的なものとみなされるのに対して、他方で、心理的なものは、非
、
‐空間的なもの、非

、
‐客観的

なもの、非
、
‐量的なものとみなされることになる。「非

、
‐客観的であり、「たんに（bloß）」主観的

であるものすべてが、心理的である。」（WWM, 18）ガイガーがとりわけ危険視するのは、自然

主義的態度が、自然主義的な意味における物理的なものとして説明できないものすべて
、、、

を、たと

えば美と感情というものを一緒くたにして、たんなる主観的なものとして説明しようとするこ

とである。心理学者Ｔｈ・リップスが物理的世界のうちに見出されない美を美の感情なるものか

 
4. たとえば、物理学的な法則を数式によって表現する、つまり、定量化することによって「一般性が確

保され、さまざまな系への適用が可能になる」（池内 2021, 18）。 
5. そして、ガイガーによれば、当時の心理学は――そしておそらく現代の心理学もまた――みずからも

自然主義的態度をとり、たとえば「体験心理学（Erlebnispsychologie）」として、心理的なものの実在性を否
定し、心理的なものをたんなる体験として形而上学的に無価値化しようとしている。これについては、第

３章において詳述する。 
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ら説明しようとしたり、Ｗ・ヴントが言葉の意味を意味感情なるものから説明しようとしたりす

るとき、物理的でないものすべて
、、、

を客観的でない、たんなる主観的なものとして規定しているの

である。 

第２項 直接的態度 

 感情も、色も、美も、自然主義的態度においてはいずれも心理的なものとして説明されるのに

対して、わたしたちは日常生活において、それらのあいだに、たとえば、わたしの
、、、、

感動、海の
、、
青

さやその美しさとして、なんらかの差異を
、、、

見出している
、、、、、、

。そのさいの態度、まさにわたしたちが

日常生活においてとっているような態度が直接的態度である（vgl. WWM, 20f.）。 

 

 自然主義的態度は外界から出発し、諸主観は一貫してそのうちにまったく居場所をもた

ない一方で、反対に、主観と客観の対立
、、、、、、、、

（das Gegenüber von Subjekt und Objekt）が、直接的

態度の支柱である。直接的態度は、それゆえ、最初から、ひとつの
、、、、

ではなく、根本的に異な

る種類のふたつの
、、、、

異なる実在形式を見知っている。つまり、諸主観
、、、

と客観世界
、、、、

である。諸主

観は、それらにたいして客観世界が与えられるところの中心であり、諸主観は客観世界を見
、

やり
、、

、把握し、認識し、それについて思案し、それを評価し、加工し、みずからの意志、み

ずからの願望の対象とし、それにむかって〔なんらかの〕姿勢をとり、それを享受し、それ

について不安がるなどするのである。そして反対に、諸客観は直接に主観を触発し
、、、

、〔なん

らかの〕印象をあたえ、みずからに注意をひきつけ、行動するきっかけをあたえるなどする

のである。（WWM, 20f.） 

 

第１章において、マッハが自我のような主観的なものと物体のような客観的なものとの差異を、

いずれも感性的要素に還元することによって、抹消しようとしたことを確認したが、ガイガーは

ここで、まさに主観的なものと客観的なものとの差異を復権させているのである。わたしたちは

日常生活において、みずからの感情を、主観的でもなく客観的でもない中性的なものとしてでは

なく
、、

、あくまでみずからのもの
、、、、、、、

として経験し、海の青さやその美しさを、あくまで海のもの
、、、、

とし

て経験しているはずである。ガイガーはこのような直接的態度における事実にあえてとどまろ

うとするのである。この態度においては、ガイガーによれば、第一に、心理的なものの概念的な

規定が根本から変化し（vgl. WWM, 21–3）、第二に、物理的でない客観領界――これは自然主義

的態度にとっては語義矛盾をはらんだ表現である――が開かれる（vgl. WWM, 23–9）。 

 はじめに、直接的態度において、物理的なものは、自然主義的態度におけるそれと同様に、家

や木のような「空間のうちなる客観
、、、、、、、、、

として見出されるものすべて」（WWM, 21）として規定され

るが、心理的なものは、たんなる非‐物理的なものとして消極的に規定されるではなく、みずか

らの意志や感情のような「主観に帰属するものとして主観によって直接に体験される
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

もの

（dasjenige, das von dem Subjekt unmittelbar als dem Subjekt zugehörig erlebt wird）」として積極的に

規定されることになる。たとえば、わたしが海の青さに感動する場合、わたしはみずからの感動

をみずからに帰属するものとして直接に体験し、わたしの感動はそのような意味において心理

的なものであるが、海の青さはけっしてそうではないのであり、直接的態度における心理的なも

のには「客観として、あるいは客観に帰属するものとして直接に眼前に
、、、

見出される
、、、、、

（vorgefunden）
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もの」（WWM, 22）は含まれないのである。ただし、ガイガーは色や音のようなものは物理的な

ものでもないとも主張している。 

 

色と音は、それゆえ、直接的態度にとってはけっして心理的な本性のものではない。それら

は主観によって、主観自身の成分として
、、、、、、、、、、

ではなく、客観の成分として
、、、、、、、、

体験される。けっして

科学的認識はそれらを心理的なもの
、、、、、、

として証明することはできない。というのも、けっして、

どんなに深い科学的な発見によっても、バラの色がわたしの
、、、、

色になることはなく、それはつ

ねに客観の色であるにとどまるからである。直接的態度にとっては、色が〔自然主義的な意

味において〕非‐物理的であるからといってそれを心理的なものとして特徴づけることは、

それが非‐心理的であるからといってそれを物理的なものとして特徴づけることと同様に、

ひどい誤りだろう。（WWM, 22） 
 

科学的知識に慣れ親しんだひとにとっては、このような見方は異様におもわれるだろうし、ガイ

ガーもそれをみとめるものの、そうおもわれるのは、そのひとが自然主義的態度の観点を直接的

態度のうちに持ち込み、〈物理的であるか、さもなければ心理的である〉という二者択一を前提

しているからである。ガイガーは、もちろん、色や音が、それらを体験する「主観に依存してい
、、、、、

ること
、、、

（Subjektsabhängigkeit）」（WWM, 23）や「主観によって定立されていること
、、、、、、、、、

（die Gesetztheit 
durch das Subjekt）」（WWM, 23）をみとめるが、あくまでそれらと「主観に帰属していること

、、、、、、、、

（Subjektszugehörigkeit）」（WWM, 23）とを区別している。それらは「主観に依存し
、、、

、主観によっ

て定立されている、客観の被
、
規定性
、、、

である」（WWM, 23）。つまりは、直接的態度においては、

自然主義的態度における――「物理的」の意味は変化しないものの――「客観的」、「心理的」、

「主観的」の意味が変化することによって、〈物理的＝客観的〉と〈心理的＝主観的〉という等

式が崩壊するわけである。第１章において、ガイガーが心理的なものと対象的なものとの差異を

強調していることを確認したが、それらは、けっして自然主義的な意味における心理的なものと

物理的なものとの差異を意味するのではなく、まさに、主観や主観に帰属するものとして直接に

体験されるものと客観や客観に帰属するものとして体験されるものとの差異を意味している。

たとえば、五官をつうじた感覚というものは、自然主義的態度においてはいずれも心理的で主観

的なものとして規定されるのに対して、直接的態度においてはそうではない、つまり、わたした

ちはそれらをちがった仕方で意識している。ガイガーは論文「美的享受の現象学への寄与」（1913
年）において、つぎのように、さまざまな感覚の意識の仕方の差異を記述している（vgl. BPG, 

634–6）。わたしたちがなにかを見るときも、なにかを触るときも、光が網膜に、物が皮膚にとい

うように、なんらかのものが身体に接触しているからこそ、さまざまなプロセスをつうじて、心

のうちに感覚が生じるわけであり、感覚はいずれもそのような意味で心理的で主観的ではある。

しかしながら、わたしたちがなにかを見るときは、そのような身体との接触を直接に意識せず、

それとは反対に、なにかを触るときには、それを直接に意識する。そうであるからこそ、視覚や

聴覚のようないわゆる高級感官においては感覚対象の客観性が保持される、つまり、色や音は対

象の性質として把握されるのであり、触覚や味覚のような低級感官においては主観性へと解消

される、つまり、感触や味はほとんど身体感覚そのものやそれに近いものとして体験されること
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になるのである6。 

 このようにして〈物理的であるか、さもなければ心理的である〉という二者択一、〈物理的＝

客観的〉および〈心理的＝主観的〉という等式が崩壊することによって、つづいて、物理的でな

い客観領界が開かれることになる。ふたたび自然主義的態度においては、わたしたちが見る色や

幻覚、空想はいずれも心理的で主観的なものであると規定されるのに対して、わたしたちは色と

同様に、たとえば、幻覚上の馬や空想上の巨人を自己自身や自己自身に帰属するものとして直接

に体験するわけではない。たしかにそれらは、色や幻覚の場合、主観によって定立されたもの、

空想の場合、主観によって意識的に創り出されたものであるという点において物理的なもので

はなく、「メンタル
、、、、

な
、
（mental）」7（WWM, 23）ものではあるが、あくまでメンタルな客観

、、
とし

て特徴づけられるべきである8。ガイガーはここで客観性の本質を「眼前に見出されること

（Vorfindlichkeit）」として規定する。それは客観的な妥当性
、、、

、言い換えれば、絶対的な妥当性で

はなく
、、

、客観的な所与性
、、、

、つまり、対象的な与えられ方を意味している。このような直接的態度

における客観性の意味を保持することによって、以下のような豊かな存在領界が開かれること

になる。 

 

１．心理的な（psychisch）事実（願望、感情、意志作用） 

２．物理的な（physisch）客観（家、木、動物の身体） 
３．実在的で精神的な（real geistig）客観（国家、芸術作品） 

４．理念的な（ideell）客観（概念、数学的関数） 

５．メンタルな（mental）客観（空想物、幻覚）（WWM, 29） 

 
6. これについてはガイガーの美的享受論の文脈においてあらためて取り上げることにする。 
7. 「心理的（psychisch）」との混同を避けるため、「心的」などではなく、「メンタルな」と訳すことに

する。直接的態度の構造存在系における「心理的」とは、（直接に体験されるかぎりでの）主観に帰属して

いるありかたを意味するが、後述のように、「メンタルな」とは、まさに空想物や幻覚がそうであるように、

主観ではなく、客観に帰属してはいるが、多数ではなく、ひとつの主観によってのみ体験されるありかた

を意味している。 
8. ここでガイガーが言うように、わたしたちが直接的態度において色を、幻覚や空想と同様に、メンタ

ルなものとして体験しているかどうかということには検討の余地があるだろう。ガイガーは、以下におい

て説明するとおり、メンタルなものの特徴を、ある主観がそれを思い浮かべるかぎり発生し、その主観だ

けが体験することができるということのうちに見出しているが、遺稿「芸術の意義」（1976 年）において
は、つぎのように、色がそのようなものとして体験されることを否定している。「血は、たとえ夜であると

しても、あるいは、それが身体のうちで循環し、わたしがそれを見ていないとしても、直接的態度にとっ

ては「赤」である。それは血に持続的に帰属しているのであり、それを見る瞬間にはじめて持続的に新た

に産出されるのではないということが仮定される。直接的態度からすると、客観として見出されるものは、

たとえそれがちょうどいま眼前に見出されないとしても、存在している。直接的態度は、いわば、間違っ

ているとわかっていながらそのように振舞う（gegen besseres Wissen handeln）のであり――それは赤の性格
にかんする心理学的な知識を無視するのである。／さらに、直接的態度にとって、血の赤は、そこに居合

わせてその赤を見ている人間の数だけ存在しているのではなく、血は赤いのであり
、、
、すべての人間が血の

同じ赤を見やっているのである。」（BK, 406）たしかに、わたしたちは、たとえば、仕事からの帰り道で夕
焼けが空を赤く染めているのを目にし、家に着いてから、家族に「空が赤くてきれいだから見てごらん」

と言うとき、色をそのようなものとして体験していると言うことができるだろう。そのため、色はメンタ

ルなものではなく、ガイガーの分類の枠組みにあてはめるならば、物理的なものとして体験されていると

言うことができるかもしれない。 



第２章 直接的態度の現象学と実在論 

28 

 

心理的な事実と物理的な客観については上述のとおりであるが、国家や芸術作品が実在的で精

神的な客観であるとはどういうことだろうか。まず、芸術作品は、もちろん、たとえば絵画は絵

具とキャンバスのうちに、文学は印刷物や朗読のうちに物理的基礎をもつが、それらのうちで描

写される人間や風景は物理的なものとして見出されるわけではない。しかしながら、それらの描

写対象は、絵画を見たり文学を読んだりするわたしの
、、、、

体験やその総和とはちがって、眼前に見出

される――文学においては比喩的意味においてではあるが――客観であるし、さらには、芸術作

品は、空想物や幻覚と同様に、人間によって創り出されたものであるが、メンタルな客観でもな

い。というのも、メンタルな客観は、主観がそれを思い浮かべるかぎりで発生し、「個別的な
、、、、

主

観にとってのみ直接に接近可能」（WWM, 23）であるのに対して、芸術作品は、自立的な客観と

して存在し、多数の主観によって同時に把握されるという「超主観性（Transsubjektivität）」（WWM, 
24）をもつという点においてちがいをもつからである。そういうわけで、芸術作品は、物理的な

ものと同様に実在的ではあるが、物理的なものとはちがう精神的な客観として規定されるので

ある。 

 

芸術作品は、直接的態度から見ると、第三の実在的世界、つまり、「精神的形成物
、、、、、、

」の世界

に属している。詩の有意味な統一はその詩の印刷物や朗読のうちで実現されるが、その存在

は、そのような物理的受肉のうちにその実質をもつ
、、、、、、、

のではない。というのも、芸術作品は意
、

味ある形成物
、、、、、、

として実在的であるのである――それについては疑問の余地はありえない。

つまり、芸術作品は時間のうちで創り出されるのであり、それを実現する肉体が破壊される

（たとえば絵画が燃やされる）、あるいはその理念的内実が接近不可能になる（詩において

は、書物と原稿におけるその実現が無化され、その文言が忘れ去られる）などする場合、破

滅しうるのである。（WWM, 24f.） 
 

国家もまた、それが理念や本質、概念としての「国家一般
、、、、

（der Staat）」（WWM, 25）ではなく、

イタリアやイギリス、フランスの国家という「具体的で個別的な国家
、、、、、、、、、、

」（WWM, 25）であるかぎ

りにおいて、芸術作品におけるのと同様の理由で、実在的で精神的な客観として規定されている

9。 

 理念的な客観については、たとえば数や概念は、まさにフッサールが『論理学研究』において

主張したように、物理的でも心理的でもない。そして、それらは、数える働きや抽象する働きの

ような心理的事実とはちがって客観的であり、空想のようなメンタルな客観とはちがって主観

に依存せず、芸術作品のような実在的で精神的な客観とはちがって、時間とともに発生したり消

滅したりしないから、理念的な客観である。もちろん、唯物論者や心理学主義者であれば、数や

 
9. ガイガーは、自然主義的態度における国家の非実在論的な把握を批判して、つぎのように、直接的態

度において意識されるがままの国家とその実在性を記述している。「直接的
、、、

態度にとって、国家は精神的で

実在的である。たとえば、イタリア国家は、時間のうちで実在的であり、時間のうちで発生したもので、

すべての実在的なものがそうであるように、時間のうちで過ぎ去っていくよう宣告されている。このよう

な仕方において、日常生活の把握もまた国家を実在的なものとして、個人とならぶ
、、、

実在として、実在的な

力として個人に対峙する実在として感じるのであり、国家は〔個人にたいして〕法律を遵守し、税金を支

払うなどするよう強制するのである。」（WWM, 25） 



第２章 直接的態度の現象学と実在論 

29 

概念の発生
、、

を問題にすることによって、それらをあくまで主観に依存するものとして説明する

だろうが、ここで、ガイガーは、そのような発生的問題を遮断しているのである。「精神的‐実

在的な対象の主観に依存していないありかたも理念的対象のそれも、主観によって眼前に見出
、、、、、

される
、、、

非依存性である」（WWM, 29）。そのことはとりわけ、美や芸術作品の現象学においてき

わめて重要になってくる。 
 

 以上のように、諸科学の構造存在系、諸科学にとっての現実とは、それぞれ――おおきくふた

つの――異なる態度をとることによってこそ開かれるものである。ガイガーは現象学の原理を

「最大限の所与性の承認」などの特徴のうちに見出していたが、わたしたちが日常生活において

経験している所与性の豊かさを、まさにその豊かさにおいて記述するためには、すべてを、マッ

ハのように感性的要素に還元しようとする感覚主義的な立場をとったり、物理学のように物理

的なものに還元しようとする――が、心理的なものにも直面せざるをえない――自然主義的な

態度をとったりするのではなく、上述の直接的態度をとることが必要不可欠になるわけである。

「自然主義的態度の構造存在系は、なお特殊な仮説によってそれらの連関が規定されるべきと

ころの物理的実在と心理的実在との並存
、、、、、、、、、、、、、、、

にかかわるが、それに反して、直接的態度の構造存在系

は、多数の主観と多様な層をもつ客観世界との対立
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

をしめすのである。」（WWM, 31） 

第３節 直接的態度における諸科学 

 諸科学の構造存在系は、それぞれ異なる態度をとることによって開かれるのであるから、研究

者たちは任意の態度ではなく、みずからが従事する分野とその構造存在系に対応する「十全的な
、、、、

（adäquat）態度」をとる必要がある（vgl. WWM, 76–81）。たとえば、物理学が因果律を原則とし

て、自然現象の原因を明確にしていく場合、その原因は物質の作用であるということを前提とし

ている（vgl. 池内 2021, 27）。そうである以上は、わたしたちが日常生活において自由な意志に

よって行為しているという事実を無視する、あるいはそれを仮象として否定しなければならな

い。物理学のような精密自然科学にとっては、自然主義的態度こそが十全的なものである。「す

べての精密自然科学は、主観の存在を気にかけることなく、実在的
、、、

外界の対象から出発する。そ

れはそうして完結した物理学世界像を追求するのであるが、（生命的ないし心理的な本性の）他

の実在を可能なかぎりそこから排除するのである。」（WWM, 77f.）物理学者とはちがって、歴史

学者にとっては直接的態度こそが十全的である。歴史学者が研究する歴史上の人物たちはたん

なる「脳に繋がった心理的出来事の統一」（WWM, 79）ではなく、「客観世界のうちで運動する

主観
、、

」（WWM, 79）であり、その世界はたんなる物理的世界ではなく、「眼前に見出される現実

の世界（die aktuelle Welt der Vorfindlichkeit）」（WWM, 79）である。歴史学者が自然主義的態度を

とって、たとえば、アウステルリッツの戦いにおいて自軍に襲撃命令を与えようと決心するナポ

レオンを、決心表象が結合した原子構造体として、かれの命令を、空気を振動させる口腔運動と

してみなすことはないのである。ここで――『現実』第４章において――ガイガーは、諸態度と

諸科学の対応関係を、物理学や歴史学にくわえ、数学、心理学、論理学を例に挙げて説明してい

るが、そのなかでも、数学（vgl. WWM, 81–8）と論理学（vgl. WWM, 107–20）においては直接的

態度こそが十全的であると主張する――心理学については、異なる態度におうじた異なる心理
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学があると主張しているが（vgl. WWM, 88–107）、これについては、第３章において詳述する―

―。数学が直接的態度にもとづくのは、数学的対象が理念的なものであるからである。数学的対

象、たとえば、幅も厚みももたず長さだけをもつ線や、位置だけをもち大きさをもたない点は、

実在的なものではない。それを理論的に、人間の精神によって創り出されたものとみなしたり、

プラトンの意味におけるイデアとしてみなしたりすることはできるが、数学の実践においては、

そうしたことは問題にはならないのである。数学者は数学的対象を、実在的で物理的ではないが、

それでも存在している客観として、そして、発生的には人間の精神によって創り出されたもので

あるかもしれないが、それでも精神に依存しない客観として、発見
、、

、探究しようとしているので

ある。数学者が自然主義的態度を、つまり、物理的なものと心理的なものだけを認知する態度を

とるとすれば、数学は一種の応用物理学や応用心理学であることになる。しかしながら、数学は

「理念学（Idealwissenschaft）」であって、そのような「実在学（Realwissenschaft）」ではないので

ある。 

 論理学についても事情は同様である。ガイガーは、論理学はアリストテレス以来、後退するこ

とはなかったと主張したカントを、論理学を形式的な個別学科ではなく哲学の一部門とさせた、

つまり、「その超越論的
、、、、

論理学において論理的な関係と概念の哲学的起源
、、

を問う」（WWM, 108）

ことによってみずから後退させてしまった点において批判し、心理学（主義）的論理学を、自然

主義的態度における二者択一にしたがって10、物理的なものとしては存在しない論理的なものを、

たとえば対象としての推論を、推論する働き、その作用という心理的なものへと還元する点にお

いて批判する。そして、フッサールを、「ボルツァーノとフレーゲにつづくかたちで、その『論

理学研究』第１巻において、個別科学としての形式的論理学に取り組み、論理学を自然主義的態

度から直接的態度へと巻き戻した」（WWM, 114f.）として評価している。フッサールは『論理学

研究』第１巻において、たとえば、ミル（John Stuart Mill, 1806–1873）による矛盾律の心理学（主

義）的解釈をつぎのように批判している（vgl. XVIII, 88–109）。ミルは『論理学の体系』（1843 年）

において、矛盾律を経験の一般化による産物であると主張する（vgl. Mill 1843, 276–9）。つまり、

「ふたつの矛盾する命題の両方が真ではありえない」（Mill, 1843, 277）という原理は、心の内部

の経験にそくして言えば、「信と不信が、相互排他的なふたつの異なる心的状態である」（Mill, 

1843, 277）という事実の経験を一般化することによって成立する。そして、心の外部の経験にそ

くして言えば、たとえば、光と闇、騒音と静寂がそうであるように、「なんであれいかなる積極

的現象と消極的現象も、別個の現象であり、はっきりと対照をなしており、一方が現前している

場合には、つねに、他方は現前していない」（Mill 1843, 278）という事実の経験を一般化するこ

とによって、成立するというわけである。フッサールによれば、ミルは、矛盾律が表現している、

ふたつの矛盾する命題は両立することができないという理念的な
、、、、

論理学的法則を、ふたつの矛

盾する判断作用ないし信憑作用は両立することができないという実在的な
、、、、

心理学的法則に置き

換えてしまっている。しかし、極端なことを言えば、実在的な次元においては、異なる個人にお

いて、あるいは同じ個人であっても異なる時点において等々、ふたつの矛盾する判断作用、信憑

作用が両立することはありうる。ところが、わたしたちは矛盾律をそのような「経験的‐心理学

 
10. ただし、ガイガーによれば、直接的態度にもとづくのが形式的論理学であり、自然主義的態度にもと
づくのが心理学的論理学であるとはかぎらず、関係――とくに諸態度と心理学的論理学との――は単純で

はない（vgl. WWM, 113f.）。 
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的普遍性」（XVIIII, 92）をもつものとしてではなく、同じ個人においてであろうと異なる個人に

おいてであろうと、また、同じ時点においてであろうと異なる時点においてであろうと、「絶対

的な厳密さと例外のなさにおいて妥当する」（XVIII, 93）真理、「個人や時間を超越する普遍的法
、

則
、
」（XVIII, 99）として意識せざるをえないのである11。フッサールがこのように主張するとき、

ガイガーによれば、かれは直接的態度にもとづいていたというわけである。 
 以上のように、研究者は、諸科学のそれぞれ異なる構造存在系におうじて、異なる態度をとる

必要があるのであり、さもなければ、まさに心理学的な数学や論理学のように、ある科学の領分

とそれとはちがう科学の領分を取り違える「科学転位
、、、、

（Wissenschaftverlagerung）」（WWM, 77）

――いわゆるメタバシス――が生じたり、「雑種
、、

（hybrid）科学」（WWM, 77）が生じたりするの

である。本論では、さらに、第３章において、直接的態度にもとづく心理学がどのようなもので

あるか、第２部の全体において、それにもとづく美学がどのようなものであるかを提示すること

になるだろう。 

第４節 直接的態度内部の諸態勢 

 ガイガーは直接的態度の内部に、さらに、三つの異なる態勢12があると指摘し、直接的態度に

もとづく科学においても異なる態勢がとられることがあると主張する。本節においては、そのよ

うな諸科学と諸態勢との対応関係よりも、むしろ、諸態度・諸態勢と実在論・観念論の関係に注

 
11. フッサールは矛盾律が、心理的事実ではなく「理念的客観にかんする法則」（XVIII, 107）であるとし
てつぎのようにも主張している。「わたしたちは真の事情

、、、、
をつぎのように記述することができる。わたした

ちが必当然的明証、すなわち、語の含蓄ある意味における洞察をもつのは、矛盾する命題
、、
が両者ともに真

ではないことにかんして、もしくは、正反対の事態が両者ともに存立しないことにかんしてである。この

非両立性の法則が、真正の矛盾律である。必当然的明証は、さらに、心理学的応用にも及ぶのであり、わ

たしたちは、矛盾する内容をもったふたつの判断
、、
が、それら両者が、基づける直観のうちで実際に与えら

れているものを判断によってのみとらえるという仕方においては共存することはできないという洞察をも

もつ。より一般的には、わたしたちは、蓋然的であるばかりでなく、必当然的にも明証的な、矛盾する内

容をもった判断は、ひとつの意識においても、異なる意識において配分されたかたちでも、共存すること

はできないという洞察をもつのである。以上によって言われているのは、たんに、矛盾し客観的には非両

立的である
、、、

事態は、事実上、だれによっても、その直観と洞察の範囲内においては、共存するものとして

見出され
、、、、

（vorgefunden）えないということであるにすぎない〔…〕。」（XVIII, 100）ここで、フッサールは、
論理的なものと心理的なものとの差異を、理念的なものと実在的なものとの差異であると同様に、対象的

、、、

なもの
、、、

と心理的なものとの差異としてもかんがえていたと、まさにガイガーがそう理解していたように、

理解することができるだろう。 
12. 本論においては「Einstellung」を「態度」、「Haltung」を「態勢」として訳し分けているが、いずれも
「態度」として訳出できなくはない。ガイガーはそれらの差異を明示しているわけではないが、まず、わ

たしたちの態度を自然主義的および直接的な Einstellung へと一般的に区分し、その――とくに直接的態度
の――下位区分としてさまざまな Haltungがあると主張している。Duden Deutsches Universalwörterbuchに
よれば、Einstellungは「Meinung, Ansicht, inneres Verhältnis, das jmd. bes. zu einer Sache, einem Sachverhalt hat
（あるひとがとくにある事象、ある事態にたいしてもっている意見、見方、内的な振舞い）」を、Haltungは
「innere [Grund]einstellung, die jmds. Denken u. Handeln prägt（あるひとの思考や行為を特色づける内的な［基
本］態度）」を意味する。Einstellungをある特定の対象にむかう

、、、、、、、、、、、
態度であるとして、Haltungから区別できる

かもしれないが、いずれにせよ、ガイガー自身はそのようなことを強調しているわけではない。 
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目していきたい。まず、ガイガーによれば、直接的態度の内部には、以下のような諸態勢がある

13。 

 

（１）構造固定的‐客観主義的な態勢（strukturfixierend-objektivistische Haltung） 

（２）遠近法的‐主観主義的な態勢（perspektivistisch-subjektivistische Haltung） 
（３）所与性の態勢（Gegebenheitshaltung） 

 

 まずは、構造固定的
、、、、、

‐客観主義的
、、、、、

態勢（以下、客観主義的態勢）と遠近法的
、、、、

‐主観主義的
、、、、、

態勢

（以下、主観主義的態勢）との差異について（vgl. WWM, 54–60）。いずれも直接的態度の態勢で

はあるが、大前提として、直接的
、、、

態度と自然主義的
、、、、、

態度には、主観と客観との「相互作用

（Wechselspiel od. Wechselwirkung）」をみとめるのか、もしくは主観へとおよぶ客観の一方的作

用だけをみとめるのかという差異がある。ガイガーはそれらの差異を、ある主観が絵画を見て、

適意をもつという場面を例にして説明する。 

 

たとえば、直接的態度にとって、絵画が主観に働きかけ、その適意を呼び起こすという事実

は、主観と客観とのあいだの相互作用
、、、、

である。絵画が主観を触発して、主観は見る作用のう

ちで絵画を捕捉するのであり、主観が見た絵画の価値ある契機がそれはそれでふたたび主

観の情動的側面を触発し、主観は適意という姿勢をとって反応する。（自然主義的
、、、、、

態度にと

っては、その出来事はまったくちがったしかたで描写されるだろう。つまり、因果的なプロ

セスが、キャンバスの物理的な原子構造体から、脳にいたり、芸術作品の表象が発生し、そ

の表象がそれはそれで適意体験を産出するのであり、自然主義的に見出されるのは、けっし

て相互作用ではなく、一方的に
、、、、

客観から心理的なものへと進行するプロセスなのである。）

（WWM, 54） 
 

このように自然主義的態度は、第２節においても確認したように、物理的＝客観的なものを心理

的＝主観的なものよりも方法的に
、、、、

優先させる、つまり、可能なかぎりすべてを物理的なものとし

て説明しようとし、そのさい、物理的なものへとおよぶ心理的なものの影響を否定するのである

が、直接的態度は、そのような物理的＝客観的なもののいわば独裁をみとめることなく、両者を

対等な「相手役（Gegenspieler）」（WWM, 55）としてみとめるのである。それでは、客観主義的

態勢と主観主義的態勢との差異はどこにあるのかというと、それは、事象的に
、、、、

、前者が客観を優

先するのに対して、後者は主観を優先させるということにある。そのような差異を、ガイガーは

 
13. ガイガーはさらに、直接的態度の外部

、、
に、しかも、自然主義的態度でも直接的態度でもない

、、
ものとし

て「中立主義的態勢（neutralistische Haltung）」があると主張するが（vgl. WWM, 68–71）、本論ないし本章は、
自然主義的態度との対比において直接的態度とそれにもとづく現象学の特徴を際立たせることであるから、

この中立主義的態勢については割愛する。この態勢は、形而上学的に中立的な態勢を意味するのではなく
、、

――そうであるのはむしろ所与性の態勢である――、自然主義的態度にも直接的態度にも共通して帰属す

る存在領界という「無差別帯」（WWM, 68）を問題にするさいの態勢である。そのため、これはひとつの態
度ではなく、その相関物としてのひとつの構造存在系が欠如している。それは、純粋に心理的な事実や純

粋に物理的な世界のような「両態度に共通する世界のひとつの断片だけを掴み出し、それを単独で考察す

る」（WWM, 70）。 
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歴史学
、
と歴史描写

、、
それぞれにおける時間把握の差異にそくして説明している。一方で、歴史学に

おいて、時間とは「ひとつの主観に依存しない線、永遠から永遠にむかって延び広がるひとつの

線」（WWM, 55）であり、過去も現在も未来も等価なものである。つまり、いわば三人称的な立

場から、まず客観的な時間や客観的な世界が存在して、主観は「客観世界のうちに
、、、

あるもの」

（WWM, 55）、「客観世界のうちに置き入れられたもの」（WWM, 55）であるという見方をするの

が客観主義的な態勢である。他方で、歴史描写においては、現在が特別な価値をもち、現在との

関係のなかで、過去は「これまで」、未来は「これから」というかたちで重要性をもつことにな

る。これが主観主義的態勢であり、この態勢は一人称的な立場から、つまり、主観の立場に身を

置いて、その主観にとって時間や世界がどのようにあらわれる（aussehen）のか、ということを

問題にするのである。客観主義的態勢においては、客観世界が出発点であり、なにがそれ自体と
、、、、、

して
、、

存在するのかということが問題になるため、現実の構造が固定的なものになるが、主観主義

的態勢においては、主観が出発点であり、なにが主観にとって
、、、、、、

存在するのかということが問題に

なるため、現実の構造は遠近法的に変化する、というわけである。 

 つぎに、主観主義的
、、、、、

態勢と所与性
、、、

の
、
態勢との差異について（WWM, 61–4）。ガイガーはそれら

の差異を、つぎのように特徴づける。主観主義的態勢は「主観にとって客観的世界はどのように

あらわれるのか」（WWM, 61）を問題にするのに対して、所与性の態勢は「主観にとってなにが
、、、

与えられ
、、、、

、いかにして与えられ
、、、、、、、、、

るのか」（WWM, 61）ということを問題にする。それらの決定的

な差異は、（客観主義的態勢と同様に）主観主義的態勢が客観的な世界（と諸主観）の実在性を

前提しているのに対して、所与性の態勢はそうではなく、すべてを、知覚の対象であれ、幻覚の

対象であれ、実在的でも非実在的でもない所与性として、つまり、等価なものとして区別しない

ということにある。主観主義的態勢において実在として前提されていたものも、「実在として‐

与えられること（als real-Gegebensein）」（WWM, 62）へと還元されることになり、たとえば知覚

の対象としての机と――あたかも知覚の対象であるかような――幻覚の対象としての机は、い

ずれも――後者は実在していないとしても――実在として
、、、、、

与えられている
、、、、、、、

ものとして区別され

なくなる。ガイガーは主観主義的態勢の見方と所与性の態勢の見方との差異を、以下のように机

の経験を例にして説明している。 

 

主観主義的態勢において、わたしはつぎのように確認する。わたしの前には机が立っており、

わたしはそれを見る。わたしの後ろにはそばにもうひとつ小さな机が立っている――わた

しはそれを見てはいないが、それがそこに立っていることを知っており、この机の上には新

聞があると推測する。そのようにして、客観的世界の小さな断片が、この瞬間におけるわた

しのパースペクティブからあらわれる。それに反して、所与性の態勢は客観的世界について

はなにも知らず、印象
、、

についてのみ知っている。わたしが机を見るときにわたしに与えられ

ているのは、二三の直観的な印象であり、それらが机にむかう志向によってまとめられる。

つまり、わたしに直観的なしかたで
、、、、、、、、

与えられているのは、机の右側のわずかな部分だけであ

る。所与性の問題は、どのようにたとえば机の硬さがわたしにとって存在するのか――わた

しはそれを見る
、、

のか、そう見なす
、、、

のか、連想する
、、、、

のか、あるいはそれ以外の仕方か――とい

うことであり、どのように「机であること」がわたしによって経験されるのかということな

どである。（WWM, 61） 
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ガイガーはこのような所与性の態勢において「所与を純粋にそのものとして研究する唯一の科
、

学
、
」（WWM, 64）が現象学であると主張しているが（vgl. auch PAPSE, 273）、ふたたびプフェンダ

ー論文に立ち戻ると、「客観への転回」によって、なに
、、

が
、
与えられているのか、与えられている

もの
、、

の研究を重視するのが、ガイガーらミュンヘン学派の現象学であり、「主観的なもののうち

への転回」によって、いかに
、、、

与えられているのか、与えられ方
、
の研究を重視するのがフッサール

の現象学であると言えるだろう（vgl. APS, 12–5）。ただし、現象学者たちは、ガイガーによれば、

実在として与えられているものをどのように受け取るべきか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、あるいはそれをどのように解釈

するべきか、ということをめぐって、それぞれの仕方で所与性の態勢を、純粋な
、、、

現象学をはなれ

るのであり、自身らミュンヘン学派は実在論にむかって、そして、フッサールは観念論にむかっ

て、踏み出すことになる。 

第５節 実在論と観念論 

 ガイガーが実在論的な立場をとるのは、基本的に、わたしたちが自然主義的態度をとるにせよ、

直接的態度をとるにせよ、いずれの態度もそれぞれの構造存在系も、実在論的な性格をもってい

るからである（vgl. WWM, 64–8）。直接的態度のなかでも、客観主義的態勢は、客観世界の存在

を優先し、主観はそのうちに置き入れられたものであり、客観なき主観
、、、、、、

はありえなくとも、主観
、、

なき客観
、、、、

はありうるという見方をする。この態勢はその点において自然主義的態度と類似して

はいるが、自然主義的態度が〈物理的か、さもなければ心理的である〉という二者択一的な見方

をするのに対して、客観主義的態勢は理念的客観などの存在を承認するという点に差異がある。

主観主義的態勢も同様に実在論的な性格をもつが、単純にその反対、つまり、客観なき主観はあ

りうるが、主観なき客観はありえないという見方をするのではなく
、、

、むしろ、客観主義的態勢と

同様の見方――客観なき主観はありえないが、主観なき客観はありうる――をしたうえで、「主

観からのパースペクティブ」（WWM, 65）、「ひとつの主観にとっての客観」（WWM, 65）にのみ

関心をもつ
、、、、、

のである。その意味において、主観主義的態勢にとって主観は必然的に存在しなけれ

ばならないが、だからといって、その主観にあらわれていない客観、たとえば「非常に遠く離れ

た星々や原始世界の地球の状態」（WWM, 65）の存在が否定されるわけではない。たとえば、歴

史描写において――これは主観主義的態勢にもとづくものである――、ある歴史上の人物の生

涯を描写するにさいしては、その人物にとってあらわれる出来事だけを問題とするとしても、だ

からといって、あらわれていない――たとえば地球の裏側の――出来事の存在を否定するわけ

ではないのである。これら両態勢とはちがって、所与性の態勢とその構造存在系は、実在論的で

も観念論的でもなく、それらについては「無差別
、、、

（indifferent）」（WWM, 65）である。「いかにあ
、、、、

るのか
、、、

（Sosein）、主観にとって与えられていること
、、、、、、、、、

だけが所与性の態勢の関心をひくのであり、

実在論と観念論の対立はその態勢の視野の外部にある。」（WWM, 65）つまり、所与性の態勢に

とって、上述のように、すべての所与性は所与性として等価であり、実在的なものもまた実在と

して与えられたものであるにすぎないわけである。自然主義的態度や、客観主義的態勢、主観主

義的態勢の構造存在系が実在論的な性格をもつとしても、それはあくまで内在的な
、、、、

前提として

の内在的な実在論
、、、、、、、

を意味するにすぎず、それを形而上学的に超越的な
、、、、

実在論へと絶対化する権

利をもつわけではない――なぜそのような権利をもたないのか、ということについては後述す
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る――。しかしながら、ガイガーによれば、自然主義的態度と客観主義的態勢は形而上学的、超

越的な実在論
、、、

への傾向を、主観主義的態勢と所与性の態勢は超越的な観念論
、、、

への傾向をもって

おり、実際、かれは、フッサールが、所与性の態勢がもつ傾向にしたがって、形而上学的、超越

的な観念論を作り上げてしまったと批判するのである。 

 ガイガーはプフェンダー論文において、現象学を「哲学やすべての科学の本質的にとらえられ

た出発与件
、、、、

を提供する」（APS, 12）ものとして、哲学を「実在への問い」（APS, 12）として、は

っきりと両者を区別しているが、現象学の諸流派は「実在定立の放棄」（APS, 12）にとどまるこ

となく、実在という問題に取り組んできたと指摘する（vgl. APS, 12）。ガイガー自身はどうかと

言うと、「「直接的態度」の一実在論」（APS, 16）という立場をとるが、かれはみずから内在的な

実在論を形而上学的に絶対化することはできないと主張している以上、それはあくまで直接的
、、、

態度をとるかぎりで
、、、、、、、、、

妥当する内在的な実在論であると理解することができるだろう。その一方

で、かれによれば、フッサールは、直接的態度からはなれるかたちで
、、、、、、、、、、、、、、、

超越的な観念論――ここで

ガイガーは超越的観念論と超越論
、
的観念論の差異については言及していない――に行き着いて

しまったという。ガイガーはフッサールとミュンヘン学派の現象学の差異を際立たせるために、

フッサール『イデーンⅠ』の第２４節「すべての
、、、、

原理の原理
、、、、、

」（III/1, 51）を引き合いにだしてい

る（vgl. APS, 15f.）。すべての原理の原理とは、「どんな原本的に与える働きをする直観も認識の
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

正当性の源泉
、、、、、、

であり、わたしたちにたいして「直観
、、

」のうちで原本的に
、、、、、、、、

（いわばその生身の現実

性において）呈示
、、

されるもの
、、、、、

すべて
、、、

が、それが
、、、

みずからを与えるとおりのままに
、、、、、、、、、、、、、、、

、しかしまた、

それがそこでみずからを与える限界
、、、、、、、、、、、、、、、、

内
、
においてのみ
、、、、、、

、単純に受け取られるべきである
、、、、、、、、、、、、、、

」（III/1, 51）

というものである。ガイガーはこの原理自体を批判するわけではないだろう。というのも、まさ

に直接的態度にもとづく現象学は、物理的なものや心理的なものだけではなく、理念的なものと

して与えられるものなどを、与えられるがままに受け取ろうとするからである。ところが、ガイ

ガーによれば、フッサールはこの原理から形而上学的、超越的な観念論を作り上げる。ガイガー

はフッサールの思考過程をつぎのように説明もしくは解釈している。わたしがある家を見て、

「ここに家がある」とおもう場合、その家はなんらかの仕方で実在的なものとして与えられてい
、、、、、、

る
、
わけだが、フッサールは、実在を端的に実在としてではなく、実在として与えられているもの

としてだけとらえ、そうすることによって実在の「重みを剥がしとる」（APS, 15）。つまり、実

在を括弧入れし、さらには、与えられているというのはあくまでひとつの主観にとって
、、、、、、、、、、

与えられ

ているということを意味するから、結局のところ、実在を意識において定立されたもの
、、、、、、、、、、、、、

とみなす。

そうすることによって、観念論へと転回するというわけである。それに対して、プフェンダーや

ガイガーらの現象学者たちは、ある家を見て、それが実在として与えられる場合、たんなる実在
、、、、、、

として与えられたものとして
、、、、、、、、、、、、、

ばかりではな
、、、、、、

く
、
、端的に実在として

、、、、、、、、
受け取るべきであると主張す

る。かれらはそのように、いわばフッサール本人よりも上述の原理――与えられるものを与えら

れるがままに単純に受け取るべきである――を厳格に固持し、またそのために直接的態度を固

持することによって、「世界の一実在論的把握にいたる」（APS, 15）のである。あらためて両者

の差異を言い換えてみるとすると、フッサールが実在というものを、実在として与えられてはい

るが、本当のところは意識の定立物であるものとして受け取るのに対して、ガイガーは直接的態

度において実在として与えられているものは、現象学者が直接的態度を固持する以上、端的に実

在として受け取るべきであると主張しているわけである。 

 ガイガーは『現実』において、フッサールの構成的現象学を、はっきりと、所与性の態勢を哲
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学的に解釈しなおすことに由来する超越的観念論のひとつとして位置づけている（vgl. 67f.）。 

 

所与性の態勢が、ひとつの主観にとって与えられているものを研究するということが、一般

に、与えられているもの、ひとつの主観にとって
、、、、、、、、、、

与えられているものだけが存在するという

ように解釈しなおされる。この与えられているものは、その本性にしたがって、どのように

把握されるべきなのか？ 客観は、主観にとって存立するもの、意識内容として、主観の「表

象」であり、それは印象の総和から成り立っている（バークリーの主観的観念論と内在哲学）。

あるいは、客観は客観として
、、、

その所与性のうちで保持されたままであるものの、すべての客

観は、意識のうち
、、

で、そして意識によって
、、、、

、構成されると主張される（フッサールの構成的

観念論）。（WWM, 67） 

 
ガイガーはこのように、フッサールが実在として与えられるものを実在として、つまり、主観に

依存しないものとしてではなく、主観によって構成されたものとして解釈するという点を批判

する。そしてまた、このような「所与性観念論（Gegebenheitsidealismus）」が他我をも、ひとつの
、、、、

主観にとって与えられているにすぎないものとしてみなす、フッサールの場合、主観によって構

成されたものとみなす点、つまり、その独我論的な性格も批判している。それに対して、ガイガ

ー自身は主観というものに言及する場合、たびたび複数形で「諸主観（Subjekte）」という語を用

いているが、それは、わたしたちが直接的態度にもとづくかぎりにおいて、客観世界と同様に、

他我の存在を主観に依存しないものとして眼前に見出しているからである。そのため、ガイガー

は、ここにいたって、フッサールとマッハをいずれも所与性の態勢の観念論的解釈として同列に

置いてさえいるのである。このようなガイガーによるフッサール解釈と批判に対して、フッサー

ルの擁護をすることは、しかし、本論の目的ではない。本論では、第３章において、ガイガーが

以上のような直接的態度にもとづく実在論という立場をとったことの意味を、かれの心理学的

研究にそくして、確認していきたい。 

おわりに 

 最後に、簡単にだけ、どのようにしてガイガーが自然主義的態度と直接的態度それぞれの内在

的な構造存在系は形而上学的に絶対化するにふさわしくないと主張したのかを確認しておこう

（vgl. WWM, 159–83）。それは、ガイガーによれば、いずれの態度、構造存在系も、形而上学的

に絶対化しようとすると矛盾に突き当たることになるからである。ここで、かれは自然主義的態

度と直接的態度それぞれにおける知覚観に注目する。一方で、自然主義的態度からすると、知覚

とは「因果的な
、、、、

プロセス」（WWM, 32）であり、物理的な対象を原因として、心理的な表象が結

果として生じるということになり、対象が二重化されることになる（vgl. WWM, 31–9）。他方で、

直接的態度からすると、知覚とは「主観
、、

による直接的な把捉作用
、、、、

」（WWM, 32）であり、わたし

たちは知覚によって、その対象に直接的にアクセスするということになり、対象の二重化は起こ

らない。それぞれの知覚観にはつぎのような問題がある。まず、自然主義的態度は、わたしたち

主観が実在的な外界とその存在を知っているという前提から出発しているにもかかわらず、結

論としては、わたしたちがみずからの表象についてだけしか知ることができず、けっして実在的
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な外界については知ることができない、ということになるという矛盾である。自然主義的態度を

とるひとがそのような矛盾を見過ごしてしまうのは、そのひとがみずからはそのような因果的

プロセスには関与していない――本当は関与しているにもかかわらず――傍観者のように思考

してしまっているからである。つぎに、直接的態度は、自然主義的態度の意味における対象の二

重化にはかかわらないものの、この態度にとっては、わたしたちが知覚によって空間的および時

間的に遠く離れた対象14に直接的にアクセスするということがいったいどのようなことである

のか、理解不可能になってしまう。結局のところ、わたしたちは、たとえば月を見る場合、メン

タルな像としての月を見ているのであって、現実の月を見ているのではない、ということになる。

そのため、自然主義的態度においては、どのようにしてわたしたちが表象から対象へといたるの

かということが問題となったのと同様に、ここでも、メンタルな像から現実の対象へといたるの

かということ――矛盾というよりも、その不可解さ、非整合性――が問題になってしまうのであ

る。ガイガーは、そもそも実在的な外界の存在を前提せずに、それを意識による定立物とみなす

などする「観念論的な所与性形而上学
、、、、、、、、、、、、

」（WWM, 171）を却下したうえで、ハルトマン（Nicolai 

Hartmann, 1882–1950）が提示した認識の形而上学という道を示唆するが、それはここで――そし

て『現実』以降の著作においても――展開されることなく終わってしまうのである15。 

 本章においては、ガイガーの学問論をもとに、なぜかれが直接的態度における現象学という立

場をとったのか、その根拠と意味を確認した。かれは、自然主義的態度とそれにもとづく精密自

然科学の存在やその意義を否定しているわけではないものの、わたしたちが日常生活において

とっているような直接的態度をあえて保持することによってこそ、豊かな存在領界が開かれる

ために、そのような立場をとったのである。つまり、現象学の「最大限の所与性の承認」という

原理が、まさに直接的態度の立場をとることを前提とするのである。このような立場をとること

によって豊かな存在領界が開かれるということが、よりいっそう具体的に、どのような意味をも

つのか、ということは第３章と第２部においてあきらかになるだろう。ガイガーは、フッサール

については、まず、『論理学研究』におけるかれの現象学が、理念的な所与性を正当に承認する

ことができたのは、それが直接的態度にもとづくものであったからこそであると主張している。

 
14. ガイガーは時間的に遠く離れた対象の知覚の例として、もうすでに消滅してしまったはずの星を見
ることを挙げている。 

15. ただし、ガイガーは『現実』の末尾において、直接的態度を、上述のような不可解さ、非整合性をな
くすよう修正する可能性を、「直接的態度のもとに――自然主義的態度のもとではなく――、さらに先へと

進み、形而上学のひとつのそれ自体において維持可能な構造存在系を築き上げるための開始点があるので

はないだろうか」（WWM, 182）とほのめかしてもいる。しかし、Spiegelbergも指摘しているように、それ
がどのような修正であるのか、ということはあきらかではない（vgl. Spiegelberg 1960, 205f.）。Spiegelbergは、
ガイガーがプフェンダー論文において定式化した現象学的方法が「現象学についてのガイガー自身の構想

における最終的結論ではない」（Spiegelberg 1960, 204）と述べていたが（第１章の注１を参照）、それは、
Spiegelberg が、ガイガーは現象学（的態度）を直接的態度と同一視していると解釈したうえで――
Henckmann は、ガイガーが現象学的態度を直接的態度と同一視してはおらず、あくまで、直接的態度のう
ち、所与性の態勢こそが現象学的態度であることを強調している（vgl. Henckmann 1976, 582f., Anm. 23）―
―、ガイガーが上述のように直接的態度が修正を必要とすると述べていることに依拠した発言である。

Spiegelbergは直接的態度の修正について、つぎのようにコメントを残している。「一見すると、たんなる主
観的現象ないし現れの研究への現象学の宿命的な退却、そして、批判的実在論の復活のようにおもわれる

ものは、最終的には、せいぜい、究極的にはそれ自身、現象学的源泉に立ち戻るところの明証にもとづい

た現象学的アプローチのわずかな修正を意味するにすぎないのかもしれない。」（Spiegelberg 1960, 206） 
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しかしながら、両者は、実在的な所与性を問題にするにさいして、それを端的に実在として受け

取るべきか、あるいは、たんに実在として与えられているにすぎない意識の定立物として解釈す

るべきか、という点をめぐって対立することになり、ガイガーは直接的態度にもとづく内在的な

実在論へ、フッサールは、ガイガーの解釈にしたがえば、直接的態度をはなれた超越的な観念論

へ行き着くことになったのである。ガイガーによる批判に対して、フッサールとしては、ガイガ

ーはいわゆる「自然的（natürlich）態度」とその世界像にとらわれているにすぎないと批判する

ことであろう。しかし、ガイガーとしては、自然主義的ないし認識論的な態度とその世界像に抗

して、わたしたちが生きている世界とその実在性を取り戻すために、あえて、自然主義的態度で

も超越論的態度でもなく、直接的ないし自然的な態度をとったのであると言うことができるだ

ろう16。 

 
16. ガイガー自身は「自然的態度」という語を用いていないが、プフェンダー論文において直接的態度を
「自然的生の「素朴な態度」」（APS, 14）として特徴づけているため、ガイガーにおける直接的態度は、フ
ッサールにおける自然的態度を意味すると理解してよいだろう。 
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第３章 心理的なものの実在論 

はじめに 

 本論では、これまでの諸章において、ガイガーが現象学の原理を「最大限の所与性の承認」な

どのうちに見出し、そして、その原理が直接的態度の立場をとることを前提するということを確

認してきた。かれは、自然主義的態度が物理的なものと心理的なもの――もちろん、前者を優位

に置くかたちで――の存在だけをみとめるのに対して、フッサールが理念的なものの所与性を

もみとめたことを評価し、そうすることができたのは、フッサールもまた直接的態度――そのひ

とつである所与性の態勢――の立場をとっていたからであったと解釈していた。しかしながら、

実在的な所与性をめぐって、つまり、実在として与えられるものを、端的に実在として受け取る

べきか、あるいは、あくまでたんに実在として与えられているにすぎない意識の定立物として解

釈するべきか、という点をめぐって、両者は対立することになったのである。そのような実在的

所与性を問題にするにさいしては、ガイガーもフッサールも、「主観にとってなにが与えられ
、、、、、、、

、

いかにして与えられる
、、、、、、、、、、

のか」（WWM, 61）ということだけを問題にする所与性の態勢をはなれる

ことになるが、ガイガーによれば、みずからは内在的な実在論を前提とする直接的態度の内部に

とどまるのに対して、フッサールは超越的な観念論にむかって直接的態度の外部に踏み出すこ

とになったわけである。 
 この第３章においては、実在的な所与性のなかでも、心理的なものの実在性を問題にする。こ

の心理的なものの実在性なるものは、これまた自然主義的態度をとるひとにとっては、とても奇

怪なものにおもわれるかもしれない。というのも、自然科学的な立場からすると、物理的なもの

こそが本当に実在している客観的なものであって、心理的なものは仮象的なもの、たんなる主観

的なものとみなされるからである。しかしながら、本当にそうなのだろうか。わたしたちは日常

生活において、みずからの心や――心理的なもののひとつとしての――意志を、そのような仮象

的なものとして、いわば取るに足らないものとして体験しているのだろうか。けっしてそうでは

ないだろう。わたしたちは、たとえば、いちど「この世界をより良いものに変えたい」という意

志をもったとすれば、その意志を、はっきりと意識、体験していない――眠っていたり、一時的

に忘れてしまっていたりする――ときも自立的に存在しているものとして、あるいは、なんらか

の行為を動機づける力として体験しているのではないだろうか。実際、現代において、ひとびと

は、自然科学を盲信している一方で、依然として、倫理的、法的なことが問題になる場面におい

ては、ある行為が故意によるものなのか、過失によるものなのか、ということを真面目に議論し

ているのである。 

 そこで本章においては、ガイガーの論文「無意識の概念と心理的実在にかんする断章」（1921

年）（以下、「断章」と略称する）にそくして、直接的態度の実在論にもとづくかれの「内在的心

理的実在論（der immanente psychische Realismus）」ないし「実在心理学（Realpsychologie）」の内
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実をあきらかにしたい。その目的としては、つぎのふたつがある。第一に、ガイガー、そしてわ

たしたちがあえて――自然主義的態度やフッサールの超越論的態度ではなく――直接的態度と

それにもとづく実在論の立場をとることに、どのような意味があるのかということを――とく

に意志の問題にそくして――例証すること、第二に、ガイガーが美学的文脈において「わたした

ちは実在心理学を体験心理学に対置するが、それは、わたしたちが、実在心理学だけが美的体験

を正当に取り扱っていると信じるからである」（BK, 388）と述べているが、その発言の意味を解

明するための手がかりを掴むことである。 

第１節 自然主義的態度と体験心理学 

 ガイガーはこの「断章」の目的を、「支配的な体験心理学に対して、内在的実在論
、、、、、、

を心理学の

唯一維持可能な基底としてしめすこと」（FBUR, 1）と設定するが、これは、わたしたちが心理学

において、自我や意志のような心理的なもの1を、体験心理学――その具体例は後に挙げる――

がするように、「体験（Erlebnis）」やその連続に還元するのではなく、「実在（Realität）」として

承認する必要があるとしめすことを意味している（vgl. FBUR, 1–9）。本論の第２章において、自

然主義的態度がその構造存在系において、方法的に、心理的なものに対して物理的なものを優先

させ、心理的なものから物理的なものへとおよぶ影響を否定するという仕方で、具体的には唯物

論や心理物理並行論というかたちをとって、心理的なものを物理的なものうちへと組み入れよ

うとすることを確認したが、そのように組み入れることにとって、物理的なものを本当に存在す
、、、、、、

る実在
、、、

として、そして心理的なものを「たんなる
、、、、

（bloß）」体験として解釈することが好都合で

ある（vgl. FBUR, 58–65）2。唯物論にとっては、物理的なもの、物質的なものが「本来的に現実

的なもの」（FBUR, 61）であるのに対して、心理的なもの、心的なものは前者の「結果、付加物、

性質ないし堆積物」（FBUR, 61）であるにすぎず、物理的なものに
、
心理的なものが

、
依存し、前者

から後者へとおよぶ因果的影響だけがありうる。心理物理並行論は、両者を自立させ、それぞれ

に固有な因果性をみとめるが、ガイガーによれば、そのような並行論の――物理的なものと心理

的なものを対等に位置づける――中立性はたんなる仮象であるにすぎない。かれは心理学者エ

ビングハウス（Hermann Ebbinghaus, 1850–1909）の「アウステルリッツ論証（Austerlitz-Argument）」
3をもとに、以下のように並行論的世界像を描き出す。 

 
1. ガイガーは「断章」において「psychisch」と「seelisch」という語を同じ意味で併用しているが、前者

を「心理的」、後者を「心的」と訳し分けることにする。 
2. 「新たな科学的心理学はありとあらゆる点において体験

、、
に依拠するのであって、実在に依拠するので

はない。その心理学は体験のうちに身を隠すのであり、体験でないものすべてが、体験を体系化するため

の補助と付属物であるにすぎない。〔…〕心理学は自然科学になるべきであり、自然科学のように分析的で、

機械的になるべきであるとされる。心的なものは、物理的世界との共鳴を顧慮することなしには、それに

固有の合法則性から理解されるべきではないとされ、心理的なものを物質的存在の固定的な構造のうちへ

と組み入れる必要と心理的なものをこの〔物質的〕存在の法則によって類比する必要が、研究の決定的な

動機になったのである。しかし、そのような組み入れ、類比は、ひとが心的なものを体験心理学
、、、、、

の意味に

おいて体験の連続として把握したときに、最高点に到達したのである。」（FBUR, 2） 
3. ガイガーは『現実』において、以下の引用箇所の参照元として、エビングハウスによる Grundzüge der 

Psychologie第１巻、第２版の 92頁を指示しているが（vgl. WWM, 79）、この「アウステルリッツ論証」（ガ
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遠く離れた戦場では、兵士たち、つまり、味方と敵たちが行進している。ナポレオンは文書

での報道、副官たちからの報告によって兵士たちについて聞き知る。しかし、すべては、物

理的な過程として、かれの身体にのみかかわるにすぎない。つまり、かれの目の網膜上には、

ハガキと報告、将官と副官たちの像が映し出される。空気の波が、かれに伝達される報道と

報告からでて、かれの耳に命中する。感官のドアをとおって、これらの影響が外部からかれ

の脳に達する――あらゆる種類の神経的プロセスが生じ、このプロセスにはかれの口の運

動と指の筆記運動が続く。つまり、かれは命令を与える。そしてそこで副官たちが戦場に急

行し、合図を鳴り響かせ、軍隊が移動させられ、かれは戦いに勝つ。なにも心理的なものは、

兵士たちの行進運動、神経的プロセス、筆記運動というこの空間的出来事のうちには介入し

ていない――物質的なものから発するものは、物質的なもののうちで終わる。たしかにナポ

レオンの精神
、、

のうちには熟慮、思考、企図、決断もまた存在しているが、けっしてそれらに

よって指が運動させられ、椅子が引かれるわけではない。それらはあの物質的な脳のプロセ

スに並走する――特定の性質をもった脳のプロセスが特定の性質をもった心的プロセスに

並行して進行するために、必然的に
、、、、

ではあるが――〔相互に〕影響することなしに
、、、、、、、、、

並走する

のである。ナポレオンの思考、意志作用、決断は、物質的世界においてなにひとつとして遂

行することはできない――それらは心理的なものの領界におけるみずからの因果性に束縛

されたままである。（FBUR, 63f.） 

 

 わたしたちが日常生活において、たとえば論文を書こうと意志し、そう意志することによって、

指を運動させる場合、わたしたちはみずからを実際に
、、、

（realiter）意志するものとして体験するの

であって、なんらかの物理的プロセスに並走するたんなる
、、、、

意志体験をもつにすぎないわけでは

ない。つまり、論文を書こうとするみずからの心理的な意志を、指の物理的な運動を遂行させる

ものとして体験しているのである。もちろん、これは直接的態度にもとづく体験の記述としてそ

うであるということを主張するだけであって、自然主義的態度においては、この出来事はちがっ

た仕方で説明されることになるだろう。自然主義的態度はすべてを物理的なものから説明しよ

うとするのであるから、唯物論のように物理的なものから心理的なものへの影響をみとめるに

せよ、並行論のようにそれぞれの自立性をみとめるにせよ、心理的なものをたんなる体験として

形而上学的に無価値化しようとする。つまり、わたしたちやナポレオンの意志が指を運動させて

いるのではなく、脳のなんらかの活動がそうさせているのであり、わたしたちやナポレオンが実

際に意志し、そう意志することによって、指を運動させているのではなく、たんなる意志体験、

運動体験をもっているにすぎないという見方をするわけである。ガイガーはこの「体験」という

言葉にひそむ形而上学的前提をつぎのように説明する。 

 

ひとがなにかを体験として特徴づけることによって、それが「たんなる体験」である――「た

んなる」体験であって、それ以外のなにものでもない（nichts anderes）――という言外の響

きがそこから聞こえる。たんなる体験には、それが体験されているという事実を超え出るど

 
イガーはこれを「アウステルリッツ例（Austerlitz-Beispiel）」と呼ぶ）は、実際には、同書の 51–2頁に登場
する。 
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んな実在意義（Realitätsbedeutung）も欠けており、それは、より深い存在意義のない体験状
、

態
、
以外のなにものでもない、というわけである。それは、ひとがたとえば夢のなかで恐怖し

たライオンについて、目覚めてから、そのライオンは「たんなる夢
、
の体験」、「たんなる体験

、、
」

であったと主張し、そうすることによって、そのライオンから、たんなる体験するはたらき

を超え出る現実性を剥奪するのと同様である。（FBUR, 58f.） 
 

ガイガーによれば、心理学が意識体験の記述に終始しなければならないとする主張する場合、そ

れは心理的なものをまさにたんなる体験として形而上学的に無価値化し、実在性を剥奪するこ

とによって、唯物論や並行論にとって好都合なものになる。かれはそのような心理学を体験心理

学と呼び、批判するのである。 

第２節 内在的心理的実在論とはなにか 

 ガイガーはこの体験心理学に対して、内在的心理的実在論を心理学の基底としてしめすと宣

言するのである。この内在的心理的実在論は、『諸科学の現実と形而上学』において提示される

ことになる4、直接的態度における諸科学にひそんでいる内在的な前提
、、、、、、

としての内在的な実在論

にもとづいているが、ここでは、その意味における内在的実在論ではなく、心理的なものの内部
、、、、、、、、、

に実在性を見出す
、、、、、、、、

立場を意味している。 

 

体験するはたらきは、みずからの彼岸にある実在に（たとえば意志するはたらきに）超越す

る。それは超越するのであるが――なにか心理的なもの
、、、、、、

にとって超越的なものに超越する

のではなく、体験するはたらき
、、、、、、、、

それ自身にとってのみ超越的なものに超越するにすぎない。

心理的世界は、それに対して、この体験するはたらき
、、、、、、、、

の超越にとって内在的
、、、

である。それゆ

え、わたしたちは、ここで支持している見解を、体験するはたらきにとって超越的で
、、、、、、、、、、、、、、、、

、心理
、、

的には内在的な実在論
、、、、、、、、、、

（der erlebenstranszendente psychisch-immanente Realismus）として（短

縮して内在的心理的実在論
、、、、、、、、、

として）特徴づけるだろう。（FBUR, 53） 

 

つまり、ガイガーは、わたしたちが日常生活において体験しているがままに、心や意志のような

心理的なものをたんなる体験やその連続としてではなく、体験に依存しない実在として、体験す

ることもできるが、体験していないあいだも存在する実在として端的に受け取るような立場を

とるのである。あらかじめ具体例を挙げておくとすれば、たとえば、ある日の夜に論文を書こう

という意志を定立し、つぎの日の朝にその意志を想起する場合、わたしはその意志を、あらたに

定立されたものとして体験するのではなく、眠っていたり、あるいは忘れていたりするあいだも

存在しつづけていたものとして体験する。このとき、わたしは、体験の外部に存在する心理的な

ものに超越しているのであるが、あくまで心理的なものの内部に実在性を見出しているのであ

る。これが内在的実在論の意味するところであるが、それはこれ以降の論述のなかでよりいっそ

うあきらかになるだろう。 

 
4. 「断章」は 1921年、『現実』は 1930年に刊行されている。 
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 ガイガーは、意識体験の記述に終始しようとする体験心理学が、思弁的形而上学から自由な経

験的科学であると自称しているものの、実際には、そう自称することによって、ある形而上学が

秘匿されることになると主張する（vgl. FBUR, 10–5）。かれはここで、形而上学を「実在の統一

的把握」（FBUR, 10）ないし「統一的な
、、、、

構造思想
、、、、

」（FBUR, 10）と定義するが、すべての科学は、

むしろ、そのような意味における内在的な形而上学――超越的な形而上学ではなく、まさに『現

実』において提示されていた、内在的な前提としての内在的な実在論のような――を必要とする

と主張する（vgl. FBUR, 10–5）。「経験論は形而上学なき科学を創り出すことはできない。ひとが

正当な形而上学的基底の前で目を閉じることによって、不当な形而上学的萌芽が繁茂する。」

（FBUR, 11）それでは、体験心理学のうちにどのような形而上学が秘匿されているのか。ガイガ

ーによれば、体験心理学は、正当にも、意識体験の記述から方法的に
、、、、

出発する一方で、不当にも、

心理的実在を、意識体験と同一視することによって、内容的に
、、、、

限定している、つまり、心理的実

在とは意識体験にほかならないとする、そのような形而上学を秘匿しているのである。 

 ここで、かれが体験心理学のひとつとして念頭においているＴｈ・リップスの心理学を参照し

てみよう（vgl. Lipps 1903b, 1–8）。リップスは『心理学の手引き』（1903 年）5において、心理学

を「意識と意識体験についての理論」（Lipps 1903b, 1）や「自我と自我内の出来事についての経

験的科学」（Lipps 1903b, 1）と定義したうえで、心理学が研究対象とする意識、自我を「唯一直

接に体験可能であり、それにしたがってその真の本質において把捉可能な現実」（Lipps 1903b, 1）
として特徴づける。かれはここで、現実の――おそらくカントの意味における――感性的現れだ

けを認識することのできる自然科学との対比のもとで心理学を特徴づけているのであり、心理

学は直接に体験可能な意識、自我を記述、分析するのであり、そのような意味における「記述的

で分析的な心理学」（Lipps 1903b, 1）である。感覚の体験を例にするとすれば、直接に体験可能

なものであるかぎりでの感覚するはたらきや感覚内容、さらには感覚内容を感覚する自我を研

究対象とするのであって、直接に体験することはできない脳の神経的プロセスのようなものを

対象外とするわけである。リップスは直接に体験可能な自我を「意識自我（Bewußtseinsich）」と

呼び、それを体験可能ではない「実在的自我」から区別する。この実在的自我とは、意識自我の

「基体（Substrat）」――心理学的に見れば「心（Seele）」、生理学的に見れば「脳」（vgl. Lipps 1903b, 

51–4）――であり、「わたしの意識体験、それゆえわたしのこの特定の個体的な自我の存在にと

っての、それ自体としては知られない実在的な前提
、、

」（Lipps 1903, 4）である。わたしは、たとえ

ば、過去の意識体験を思い出すことができる、思い出すという意識体験をもつとき、「わたしは

記憶をもっている」と言うが、そのさい、それは、みずからの実在的自我、意識自我の基体、心

のうちに、「それ自身においてはわたしによってまったく体験されえ
、
ない性状が見出される」

（Lipps 1903b, 5）ということを意味する、あるいは、そのような性状が、つまりは、過去の意識

体験の痕跡のようなものが（vgl. auch Lipps 1903b, 64–6）、意識体験を説明するための根拠として

仮定されているのである。心理学は、一方では意識体験を記述する記述的な心理学であるが、他

方では意識体験、とくに意識体験どうしの連関を、そのような意識自我の基体としての実在的自

我、意識体験の基体としての実在的過程を仮定することによって、因果的に説明する「説明的な

心理学」であるとされる。それは「経験のうちに与えられる、個的な自我の意識体験を理解可能

にするための「基礎（Substruktion）」ないし「土台（Unterbau）」として、「実在」の因果連関を思

 
5. 本論においては、第３版（1909年）を参照する。 
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考によって打ち立てる」（Lipps 1903b, 43f.）のである。 

 このようにリップスは、記述的心理学の立場からして体験可能な意識体験、意識自我を研究対

象とし、説明的心理学の立場からしては体験不可能な実在的過程、実在的自我を研究対象とする

べきであると主張しているわけであるが、これらは、ガイガーの言う心理的実在が意味するもの

とはちがったものである。意識自我と実在的自我の差異にかんして、リップスは以下のように述

べている。 

 

あたかも実在的自我は、直接に体験される意識自我よりも「実在的」、すなわち、より現実

的であるかのようであるが、そうではない。意識自我は、それどころか、われわれが知って

いるように、絶対的に確実な
、、、、、、、

存在をもっている。しかし、その存在は精神的な存在であり、

その現実性は、体験されること（Erlebtwerden）のうちに、それもこの場合、「自己自身によ

って」存立している。もっぱらこの直接に体験される存在にたいしてのみ、「実在的」自我

の実在性が対立している。この「実在性」は、意識の現実性とは対照的に、思考ないし要請

された現実性、思考上根底に置かれたものであり、まさにそれをもって、それ自体としては

知られないもの
、、、、、、、

の現実性である。（Lipps 1903b, 46f.） 

 

つまり、リップスの言う意識自我とは体験可能である、というよりもむしろ、体験されているあ
、、、、、、、、

いだにのみ存在
、、、、、、、

するもの
、、、、

を意味し、実在的自我はまったく体験されないが
、、、、、、、、、、

、存在すると仮定され
、、、、、、、、、

るもの
、、、

を意味している。それに対して、ガイガーの意味における心理的な実在とは、体験
、、

されう
、、、

る
、
が
、
、体験されていないあいだも存在するもの

、、、、、、、、、、、、、、、、、、
――そのようなものとして体験されるもの――

である。わたしたちはみずからの心や意志を、それを意識、体験するあいだにのみ存在するもの

として体験するのではなく、意識、体験していないあいだも存在するものとして体験しているは

ずであるが、そのような意味における心理的実在は、リップスの言う意識自我とも実在的自我と

も合致しないし、記述的心理学にも説明的心理学にも関与する余地がないのである。 

 もしリップスが心理学は純粋に記述的心理学としてのみ
、、、、、、、、、、、、、、

、つまり、意識体験だけを認識の方法

とするばかりではなく、意識体験だけを認識の内容とするべきであるとも主張するとすれば、意

識体験から出発するべきであるという方法にかんする命題を、意識体験だけが心理的実在であ

るという「形而上学的
、、、、、

かつ教義的な命題
、、、、、、

」（FBUR, 12）に転化させることになる。リップスは、

実際には、心理学はさらに説明的心理学として、意識体験の根底に実在的過程を仮定し、そうす

ることによって、意識体験の連関を因果的に説明するという課題があると主張するものの、ガイ

ガーによれば、そのような実在的過程、無意識は、あくまで意識のために定立されるにすぎない。 

 

無意識（das Unbewußte）は、意識のために
、、、、、、

、意識の特性と連関を理解可能にするために定立

される。つまり、意識の連関のうちなる空白が
、、、、、、、、、、、、、

、無意識の仮定によって理解可能にされるべ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

きである
、、、、

。無意識は意識の出来事の説明
、、

に役立つのであり、みずからに固有の意義のために

仮定されるのではない。無意識の仮定には、方法的自立性が欠如しているのである。（FBUR, 

13f.） 

 

ガイガーはこのような事態を物理学との類比によって説明する。つまり、物理学は知覚を認識の

方法としながらも、知覚されるかぎりでのもの、たとえば昼間に見えるかぎりでの太陽ではなく、
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見えているあいだも見えていないあいだも同等に存在するものしての太陽を認識するべき内容

とするが、体験心理学は――ここでは知覚ではなく――意識、体験されるかぎりでのものを認識

するべき内容とし、意識体験の根底に実在を仮定するとしても、あくまで意識体験の説明に役立

つかぎりでの存在しかみとめないわけである。 

 ガイガーは、意識体験だけを心理的実在として承認し、無意識の実在性を否定する立場を「体

験実在論（Erlebnisrealismus）」として、そして、意識体験の実在性とならび、推論によって到達

される無意識の実在性をも承認する立場を「推論された（erschlossen）心理的実在論」として特

徴づけるが（vgl. FBUR, 15–21）、結局のところ、いずれも、以下のような形而上学的な基本テー

ゼにとらわれていると主張する（vgl. FBUR, 21–9）。 

 

体験されていない心理的なもの
、、、、、、

とは、体験されていない体験
、、、、、、、、、、

だろう――無意識的な心的な
、、、

もの
、、

とは、無意識的な意識
、、

であろう。意識的であるとは心理的であると等しく、心理的であ

るとは意識的であると等しい。無意識とは「空虚な概念」、「解決不可能な矛盾」である。無

意識とは、木の鉄なるものよりもさらにひどいものであり、それは「けっして鉄ではない鉄」

（ツィーエン）であり、「心理的な無意識とは、統一不可能な概念契機を統一しようとする

不可能な形成物であり」（ミュンスターベルク）、「無意識的な思考とは不可解な言葉である」

（レームケ）。（FBUR, 23） 
 

体験実在論も推論された心理的実在論も、このように、いわば心理的なものにおける意識ないし

体験中心主義という立場をとるのであるが、ガイガーはそれを批判していく。 

第３節 体験されるものと体験するはたらき：心理的なものの二層性 

 ガイガーは「意識（Bewußtsein）」の概念とその多義性に注目し、それには以下のような四種類

の意味があると指摘する（vgl. FBUR, 29–33）。 

 

（１）能動的な（aktiv）意味における意識 

（２）受動的な（passiv）意味における意識 
（３）形容詞的な（adjektivisch）意味における意識 

（４）内容的（inhaltlich）ないし空間的な（räumlich）意味における意識 

 

（１）まず、能動的な意味における意識とは「〜についての意識（Bewußtsein von）」としての意

識を意味する。たとえば、わたしがパソコンの画面に映し出される文字を見ているときや、その

文字があらわす意味について考えているとき、わたしはその文字や意味について意識
、、、、、、

をもって

いる。つまり、能動的な意味における意識とは意識作用
、、、、

のことである。（２）それに対して、わ

たしが文字や意味について意識をもっているとき、それら文字や意味は、わたしがそれについて
、、、、、、

意識をもっている
、、、、、、、、

ところの
、、、、

もの
、、

として、「意識的（bewußt）」と特徴づけられることがある。つま

り、それらは意識の対象
、、、、、

であるとして意識的と特徴づけられるのであり、これが受動的な意味に

おける意識である。これら能動的および受動的な意識概念は、ガイガーによれば、「動詞的な
、、、、

意
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識概念、意識された対象「への関係」としての意識の相関する両側面」（FBUR, 30）である。お

そらく日本語話者の場合、「わたしはそれを意識している」や「それはわたしによって意識され

ている」というようなかたちで、はっきりと能動的な意味と受動的な意味とを区別して使用する

ことができるため、ガイガーがそれらの差異を強調することに違和感をおぼえるかもしれない

が、たしかにドイツ語の「bewußt」という語にはそのような曖昧さがある6。（３）これらの動詞

的意識概念に対立しているのが、形容詞的な意識概念であり、ガイガーは「そのもとでは意識の

本性についての根本表象が変化している」（FBUR, 30）として、これを危険視する。たとえば、

「意志は意識的である（der Wille ist bewußt）」や「色は意識的である（die Farbe ist bewußt）」と

言う場合、意志や色にとって、意識がそれらの構成的な性質であると理解される
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ことがある。そ

れは、「道が拡がっている（die Strecke ist ausgedehnt）」と言う場合、その道にとって、「拡がって

いること（Ausgedehntsein）」がその構成的な性質であると理解されるのと同様である。この形容

詞的意識概念のもとでは、意識概念の能動的な意味と受動的な意味、つまり、意識作用と意識対

象の差異がよりいっそう曖昧になってしまう。このような意識の形容詞的概念、把握は、ガイガ

ーによれば、心理学において、とりわけ「意識流（Strom des Bewußtsein）」についての理論とし

て姿を現しており、感じるはたらきや考えるはたらきのような意識作用と感覚や概念のような

意識対象が、同じひとつの流れのうちに位置づけられることによって、それらの差異が抹消され

ることになる。 
 

動詞的な
、、、、

把握によると、把捉する（知覚、表象、思考する）自我は把捉された対象性に対立

している。自我は音、色、類似性、美を知覚し、概念のことを考えるなど――自我はその把

握にとって、身の回りの対象性の世界を見る目のようなものである。形容詞的な
、、、、、

意識概念に

あっては、それに対して、この把捉されたものと把捉作用の対立が水平化される――すべて

の心理的なものが同じ平面のうちに安らい、同じ意識流のうちに浮かび、同じ鎖のうちに連

なっている。（FBUR, 31） 

 

ガイガーは『現実』において「主観と客観の対立
、、、、、、、、

が、直接的態度の支柱である」（WWM, 20）と

述べていたが、わたしたちは直接的態度をとるかぎりにおいて、感じるはたらきのような意識作

用を主観に帰属するものとして、感覚を客観に帰属するものとして体験するのに対して、意識を

形容詞的に把握することによって、まさにマッハがしていたように、主観的なものと客観的なも

のの対立を水平化してしまうことになるのである。（４）最後に、意識は、感じるはたらきや考

えるはたらき、感覚や概念などという「これらの内容がそのうちにあるところのひとつの空間
、、

、

容器
、、

」（FBUR, 32）としてみなされることがある。動詞的把握にしたがうならば――あるいは直

接的態度をとるならば――、わたしたちは、たとえば、海を知覚することによって、その海とい

う対象について、意識の外部にあるものについて意識をもつことになる――そのようなものと

して知覚を体験している――が、このような内容的ないし空間的な把握によって、その海という

 
6. Duden Deutshces Universalwörterbuchによると、「bewusst」には、「klar erkennend, geistig wach（はっき

りと認識している、精神的に目覚めている）という能動的意味――たとえば「ein bewusster Mensch（意識を
もった人間）」――にくわえて、「ins klare, wache Bewusstsein gedrungen, im klaren, wachen Bewusstsein vorhanden
（はっきりと目覚めている意識のうちに入り込んだ、はっきりと目覚めている意識のうちに存在する）」と

いう受動的意味――たとえば「bewusste Vorstellungen（意識された表象）」――がある。 
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意識の対象は、とりわけ色のように二次性質とみなされるものは、意識内容
、、、、

ないし表象としてみ

なされることになるのである。ガイガーはこのような意識の把握を、意識の形而上学的な――観

念論的、意識主義的な――解釈であるとして批判している。かれによれば、「動詞的な意識概念

だけが意識の事実に適合する」（FBUR, 33）のであり、実際、わたしたちが色のようなものを見

る場合でも、それを、たしかに意識されてはいるが、意識とはちがう対象として意識しているの

であり、色のような意識対象とそれを見るはたらきのような意識作用の差異が曖昧になること

はないようにおもわれるのである。 

 もし「意志するはたらきは意識体験である（Wollen ist ein Bewußtseinserlebnis）」であると主張

するとすれば、その場合、「体験」の概念もまた、形容詞的に把握されることによって、意志す

るはたらきと体験との差異を抹消することになる（vgl. FBUR, 36–41）。ガイガーによれば、意志

するはたらきは体験されはするものの、意志するはたらきとその体験はけっして同一のもので

はなく、「たしかに密接に結びついているが、それでも異なる
、、、

ふたつの事実成素である」（FBUR, 

37）。かれは以下のような例を挙げている。 

 

カエサルが〔ローマの主権を戦い取ろうと〕意志する
、、、、

、ということが意味するのは、「カエ

サルがひとつの体験をもつ」ということではなく、かれのうちで心理的に実際に
、、、

なにかが起

こる――ひとつの能動性がかれから発する――ということ、かれがみずからの目の前にす

さまじい目標を立て、それを達成しようと目論むということである。そして、この意志する

はたらきを、それ自身としてはけっして体験ではないところの
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

実在的な出来事として、いま

やカエサルが体験する
、、、、

のである〔…〕。（FBUR, 37） 

 

たしかに意志するはたらきは、それが体験される
、、、、、

、体験の（広い意味における）「対象」である

という意味においては体験であるが、意志するはたらきにとって、体験されるということがその
、、、、、、、、、、、、、

構成的な性質である
、、、、、、、、、

、その本質が体験されることのうちにあるという意味において体験である

わけではない。かれは「Erlebnis」という語そのものの曖昧さについても警鐘を鳴らしている（vgl. 

FBUR, 46, Anm. 1）。「nis」を語尾にもつ語に属格が加わる場合、その属格は、あるときには、「忠

誠の誓い（Gelöbnis der Treue）」におけるように、目的語的属格として他動詞の客観を意味する

が、またあるときには、「類似の関係（Verhältnis der Ähnlichkeit）」におけるように、種類の明確

化を意味する。つまり、「忠誠の誓い」とは「忠誠が誓われること」を意味するのに対して、「類

似の関係」において類似は関係の客観ではなくて、同等性などとならぶ、関係のひとつの種類、

形式を意味している。「Willenserlebnis」という語についても、Wille は Erlebnis の客観であるにも

かかわらず、Erlebnis のひとつの種類、形式としてみなされる危険性があるというわけである7。 

 ガイガーは、意志するはたらきとそれを体験するはたらきとの差異を見過ごさせる要因とし

て、客観的な対象性についての意識の仕方と心理的な出来事についての意識の仕方との差異が

あることを指摘する（vgl. FBUR, 41–4）。わたしたちが、たとえばパソコンを知覚する場合、そ

のパソコンを、主観的なものとは区別される、みずからに対立する
、、、、

（gegenstehen）客観として「把

 
7. このように、本章においては、Erlebenと Erlebtesと Erlebnisの差異が非常に重要になるため、日本語

としてはどうしても不自然になってしまうところもあったが、引用文内において、Erlebenを「体験するは
たらき」、Erlebtesを「体験されるもの」、Erlebnisを「体験」と訳し分け、引用文外においても、各原語を
念頭において語を選ぶようにした。 
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捉する（erfassen）」。それに対して、みずからの心理的な出来事を体験する場合、その心理的な

出来事を、みずからに対立する客観としではなく、みずからの主観に帰属するものとして、日本

語で「疲れを覚える」と言うときのように、「覚知する（innewerden）」のである。疲れや意志す

るはたらきのような心理的出来事を覚知するとは、それらを、みずからに対立する客観としてで

はなく、「体験される内実
、、

（Gehalt）」（FBUR, 43）として「明るくし
、、、、

、照らす
、、、

（erhellen, beleuchten）」
（FBUR, 43）という意識の仕方なのである。ガイガーによれば、このように体験するはたらきと

体験される内実は緊密に結合しているのであり、そのことが体験の形容詞的把握を誘発するの

であるが、だからといって、それらの差異を見過ごしてはならないのである。このような客観的

なものを対象化して把捉するという意識の仕方と心理的なものを対象化せずに覚知するという

意識の仕方との差異を、自然主義的態度にもとづく唯物論や並行論――それらが誘発する体験

の形容詞的把握――はみとめることはできない（vgl. FBUR, 44–51）。というのも、自然主義は、

物理的なものと同様の仕方で、心理的なものを理解しようとするからであり、物理的なものの

「一層性（Einschichtigkeit）」8と、心理的なものの、意志するはたらきとそれを体験するはたら

きのような「二層性（Zweischichtigkeit）」という差異を見過ごしてしまうのである。 

 

体験するはたらきの動詞的把握にとって、体験するはたらきと意志するはたらきはふたつ

の異なる領域である――心理的なものは二層的に
、、、、

組成されている。体験するはたらきは意

志するはたらきのほうへと向けられる
、、、、、

。そのような二層性は、しかしながら、物質的世界に

おいては知られていない。つまり、物質的世界の存在と出来事においては、存在契機が存在

契機に、過程が過程に連なる――そして物質的なものおいては、存在とならび、さらに、ま

さにこの存在の照明を呼び起こし、それゆえ、存在
、、

の領域に体験するはたらき
、、、、、、、、

という第二の

領域によって上層をつける（überbauen）ところの反射鏡が姿を見せることはない。心理的世

界においては、それに対して、どんな「体験」においても心理的な存在
、、

とこの存在を体験す
、、、、、、、、

るはたらき
、、、、、

が重なり合っているという奇妙なことが現実化されているのが見出される。

（FBUR, 45） 

 

このような心理的なものの二層性を否認しようとする場合、心理的出来事を覚知するはたらき

を「反省（Reflexion）」、つまり、事後的に把捉するはたらきや回顧的に考察するはたらきと同一

視しようとすることがある。たとえば、わたしは、ある瞬間において怒りを感じると同時にそれ

を自覚するというのではなく、ある瞬間に怒り感じ、ようやくつぎの瞬間においてそれを反省的

に自覚する、というように心理的出来事とその覚知を一層的に解釈しようとするわけである。し

かしながら、自我というものは、一方では、疲れているもの、怒っているもの、意志するものと

して体験され、覚知され、照らし出されるものであると同時に、他方では、みずからをそうした

ものとして体験し、覚知し、照らし出すという二層性を、体験するはたらきによって自己自身に

関係するという「再帰性（Reflexivität）」をもつのである。心理学はそのような心理的なものの二

層性、体験するはたらきの再帰性というものを事実として承認することによって、心理的なもの

をたんなる生命的なものや物質的なものから際立たせることができるはずであるが、並行論が

物質的なものと心理的なものとのあいだに１対１の対応関係を構築しようとするさいなどに、

 
8. ガイガー自身は名詞ではなく、形容詞「einschichtig」のみを使用している。 
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その事実を否認してしまうわけである9。 

第４節 心理的実在として体験されるもの：意志の実在性 

 ガイガーは、以上のように、体験心理学が心理的なものすべてを体験やその連続に還元しよう

とするのに対して、心理的なものの内部における体験されるものと体験するはたらき――意志

するはたらきとそれを覚知するはたらきのような――の差異を明確化することによって、体験

実在論や推論された心理的実在論の意味におけるものとはちがう心理的なものの実在性を主張

するのである。 

 
意志するはたらきが体験される、ひとは自我の体験するはたらきのうちで（意志するはたら

きという）自我の行為を意識するという事実は、心的なものの注目するべき性状、つまり、

ふたつの
、、、、

領域、すなわち、覚知するはたらきの領域とひとがそれについて覚知するところの
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

領域
、、

が重なり合うように組成されているという性状を指し示す。反対の見解――わたした

ちはそれを「体験
、、
‐観

、
」、体験心理学

、、、、、
と呼びたいが――にとっては、心理的なものがただひ

とつだけの領域であると描写され、意識がこの領域の質ないし構成的徴標になってしまう

が、それに対して、わたしたちの見解では、心理的なものは、体験するはたらき
、、、、、、、、

と体験され
、、、、

るもの
、、、

として、覚知するはたらきとひとが覚知するところのものとして、相互に重なり合う

ように組成され、相互に層をなして重なり、相互に関係するふたつの
、、、、

領域の世界になるので

ある。これら両領域は、体験するはたらき
、、、、、、、、

（覚知するはたらき）の領域
、、、

と心理的実在
、、、、、

（体験

されるもの）の領域として特徴づけられるべきである。10（FBUR, 52） 

 
つまり、体験実在論の場合、意識体験だけを本当に存在する――デカルトの意味において「絶対

、、

に確実な
、、、、

存在をもっている」（Lipps 1903b, 47）――実在として承認し、推論された心理的実在論

の場合、まったく意識、体験されない実在的な自我や過程をも因果的な説明のために仮定するの

に対して、ガイガーは内在的心理的実在論の立場から、意識体験に還元されはしないが
、、、、、、、、、、、、、、

、体験可
、、、

能ではある心理的な実在
、、、、、、、、、、、

を承認するわけである。そのため、内在的心理的実在論における心理的

実在の意味と体験心理学における心理的実在の意味は、ほとんどちがったものになっていると

言えるが、ガイガーの言う心理的実在とは、どのような意味において実在的であるのだろうか。

意志するはたらきのような体験されるものとそれを覚知するはたらきのような体験するはたら

きとの差異を指摘したからといって、かならずしもそれは前者を実在として特徴づけることの

根拠になるわけではないだろう。かれは、どのような意味において、どのような根拠をもって、

それを心理的実在として特徴づけているのだろうか。 

 ガイガーが、心や意志するはたらきが心理的実在であると言う場合に、「実在」は、意識に依
、、、、

 
9. ガイガーは論文「感情についての意識」（1911年）においても、心理的なものとしての感情を対象化

して把捉するはたらきと対象化せずに覚知するはたらきの差異などについて論じている（vgl. BG）。 
10. ガイガーは心理的実在の領域を「深い（tief）」領域や層として、体験するはたらきの領域を「表面的
な（oberflächlich）」領域や層として特徴づけているが、これはかれの美的価値体験論における自我の層構造
論にとっても重要になる。 
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存せずに存在している
、、、、、、、、、、

ということを意味している。もちろん、厳密には、かれは直接的態度の立

場をとって心理的なものの実在性を主張しているのであるから、それは意識に依存せずに存在

しているものとして体験される
、、、、、

ということを意味しており、さらに、同様に数や概念のように意

識に依存せずに存在しているものとして体験される理念的なものとの差異を付言するならば、

実在とは空間と時間のうちで
、、、、、、、、、

意識に依存せずに存在しているものとして体験されるものを意味

していると言うことができる。かれは『現実』において、バークリーやフッサールを、超越的な

形而上学としての所与性観念論の立場をとって、実在として与えられるものを、たんにそのよう

に与えられているにすぎないものとみなし、それを端的に実在として受け取らないことを批判

していたが、「断章」においては、観念論が外界の存在について〈存在＝知覚（esse=percipi）〉、

つまり、外界の存在は知覚されることにその実質をもつとかんがえるのと同様に、体験心理学が

心理的なものの存在について〈心理的存在＝体験されること（psychisches Sein=Erlebtsein）〉、つ

まり、心理的なものの存在は体験されることにその実質をもつとかんがえることを批判する（vgl. 

FBUR, 83–94）。 

 わたしが、たとえば、ある家を見る場合、「わたしにはその家が直接的に、わたしの知覚には

依存せずに
、、、、、

存在するものとして与えられる
、、、、、

」（FBUR, 86）。わたしはその家を「存在自律性

（Daseinsautonomie）」11（FBUR, 86）をもつものとして、つまり、わたしがそれを見ていないあ

いだも存在するもの、見る前にも、見るのをやめた後にも存在するものとして知覚しているので

ある。そのため、わたしはみずからの知覚を、知覚対象の存在を創り出すものとしてではなく、

それに付け加わるものとして体験している。知覚の対象が知覚に依存せずに存在するものとし

て直接的に
、、、、

与えられるというのは、その存在を推論によって
、、、、、、

仮定することともちがう。というの

も、わたしがある教会を見て、その存在を確信する場合、それが持続的に存在することを仮定す

るために、ある根拠を必要とはせず、むしろ、その持続的な存在を廃棄するためにこそ、ある根

拠――たとえば、その教会は老朽化しているため、取り壊さなければならない――を必要とする

のである。そのため、「ひとが数年後にふたたびある場所を訪れる場合、教会の塔がまだあると

いうことには驚かないが、〔もうなくなってしまっていた場合〕それはいったいなぜなくなって

しまったのかと問うのである」（FBUR, 93）12。ガイガーは、外界が知覚に依存せずに存在する

ものとして与えられるのと同様に、心理的なもののなかには、体験に依存せずに存在するものと

して与えられるものがあると主張する。そのひとつが意志するはたらきであり、かれによれば、

わたしがみずからの意志するはたらきを体験する場合、その意志するはたらきを体験するはた

らきに依存しない――つまり、体験することによって生じ、体験しなくなると消えるのではない

――自我の活動として体験している。 

 なによりもまず、ガイガーは、意志するはたらきの全体的過程を（１）「意志（するはたらき

の）定立（Willenssetzung od. Wollenssetzung）」と（２）「意志する振舞い（wollendes Verhalten）」

 
11. ガイガーはこの表現をゲッティンゲン学派のコンラート＝マルティウス（Hedwig Conrad-Martius, 

1888–1966）から借用している。コンラート・マルティウスについては、植村 2022を参照。 
12. ガイガーはこのように、知覚の対象には「その存在が廃棄されることのいかなる根拠も存在しないか
ぎり、引き続き存在しつづける」（FBUR, 93）という「一種の存在的な慣性の法則（Trägheitsgesetz）」（FBUR, 
93）があると主張している。それに対して、知覚の対象が、溶けていく雪や散っていく花のように、存在
するのをやめるということを本質としてもつ、あるいは、わたしたちがそのような普遍的な合法則性を知

っている場合には、それを根拠として、推論によってそれらの存在を廃棄するのである。 
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という部分的段階に区別する（vgl. FBUR, 96–105）。ここでは、わたしがある哲学者について論

文を書こうと意志し、行為するという場面を例にして説明していこう。（１）はじめに、意志定

立とは、その哲学者について論文を書こうと決意することを意味する。ガイガーはさらに、それ

をふたつの契機、つまり、一方では、論文を書くことをみずからの目標として定立するという「目

標を把捉するはたらき（Zielerfassen）」（FBUR, 97）、他方では、まさに論文を書くというその目

標を意志するよう自己自身を規定するという「自己を規定するはたらき（Sichbestimmen）」（FBUR, 

97）に区別する。ガイガーは前者を銃に弾を装填すること、後者をその引き金をひくことに例え

ている。これらふたつの契機からなる意志定立が意味しているのは、しかしながら、「自己自身
、、、、

に意志
、、、

させること（Sich-selbst-Wollen-machen）」（FBUR, 97）、つまり、引き金をひくまでであっ

て、本来の意志するはたらきではない。（２）本来の意志するはたらきは、意志する振舞い、つ

まり、引き金をひいた後に、弾が目標にむかっていく段階である。ガイガーは意志定立を、なん

らかの行為をしようと意志するよう自己自身を突き動かすこと、そして、意志する振舞いを、そ

の意志するはたらきによってその行為をするよう自己自身を突き動かすこととして言い換えて

いる。たとえば、わたしが論文を書こうと意志するよう自己自身を突き動かした後で、わたしは

文献を調べたり、文を推敲したりするという行為をするように自己自身を突き動かしている。こ

れが本来の意志するはたらき、意志する振舞いである。これら意志定立と意志する振舞いの差異

は、わたしは論文を書こうと持続的に決意している
、、、、、、、、、、

とは言えないが、文献を調べたりなどしつつ

持続的に意志している
、、、、、、、、、、

とは言えるということからもあきらかである。 

 問題は、これら意志定立と意志する振舞いが、それらを体験するはたらきに依存せずに存在す

るか、そのようなものとして体験されるかである。（１）まず、意志定立は体験されることなし

には生成することができない（vgl. FBUR, 105–9）。わたしが論文を書こうと決意するとき、かな

らずわたしはその決意するはたらきを体験している。たしかに、たとえば、なんらかの事情で―

―それ以外の仕事をしなければならないなど――みずからにたいして論文を書こうと決意する

ことを容認できないでいたが、それにもかかわらず、文献を調べたりなどしており、そして、そ

の事情がなくなった場合に、みずからがそう決意していたことが事後的にわかるかのようなこ

とがあるが、それはみずからの決意を注意
、、

していなかっただけであり、体験
、、

していなかったわけ

ではない。また、同様に論文を書くという目標にむかっていく振舞いであるにもかかわらず、そ

の生成が体験されないものもあり、それはたんなる欲望するはたらき――たとえば、ある日の朝

に起きたところ、なぜだが論文を書きたいという気持ちになっていた――などであるが、それは

意志するはたらきとはちがうものなのである。逆に言えば、わたしたちは意識的に目標を定立し、

それにむかうよう自己自身を規定し、実際にそれにむかって行為することを、たんなる欲望する

はたらきなどではなく、意志するはたらきと呼んでいるわけである。（２）それに対して、本来

の意志するはたらき、つまり、意志する振舞いは、体験されることなしに存在することができる

（vgl. FBUR, 109–11）。たとえば、わたしが論文を書くための資料を入手しようとドイツの図書

館に行く、つまり、資料を入手しようと意志しつつドイツの図書館に行くという行為をする場合、

宿泊するホテルの場所を調べているあいだにおいても、資料を入手しようと意志するはたらき

は有効であり、有効であるからこそホテルの場所を調べているにもかかわらず、その意志するは

たらきを意識していないことがあるのである。しかしながら、このことにたいしては反論が予想

されるだろう。 

 ガイガーは、意志するはたらきを意識していない「合間（Zwischenzeiten）」（FBUR, 111）の問
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題にかんする三つの可能的な釈明を挙げている。第一に、わたしが意志するはたらきを意識して

いないあいだ、それは消滅してしまっており、ふたたびあらたに決意しなければならないという

釈明である（vgl. FBUR, 112–6）。たとえば、ある日の夜に論文を書こうと決意して、それを意志

しつつ、序文を書き上げ、パソコンを閉じた時点で、いちどその意志するはたらきは消滅してし

まう。そして、つぎの日の朝に、ふたたびあらたに論文を書こうと決意するというわけである。

たしかに、２日目の朝に、今日は第１章を書き上げようなどと決意することはあるが、しかし、

ふたたびあらたに論文を書こうと決意するわけではなく、わたしは論文を書こうという決意を

とうにいちどだけなされたものとして体験する
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

のである。論文を書こうと意志するはたらきと

第１章を書き上げようと意志するはたらきとの関係について言えば、前者の普遍的な意志する

はたらきが有効であるからこそ、わたしは後者の個別的な意志するはたらきを定立するのであ

る。第二に、わたしが意志するはたらきを意識していないあいだ、それは消滅してしまっている

が、以前の意志するはたらきを想起することによって、消滅していた合間を橋渡しするという釈

明である（vgl. FBUR, 116–20）。つまり、以前の意志するはたらきが存在しつづけているわけで

はないが、それを想起することによって、以前と現在を結びつけるというわけである。たしかに、

「そういえば、資料入手のためにドイツに来たのだった」と思い出すことはあるが、しかし、わ

たしはそのさい、あくまで資料を入手しようと意志するはたらきを以前に定立し
、、、、、、

、現在も
、、、

存在し
、、、

つづける
、、、、

意志
、、

するはたらき
、、、、、、

として体験する
、、、、、、、

のである。最後に、わたしが意志するはたらきを意識

していないというのは間違いであって、たんにそれを注意していないだけであるにすぎず、けっ

して体験していないというわけではないという釈明である（vgl. FBUR, 120–7）。たとえば、資料

入手のためにドイツに来たにもかかわらず、ホテルの場所を調べているあいだには、資料を入手

しようと意志するはたらきは消滅したわけではなく、存在しつづけ、かつ、体験されてはいるも

のの、意識の背景に押し退けられているというわけである。この場合、〈心理的存在＝体験され

ていること〉というかんがえは維持されることになる。たしかに、なにかを注意しつつ体験する

ことと注意せずに体験することを区別することはできる。しかしながら、たとえば、わたしはあ

る日の夜に論文を書こうとして決意し、つぎの日の朝にその意志を、昨晩から、睡眠中も、消滅

せずに存在しつづけていたものとして体験する場合、その意志が睡眠中も注意されることなし
、、、、、、、、、、、、、

に体験されていたと言うことはでき
、、、、、、、、、、、、、、、、

ない
、、

だろう。 

 以上のように、心理的なものの内部には、たしかに意志定立のように、存在（意志定立の場合

は生成）しているあいだに、必然的に体験されざるをえないものもあるが、意志する振舞いのよ

うに、存在しているあいだに、必然的に体験されるわけではなく、さらには、体験に依存せずに

存在するものとして体験されるもの、つまり、実在として体験されるものがあるのである。もち

ろん、わたしたちが自然主義的態度の立場をとるとすれば、意志を実在として体験するという事

実を、脳や、リップスの言うところの、意識体験を説明するための根拠として仮定された、体験

不可能な心のうちに残された痕跡から説明するだろう。しかしながら、わたしたちは直接的態度

の立場をとることによって、直接的に与えられるもののなかに、たしかに実在として与えられる

ものがあることを確認することができたのである。ガイガーはプフェンダー論文において、現象

学においては「純粋な自己所与性が、〔…〕実在性を与えられていない領域の深みに置くことな

しに、発言にいたるべきだろう」（APS, 3）と述べていたが、それは、まさに現象学が、体験不

可能なもの、与えられていないものに実在性を承認するのではなく、体験可能な
、、、、、

もの
、、

、与えられ
、、、、

ているもの
、、、、、

の
、
内部に実在性を承認する
、、、、、、、、、、、

ということ、その姿勢を意味していたのである。 
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第５節 自我の力動性と意志の自由 

 ガイガーの「断章」は――この 1921 年の著作は 1930 年の『現実』に先行するものであり、

「直接的態度」という表現を使用してはいないが13――直接的態度にもとづく心理学的研究であ

る。かれは『現実』において、心理学は異なる態度、態勢をとるにおうじて異なったものになり、

問題の種類におうじてそれにとって十全的な態度は異なると主張する（vgl. WWM, 88–107）。一

方で、自然主義的態度をとる場合、心理的なものを、その外部にある物理的なものから研究し、

たとえば、「光線の波長の相違は、いかにして色についての意識のうちで、色の感覚のうちで気

づかれるのか？」（WWM, 91）などと問う生理学的な心理学になる。自然主義的態度にもとづく

科学一般がそうであるように、このような心理学も物理的なものを方法的に優先し、物理的なも

のから出発するのだが、物理的なもののうちには心理的なものを、たとえば脳のうちに色の感覚

を発見することはできない。逆に、色の感覚を体験する主観側もそれはそれで脳についてはなに

も直接的に知らない。自然主義的態度は「このような物理的なものと心理的なものの相互的な接

近不可能性の事実」（WWM, 94）から並行論を生み出すのであり、さらには、自己観察という主

観的な認識源泉に対する不信から、それを遮断し、客観的に観察可能なものだけを認識源泉とし

てみとめる行動主義を生み出すことにさえなったのである。他方で、直接的態度をとる場合、心

理的なものを、その外部からではなく内部から探究する。ガイガーは直接的態度のなかでも、主

観主義的態勢にもとづく「力動的な主観心理学
、、、、、、、、、

（die dynamische Subjektspsychologie）」（WWM, 100）

と所与性の態勢にもとづく「分析的‐発生的な所与性心理学
、、、、、、、、、、

（die analytisch-genetische 

Gegebenheitspsychologie）」（WWM, 100）があると主張する14。「断章」におけるガイガーの心理学

は、前者に該当する。この力動的心理学においては、主観主義的態勢にもとづいて、第一に「主

観がみずからの自我から世界と心理的なものを考察し」（WWM, 99）、第二に「実際の心理的連

関についての関心から〔自然主義の意味における〕心理物理的連関についての関心を排除」

（WWM, 99）する。つまり、心理的なものと客観世界との関係や心理的なものどうしの連関、

そしてそれらの力動性を研究するのである。 

 

力動的
、、、

心理学においては、主観が世界にたいする関係と心理的過程の内的発展の力動性

 
13. しかし、つぎのことなどから「断章」が直接的態度にもとづくものであることはあきらかである。ガ
イガーは体験心理学と内在的心理的実在論の差異を、体験というものを、前者が体験の外部に超越するこ

とはない閉じられたものとみなすのに対して、後者が体験の外部に超越する開かれたものとみなすという

点に見出す（vgl. FBUR, 54–8）。これら体験心理学と内在的心理的実在論は、外界の認識にかんして、意識
を閉じられたものとみなす把握と開かれたものとみなす把握に対応している。前者の把握によると、わた

したちの意識は知覚をつうじて外界に直接的にアクセスすることはできず、表象だけが与えられている。

それに対して、後者の把握によると、わたしたちの意識は知覚をつうじて外界に直接的にアクセスするこ

とができる、あるいは、知覚をそのようなものとして体験している。これらの知覚観は、『現実』において

対比された自然主義的態度と直接的態度それぞれの知覚観に対応している。 
14. ガイガーは所与性の態勢を形而上学的に絶対化すること、所与性観念論ないし観念的な所与性形而
上学を批判してはいるが、所与性の態勢にもとづく科学――そのひとつが純粋現象学であるが――の存在

やその意義を否定しているわけではなく、分析的‐発生的な所与性心理学についても同様である。かれは、

力動的な主観心理学と分析的‐発生的な所与性心理学を、相互に対立するのではなく、むしろ、相互に補

完するものであると位置づけている。 
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（Dynamik）のうちで研究される。力点は、連関
、、

の力動性にある。なにが意志するはたらき

を規定する
、、、、

のか？ いかにして意志するはたらきは心的なものの過程に作用する（wirken）

のか？ 外的なものは主観にいかなる印象をあたえ、主観はそのような印象にいかにして

反応するのか？ 主観は、それへと作用（Wirkungen）がおよぼされるところの中心、なん

らかの姿勢をとり、評価し、把握し、感じ、考え、意志する作用をもって、あらゆる種類の

状態性と情状性、それはそれで主観のうちでさらに作用するところの状態性と情状性をも

って反応するところの中心と見なされる。そのため、ルサンチマン
、、、、、、

というニーチェの概念は

力動的な概念である。ルサンチマンは力動的な機能であり、みずからの弱さと弱さのうちに

ある劣等感にたいして、主観は価値転換をもって反応する。苦しみ、弱さ、弱さに由来する

共苦は、〔そうしたものを〕ルサンチマンという仕方において体験する主観にとって本来的

に価値あるものである。（WWM, 101） 
 

ガイガーは「断章」においても、このような連関の力動性を強調している。かれは、体験心理学

が心理的なものを匿名的で、機械的な仕方で原因と結果の関係において連関する体験の連続と

してとらえるのに対して、内在的心理的実在論はそれを自我という中心――これは世界と対立

している――をともない、生き生きとした仕方で動機づけ、動機づけられるという関係など15に

おいて連関する「実在的な要素をともなった実在的な
、、、、

統一」（FBUR, 1）、「力動的な
、、、、

統一」として

とらえると主張する（vgl. FBUR, 1–9）。かれは、心理的実在
、、

という語を用いることによって、心

理的なものが体験に依存せずに存在するものとして体験されるということばかりではなく、そ

のような力をもつものとして体験される
、、、、、、、、、、、、、、

ということをも記述しようとしているのである。 

 ガイガーは内在的心理的実在論が心理的なもののうちに実在的なものを承認するのに対して、

体験心理学が心理的なものをたんなる体験として形而上学的に無価値化すると主張していたが、

前者の見方からすると、あるいは、わたしたちが日常生活において心理的なものを体験している

仕方からすると、たとえば、わたしたちは意志するはたらきというものを、以下のように、自我
、、

の
、
力
、
として体験しているだろう（vgl. FBUR, 58–65） 

 

内在的実在論にとって「わたしが意志するはたらきを体験する」ということが意味するのは、

体験するはたらきのうちで、意志するはたらきが実在的な心理的行動
、、、、、、、、、

として、わたしに呈示

されるということである。「わたしがみずからの立ち上がろうと意志するはたらきを体験す

 
15. ガイガーは、自然主義的態度をとるひとが物理的なものがもっている因果連関だけ

、、
にもとづいて心

理的なものの連関を理解しようとすることを、心理的なものの連関のうちには因果連関や動機づけ連関な

どさまざまなものがあるにもかかわらず、その豊富さを無視することを批判するのである。「わたしは計算

問題を解こうとする。意志するはたらきのうちには心理的行動のひとつの形式があり、自我は意志するは

たらきをおのれから出してやるのであり、自我と意志するはたらきのあいだには、物質的世界において客

観と出来事とのあいだにはどこにもないような連関が存立している。そのため、心理的なものは、原因と

結果の関係とならび、能動的な働きかけと受動的に働きかけられることの無数の変様とかかわっている。

つまり、自我から作用が立ち現れるはたらき
、、、、、、、、、、、、

、自我の行為
、、
、自我が対象を把捉するはたらき

、、、、、、、、、、、
などである。

そして、同様に、影響や作用が自我にたいして
、、、、

およぼされる無数の仕方とかかわっている。自我は影響を

被り
、、
、刺激
、、
され、動機づけ

、、、、
られ、なにかへと仕向け

、、、
られ、規定

、、
され、強制

、、
される等々である。そのように、

心理的な連関の豊富さが展開されるのであり、その豊富さに比べると、物質的なものの単純さは原始的で

あるようにおもわれるのである。」（FBUR, 68） 
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る」が意味するのは、わたしは、実在的な
、、、、

影響力、立ち上がろうとする実在的な
、、、、

意志作用が

実在的な
、、、、

自我から発するのを体験するということである。（FBUR, 60） 

 

つまり、わたしが立ち上がろうと意志し、そして立ち上がる場合、わたしはみずからを、実際に

そのように意志し、その意志の力によって立ち上がるものとして、そしてみずからの意志するは

たらきを、実際にそのような力をもつものとして体験しているはずである。それに対して、体験

心理学からすると、その場合、わたしはたんなる自我体験や意志体験などをもっているにすぎず、

心理的なものは「あらゆる力強い存在、あらゆる実体的な有効性
、、、

を剥奪」（FBUR, 61）され、「も

はや並列し、継起し、交代する意識現象
、、

の遊戯にほかならない」（FBUR, 61）とみなされること

になるのである。このようにして体験心理学が心理的なものをたんなる夢のようなものとして

その力を剥奪することが、唯物論や並行論にとって好都合であるのは上述したとおりである。つ

まり、唯物論も並行論も、けっして心理的なものから物理的なものへとおよぶ影響をみとめるこ

とはなく、エビングハウスの「アウステルリッツ論証」にそくすならば、ナポレオンが命令を与

えようと意志し、その意志の力によって口を運動させる場合、実際にそのような命令を与えよう

という心理的な意志が口を運動させているのではなく、かれはたんなるそのような体験をもっ

ているだけで、なんらかの物理的な原因が口を運動させているにすぎないとみなすわけである

16。ガイガーは、このような内在的心理的実在論と体験心理学における見方のちがいを、心と身

体という心理的なものと物理的なものとの関係にかんしてばかりではなく、心理的なものどう

しの連関にかんしても指摘する（vgl. FBUR, 65–77）。たとえば、わたしがある絵画の作者の名前

を度忘れしてしまったとすると、わたしのうちにその名前を思い出したいという願望が生じ、そ

のように願望することによって
、、、、

わたしは記憶のうちにその名前を探し求め、そのように探し求

めることによって
、、、、

わたしはその名前を思い出す。この場合、わたしは、その作者の名前を思い出

したいという願望が記憶のうちにその名前を探し求めるよう動機づけ、願望と探求の動機づけ

の連関を体験するのであるが、体験心理学の見方からすると、たんに願望体験の後に探求体験が

連なるという仕方で体験が連続しているにすぎず、願望が探求を動機づけるということ、願望と

探求の動機づけ連関も、たんなる動機づけ体験、連関体験をもつことであるにすぎない。つまり、

願望と探求との心理的な動機づけ連関は仮象的なものであるにすぎず、本当に存在するのは、な

んらかの物理的な因果連関だけであるというわけである。 

 最後に、ガイガーが、心理的なものがそのような力動性をもつことばかりではなく、自我とい

う中心をもつということをも強調していたことに注目してみよう。かれは『現実』において、決

定論と非決定論の対立あるいは「意志の自由（Willensfreiheit）」の有無にかんする対立が、自然

主義的態度と直接的態度の対立に由来することを指摘し、意志の自由、そして意志の自由があり

うることを前提とする「責任（Verantwortlichkeit）」は、直接的態度においてのみ問題になると主

張している（vgl. WWM, 136–41）。 

 
責任
、、

を実在的な
、、、、

事実として受け入れることは、直接的態度の主観主義的
、、、、、

態勢からのみ
、、
帰結

 
16. ガイガーは『現実』において、自然主義的態度がそのような見方をするからこそ、この態度において
のみ
、、
、心身の連関という心理的なものと物理的なものとの関係が問題になってきたのであると指摘してい

る（vgl. WWM, 122–8）。 
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する。この受け入れは、みずからの行為と心情にかんする自我の反省に由来する。つまり、

主観はみずからの
、、、、、

行為にたいして責任があると感じ、他者たちを〔他者たち〕みずからの
、、、、、

行

為にたいして責任を負わせる。主観はこの責任をなにか実在的なものとして体験する。しか

し、責任のそのような実在性は、行為が、自我の発露、表出であるばかりではなく（それど

ころか、心理的なものを随伴させるにすぎない脳の過程に由来するばかりではなく）、因果

系列が自我のうちで開始する
、、、、

場合にのみ存立する。自我が因果性の通過点であるにすぎな

いなら、屋根から落下し、ひとを撲殺することにたいして煉瓦に責任を問うことはできない

のと同様に、みずからの行為にたいしてひとに責任を問うことはできないのである。（WWM, 

137f.） 

 

たとえば、わたしがだれかを殺害しようと意志し、殺害という行為をしてしまったとしよう。そ

れは、自然主義的態度からすると、たんにわたしはそのようなたんなる
、、、、

意志体験を、そしてみず

からの意志によってみずからを行為させるかのような
、、、、、

動機づけ体験をもっているにすぎないの

であり、わたしの心の内部
、、、、、、、、

にあるみずからの
、、、、、

意志がみずからをそのように行為させたわけでは

なく、その外部
、、

――たとえば脳――にある匿名的な
、、、、

生理学的原因がそのような行為を結果させ

たにすぎないということになる。それに対して、直接的態度からすると、わたしがそのように意

志し、行為する場合、わたしは、ほかならぬ、みずからを
、、、、、

そのように意志したものとして、そし

て、そのようなみずからの
、、、、、

意志によってみずからを行為させたものとして体験する。しかし、体

験心理学は、わたしたちが意志するはたらきなどを体験するさい、みずからの自我をその中心と

して体験するということを、たんなる「自我体験」をもつこととして、みずからの自我が意志し、

みずからを行為させるよう動機づけるのを体験することを、自我という中心をもたない匿名的

な体験の連続として把握する（vgl. FBUR, 65–77）。心理的なものは、内在的心理的実在論にとっ

て「一点に中心化された空間的形成物」（FBUR, 72）のようなものであるのに対して、体験心理

学にとっては「繰り出される平らなテープ――平らな
、、、

続き絵、体験流」（FBUR, 72）である。ガ

イガーは意志するはたらきについての見方の差異を引き合いにだして、内在的心理的実在論と

体験心理学を対比する。 

 

実在論にとって、意志するはたらきとは自我の一撃
、、、、、

、行為
、、

、行動であるが、体験観にとって、

それは体験の匿名的な連続であり、その連続を、他の連続もそうであるように、要素へと解

体することが重要である。そのため、意志するはたらきの生き生きした
、、、、、、

力動性は、表象と感

情のたんなる相並び
、、、

（Aneinander）へと引きずりおろされる。（FBUR, 74f.） 

 

 意志定立と意志する振舞いの区別をふまえるならば、もしわたしがあるひとを殺害するべき

かしないべきか悩んだ末に、殺害を目標として定立し、その目標を意志するよう自己自身を規定

した、つまり、殺害を――たんなる欲望におけるように無意識的にではなく、意識的に――決意

したうえで、それを実行した場合、わたしは、たしかに、みずからの自由な意志によってそのよ

うに行為したと、みずからがその行為にたいして責任があると感じるはずである（vgl. FBUR, 

100–2）。しかしながら、体験心理学の立場からすると、実際にわたしがそのように意志し、その

意志が行為を動機づけたのではなく、わたしはたんなる意志体験や動機づけ体験をもっていた

にすぎない、その意味においてたんなる匿名的で無力な体験が連続していたにすぎないという
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ことになる。もちろん、直接的態度ないし内在的心理的実在論の立場をとるとしても、倫理的、

法的に、ある行為の有罪無罪を判決する場合には、行為者のうちで、その行為に先行して、意識

的な決意があったかどうかだけが問題になるわけではないだろう。たとえば、そもそもあるひと

を殺害するべきかしないべきか検討することもせずに、殺害を実行するひとがいるとすれば、そ

のひとは、そのようなことをしっかりと検討するべきであったと要求されてしかるべきだろう。

しかしながら、わたしたちは、そのように行為の故意過失を問おうとするならば、だれかにみず

からの行為の責任を問おうとするならば、自然主義的態度や体験心理学の立場ではなく、直接的

態度ないし内在的心理的実在論の立場をとって、わたしたちが体験しているみずからの自我や

意志、それらの力を、たんなる匿名的で無力な体験ではなくて、実在的な自我や意志、それらの

実在的な力として承認する必要があるのではないだろうか。あるいは、どのような場合にわたし

たちはみずからを自由な意志によって行為するものとして体験するのか、みずからの行為にた

いする責任を体験するのかということを突き止め、それにかんする共同的な合意を形成する必

要があるのではないだろうか。 

おわりに 

 本章では、プフェンダー論文や『現実』において提示されていた直接的態度の実在論の一例と

して、ガイガーの内在的心理的実在論を確認してきた。かれは、心理的なものをたんなる夢のよ

うな匿名的で無力な体験の連続に還元しようとする体験心理学に対して、心理的なものが意識

体験に依存せずに存在するものとして体験されるという点、そして、ある心理的行為がべつの心

理的行為を動機づけたり、身体的行為を動機づけたりなどという仕方で力動性をもつという点

から、心理的なものの実在性を主張していた。このことが、心理的なものの実在性を主張するこ

との根拠であるとすれば、そのように主張することの意味は、つぎのようになるだろう。もし自

然主義的態度ないし体験心理学の立場をとるとすれば、もはやみずからの心や意志のうちに自

我という中心点や上述のような力動性を、それゆえ、自由な意志や責任というものを承認する余

地はなくなる。もちろん、自然科学は自然科学で、人間とその心をそのようなものとして把握す

ることは正当であるかもしれない。しかしながら、科学的な現実とその認識が、形而上学的な意

味における現実とその認識であると主張することは不当である。そして、もしわたしたちが倫理

的、法的に自由な意志や責任というものを問題にしようとするならば、直接的態度の実在論ない

し内在的心理的実在論の立場をとることが必要になる。というのも、わたしたちはその立場をと

ることによって、自然主義が自由な意志の存在を否定したり、カントが物自体のうちにその根拠

を追求したりするのとはちがって、体験されるものの外部
、、

にではなく、その内部
、、

に、自由な意志

や責任の居場所を見出すことになるからである。そうであるからこそ、ガイガーはあえて直接的

態度、直接的態度の実在論を固持したのであると結論づけることができるだろう。 
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第４章 美学史における位置づけ 

――絶対主義的美学と相対主義的美学―― 

はじめに 

 本論の第１部において、ガイガーの直接的態度の現象学と実在論、それにもとづく実在心理学

について確認した。かれは現象学の原理を「最大限の所与性の承認」のうちに見出していたが、

最大限の所与性を承認し、その本質を洞察するためには、直接的な態度にもとづかなければなら

ないのであった。フッサールが試みたのが理念的な所与性の承認であったのであるとすれば、ガ

イガーが試みるのは美的価値という所与性の承認であり、かれは直接的態度の立場をとって、自

然主義的ないし心理学主義的な先入見にとらわれて美的価値を心理的感情へと還元することを

批判することになるのである。本章においては、まず、かれが美学を「価値学（Wertwissenschaft）」

ないし「価値美学（Wertästhetik）」として規定していること、そのように規定しなければならな

かった所以を、つぎに、従来の絶対主義的および相対主義的な美学、とくに前者としてはプラト

ンを代表とする形而上学的美学、後者としてはリップスを代表とする心理学的美学への批判と

その根拠を確認する。そのうえで、最後に、ガイガー自身が、どのようにして従来の美学とはち

がう価値美学を構想し、そのような美学が現象学的方法にもとづかなければならないと主張し

たのかを提示することにしたい。 

第１節 美学と美的価値 

 ガイガーは遺稿「芸術の意義」（1976 年）（以下、遺稿と略称する）において、つぎのように美

学という学問を定義している。「美学とは価値学（Wertwissenschaft）――美的価値の形式と法則

についての学問である。そのため、美学は美的価値をみずからの研究の焦点および対象とする。」

（BK, 426）美学という学問がかかえる複雑な事情、つまり、美学は、その名称の語源や研究の

実態からして、かならずしも美や崇高のような美的価値だけを研究しているわけではないとい

う事情とは対照的に、ガイガーによるこの定義は、日本語における「美学」がイメージさせるも

のに合致するという点で、シンプルでわかりやすいものであるだろう。しかし、この多様性と相

対主義の時代――ガイガーの時代であれ、わたしたちの時代であれ――にあって、美学が価値を

研究する学問であると定義することは、すぐさま、この学問の不可能性を予感させることになる

かもしれない。実際、カントにさかのぼってみても、かれは、美を判定する趣味判断は主観的な

感情をその規定根拠とするため（vgl. Kant 1790, 47f.）、なにかあるものが美しいかいなかを「学

問的に、すなわち、証明根拠によって決定」（Kant 1790, 189）する「美の学問（Wissenschaft des 
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Schönen）」（Kant 1790, 189）が不可能であると主張し、そうであるからこそ、美そのものではな

く、それにかんする判断ないし判断力の分析に取り組んだわけである。かれのこの戦略は、かれ

が主張する趣味判断の主観的普遍性を承認するかいなかにかかわらず、美の多様性と相対性に

直面するわたしたちにとっては、とても納得のゆくものであるようにおもわれるだろう。 

 ガイガー自身も論文「美学」（1921 年）において、美学が価値を研究することの困難をみとめ

ている（vgl. ÄS, 312f.）。かれによれば、美学はその方法において未完成、不確実であり、そのこ

との理由は「その出発点の不確実性
、、、、、、、、、、

」（ÄS, 312）にある。つまり、たとえば、物理学や歴史学の

ような「事実学（Tatsachenwissenschaften）」においてはその研究対象が明確であるのに対して、

美学においてはそうではない。なぜなら、美学が美的価値の本質を認識しようとするとしても、

そもそも、いったいいかなるものに美的価値があるのか、いかなるものから美的価値の本質を認

識するべきであるのか、ということにかんして意見の衝突があるからである。そのため、美的価

値の本質を認識するために、たとえば、古代ギリシャのラオコーン像を資料として選ぶとすれば、

そのラオコーン像を選ぶということを正当化しなければならず、その正当化は、まさにこれから

認識しようとしている美的価値の本質への洞察を必要とする。このように、美学が価値学である

とすれば、それは、みずからが分析の根拠とするものをみずから自身によって最初に根拠づけな

ければならないという循環に迷い込むことになるのである。 

 もし美学がこのような循環を回避しようとするならば、まさにその価値という問題を回避す

ればよいのかもしれない。実際、ガイガーによれば、経験的‐発生的な美学はそのようにしてき

た。たとえば、心理学的美学は、美的に価値あるとされる諸対象には「美的体験
、、、、

の誘因であると

いう共通性」（ÄS, 333）しかないとして、美的価値をもつ対象そのものではなく、美的体験を研

究してきたのである。しかしながら、どれほど経験的美学がそのような仕方でみずからを「価値

自由な（wertfrei）」事実学であるかのようにみせかけるとしても、それは「うわべだけの価値自

由性」（ÄS, 348）であるにすぎず、「価値という観点（Wertgesichtspunkt）」を克服したのではな

く、むしろ、それを秘匿しているにすぎない。ガイガーは、つぎのように、二通りの仕方で、美

学的研究――これには美術史や芸術学がふくまれる――が価値という観点を前提していると主

張する（vgl. ÄS, 348）。どんな美学的研究も、（１）美的
、、
体験と非美的

、、、
体験、芸術

、、
と非芸術

、、、
との差

異を、そして（２）正当な
、、、

美的体験と不当な
、、、

美的体験、良い
、、

芸術と悪い
、、

芸術との差異を前提せざ

るをえない。芸術の問題にそくして説明しよう。たとえば、文学史家が文学の歴史を叙述する場

合、その文学史家は、歴史上に無数に存在する言語的形成物を取り上げるわけではない。文学史

家は太宰治の小説を取り上げることはしても、たんなる新聞記事を取り上げはしないのであり、

そのような仕方で、文学作品とそうでないものの差異を前提している。そして、ある新聞記者が

みずからの記事を文学作品であると主張することはないとしても、もしわたしがこの論文を文

学作品であると主張する場合、文学史家はどうするだろうか。もし文学史家が価値という問題を

否定しようとするならば、太宰の小説もわたしのこの論文も、平等に、文学史のなかに組み込ま

なければならないだろう。しかし、実際に文学史家がそうすることはない。文学史のうちに見出

されるのは、優れた価値――美的価値であれ、芸術的価値であれ、あるいは少なくとも歴史的価

値であれ――をもつとされる文学作品だけなのである。 

 美的体験と非美的体験、正当な美的体験と不当な美的体験の差異については補足が必要であ

るだろう。かれは、論文「美的享受の現象学への寄与」（1913 年）における美的享受論を例外と
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して1、美的体験がまさに美的な
、、、

体験でありうるためには、その体験が「芸術作品
、、、、

ないし美的対
、、、

象の価値に
、、、、、

起源を負う
、、、、、

」（ZÄ, 5）のでなければならないと主張する。このガイガーの主張にした

がうならば、そうである以上、美的価値を問題にすることなしに、美的体験と非美的体験の差異

を認識することはできないのである。また、美的対象を目の前にして、美的対象そのものの
、、、、、、、、、

体験

と言えるものと、その対象によって呼び起こされるみずからの気分や感情の
、、、、、、、、、、、

体験としか言えな

いものがあり、かれは前者を正当な美的体験、後者を不当な美的体験として特徴づける。そして、

もし不当な美的体験にもとづくとすれば、わたしたちはよりいっそう気分や感情を呼び起こす

対象ばかりを評価することになる。そのため、かれは、美学的研究は、それにもとづいて美的対

象を研究するべきところの正当な美的体験と、その反対の不当な美的体験の差異を見極めなけ

ればならない、と主張していると理解することができるだろう。 

第２節 美学における絶対主義と相対主義の相克 

 それでは、ガイガーはいかなる立場から価値学としての美学を実行するのだろうか。かれは、

たとえば「１＋１＝２」が普遍的な真理であるのと同様に、「《モナ・リザ》には価値がある」と

いうことが普遍的な真理であると主張するのだろうか。もちろん、けっしてそうではない。かれ

は「美学」と遺稿において2、美学の歴史を絶対主義と相対主義の相克として描き出しており、

まさに「《モナ・リザ》には価値がある」ということが普遍的な真理であると主張するような素

朴な絶対主義や、美的価値の基準を美的価値そのものではなく、それ以外のものにもとめる他律

的な絶対主義の立場を批判している。その一方で、価値の相対性に直面することによって相対主

義の立場をとり、美的価値ではなく、その体験だけを問題とするべきであると主張する立場をも

批判している。まず、本節においてはこのことについて確認し、ガイガー自身の立場については、

第３節において確認することにしたい。 

第１項 絶対主義 

 わたしたちは、上述のように、多様性と相対主義の時代に生きていると言うことができるだろ

うが、その一方で、他者の価値観を――まさにカントが主張していたように――批判したり、あ

る有名な芸術家の作品の価値を盲信したりしている。あるいは、各人の価値観も作品の価値もひ

とそれぞれでありながらも、それぞれが絶対的なものであると疑わない奇妙な絶対主義（もしく

は相対主義）に迷い込んでいるとも言えるかもしれない。わたしたちは、美学に従事するにあた

 
1. ガイガーはこの論文において、美的な享受の本質を、非美的な享受との差異を際立たせることによっ

て、分析している。かれはここでは、美的
、、
享受と非美的

、、、
享受の差異にかんする「記述的な（deskriptiv）」問

いを、正当な
、、、

美的享受と不当な
、、、

美的享受との差異にかんする「価値美学的な（wertästhetisch）」問いから区
別している（vgl. BPG, 567–73）。かれはここでも、美的対象の分析を優先するべきであると主張している
が、それでも、純粋に意識側面にもとづいて美的体験と非美的体験の差異が分析可能であるとしているの

である。そのため、美的体験と非美的体験の差異は、価値の差異というよりも、本質の差異として特徴づ

けたほうがよいかもしれない。いずれにせよ、この美的享受論の位置づけについては、第６章において詳

述することにしたい。 
2. ここでは遺稿に依拠することにしたい。 
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り、美的価値をどのようなものとして――相対的なものであるのか、絶対的なものであるのか―

―理解すればよいのだろうか。 

 ガイガーは「美学的絶対主義（ästhetischer Absolutismus）」の最初の段階として、「素朴な絶対

主義」を登場させる（vgl. BK, 338–41）。素朴な意識をもつひとは、原始時代のひとであれ、現代

のひとであれ、対象の美とその他の性質を、たとえば、ある詩の美とその詩がソネット形式で作

られ、英語で書かれ、愛をその内容とするということを原理的に区別しない。この素朴な意識に

おいては、慣習と美の理想が、集合的意識の評価と個人の評価が一体化しており、そのような意

識は、現代においても、流行と美の理想の一体化として生きつづけていると言うことができるだ

ろう。つまり、伝統的なものこそが美しいものであり（sein）、流行しているものこそが美しいも

のであるというわけである。この素朴な意識は、ある対象の美が、ひとつの性質「それ自体（an 

sich）」として存在していると信じており、それにかんして他者と意見が相違する場合において

も、その意見の相違は、その対象にかんする無知や情報の不足に由来するものとみなすのである。

たとえ、第二の段階として、素朴な意識が、異時代や異民族との出会いによって、慣習と美の理

想、集合的意識の評価と個人的評価を分離し、みずからの個人的評価にしたがうようになるとし

ても、集合的意識の評価が個人的評価を――両者が一体化してはいなくても――規定し

（bestimmen）つづけることがある。わたしたちが、みずからの時代、みずからの文化における

流行がたんなる流行であるにすぎないと意識しながらも、その流行を必死になって追い、それに

追いついていないひとを「遅れている」と評価するとき、そのような素朴さが存続していると言

うことができるだろう。この素朴な意識は、異時代や異民族との評価の相違に直面しても、自己

の評価の正しさを疑うことはなく、評価の相対性よりは、むしろ、異時代や異民族による無理解

を推論するのである。 

 このような自己の優位を否定する「自己自身の超越（das Über-sich-selbst-Hinausgehobensein）」

の段階にいたり、相対主義が登場するには、「自己の
、、、

文化の内実の急速な変転」（BK, 341）と「高

次段階の反省性（Reflektiertheit）」3（BK, 341）が必要になる（vgl. BK, 341–4）。ガイガーは古代

ギリシャ、紀元前５世紀中期のアテネを念頭においているが、かれによれば、一方では、アルカ

イック芸術から古典芸術への移行が、他方では、ソフィストたちの「人間は万物の尺度である」

という格率が、相対主義をもたらすことになった。ソフィストの相対主義は、あらゆる真理を人

間に依存させようとするのであるが、しかし、それは、事実の領域においては自然に克服される

ことになる。つまり、「健全な人間悟性にとっては、依然として、実際に太陽は輝き、実際に鳥

たちはさえずり、実際にアテナイ人たちはアルギナサイの海戦において打ち負かされたという

ことが妥当せざるをえなかった」（BK, 342）のであり、このような事実の領域においては、「哲

学的理論の助けがなくても〔…〕振り子がふたたび振り戻る」（BK, 342f.）のである。ところが、

価値の領域ではそうではなく、このソフィストの相対主義によって、善や美のような価値が対象

に「付着（Adhärierung）」するにすぎないというありかたが、価値以外の性質が対象に「内在

（Inhärenz）」するというありかたとの対比において、あきらかになったのである。 

 
3. ガイガーは、第一段階の素朴な意識が反省的でないのに対して、第二段階の素朴な意識が反省的であ

るとし、それと比較するかたちで、それよりも高次の反省性が、相対主義の登場には必要であると主張し

ている。第二段階の素朴な意識がどのような意味で反省的であるのかということについて、かれははっき

りと述べていないが、自他の評価の相違に直面して、自己の優位を確信しつつ、他者の無理解を推論する、

というような反省性を意味していると理解することができるだろう。 
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 ある対象の価値が、その他の性質と同様に、ひとつの性質であるということは正しくない。

血が凝固して黒くなる場合、その血それ自身におけるなにかが変化したのであり、ある出来

事の進行が遅くなる場合、その出来事が変化したのである。そして、ひとが詩から一節を取

り去り、それどころか、一語だけでも変更する場合には、それはその詩の変化を意味してい

る。ところが、わたしがその詩が美しいと思っても、醜いと思っても、ある行為を倫理的に

正当であると思っても、非難するべきであると思っても、その詩ないし行為においてなにも

変化してはいない。それらは、評価が移り変わっても、あるところのものであるにとどまる

のである。価値はある対象に層をなして重ね（überlagern）られているにすぎず、それに付

着しているにすぎない――それは対象に付着している
、、、、、、

にすぎない性質である。（BK, 343） 

 
このような価値の特性があきらかになることによって、それ以後、素朴な絶対主義が不可能にな

り、もし価値の絶対性を保持しようとするならば、体系的な根拠づけが必要になる。 

 ガイガーはそのような体系的根拠づけを、プラトンの哲学的な絶対主義のうちに見出す（vgl. 

BK, 344–7; auch ÄS, 314f.）。プラトンにおいて、美の根拠は、周知のとおり、イデアという形而

上学的存在のうちにあるとされる。この天上の完全なものこそが絶対的に美しく、地上の不完全

なものはそれを分有するかぎりにおいて美しい。プラトンの形而上学においては、いわゆる詩人

追放論として知られているように、イデアの直接的な模倣である――プラトン自身は、職人がイ

デアを見ながら作る製品、具体的には寝椅子を念頭においているが（vgl. プラトン 1979, 338–

61）、ガイガーによれば――自然とその美に対して、イデアそのものではなく、イデアの模倣を

模倣する芸術とその美が下位に位置づけられる。それに対して、プロティノスにおいては、芸術

は、むしろ、イデアを直接的に模倣し、不完全な自然を、よりいっそう完全なものへと純化する

ものとして、上位に位置づけられることになるが、プラトンも、プロティノスも、イデアこそが

絶対的に美しく、美の絶対的な基準であると主張するという点において、両者のあいだに本質的

な相違はないだろう。ガイガーによれば、あらゆる形而上学的な美学が、ルネサンスの新プラト

ン主義やロマン派、ドイツ観念論が、本質的には、このようなプラトン主義ないし新プラトン主

義あるいはそれらの変容なのである。ソフィストの相対主義の登場によって、美的価値の絶対性

は自明性を喪失したが、もし依然としてそれを思想的に確保しようとするならば、それには「自

律的な（autonom）」道と「他律的な（autonom）」道がある。つまり、前者は美的価値そのものか

らなんらかの絶対性を、後者は美的価値以外のものからそれを確保するのであり、プラトンやプ

ロティノスは後者に該当する。そして、かれらやショーペンハウアー、ヘーゲルなど「あらゆる

形而上学的美学者たちにとって、美的体験とは認識の一形式であり」（BK, 349）、プラトンにお

いて美的体験が形而上学的認識の前段階、認識の下位種であるにすぎなかったのと同様に、合理

論、とくにバウムガルテンが、知性的認識を上位認識能力として位置づけるのに対して、感性的

認識を下位認識能力として位置づけ、メンデルスゾーンが、無限な神に美の体験を否定し、美の

体験を人間の有限性の表現とみなす場合、美的なものが形而上学的認識との関係において他律

的に根拠づけられているわけである（vgl. BK, 347–51; auch ÄS, 315f.）。 

 ガイガーは形而上学的美学、とりわけプラトンのそれをつぎのように批判している（vgl. BK, 

351–4）。イデア論のような形而上学が正しいと信じるひとにとっては、それにもとづく美学、美

的なものの基準は有効であるが、それを疑うひとにとってはそうではなく、実際、形而上学の崩
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壊を目の当たりにしているわたしたちは形而上学的美学に対して懐疑的になっている。また、美

の現象をイデアから形而上学的に「導出（Ableitung）」することは、美の現象を理想主義的な芸

術に限定し、それ以外、たとえば、写実主義的、自然主義的な芸術を排除することになるという

点において、独断的である。そのため、形而上学的美学は、研究の終着点として有効かもしれな

いが、出発点としては無効である。つまり、形而上学的美学は、美的現象そのものが絶対性ない

し相対性をしめす場合に、それを根拠づけ、正当化することはできるかもしれないが、そもそも

どのようなものが美的現象であるのか、美的現象が絶対性をしめすのかあるいは相対性をしめ

すのか、ということは、形而上学的に導出することはできず、経験的に証拠づけなければならな

いのである。ガイガーによれば、イデア論にもとづく美学が、芸術は形而上学的な存在の模倣で

あるとする形而上学的な模倣理論であったのに対して、アリストテレスは、それを経験的なもの

へと移行させた。この経験的な模倣理論は、形而上学的な理論に対して、美的現象そのものに、

実際に芸術作品が経験的な存在の模倣として提示されているということにもとづいているとい

う点において優位をもつが、両者のいずれにおいても、「認識が美的体験の根底にある」（BK, 354）

ということが前提されているのである。 

 ガイガーはまた、ボアローにおけるような主知主義（vgl. BK, 354f.）と、通俗的意識やトルス

トイにおけるような道徳主義（vgl. BK, 355–61）を検討しているが、前者は美的なものを論理的

なものと、後者は美的なものを倫理的なものと同一視することによって、いずれも美学を他律的

に根拠づけようとして「美の絶対性のために、美的価値それ自身には帰属しない原理を探しもと

めている」（BK, 361）として批判している（vgl. BK, 361–3）。ガイガーによるこのような美学の

他律的根拠づけの批判の要点はつぎのようになる。あるひとが、たとえば、宗教的な内容をもつ

芸術や宗教的な価値をもつ芸術だけを良い芸術であると評価することはあるかもしれない。し

かしながら、すべての宗教的な芸術が良い芸術であるわけではなく、宗教的な芸術のなかにも、

良い芸術と悪い芸術とがあるはずである。そうである以上、良い宗教的芸術と悪い宗教的芸術を

区別するさいには、宗教的な評価基準ばかりではなく、それとはべつの
、、、、、、、

芸術的な評価基準が問題

になるのである。また、上述のような他律的美学は、美的価値を形而上学的存在や倫理的なもの

の価値から導き出そうとする、あるいは、両者を同一視しようとするのであるが、そうするため

には、最初に、みずからが導き出そうとしているもの、形而上学的存在や倫理的なものの価値と

同一視しようとしているもの、つまり、美的価値そのものを、美的価値がそのような導出や同一

視を許容するかどうかを、研究しなければならないのである。ところが、ガイガーによれば、他

律的美学がそのような研究をすることはない。 

 

他律的美学の支持者たちは、美は善や真や形而上学的な存在根拠と同一のものであると宣

言する。ところが、美がその絶対性をそれ自身のうちにともなっていないならば、その絶対

性が星空から取ってこられたり、わが胸のうちなる道徳法則から取ってこられたりするこ

とはありえないのである。美の絶対性が存在するならば、その絶対性は美学自身の手段によ

って証明されなければならない。そのように試みるのが自律的な美学である。（BK, 363） 

 

 ガイガーはさらに、従来の自律的美学として、第一に、芸術は形而上学的な現実や経験的な現

実の模倣であるとする他律的な模倣原理とはちがって、それは「可能的な」現実を模倣するもの

であるとする模倣理論――ただし、ガイガーがこれを他律的ではなく自律的な理論と特徴づけ
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ることの理由は曖昧である――、第二に、ベル（Clive Bell, 1881–1964）の「有意義な形式」の原

理、第三に、「多様性中の統一」の原理なども検討しているが、いずれも、少なくとも唯一の
、、、

美

的原理たりえないと批判している（vgl. BK, 363–8）。ガイガーによれば、以下のように、ふたつ

の逸脱が、自律的な絶対的美学を挫折させてきた。 

 
 繰り返し、自律的な絶対的美学を挫折させているのは同じふたつの逸脱である。〔第一に〕

原理の普遍性が、良い芸術にも悪い芸術にも同様に該当するある記述原理が価値原理へと

転化されることによって達成される（芸術とは模倣である、芸術とは表現である）〔という

逸脱である〕。あるいは〔第二に〕ある個別的な原理が、不当な仕方で、普遍的で、それを

もって絶対的な価値として説明され、その他のすべての原理がなおざりにされる（芸術とは

有意義な形式である、芸術とはハーモニーである）〔という逸脱である〕。（BK, 368） 
 

ガイガーは、そのため、少なくとも「ある個別的な自律的原理から美的評価の絶対性を正当化す

る試みには見込みがない」（BK, 368）としながらも、これをもって、いまだ絶対的美学が不可能

である結論づけられるわけではないと主張する。というのも、美的なものが絶対性をもつのか、

あるいは相対性をもつのかということは、美的なものそのものの研究によって根拠づけられな

ければならないからであり、ガイガーはカントの『判断力批判』（1790 年）における美的判断の

分析をそのような研究として評価している（vgl. BK, 368–72）。つまり、「まさに、カントははじ

めて美的判断を意識的に論理的な判断と快適にかんする判断から境界づけることによって、自

律的な美学の構成のための基礎を築いたのである」（BK, 371）。カントは、美的判断が、主観的

な感情に依拠するにもかかわらず、普遍妥当性を要求すると主張したわけであるが、ガイガーに

よれば、美的判断が主観的な感情に依拠することを否定し、普遍妥当性を要求することだけを肯

定することによって、カントの思想を発展させたのがドイツ観念論の形而上学的美学であり、反

対に、普遍妥当性を否定し、主観性を肯定することによって、１９世紀中期に台頭したのが「近

代の美学的相対主義」（BK, 372）である。 

第２項 相対主義 

 ガイガーは、絶対主義を没落させ、相対主義を台頭させることになったいくつかの歴史的な原

因を挙げているが4、その本質的な原因は、もはや「範例的で、普遍的に承認された芸術作品」

（BK, 373）が存在せず、そのようなものから普遍妥当的に基準を獲得することができなくなっ

た、ということにあると言うことができるだろう（vgl. BK, 373–7）。 
 

そのような普遍的に承認された芸術作品は存在するのか？ ひとはギリシャ古典芸術、ゴ

シック芸術、ルネサンス芸術、コルネイユとラシーヌ、ダンテ、シェイクスピアとゲーテ、

バッハとベートーヴェンを念頭におくかもしれない。だれにも知られているのは、これらの

 
4. 「前世紀〔１９世紀〕中期から、精神史上、三種類のものが複合的に作用することによって、絶対主

義の評判が悪くされ、相対主義に、時代が新たに台頭する見解に与えるかの栄光が授けられた。／まず、

学問の範囲における、絶対主義的哲学から歴史的科学への移行。市民階級における、安定した様式感情の

喪失と歴史のあらゆる分野における模索。前衛的芸術家における、伝統的価値に対する戦い。」（BK, 376） 
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芸術流派のうちいかなるものも、これらの芸術家たちのいかなるものも、異議をとらえられ

ることなく、歴史を掻い潜ってきたわけではないということである。わたしたちは、表現主

義がギリシャ古典芸術にたいしてどれほど拒絶的な姿勢をとっていたのかを知っているの

であり、印象主義は表現主義にたいして――まったくべつの立場から――先行していた。つ

まり、印象主義の最盛期において、ひとはラファエロにたいして、軽蔑的な微笑をうかべた

のである。シェイクスピアにかんするヴォルテールの判断は、コルネイユとラシーヌにかん

するたいていのロマン派芸術家たちのそれと同様に、否定的である。ゴシック芸術は、ゲー

テがストラスブール大聖堂の存在を神格化する以前には、だれにとっても驚きであったの

であり、ひとはバロック芸術について、ヤコブ・ブルクハルト以前には、まったく軽蔑的に

のみ話していたのである。バッハは、フェリックス・メンデルスゾーンが再発見し、名誉を

回復する以前には、忘却されていたのであり、ベートーヴェンの第九交響曲は、長いあいだ、

残念な過ちとみなされていた。このように、実例の枚挙にいとまがないのである。（BK, 373） 

 

そこで相対主義が台頭してくるわけであるが、ガイガーによれば、相対主義の特徴は、それが「対

象の被規定性としての美的価値」（BK, 374）ではなく、「主観の作用としての評価」（BK, 374）

を重視し、しかも、美的評価を「芸術作品の美的価値を把捉する機能」（BK, 374）ではなく、「芸

術作品に価値を割り当てるような機能」（BK, 374）としてみなすということにある。つまり、評

価が価値に依存するのではなく、価値が評価に依存しているという見方、わたしたちの評価はあ

らかじめ存在している価値をとらえるのではなく、それがはじめて価値を存在させるという見

方をするのであり、ガイガーはこのような見方を、カントの言葉を借りて、コペルニクス的転回

と呼んでいる。このような見方によれば、美的価値とは「主観的評価の表現」（BK, 377）、「個人

的感情の反応」（BK, 377）であり、ガイガーによれば、そのような評価や感情が、歴史学的、社

会学的、心理学的な要因によって左右されると考察されてきた。かれは、歴史学的、社会学的、

心理学的な立場を検討しているが5、ここでは心理学的な立場だけを取り上げることにしよう6。 

 第１節において軽く触れたように、心理学は、美的に価値あるものとされてきた諸対象には、

たとえば「ミロのヴィーナスと表現主義的な肖像画とのあいだ、マドリガルとアッティカ悲劇と

のあいだには」（ÄS, 333）対象的な共通性はなく、美的体験の誘因となるという共通性しかない

ことから、美的体験ないし「特異な美的意識構造」（ÄS, 334）を、その形式や法則にかんして研

究することを課題とし、美的対象そのものもまた、心理的な形成物として、たとえば詩は、たん

なる空気振動の連続ではなく、「有意味な言葉、人間によっては把握され、人間精神によって存

在する言葉の連続」（ÄS, 107）として、つまり、「ひとつの主観
、、

にとってのみ対象的に現象する」

（ÄS, 334）ものとしてみなされることになり、そういうわけで、美学は心理学の一部門ないし

応用心理学としてみなされることになるのである（vgl. ÄS, 333f.）。もちろん、心理学的美学にも

さまざまなものがあるが、ガイガーによれば、少なくともその出発点、つまり、このように「美

学的研究の核心として美的体験を重視すること」（ÄS, 334）という出発点だけは共通している。 
 ガイガーはそのような心理学的美学の例として、フェヒナー、フォルケルト、リップス、グロ

 
5. 歴史学的な立場とそれに対するガイガーの批判については、BK, 377–88 を参照。社会学的な立場と

それに対するかれの批判は、編者によれば、この遺稿には発見されなかった（vgl. BK, 388）。しかしながら、
それは「美学」のうちに見出される（vgl. ÄS, 332）。 

6. 以下においては、遺稿ばかりでなく「美学」にも依拠することにしたい。 
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ースなどのそれを挙げているが（vgl. ÄS, 334–43）、ここではリップスの『美学』（1903 年）の「導

入」から引用しておこう。ガイガーはこのかつてのみずからの師とその思想に対して両義的な評

価をくだしている――リップスの美学やそれに対するガイガーの評価については、第５章にお

いて詳述することにする――が、以下の引用文には、上述のような心理学的美学の特徴が顕在化

していると言うことができるだろう。 
 

 美学とは美についての、暗黙裡にはまた醜についての学問である。ある客観が「美しい」

と称されるのは、それがわたしのうちにある特有の感情、つまり、わたしたちが常々「美の

感情（Schönheitsgefühl）」として特徴づけているものを呼び起こす、あるいは呼び起こすの

に適しているからである。どんな場合においても、「美」とは、わたしのうちにある特定の

効果
、、

（Wirkung）を生み出すというある客観の能力のための名である。 
 この効果は、どのようにそれがより詳細に規定されるにせよ、わたし

、、、
のうちなる効果とし

て、ひとつの心理学的な事実である。美学はこの効果の本性を確認しようとし、それを分析

し、記述し、境界づけようとする。そして、美学はそれを理解可能に
、、、、、

しようとするのである。

そのため、美学は、わたしのうちで一体化してそのような効果になる諸要因を挙示しなけれ

ばならないのであり、とりわけ、ある客観がこの効果を生み出すことができるために、その

客観のもとで充たされていなければならない諸条件を明示しなければならないのであり、

それにしたがってこれらの条件が働く（wirken）ところの合法則性を発見しなければならな

いのである。この課題は、ひとつの心理学的な課題である。美学とは、それゆえ、ひとつの

心理学的な学科である。（Lipps 1903a, 1） 

 

リップスは美が美的価値のひとつであるとしたうえで、美学は「美的に価値あるものについての

理論」（Lipps 1903a, 6）であるとも言い換えているが、リップスにとって、価値がある（wertvoll）
とは、必然的に、快い（lustvoll）ことを意味し7、そうである以上、美的に価値あるとは、必然的

に、なんらかの快感情を呼び起こすことを意味するのである（vgl. Lipps 1903a, 6f.）。このように、

ガイガーが指摘するとおり、心理学的美学は、美的経験における客観的な側面ではなく、主観的

な側面を重視しているのである。そして、あらゆる相対主義的な美学は、絶対的な美的価値をも

つ対象を見出すことができない以上、評価や体験という主観的な側面だけを問題にするという

かたちで「心理学化」（BK, 388）していくのであり8、最終的に「心理学的美学において相対主義

的美学は頂点にいたる」（BK, 388）のである（vgl. BK, 388–90）。ガイガーはこのような美学の心

理学への傾向のうちでは、つぎのふたつの主張が一体化していることを指摘する。第一に、「価

値としての美は、それが主観にとってもつ意義のうちでのみ実現される」（BK, 389）とする「主

 
7. 価値あることが必然的に快いことを意味するのに対して、その逆は否定している、つまり、快いこと

は必然的に価値あることを意味するわけではないと主張している（vgl. Lipps 1903a, 6f.） 
8. 「あらゆる形式の相対主義的美学は、つぎのようにおのずから心理学的美学に引き寄せられていく。

歴史学的美学は、世界にたいするそのつどの態勢にもとづいて、歴史的な様式と評価の変容を理解可能に

しなければならず、社会学的美学は、それをつうじて特定の文化的な条件がさまざまな社会的階級の創作

と体験のうちで有効になるところの精神的なプロセスを叙述しなければならないのであり、発展史的美学

は、動物の心的生がいかなる性状であるのか、原始人の精神的生がいかなる性状であるのかについて、特

定の心理学的な表象を基礎にしなければならないのである。」（BK, 388） 
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観相関性（Subjektsbezogenheit）」（BK, 390）であり、第二に、「美は、その目標をそれが体験され

ること（das Erlebtwerden）のうちに見出すのであり、美学的問題は「享受」に中心化される」（BK, 

389）という「主観における美の体験の目的論的中心化」（BK, 390）である。つまり、美は、前

者によれば、それを体験する主観にとってのみ
、、、、、、

存在し、後者によれば、主観とその体験、具体的

には享受のために
、、、、

のみ
、、
存在するということになる。おそらく、ガイガーはこれらを否定するわけ

ではないが、心理学的美学がそれらの主張に、つぎのような主観主義的な主張を結び付けている

ことを危険視しているようにおもわれる。つまり、「美的なものにおいて問題であるのは、ひと

えに、主観の体験、すなわち、その感情、適意、享受だけである」（BK, 390）。 

 ガイガーは、美的価値や芸術作品の主観相関性を肯定する――体験や享受の「目的論的中心化」

についても肯定するような発言をしているが9、おそらく、美的価値や芸術作品がたんなる享受
、、、、、、

のための手段にすぎない
、、、、、、、、、、、

という見方ははっきり否定するだろう。これについては後述する――

が、美的価値や芸術作品を心理的な事実としてみなすことについても否定する（vgl. BK, 414–9）。

つまり、たとえば、言葉の意味が、それを話す主観を前提しているという点で主観相関的である

にもかかわらず、直接的態度の立場からすると
、、、、、、、、、、、、、

、客観として研究されることができ、その言葉が

もっている意味として受け取られるが、美的価値や芸術作品についても、直接的態度の立場から
、、、、、、、、、、

すると
、、、

、美的価値や芸術作品は客観として研究されることができ、美的価値は芸術作品がもって

いるものとして受け取られるのである10。それに対して、心理学的美学にとって、美的価値や芸

術作品が主観相関的であるばかりでなく、「対象世界のうちへの心理的事実の「Eindeutung11」」

（BK, 415）である。ガイガーによれば、この Eindeutung は二通りの仕方で解釈されうる。一方

で、まさにリップスが主張していたように、美的価値は、美の感情や美的享受を産出する対象の

能力とみなされることがある。つまり、ある対象の美的価値とは、その対象がわたしたちのうち

に感情や享受を産出した場合に、その対象のうちへと、そのような感情や享受の産出という事実

を「その対象に内在する一種の力として」（BK, 416）eindeuten したものであるというわけであ

る。ガイガーはこのような見方を「原因的（kausal）」把握と呼ぶ。この見方によれば、美的価値

や芸術作品とは感情や享受を産出するためのたんなる手段であるにすぎず、価値の判断とはた

 
9. 「あることが、美学のどんな学派によっても認めらなければならない。つまり、美的価値とはひとつ

の主観にとっての価値である〔ということが認められなければならない〕。主観にとっての美ではない美は

ひとつもない。芸術は、享受され、体験されるためにある。」（BK, 414） 
10. ガイガーはこのことをつぎのような文で表現しているが、引用者はこの文に誤りがあると判断した。
「So schließt die Subjektsbezogenheit des ästhetischen Wertes und Kunstwerks nicht von vornherein aus, daß 
ästhetische Werte – vom Standpunkt der unmittelbaren Einstellung aus – nicht als objektiv vorhanden angesehen 
werden müssen – daß wir nicht sagen müssen: Dies Gemälde hat ästhetischen Wert, dies Gedicht hat keinen Wert.」
（BK, 415）この文を文字どおりに受け取るならば、かれは美的価値の客観性を否定していることになるが、
それは、かれ自身が言葉の意味との類比によって説明すると宣言している点、また、かれがその美学全体

をつうじて美的価値の客観性を主張している点に矛盾するため、この文のうち、ふたつの daß 節にふくま
れるふたつの「nicht」は不要であると解釈した。 

11. 日本語への翻訳が非常に困難であるため、原語のまま用いることにする。『独和大辞典』に「eindeuten」
や「Eindeutung」の項目はないが、「hineindeuten」の項目には「（ありもしない意味などを…に）かんぐる、
読み取る」とある。ガイガーの言う Eindeutungも同様に、対象そのもののうちに美的価値なるものがある
わけではないにもかかわらず、その対象がわたしのうちで産出した感情やそれにかんするわたしの評価を、

そのような美的価値として解釈し
、、、

、その対象のうちに移入
、、
すること、その意味で、ありもしない美的価値

をその対象にかんぐること、読み取ることを意味していると理解してしかるべきであろう。 
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んなる感情にかんする判断であるにすぎないということになる。他方では、美的価値が、わたし

たちの評価ないしある対象にたいする姿勢どり（Stellungnahme）の表現や投影物とみなされるこ

とがある。つまり、ある対象の美的価値とは、その対象のうちへと、わたしたちの評価ないし姿

勢どりを eindeuten したものであるというわけである。ガイガーはこれを「投影的（projektiv）」

把握と呼ぶ。これは本項冒頭において言及した、評価が価値に依存するのではなく、価値が評価

に依存しているという見方に相当すると言うことができるだろう。かれによれば、心理学的美学

には、これらふたつの把握に対応する変種があるのにくわえて、それらふたつの把握の両方を結

合する変種がある。それによれば、「ある芸術作品は享受を産出するのであり（因果的把握）、そ

れがこの享受を産出するからこそ
、、、、

、この享受にたいする反省のうちで、わたしたちはその芸術作

品を美しいと評価する〔投影的把握――引用者補足〕。わたしたちの感情が、わたしたちの評価

のための指標（Indikation）である。」（BK 417）かれはこのような把握を、そして、これら三つす

べての把握の起源を、カントの「反省判断（Reflexionsurteil）」のうちに見出している。カントに

おいて、美的判断とは、対象の性質にかんする判断ではなく、みずからの主観的な体験を表現す

るものであるにすぎないのであり、「ある芸術作品の「美」とは、その芸術作品において見出さ

れるものではなく」（BK, 417）、「いわば外部からなすりつけられ、付着させられているにすぎな

い」（BK, 417）のである。「美は、そのようにして完全に主観のうちに引き戻されるのであり、

客観が美しいのは、わたしたちが客観にたいして特定の仕方で、つまり、感じる、享受する、評

価するという仕方において反応するからであるにすぎない。主観が必要な相関点であるばかり

ではなく、美的現象それ自身が美的体験と同一である。」（BK, 417）ガイガーはこのようにカン

トを、一方では自律的美学の第一人者として評価し、他方では心理学的美学の第一人者として批

判するというかたちで、両義的な評価をくだしているのである。 

 心理学的美学は、美的対象の側に共通性を見出すことができないために、美的意識の側に共通

性を見出そうとして、美的対象とは美的感情や美的享受を産出するものであると主張するわけ

であるが、そうすることをもって、美的対象の問題へと逆戻りすることになる。つまり、「この

美的享受を産出するのはいかなる客観であるのか、芸術が美的享受を生み出すためにそれはい

かなる性状でなければならないのか」（BK, 417）という問題へと逆戻りすることになるのである。

そうなると、「美的享受は、芸術作品のまったく特定の形成（Formungen）によってのみ、まった

く特定の構造特有性（Struktureigentümlichkeiten）によってのみ呼び起こされる」（BK, 421）、「こ

の特定の質と美的享受とのあいだにはある一義的な
、、、、

関係が存立している」（BK, 421）とかんがえ

ざるをえないだろう（vgl. BK, 419–22）。そして、もし美的感情や美的享受を産出する客観とそ

の性状が移り変わるのであれば、価値は相対的であるのに対して、それらが特定のものであるな

らば、価値は絶対的であるということになる。それゆえ、心理学的美学は、美的感情や美的享受

が、どのような原因によって産出されるのかを研究しなければならない（vgl. BK, 422–5）。とは

いえ、経験上、同じ感情が異なる原因によって産出されることがあるのであり、高度な感情は特

定の性質をもった対象によって産出されるかもしれないが、プリミティブな感情はそうではな

いようにおもわれるかもしれない。しかしながら、高度な感情であれ、プリミティブな感情であ

れ、「そうじて、ある特定の性質の感情の産出にはなんらかの形式的な特有性が必要であり」（BK, 

424）、たとえば、驚きというプリミティブな感情は、予期していなかったものによって産出され

るのであって、予期していたものによって産出されることはない。ガイガーは美的感情や美的享

受についても、それらがどのような原因によって、どのような対象によって産出されるかを研究
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することが可能であると示唆している。そして、それらがさまざまな、いかなる共通性ももたな

い原因、対象によって産出されるようにおもわれているのは、ガイガーによれば、本来の美的感

情、美的享受ばかりではなく、そう呼ぶことのできないものまでもが、そのように呼ばれている

からである。しかしながら、心理学的美学は「そのすべての本質的な方向性において相対主義的

な道を行く」（BK, 424）。 
 

心理学的美学は絶対的美学に対する反撃として導入された。それは、みずからの研究を開始

するに先立って、すでに、基礎的な問いにたいするつぎのような答えを前提していたのであ

る。美的価値とは、わたしの評価を対象のうちに投影したものにほかならない、享受を産出

する能力にほかならない。この絵が美しいということが意味するのは、それがわたしの意に

適う（gefallen）ということにほかならない。適意（Gefallen）とは、しかしながら、個人か

ら個人へと移り変わり、いつもきまってちがった対象によって呼び起こされうる主観的な

反応である。（BK, 424） 

 

このように、心理学的美学は美的価値の相対性を前提
、、

ないし想定
、、

したうえで、それを補強
、、

してい

るにすぎないのであって、それを証明
、、

しているのではないのである。そのため、「わたしたちは

とにかく、美的価値の相対性ないし絶対性を証言する事実を吟味し」（BK, 424）、「形而上学的、

歴史学的、社会学的、心理学的な先入見に左右されずに、美的な評価と価値それ自身を分析しな

ければならない」（BK, 424）のである。 

第３節 美学と現象学 

 以上のように、ガイガーは、従来の美学のうち、形而上学的美学のような絶対主義的美学を、

美的価値の絶対性を美的価値以外のものによって他律的に根拠づけようとする
、、、、、、、、、、、、、

という点におい

て、心理学的美学のような相対主義的美学を、価値を回避し事実だけを問題に
、、、、、、、、

しようとする
、、、、、、

とい

う点において、批判する。それらとはちがって、かれ自身は自律的な
、、、、

個別科学として美的価値
、、、、

を

問題にする美学を構想する。そして、かれはそのような美学は「現象学的
、、、、

方法の主要な応用分野」

（ZÄ, 138）であると主張するのである。本節においてはかれの現象学的美学の構想を確認する

ことにし、かれが美的価値の絶対性ないし相対性の問題にどのような決着をつけたのかという

ことについては第５章において論究することにしたい。 

 ガイガーの講演「現象学的美学」（1924 年）によると、美学という学問には、「１．自律的な個
、、、、、

別科学
、、、

としての美学、２．哲学的学科
、、、、、

としての美学、３．他の科学の応用分野としての美学」（ZÄ, 

273）という三種の異質な学科がふくまれている（vgl. ZÄ, 136–58）。２の美学としてはプラトン

のそれのような形而上学的美学が、３の美学としてはリップスのそれのような心理学的美学が

念頭におかれているが、ガイガー自身は、もちろん、１としての美学を構想する。かれによれば、

自律的な個別科学としての美学は、他の個別科学に対して、たとえば、自然科学が外的自然とい

う契機によって、歴史科学が歴史的出来事という契機によって統一され、境界づけられるように、

美的価値の契機によって統一され、境界づけられなければならない。かれは美的価値のうちに芸

術的価値をもふくめたうえで、美学は以下のような美的価値を研究しなければならないと主張
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している。 

 

美的価値という烙印をもち（den Stempel tragen）〔美的価値の特徴をしめし〕うるすべての

もの――美しいや醜い、独創的や平凡、崇高や通俗的、趣味よいやキッチュ、寛大や偏狭と

して評価されうるすべてのもの――そのすべて――詩と楽曲、絵画と装飾、人間と風景、建

築作品、庭園、舞踏――が、個別科学としての美学にふさわしいのである。（ZÄ, 139） 

 

ガイガーはこうした美的な価値と無価値の特徴を、それが、実在的な
、、、、

対象ではなく現象として与
、、、、、、

えられている
、、、、、、

かぎりでの対象に帰属するということ、「対象の実在的な
、、、、

性状ではなく、現象的な
、、、、

性状に起因している」（ZÄ, 139）ことのうちに見出す。つまり、美的価値は、空気の振動ではな

く直観的な音としての音楽に、石のかたまりではなく人間の描写としての彫刻に帰属するので

ある。「重要であるのは外見（Aussehen）であって、実在（Realität）ではない。」（ZÄ, 139）この

ように美的価値が現象としての対象にのみ帰属すること、それゆえ、美学が現象としての対象を

研究しなければならないということは、自明なことのようにおもわれるが、ガイガーによれば、

かならずしもそれは自明ではなかった。というのも、美的対象が（１）仮象や（２）表象の複合

体として把握されたり、（３）美的対象の本質がその体験、具体的には、それがもたらす心理的

な効果のうちに追求されたりしてきたのである。かれはそのような研究態度を「反現象学的態度」

として批判しているが、それについて確認しておこう。 

 第一に、美的対象が現象としてのみ問題になるということは、それが「仮象（Schein）」である

ことを意味しない（vgl. auch ÄS, 320; BK, 542–6）。仮象とは「認識論的な概念」（BK, 543）であ

り、「それが実際にはそれではないところのものであると偽り、それが実際にはそれではないが、

直接の見かけにおいてそれであるとみなされるところのものであると自称する」（BK, 543）もの

を意味する。たとえば、わたしがある肖像画を実際の人間であるとみなす場合、わたしにとって

その肖像は仮象である。しかし、わたしたちが肖像画を肖像画として見る場合、そこに描写され

た人間を、実際の人間や実際の人間を見せかけるものとしてではなく、あくまで描写された
、、、、、

人間

として把握しているのであって、たとえば、そこに描写された人間が悲しそうな表情をしている

からといって、その人間を慰めようとはしないのである。そのため、美的対象を仮象として特徴

づけることは、「実在性の観点を持ち込み」（ZÄ, 140）、「現象の領域を立ち去る」（ZÄ, 140）こと

になりかねないのである。第二に、美的対象が表象の複合体、たとえば、絵画が色彩感覚やかた

ちの印象からなる複合体として把握されることがある。ガイガーによれば、「大部分の心理学的

美学」（ZÄ, 140）が美的対象をそのように把握しているが、本論の文脈においては、マッハの要

素一元論を念頭におけばよいだろう。しかし、わたしたちが肖像画を見る場合、マッハの言うよ

うな主観的でも客観的でもない中性的な要素の複合体を見るのではなく、描写された人間とい

う客観
、、

を見るのである。そのため、美的対象を表象の複合体として把握することも「現象にたい

する態度を放棄する」（ZÄ, 141）ことになる。第三に、もしアリストテレスが悲劇の本質を哀れ

みと恐れをもたらし、それによってカタルシスをもたらすことのうちにのみ
、、

あると主張する―

―実際には、かれは悲劇を心理学的にだけではなく、対象的にも規定しているが――とすれば、

それは悲劇の本質を解明することにはならない。というのも、そのように主張することは、雷の

本質がひとを驚かせるということのうちにあると主張するのと同じことをすることになるから

である。ガイガーは「ある事象がなんである
、、

のか」（ZÄ, 142）と「その事象がいかなる心理学的
、、、、
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な効果をもつ
、、、、、、

（psychologisch wirken）のか」（ZÄ, 142）を区別し、たとえば、悲劇の本質は、筋

の組みたてのような「客観
、、

のうちなるなにか」（ZÄ, 142）のうちにあるのであって、カタルシス

をもたらすというような「心理的な効果
、、

」（ZÄ, 142）ではないと主張する。ガイガーはそうした

体験、心理的効果の問題のうちには「本質的な美学的問題がある」（ZÄ, 142）としながらも、そ

れは自律的な個別科学として美的価値を問題にする美学ではなく、心理学の応用分野として心

理的事実を問題にする美学にふさわしいと主張するのである。 

 そのため、自律的な個別科学としての美学は「美的および芸術的対象の構造とその価値被規定

性」（ZÄ, 142）を問題にし、そのために「客観それ自身を分析」（ZÄ, 142）しなければならない。

このような「客観主義
、、、、

（Objektivismus）」（ZÄ, 142）を基礎とするという点において、美学は芸術

諸学と一致するのであるが、たとえば、音楽史家が個々の音楽作品に関心をもつのに対して、美

学者は音楽作品一般の本質、その普遍的な構造や合法則性に関心をもつ。ガイガーは、現象学を、

プフェンダー論文などにおいては、マッハの要素一元論との対比のもとで、「客観への転回」と

して特徴づけていたが、ここでは、形而上学的美学のようないわゆる上からの美学や心理学的美

学のような下からの美学との対比のもとで、演繹的な方法でも帰納的な方法でもなく、本質を直

観によって把捉する方法として特徴づけている。つまり、美的対象や芸術作品とはなんであるの

かということを、一方で上からの美学が唯一の最上原理から導き出すことによって認識しよう

とし、他方で下からの美学が個々の美的対象や芸術作品を積み上げることによって認識しよう

とするのに対して、現象学的美学は、個々の美的対象や芸術作品においてそれらの本質を観取す

ることによって認識しようとするわけである。ガイガーは、このような現象学的方法の特徴を以

下のようにまとめている。 

 

 現象学的方法の第一のメルクマールは、それが現象のもとに立ち止まること、それにとっ

て問題であるのは現象の研究であることであった。第二のメルクマールは、それがこの現象

をその偶然的で個的な被制約性においてではなく、その本質契機において把捉しようと努

力することのうちにあった。第三のメルクマールは、この本質は、演繹でも、帰納でもなく、

直観
、、

（Intuition）によって把捉されるべきであるということであった。（ZÄ, 145f.） 

 

以上のように特徴づけられる現象学的方法は、一般的に理解されるそれと相違はないと言って

よいだろう。しかし、さらに、かれは現象学的方法について、つぎのようなことを付言している。

（１）なにかの本質を把捉するためには、その本質が把捉されるべきところの客観とその本質を

把捉しようとしている主観を「正しい状態（die richtige Verfassung）」にもたらしたうえで直観を

実行しなければならなない（vgl. ZÄ, 146）。（２）客観を全体として直観するのではなく、それを

分析しなければならず、それも、本質の歴史的発展や言語的表現の多義性と変化を考慮しながら

分析しなければならない（vgl. ZÄ, 146–50）。（３）自然科学が民主制的な性格をもつのに対して、

現象学的研究をしたり、現象学的研究の成果やその正当性を洞察したりするためには訓練と才

能が必要であるという点において、現象学的科学は貴族制的な性格をもつ（vgl. ZÄ, 150–2）。こ

れらのうち１が、かれの現象学的方法を特徴づけるうえで重要である。かれは『美学への通路』

の「まえがき」において、わたしたちは美的なものの本質を自己自身の美的体験にもとづいて研

究するべきであると主張する一方で、わたしたちがもはや美的体験と呼ぶことのできないもの

を美的体験と呼んでいることをディレッタンティズムとして批判し、美的なものの本質を把捉
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するための正しい状態として、真正の美的体験を追求するのである。この真正の美的体験の問題

については、第６章において詳述する。 

 ガイガーはこの講演の最後に、かれの現象学と現象学的美学の特徴を理解するうえで非常に

重要なことを述べている（vgl. ZÄ, 155–8）。かれは自律的な個別科学としての美学と形而上学的

美学のような哲学的学科としての美学を、前者が現象学的方法による――あるいはよるべき―

―ものであり、後者が演繹的方法によるものであるという点において区別してきたが、ここでは

それらを、美的価値の「構成問題
、、、、

（Konstitutionsprobleme）」（ZÄ, 157）を前者はあつかわず、後

者はあつかうという点においても区別している。かれは個別科学としての美学と哲学的学科と

しての美学との関係を、自然科学と自然哲学との関係に例えている。つまり、自然科学が外的自

然の存在を前提したうえで、その法則を研究するのに対して、自然哲学は、外的自然の存在を前

提せずに、その存在そのものを研究し、それを実在論的に把握したり、観念論的に把握したりな

どする。それと同様に、個別科学としての美学が美的価値の事実を前提したうえで、その原理を

研究するのに対して、哲学的学科としての美学は、美的価値の事実を前提せずに、それをプラト

ンのようにイデアの影像として把握したり、シェリングのように有限者における無限者の描出

として把握したりなどするわけである。 

 

 美学が自律的な個別科学として、達成することのできる究極的なことは、それが美的領域

全体を少数の価値原理の助けを借りて網羅することである。個別科学としての美学はそれ

よりも先に進むことはできない――それはこれらの原理の意味と由来への問いを、哲学的
、、、

学科としての美学に委ねるのである。（ZÄ, 154f.） 

 

つまり、個別科学としての美学は、美的価値が現象として与えられるという事実を承認したうえ

で、美的価値を、まさにそのように現象として与えられているものとしてのみ、研究する。それ

に対して、哲学的学科としての美学は、どのようにして美的価値が現象として与えられるように

なるのか、「そのうちで自我が美的価値を組成するところの作用と機能」（ZÄ, 156）を研究する

というわけである。「そのような構成問題
、、、、

は、現象学的な本質研究によって決定されうるもので

はなく、哲学的学科としての美学にふさわしいのである。」（ZÄ, 157）ガイガーはプフェンダー

論文において、純粋な現象学――ミュンヘン学派のように実在論に、フッサールのように観念論

に行き着く以前の――を哲学から、前者が実在性の問題に無関心であり、後者が関心をもつとい

う点において区別していたが、かれが現象学にとって美学がその主要な応用分野であると主張

するのは、現象学が現象として与えられているものであれば、実在的なものであろうとでなかろ

うと、同等に正当なものとして承認するということを根拠にしてのことであって、現象学が構成

の問題をあつかうということを根拠にしてのことではなかったのである。 

おわりに 

 本章においては、第一に、美学が美的価値を研究することにおいてその多様性や相対性という

問題に直面する一方で、どうしても美的価値を問題にすることを回避することはできないとい

うこと、第二に、従来の美学のうち、絶対主義的美学が美的価値とその絶対性を、プラトンのイ



第４章 美学史における位置づけ 

74 

デアのような美的価値以外のものによって他律的に根拠づけようとした
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

のに対して、相対主義

的美学が美的価値の相対性ゆえに、それを問題にすることを回避し、リップスの心理的効果のよ

うな事実へと還元しようとした
、、、、、、、、、、、、

こと、それに対する批判を確認した。そして、第三に、他律的な

哲学的美学でも、事実学としての心理学的美学でもない、自律的な価値美学の構想と、この価値

美学の構想における現象学的方法の重要性を提示した。結局のところ、美的価値は絶対的なもの

であるのか、相対的なものであるのか、ということについては疑問が残るところであり、もしや

はり美的価値が相対的なものであるとすれば、そもそも価値学としての美学、価値美学は不可能

であると結論づけなければならないことになるかもしれない。かれがこの問題にどのような決

着をつけたのかということについては、第５章において詳述することにしよう。 
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第５章 美的価値論 

はじめに 

 ガイガーは自律的な価値美学を構想し、この美学にこそ現象学的方法が役立つと主張してい

た。しかし、かれ自身がどのような美的価値論を展開し、どのように美的価値の絶対性ないし相

対性の問題に決着をつけたのかということについて、また、価値美学と――一般的な現象学では

なく――直接的態度の現象学との関係についても論究しなかった。この第５章においては、まず、

価値美学にとって直接的態度の現象学がどのような意味をもつのかということを、つぎに、かれ

の美的価値論を、かれが挙げる三つの価値契機のうち、内容的‐積極的な価値を取り上げるかた

ちで、確認したうえで、最後に、美的価値の絶対性ないし相対性の問題にかんして、かれが一般

的な価値の絶対性と、それと両立させるかたちで多元性を主張したことについて論究すること

にしたい。 

第１節 事実学としての美学と価値学としての美学 

 第４章において確認したように、ガイガーは相対主義的美学、とりわけ、心理学的美学を、そ

れが価値を回避し事実だけを問題にしようとするという点において、批判していた。かれは遺稿

「芸術の意義」のべつの箇所においても、事実学としての心理学的美学を批判している。かれに

よれば、心理学が芸術を研究する場合、四つの異なるグループの事実、すなわち、「芸術家の創

作、芸術作品それ自身、その評価、体験者〔の体験〕」（BK, 390）を出発点とすることがありう

る（vgl. BK, 390–400）。たとえば、芸術作品を芸術家の創作から研究する場合、それは、芸術作

品とその創作を芸術家の人格や体験の「表現（Ausdruck）」として研究することになるだろう。

ガイガーはそのような「芸術家美学（Künstlerästhetik）」ないし「表現美学（Ausdruckästhetik）」

の従来のものとして、一方では、芸術作品やその創作を「卓越した人格の表現」（BK, 393）とし

て理解する「ドイツ・ロマン派の天才論」（BK, 392）と、他方では、そのような卓越した人格、

「創造者の価値」（BK, 392）を問題とせずに、それらを芸術家のたんなる体験の表現として理解

する近代の心理学的美学があると指摘する。後者によれば、「どんな体験も、観念（Ideen）、運動

的反応、言葉と行為のうちで爆発することを求める。芸術家の創作とは、数多くあるそのような

体験の爆発のうちのひとつであるにすぎない」（BK, 393）というわけである。おそらく現代にお

いても、そのような見方、つまり、芸術とは自己表現であり、まさにそれが自己表現であるとい

うことによって、条件なしに価値があるとする見方があるようにおもわれる。ところが、そのよ

うな見方には問題がある。ガイガーは美学的研究が価値という観点を、芸術
、、

と芸術でないもの
、、、、、、、

と

の差異、良い
、、

芸術と悪い
、、

芸術との差異を前提せざるをえないことを指摘していたが、芸術を表現
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として理解することによって、まさに、芸術的な活動や歌唱を「スポーツ活動」（BK, 393）や「子

どもの鼻歌」（BK, 393）から、芸術作品や良い芸術作品を「どもり（Gestammel）」（BK, 395）、

「なぐり書き」（BK, 395）、「駄作」（BK, 395）から区別することができなくなるのである。そこ

で、たとえば、その駄作が駄作であるのは、それが不完全な
、、、、

表現であるからであると主張すると

すれば、「ある新たな契機を持ち込む」（BK, 395）、すなわち、価値という観点を持ち込むことに

ならざるをえなくなる。つまり、ガイガーを補足して言うならば、ある青年と詩人が、同じ恋心

をもって、それを言葉で表現したにもかかわらず、前者の表現はたんなるラブレターになり、後

者は芸術作品になる、あるいは、前者は悪い芸術作品となり、後者は良い芸術作品になるという

ことがありうるだろうが、それらが芸術であるかどうか、良い芸術作品であるかどうかを区別す

るには、どうしても、それらが表現であるという基準とはべつの基準が必要になってくるのであ

る。みずからの体験を表現する詩が芸術であるのは「それが芸術作品それ自身のうちで、体験の

内実を膜で覆い、体験以上のものであり、芸術的な形態、この体験を読者、聴者に伝達すること

のできる形態をとった場合のみ」（BK, 394）であり、「芸術家にとっては、「表現」を与えるだけ

では十分ではなく、この表現の成果が形態、芸術的形式、芸術的価値をもたなければならない」

（BK, 394）。しかしながら、心理学的美学は、事実だけを問題とする以上、芸術と芸術でないも

の、良い芸術と悪い芸術の差異やそれらを区別する基準について話題にすることはできないの

である。 
 ガイガーは上述の四つの事実のうち、たしかに、芸術家の創作と体験者の体験は心理的な事実

であり、芸術家の創造のプロセスや体験者の体験のプロセスを研究する「芸術的創作と体験の心

理学」（BK, 402）がありうることを認めているが、それでも、以下のように、そのような事実学

としての美学――ここでは上述のような心理学的な芸術家美学ないし表現美学を念頭において

いる――と、価値学としての美学を区別している（vgl. BK, 400–3）。 

 
 事実学としての美学にとっては、どんな

、、、
創作もその他の創作と同等に正当である、つまり、

駄作者の創作も、ディレッタントの創作も、卑小な芸術家の創作も、偉大な芸術家の創作も、

同等に正当である。価値学としての美学にとっては、そうではない。ひょっとすると、ディ

レッタントのうちなる心理的プロセスと偉大な芸術家のうちなる心理的プロセスは――自

作の小説を書く小娘のうちなる心理的プロセスとディケンズやフロベールのうちなる心理

的プロセスは――同じであるかもしれないが、わたしたちは、いずれにせよ、あらゆる芸術

家のうちなるプロセスの同等性というこの前提も、相違性〔という前提〕も、研究に持ち込

んではならないのである。事実であるのは、さしあたり、一方の芸術家が偉大な仕事を成し

遂げ、他方はそうではないということだけであり、これこそが、価値美学的に（wertästhetisch）

関心をそそるものである。そのため、偉大な芸術家と卑小な芸術家の差異への問いは、芸術

作品から判決されなければならないのであって、芸術家からではない。芸術家の心理学は、

わたしたちにとって、まったくそれに貢献することがないのである。（BK, 401） 
 

つまり、芸術家と芸術家でないひと、偉大な芸術家と卑小な芸術家の、創作時の心理的プロセス

が同じであろうと異なっていようと、それを研究することによって、芸術家を芸術家たらしめて

いるもの、偉大な芸術家を偉大な芸術家たらしめているものを解明することはできず、どうして

も、芸術作品とその価値を問題にせざるをえないのである。心理学的美学は創作や体験ではなく、
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評価という心理的事実を出発点とすることもありうるが、ガイガーは、評価という事実の問題と

価値の問題の差異を、「わたしが家を買うのにどれほど支払ったのか」（BK, 403）という問いと

「その家にどれほど価値があるのか」（BK, 403）という問いの差異、あるいは「わたしがみずか

らの人生をいかにして生きたのか」（BK, 403）という問いと「人生に生きる価値があるのか」（BK, 

403）という問いの差異に例え、価値学としての美学、あるいは一般に美学というものは、後者

のような価値の問題を解明しなければならないと主張するのである。「わたしたちが美学をする

にいたる場合に、わたしたちが知ろうとするのは、だれかがある芸術作品を前にして体験するも

のはなにかではなく、特異に美的な体験というもの、そして特異に美的な価値というものがある

かどうかである。」（BK, 402）ガイガーはここにいたって、心理学的美学のような事実学として

の美学を相対主義的と特徴づけることさえできないと主張する。というのも、創作や体験のよう

な「事実は相対的
、、、

でも絶対的でもなく、それはある
、、

、それは存在する」（BK, 403）にすぎず、そ

のような事実を問題にする事実学としての美学は相対主義的であるとも絶対主義的であるとも

言えないからである。それに対して、価値こそが相対的あるいは絶対的であり、価値学としての

美学こそが相対主義的あるいは絶対主義的であるのである。 

第２節 直接的態度における美学 

 心理学的美学が、芸術家の創作や体験者の体験ではなく、芸術作品それ自身を研究する場合、

ガイガーによれば、芸術作品もまた心理的事実として理解されることになる。というのも、外界

のうちに存在しているのは、「磔刑を描写する有色の形式、交響曲へと継ぎ合わせられる音の連

なり――意味をもった語と文」（BK, 396）としての芸術作品ではなく、「原子複合体、電磁的振

動、空気の波」（BK, 396）というその物理的な基礎にすぎないのであり、わたしたちが前者の意

味での芸術作品を体験するためには、芸術作品をそのような物理的な基礎をもとにいわば追創

作しなければならないからである。 

 

芸術作品は、新たにこの基礎に接近する各人がその芸術作品をそこから独自にふたたび新

たに創作する（für sich wieder neu schaffen）、みずからの能力とみずからの心理学的前提にし

たがってそうするところの手がかりであるにすぎない。芸術作品とは体験する主観のうち

なる表象であり、見出された〔物理的な基礎という〕事実性をもとにして新たに産出される

のである。芸術作品は、人々がそれを把握するのと同じ数だけ（so oft Menschen es auffassen）

存在する――そして、それは、把握されない場合には、芸術作品としては存在しない。わた

したちは『ファウスト』の「献辞（Zueignung）」をつねに新たなしかたで、そしてつねにち

がったしかたで読むのであり、献辞というもの
、、、、、

は存在せず、語とその意味へと音をつなぐ結

合と個々の人々のうちなる理解だけが存在する。芸術作品もまたひとつの心理的な事実で

ある。（BK, 396） 

 

ガイガーはこのような見方を批判するのだが、その批判の根拠となるのは、本論の第２章で詳論

した自然主義的態度と直接的態度の差異である（vgl. BK, 404–8）。心理学的美学が芸術作品を心

理的事実――体験者が物理的基礎をもとに追創作したもの――として理解する場合、それは自
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然主義的態度にもとづいている。自然主義的態度の特徴は、第一に、実在的ないし物理的な外界

を出発点とし、第二に、物理的＝客観的ではないものをすべて、たとえばわたしの感情も対象の

色も美もすべて、たんなる心理的＝主観的なものとして規定することにあった。そのため、この

自然主義的態度からすると、たとえば、数学的対象は「人間の精神の創造物」（BK, 404）、「心理

的な対象」（BK, 404）であることになり、そのような態度をとるからこそ、数学が心理学や応用

心理学の一部門であるとみなされることがありえたのである。それに対して、直接的態度の特徴

は、その態度をとることによって、第一に、心理的なものの概念的な規定が根本から変化し、第

二に、物理的でない客観領界が開かれることにあった。つまり、この態度からすると、心理的な

ものとは、物理的でないものではなく、わたしが主観や主観に帰属するものとして直接に体験す

るものを意味するのであり、わたしの感情はその意味において心理的、主観的であるのに対して、

対象の色や美はけっしてそうではない。そして、客観的なものとは、わたしが客観や客観に帰属

するものとして直接に眼前に見出すものを意味し、対象の色や美は、物理的なものではないにも

かかわらず、その意味において客観的なのである。そのため、数学的対象も、たしかに物理的な

ものではないが、それでも客観ではあるのである1。 

 ガイガーはこのような直接的態度における主観と客観の対立、主観性と客観性の意味を以下

のように解説している。基本的には、『諸科学の現実と形而上学』におけるのと同じことを述べ

ているが、ガイガーの美学における客観主義を理解するうえで非常に重要であるため、引用して

おきたい。 

 

 〔自然主義的態度と〕正反対の〔直接的〕態度を理解するために、ひとは外界から出発し

てはならない。ひとはむしろ、主観の立場、わたしたちが日常生活においてとっている立場

に身を置かなければならない。主観‐客観の対立が、ここでは、世界の把握の支柱を形作っ

ている。主観は、それに目をむけ、それを把捉し、それと内面的に関係するところの客観を、

みずからに対立するものとして見出す。 

 この態度から見ると、心理的なものの概念は〔自然主義的態度とは〕ちがった境界づけを

得る。心理的であるのは、主観によって、直接に主観に帰属するものとして体験されるもの、

すなわち、主観の
、、、

感情、主観の
、、、

思想、主観の
、、、

意志作用、主観の
、、、

懐疑であり、主観の
、、、

希望、主

観の思考、主観の知覚と把握もそうである（他の主観の感情と思想も同様である）。 

 主観がみずからに対立するものとして見出す客観は、この態度においては、最初から、非
、

‐心理的である――その客観が主観によって創り出されたかいなか、主観に依存している

かいなかはまったくどうでもよい。そのため、血の赤は主観に依存しているかもしれないが

――直接的態度にとって、それは客観に属しており、客観的なのである。ソビエトの旗の

「赤」は、わたしたちにとって、ひとつの原子構造体ないし心理的なものではなく、その旗

 
1. ガイガーは数学的対象を、『諸科学の現実と形而上学』においては理念的な客観へと分類していたが、

遺稿「芸術の意義」においては精神によって創造された対象という意味における精神的な客観へと分類し

ている。また、色についても、前者においては超主観性をもたないメンタルな客観として位置づけていた

が、後者においては超主観性をもつ客観として位置づけている。数学的対象については、『現実』にしたが

って、超時間性をもつ理念的な客観として、色については、わたしたちは色をみずからの個別的な主観だ

けではなく、多数の主観によって同時に把握されうるものとして体験しているのであるから、遺稿にした

がって、超主観性をもつ客観として特徴づけるほうが適切であるようにおもわれる。 
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の表面にある
、、、、、

れっきとした「実在的なもの」である。「自由」という語の意味は、なんら心

理的なものではなく、わたしたちにとっては、客観的なものとして、その語に属するなにか

である。わたしたちは、わたしたちにとって客観であるところのもののうち非常に多くのも

のが、実在的な
、、、、

存在における外界には帰属していないことをよく知っているが、そのことは

主観に依存する客観と主観に依存しない客観との差異を生み出しはするものの、それらの

客観が、それによって、わたしたちにとって客観
、、

であることをやめはしないのである。（BK, 

405f.） 

 

ガイガーはこのような意味での客観性を、つまり、ある客観が――それが主観によって創り出さ

れたかどうか、主観に依存しているかどうかにかかわらず――もつ、眼前に見出されるという意

味での客観性を「現象学的な客観性」と呼ぶ（vgl. BK, 430–2）。そして、わたしたちが美的対象

を体験するとき、美的価値を、そのような意味における客観性をもつものとして、つまり、その

対象の質として眼前に見出している。もちろん、あるひとがある対象に美を、その対象の質とし

て見出したとしても、べつのひとが同じ対象に美を見出すとはかぎらないし、同じひとが同じ対

象に、あるときには美を見出し、またあるときには見出さないということもありうる。現象学的

客観性、つまり、「ある質が眼前に見出さ
、、、、、、

れるということは、その質をいまだ絶対的な質たらし

めはせず、その質はいまだ永続的な質として対象に帰属するわけではない（sie deutet noch nicht 
dem Gegenstand als dauernde Qualität zu）」（BK, 431）のである。そのため、ガイガーはこの現象学

的な客観性、眼前に見出されるものとして
、、、、、、、、、、、、、

与えられる
、、、、、

という客観性を、絶対
、、

的に妥当する
、、、、、、

という

意味における客観性、――非常に紛らわしい表現であるが――「対象的な客観性」から峻別する。

それゆえ、現象学的に客観的であるからといって、それが絶対的であるとはかぎらないのと同様

に、また、相対的であるからといって、それが現象学的に客観的でないとはかぎらないのである。 

 
 美的価値の相対性は、現象学的客観性と両立可能であり、美がある主観にとって客観的で

あるかどうか、という問いは、けっして、起源（Herkunft）の問いではない。というのも、

美のもとで問題になるのは、主観の沈殿（Niederschlag）であるのか、絵、芸術作品におのず

から帰属する質であるのかということは未決定のままにとどまりうるからである。ひとは

同様に、美しいものの質に関する個人間の一致ないし不一致にかんしては問わない。美とは

客観におけるなにか（etwas am Objekt）である、すなわち、客観的であるということだけで

十分である。（BK, 432） 

 

直接的態度からすると、数学的対象や色、美はそのような現象学的客観性をもつ。もちろん、自

然主義的態度からすると、数学的対象や色は、わたしたちがそれらを意識することによってはじ

めて生成し、意識しているあいだだけ存在しており、そして、それらを意識しているひとの数と

同じ数だけ存在している、ということになるだろう。しかしながら、わたしたちは直接的態度に

おいて、それらを、わたしたちが意識していないあいだも存在するものとして、そして、他者が

意識しているのと同じものとして意識しているのである。ガイガーは、『現実』におけるのと同

様に、数学にとっての十全的態度は、直接的態度であると主張するが、美学にとっての十全的態

度もまた、直接的態度であると主張するのである。 
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ソナタの背後にその外界実在性としての空気の波があるかどうかということは、聴者にな

んのかかわりがあるのか？ ソナタは聴者にとって、その聴者がそれを聴くとおりのあり

かたで、実在的である。絵画は観者にとって、空間のうちなる風景の描写である――たしか

に、けっして空間のうちなる風景ではないが、空間のうちなる風景の描写
、、

である――たんな

る着色された二次元の平面ではない。詩の語はその意味をもっている
、、、、、

のであり、わたしはそ

れをこの意味のうちで把握しなければならない！ そして、詩は、美学的に
、、、、

考察すると、

人々がそれを把握するのと同じ数だけ存在するのではなく、一度に（einmal）存在するので

あり、それが、個々の人々によってさまざまなしかたで把握されるにすぎない。それらはす

べて存在している
、、、、、、

対象である――いかにしてそれらが成立したのかはどうでもよい。それ

ゆえ、血の赤や数学的関数におけるのと同様に、芸術作品は一度に
、、、

だけ存在しているのであ

り、どんな体験者も、ゲーテの同じ『ファウスト』を、ティツィアーノの同じ《聖母被昇天》

を、バッハの同じ《マタイ受難曲》を把握するのである。『ファウスト』、『マタイ受難曲』

は何百回も上演されるかもしれないが――それは同じ『ファウスト』の、同じ『マタイ受難

曲』の具体化なのである。（BK, 408） 

 

わたしたちが美学的研究に従事するさいには、まさに美的対象を享受したり評価したりするさ

いの態度をとらなければならない。もしわたしたちが物理学者や心理学者がそれぞれの研究に

従事するさいの態度をとって美的対象を研究するとすれば、それは、もはや美的対象ではないも

のの研究になってしまうのである。 

第３節 現象と発生 

 ガイガーは、上述のような直接的態度をとって美学的研究に従事することの帰結としてつぎ

のことを指摘している（vgl. BK, 408–10）。わたしたちは、感じ方、価値観はひとそれぞれで、そ

れらに優劣のようなものはないと言うことがあるが、その一方で、美的対象、とくに芸術作品の

正しいないし「十全的な（adäquat）把握」と誤ったないし「不十全的な（inadäquat）把握」とい

うものがあるとみとめているのではないだろうか。芸術作品を十全的に把握するには、たとえば、

芸術作品の適切な照明や配置という「客観的な条件」（BK,409）があるのであり、だれも、ある

芸術作品を過度に明るい照明のもとや過度に遠い場所から体験することが、その芸術作品の把

握として正しいとはみとめないだろう（vgl. auch BK, 469–72）。同様に、詩を正しく把握するた

めには、それを体験するひとが、その詩の言語を理解できること、疲労していないということの

ような主観的な条件もあるのである。ガイガーは、ニーチェの言葉を引用して2、そのような芸

術作品の十全的な把握のむずかしさを主張する。「一人の人間がひとつの芸術作品に出会う

（zusammentreffen）ということは数百年にたった一度しか起こらない。」（BK, 409）このような

把握の十全性ないし不十全性ということは、自然主義的態度においてはけっして問題にするこ

とができない。なぜなら、自然主義的態度からすると、ひとつの
、、、、

芸術作品が存在するのではなく

て、それを把握するひとと同じ数だけの
、、、、、、、、、、、、、、、、

芸術作品が存在するのであり、正しいないし誤った把握

 
2. 出典は明記されておらず、ニーチェ自身の著作のうちに発見することもできなかった。 
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があるのではなくて、さまざまな等価な把握があるということになるからである。心理学の場合、

芸術家が意図していたのと同じ仕方で体験すること、芸術家がもっていたのと同じ表象をもつ

ことが、芸術作品の十全的な把握であると主張することがあるが、ガイガーは、すでにこの世を

去った芸術家の意図を知ることはできないとしてそれを否定し、べつの著作においても、芸術家

が創作時にもっていたのと同じ表象をもつことはかならずしも芸術作品の十全的な把握を意味

するわけではないと主張している（vgl. ZÄ, 10f.）3。いずれにせよ、わたしたちは直接的態度を

とって、芸術作品を、心理学的な事実ではなく客観として、物理学的な実在ではなく現象として、

研究し、そのような所与性のうちで分析しなければならないのである。そこで、ガイガーは「現

象学的な分析（Analyse）」の重要性を主張する。 

 ガイガーは、ここで、「心理学的な説明（Erklärung）」との対比のもとで現象学的な分析を特徴

づけるのであるが（vgl. BK, 410–4）、そこに、かれの現象学理解、かれがフッサールの『論理学

研究』をどのように受容したのかということがよくあらわれている。フッサールは『論理学研究』

第１巻第８章において三つの心理学的な先入見を批判しているが、ここでは第二の先入見に対

する批判が重要である（vgl. XVIII, 170–83）。フッサールは、心理学主義者が、第二の先入見と

して、論理学や数学――フッサールは H・ロッツェやＡ・リールにならって数学が論理学の一部

門であることを承認している――が心理学の一部門であると主張することによって「他の類へ

の移行」（XVIII, 172）を犯すことを批判する。心理学主義によれば、数は数えるはたらき、和は

加算するはたらきという心理的な作用から生じる心理的な所産であるから、それらは心理的な

合法則性の支配下にあることになる。しかし、フッサールは、数や和のような算術学的な概念が、

数えるはたらきや加算するはたらきのような「心理学的な起源（Ursprung）」（XVIII, 173）をもつ

ことをみとめつつも、数学的な法則が心理学的な法則でなければならないという心理学主義者

の見方を、他の類への移行として批判する。というのも、たしかに、数えるはたらきのよう心理

的作用は時間的に規定された実在的な事実であり、心理学はそのような「心理的事実一般につい

ての経験的科学」（XVIII, 173）であるが、それに対して、数のような算術学的概念は時間的に規

定されていない理念的なスペチエスであって、数学の世界は心理学の世界とは無縁のものなの

である。本論の第１章において、フッサール自身が、その心理学主義批判のなかで、理念的なも

のと実在的なものの差異を強調していたのに対して、ガイガーは心理的なものと対象的なもの

の差異を強調していることを確認したが、ガイガーはフッサールのそのような心理学主義批判

を、現象の問いと「発生の問い（die Frage der Entstehung）」（BK, 413）との区別としても受け取

っている。心理学者が数や芸術作品を問題にする場合、どのようにしてそれらが意識のうちで成

立するのか、それらの発生を因果的に説明しようとすることになるだろう。しかしながら、たと

え数や芸術作品がそのような心理学的な起源をもつとしても、数学がそれらの発生を説明する

必要はないのと同様に、ガイガーによれば、美学もまたそうする必要はない。かれは、当時の心

理学的な音楽美学が、たとえば「いかにして聴覚が複雑な音の波から個々の音を孤立させること

に成功しうるのか」（BK, 411）などということを説明しようとしているが、そのような心理学的

な理論、ほかにも物理学的な理論や生理学的な理論は、美学に役立つことはあっても、美学にと

って本質的なものでなく、そのような理論を知ることなしに、だれもが本来の意味における音楽

 
3. ただし、ガイガーは芸術作品の体験における芸術家の存在を軽視、否定しているわけではない。これ

については本論の第６章、第３節を参照。 
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美学者になりうると主張する。というのも、美学者が関心をもつのは、たとえば、ハーモニーの

発生ではなくて、「ハーモニーには価値があるのか、〔あるとすれば〕どのような状況下において

そうであるのか」（BK, 411）であるからである。たとえ数の発生にかんする心理学的研究が数学

者の関心をそそることがあるとしても、数学者がまさに数学者として関心をもつのはあくまで

数の合法則性であるのと同様に、たとえ「芸術作品の心理学的‐発生的構造」（BK, 412）が美学

者の関心をそそることがあるとしても、美学者がまさに美学者として関心をもつのはあくまで

「対象としての芸術作品の構造」（BK, 412）なのである。ところで、フッサールは『論理学研究』

第２巻の初版
、、

（1901年）の「導入（Einleitung）」において、「現象学は記述的心理学である」（XIX/1, 

24, Anm. 1）と主張し、現象学を発生的心理学と対比するかたちで、つまり、前者が「たんに体

験をその実的成素にかんして記述的に分析すること」（XIX/1, 28, Anm. 1）を目指すのに対して、

後者は「体験をその因果連関にかんして発生的に分析すること」（XIX/1, 28 Anm. 1）を目指すと

いう対比のもとで特徴づけている（vgl. XIX/1, 22–9）4。ガイガーの現象学的美学もまた、もちろ

ん、その本来の課題は美的対象や美的価値の研究であって、美的意識や美的体験の研究ではない

という点において心理学とは区別するべきではあるものの、自然主義的態度にもとづく発生的
、、、

研究と対比されるところの、直接的態度にもとづく記述的
、、、

研究を目指していると理解してしか

るべきだろう。 

 本論の第４章において、ガイガーが、美的価値の主観相関性をみとめつつも、美的価値は心理

的な事実、対象世界のうちへと eindeuten された心理的な事実であるとする見方を批判している

ことを確認した。かれは、美的価値の客観性とは眼前に見出されるという意味での客観性であっ

て、絶対的に妥当するという意味での客観性ではないとしたうえで、わたしたちは直接的態度に

もとづいて美的価値をそのような客観性をもつもの、対象に帰属するものとして承認しなけれ

ばならないと主張するのである（vgl. BK, 492–5）。もちろん、自然主義的態度にもとづくならば、

美的価値とは「わたしたちの主観性によって割り当てられるなにか」（BK, 492）であり、色や音

と同様に「主観的な起源（Herkunft）」（BK, 493）をもつものとしてみなすことはできる。そのた

め、美的価値の客観性と主観性は両立しうる、つまり、眼前に見出されるという意味において客

観的であると同時に主観的な起源をもつという意味において主観的であるということが可能で

あるのだが、そのことを適切に理解するためには、客観性の概念と同様に、主観性の概念につい

ても、以下のように区別しなければならない。 

 
１．「わたしの希望は主観的であり、家は客観的である」。家はひとつの客観

、、
であり、客観と

して眼前に見出されるが、血の赤と人間の美しいありかたも同様である。 

２．家は客観的であるが、血の赤は主観的である。ここでは、発生的な問いが決定的である。

わたしは赤さを血のうちに眼前に見出すにもかかわらず、それはあくまで血のうちに

は存在し
、、、

ないのであり、それは主観的に産出されるのであり、この意味において、わた

したちは、植物学が色にかんして〔その発生的な〕問いを軽視するのと同様に、美的価

値にかんして〔その発生的な〕問いを軽視するのである。〔…〕 

３．美的価値の「主観性」は、さらに、ちがった意味をもつ。芸術作品は人間のために、人

 
4. 第２版（1913年）においては、現象学は「（自然的な経験科学の意味における）記述的心理学」（XIX/1, 

23）ではないと主張し、現象学を発生的心理学との対比のもとで特徴づけることを放棄している。 
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間によって把握されるために存在するのであり、たとえ自然の美がそのような仕方に

おいて擬人的に把握されてはならないとしても、それでも自然の美にも同等のことが

妥当する。つまり、その美は主観にとってのみ存在するということ、わたしたちは、美

が主観にたいする直接的な関係をもち、わたしたちは美の体験において主観にたいす

るその関係を意識していることにかんして知っているということが妥当するのである。

（BK, 493f.） 

 

１の意味での主観性は、直接的態度の立場における主観性、つまり、わたしたちがみずからの主

観や主観に帰属するものとして体験するものという意味での主観性のことであるが、美的価値

は、けっしてそのような意味で主観的であるわけではないのである。ところが、この１の意味で

の主観性を自然主義的態度の立場における主観性、つまり、色や音がそうであるように、わたし

たちの主観に依存しているという意味での主観性と区別しないことによって、美的価値を――

１の意味ではけっして主観的ではないにもかかわらず――たんなる主観的なものとしてみなす

ことになってしまうというわけである。３の意味での主観性は、１とも２ともちがうものであり、

ガイガーは、一方で、美的価値は現象学的客観性をもちながらも、他方では、美的価値がまさに

価値であるのは、価値一般がそうであるように、「主観にとって有意義なもの（was bedeutsam für 

ein Subjekt ist）」（BK, 496）であるからであると主張している（BK, 495–9）。ただし、かれはあく

まで、美的価値を「享受のためのたんなる手段」（BK, 495）とみなすことについては批判してい

る5。 

第４節 ガイガーの美的価値論：感情と感情性格について 

 ガイガーは論文「芸術の心理的意義」（1928年）においてみずから美的価値論を具体的なかた

ちで――美的価値にはどのようなものがあり、それぞれがどのような心理的意義をもつのか―

―を提示している。かれはこの論文において、美的および芸術的な価値を三つのグループ、すな

わち、「形式的
、、、

、模倣的
、、、

、内容的
、、、

‐積極的な
、、、、

価値契機」（ZÄ, 74）に分類している6。かれのこの美

的価値論については、すでに日本語の先行研究において何度も紹介されてきたため（vgl. 大西 

1937, 82–112; 太田 1987, 192–4; 高梨 2001, 110–2; 高梨 2004, 59–64）、本論においては、三つの

価値契機のうち、内容的‐積極的な価値契機にだけ注目して、その理論において、ガイガーが直

接的態度の立場をとり、美的価値の現象学的客観性を主張することにどのような意義があった

のかということを証示することにしたい。 

 
5. 本論の第６章、第２節を参照。 
6. これら三つの価値契機によって美的価値のすべてを、ましてや芸術的価値をも網羅することはでき

ないだろう。ガイガーは、本論の第４章、第３節において引用した箇所において、美的価値（と無価値）と

して「美しいや醜い、独創的や平凡、崇高や通俗的、趣味よいキッチュ、寛大や偏狭」（ZÄ, 274）を挙げて
いるのであるから、おそらくかれ自身も、これらの価値契機をもって、美的および芸術的価値のすべてを

網羅することができるとはかんがえていないようにおもわれる。 
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第１項 「芸術の心理的意義」の課題 

 美的価値とは、直接的態度からすると、「対象において眼前に見出される質」（BK, 433）であ

るのに対して、自然主義的態度からすると、それは物理的な客観としては存在していないのであ

るから、〈物理的であるか、さもなければ心理的である〉というあの二者択一にしたがって、心

理的な事実である、あるいは、わたしたちがその心理的事実を対象のうちに eindeuten したもの

であることになる（vgl. BK, 432–6）。リップスは、美的価値が、まさに、美的感情という心理的

事実、あるいは、そのような効果
、、

を生み出す客観の能力であると主張していたのである。ガイガ

ーはみずからの「価値美学（Wertästhetik）」と対比するかたちで、そのような美学上の見方を「効

果美学（Wirkungsästhetik）」として批判する。そのため、かれは、美的対象の本質をそれがわた

したちのうちにもたらす心理的な効果のうちに、たとえば、悲劇の本質をそれがもたらすカタル

シスのうちに追求することを批判するのであるが、それでも、そのような心理的な効果を軽視す

るわけではない。かれは美的対象、「芸術の心理的意義」においては、とりわけ、芸術作品に固

有の効果、「純粋にその美的な質から発するのであって、それ以外のものから発するのではない

芸術作品の効果」（ZÄ, 68）、「芸術作品の自律的な効果
、、、、、、、、、、、

」（ZÄ, 68）を追求することによって、美

的なものとその体験に固有の意義を解明しようとするのである（vgl. ZÄ, 67–74）。そのため、「芸

術の心理的意義」は、「すべての芸術分野におよぶいくつかの価値契機を取り出し」（ZÄ, 74）、

それぞれの価値契機がもつ特異な効果とはどのようなものであるかということを解明すること

をその課題としている。そのような効果や意義の問題については第６章において詳述すること

にして、ここではガイガーの美的価値論を追跡していく。 

第２項 内容的‐積極的な価値 

 わたしたちがなにかを美しいとおもうとき、たとえば、ギリシャ彫刻や夕焼けを美しいとおも

うとき、わたしたちはそれらをどのようなものとして体験しているだろうか。わたしたちはまっ

たく同じ対象を目の前にして、その対象がもっている概念的な意味に関心をもったり、あるいは、

その感覚的な性質に関心をもったりなどすることができる。たとえば、まったく同じ文字を、新

聞記事を読むときのように、それがなにを意味しているのかということに関心をもって体験し

たり、書道作品を見るときのように、それがどのようなかたちや色によって描かれているのかと

いうことに関心をもって体験したりすることもできる。まず言うことができるのは、わたしたち

は、その文字を美しいとおもうとき、それがなにを意味しているのかということよりも、それが

どのように描かれているのかということに関心をもっているということである。そのため、なに

かを美しいとおもう体験は、感性的な体験であるという点に特徴をもつと言うことができるだ

ろう。しかしながら、それが純粋に
、、、

感性的な体験であると言うことはできるだろうか。わたした

ちがギリシャ彫刻、夕焼け、書道作品を美しいとおもうとき、それを純粋に
、、、

感性的な所与として

体験していると言うことはできるのだろうか。おそらく、できないだろう。一方で、わたしたち

は、まったく同じ対象を、たとえば、人工物として
、、、

見ると美しいとおもい、自然物として
、、、

見ると

そうおもわないということがある。そのような意味において、知性や知性的な対象が美的体験に

は関与している。他方では、わたしたちは、ギリシャ彫刻をその力強さ
、、、

ゆえに美しいとおもった

り、夕焼けをその物悲しさ
、、、、

ゆえに美しいとおもったりする。というよりもむしろ、純粋に感性的

に与えられるもの――そのかたちや色――だけを意識して美しいとおもうのではなく、感性的
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に与えられるはずのないもの――かたちの力強さや色の物悲しさ――をも意識してこそ美しい

とおもっているのではないだろうか。ガイガーが「内容的‐積極的な（inhaltlich-positiv）価値」

と呼ぶのはそのような契機であり、かれはそうした契機が美的対象の本質に属しているとさえ

主張するのである。 

 ガイガーはその内容的‐積極的な価値としてふたつのもの、すなわち、「生（Leben）」の契機

と「心（Seele）」の契機があると主張する（vgl. ZÄ, 101–4）。さしあたり例を挙げるとすれば、わ

たしたちがギリシャ彫刻のうちに見出す力強さは、生の契機に、夕焼けのうちに見出す物悲しさ

は、心の契機に該当する。ガイガー自身は、以下のようのものを例に挙げている。 

 

 科学と芸術の両者が同じ対象
、、、、

の本質を把握する場合、それはそれでも同じ本質
、、、、

ではない。

科学的には、人間の身体とは、さしあたり、感性的な具体物（das Sinnlich-Faßbare）、物理学

的世界の具体物（das Greifbare）、頭・胴・腕・脚からなる、肉・血・骨からなる形成物なの

であり、さらに、科学は、解釈し計算することによって、支え、支えられる（das Tragen und 

Lasten）という人間的な力をそのうちに見出す。それに反して、美的には、身体は、なによ

りもまず、建築的な
、、、、

（architektonisch）形成物なのであり、美的直観は、支え
、、

、支えられると
、、、、、、

いう力
、、、

、力の緊張
、、、、

、機能
、、

をそのうちに見るために、計算する悟性を必要としないのであり、

それらは美的には、直接的に眼前に見出され、直観されるのである。腕の重みのうちには、

わたしたちの把握にとっては、下へむかって引っぱる力が、肩のうちには耐え、支える力が

ある。胴は地面に圧をかけ、脚のうちではそそり立つ力がこの圧に耐えている。しかし同時

に、身体の個々の部分のこれらの力とならび、総体的傾向
、、、、、

が全体としての身体を支配してい

る、すなわち、身体はまっすぐに起きている（sich aufrichten）。身体はそこに（da sein）にあ

るばかりではなく、まっすぐに立っている（aufgerichtet stehen）のであり（横幅のある対象、

たとえば、わたしたちの把握にとっては、横たわっている（liegen）ようにおもわれる棺と

は対照的である）、このように身体がまっすぐに起きているありさまは、精力的であったり

弱々しかったり、だらしなかったり緊張していたりするのであり、物質的な質料（die 

stoffliche Materie）を超え出る契機にみちているのである。（ZÄ, 101f.） 

 

そのような〔生の〕契機以上に、美的に有効であるところのありとあらゆるもののうちには、

心的な
、、、

契機が見出される。きわめて簡素な美的形成物において、すでに、心的な性格が膜で

覆われている。つまり、色は落ち着き、みずからのうちで安らっていたり（たとえば原色の

青のように）、落ち着きなく、興奮したりしている（明滅する赤のように）。音は、鈍く抑え

られていたり、切なかったり、嘆いたりしている。風景には、わたしたちの把握にとって、

感情の微光（Gefühlsschimmer）が、憂鬱、真面目、明朗、はつらつの気分が広がっている。

複雑な空間形成物はそのような心的性格によって充たされている――気持ちのよい広々と

したルネサンス空間を、ゴート式大聖堂の内部の精神性と比較しさえすれば、そのことがわ

かるだろう。（ZÄ, 102f.） 

 

わたしたちは、たとえば、ロダンの《考えるひと》を見る場合、そのうちに、ガイガーの言う生

の契機や心の契機を見出すのであり、それを純粋に感性的な所与として、たんなるかたちや色の

複合体として体験することはほとんど不可能であるだろう。わたしたちは、この銅像の頭のうち
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には手に、身体全体のうちには脚に重くのしかかる力を、手と脚のうちには、それらを力強く支

える力を見出し、その表情と曲がった背のうちには沈鬱とした気分を見出すのではないだろう

か。ガイガーによれば、「たんなる感性的‐直観的なもの以上に、生命的
、、、

および心的な
、、、

契機が美

的対象の本質に属し、それどころか、それらは美的世界の本来の核心を形作ってさえいる」（ZÄ, 

103）のである。 

第３項 生・心の契機と感情移入 

 わたしたちが《考えるひと》のうちに上述のような力や気分を見出すということは事実として

みとめざるをえないであろう。しかし、もちろん、その銅像自身が、本物の人間のように、実際

にそのような力や気分をもっているわけではないだろうし、わたしたち自身が、そのような銅像

ではなく、本物の人間であっても、他人が実際にもっているだろう力や気分を体験することはで

きないはずである。そのため、わたしたちが銅像や他人のうちに見出す力や気分とは、実際には、

銅像や他人自身がもっているものではなく、わたしたち自身がもっているものであり、わたした

ちが銅像や他人のうちに力や気分を見出すということは、実際には、わたしたちが銅像や他人の
、

うちで
、、、

わたしたち自身の力や気分を感じる
、、、

ということである、とかんがえることができるかも

しれない。そのようにかんがえるのが、「感情移入（Einfühlung）」の理論である。この「Einfühlung」

という語は比較的新しいもので7、その意味には曖昧さがある。ガイガーによれば、当時のドイ

ツ語表現において、現代の辞書に記載されている「sich einfühlen」という再帰用法ばかりではな

く、「Gefühle einfühlen」のような「etwas einfühlen」という用法も見出される（vgl. WBE, 43, Anm. 
1）。後者の用法からあきらかであるように、「Einfühlung」という語は、単独で「感情を

、、、
移入する」

ということを意味するわけではなく、自己や自己の感情を他者「のうち
、、、

へと
、、
移入し
、、、

、そのうちで
、、、、、

感じる
、、、

」ということを意味している。そのため、日本語の「感情移入」という訳語は正確ではな

い。実際、ガイガーは「Tätigkeitseinfühlung」や「Stimmungseinfühlung」という語を用いるが、そ

の詳細な意味はさておき、ここでも「感情移入」という訳語を適用するとすれば、「活動感情移

入」や「気分感情移入」といった奇妙な語が生まれてしまうことになるのである。田口茂は、フ

ッサール現象学の文脈においてであるが、この訳語の問題を指摘し、「感入」という訳語を提案

している（vgl. 田口 2014, 223）。本論においてもこの「感入」という訳語を採用するが、それは、

自己や自己の感情、また、感情ばかりでなく、自己の活動や気分を他者のうち
、、、

へと移入し
、、、、、

、その
、、

うちで
、、、

感じる
、、、

ことを意味するのである。ガイガーは、感入理論の代表者であるリップスが、わた

したちが美的対象のうちに生や心の契機を見出すという事実を承認したことを評価しているた

め8、リップスの感入理論を確認しておこう。 
 リップスは『心理学の手引き』（1903年）において、感入を、たんなるモノであれ他人であれ、

「わたしとは相違する対象のうちへのわたしの客観化」（Lipps 1903b, 222）として規定する（vgl. 

 
7. 「Einfühlung」という語――「sich hineinfühlen」という表現がもとになっている――の起源は、ドイ

ツにおける１８世紀以降のロマン派（ヘルダーやノヴァーリスなど）と１９世紀の心理学（Ｆ・Ｔｈ・フ

ィッシャーとＲ・フィッシャー）にある（vgl. 石原 1999, 5–9; auch Geiger 1911, 30）。 
8. 「芸術の心理的意義」においては、リップスが著作『空間美学と幾何学的‐視覚的錯覚（Raumästhetik 

und geometrisch-optisch Täuschungen）』（1897年）においてドーリス式の柱がもつ生の契機を承認したことを
評価している（vgl. ZÄ, 102）。 
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Lipps 1903b, 222f.）9。かれによれば、自我が対象と関係する仕方にはふたつのものがある。一方

で、わたしはある対象のことを
、
考えたり、それについて

、、、
快を感じたりなどするとき、自我と対象

は対立している
、、、、、、

。他方では、わたしは対象のうちで
、、、

考えたり、そのうちで
、、、

快を感じたりなどする

こと、たとえば、他人の「幸福の身振りの「うちで」みずからが幸福であると感じる」（Lipps 1903b, 

222）ことがあり、そのとき、自我は「みずからの被規定性を、直接に、わたしとは異なるもの

の被規定性として、この対象に帰属するものとして体験する」（Lipps 1903b, 222）。かれは後者の

体験を「自己客観化」（Lipps 1903b, 222）や「広い意味における「感入」」（Lipps 1903b, 222）と

呼ぶのである。具体的な例として、かれは最初に、驚くべきことに、線やリズムのうちへの感入

を挙げている（vgl. Lipps 1903b, 223–6）。わたしたちは線や線状のものを見るとき、実際には静

止しているにもかかわらず、その線が「伸びる」や「曲がる」、「上下に波打つ」、「途切れる」な

どと表現することがあるが、かれによると、その原因は感入にある。ひとつの線を見るというこ

とは、いわばカメラのシャッターを切るように、それをなんの苦労もなしに一瞬で写し撮ること

とはちがう。線は、それをその流れ方におうじた仕方で辿っていき、まさにひとつの線として統

覚するという活動を自我に要求する。たとえば、波線を辿る場合は、統覚の活動はいわば穏やか

なものとなり、ジグザグ線を辿る場合は、激しいものとなる。そして、自我は、それらの穏やか

な統覚や激しい統覚の活動を、それぞれの線のうちへと客観化する、つまり、それらの線のうち
、、

へと
、、
移入し
、、、

、そのうち
、、、、

で
、
みずからの活動を感じる

、、、
、というわけである。かれはこの種の感入を「一

般的統覚的感入」と呼ぶ。 

 かれは、この種のほかに、「気分感入」（vgl. Lipps 1903b, 226）、「経験的に条件づけられた統覚

的感入」（vgl. Lipps 1903b, 226f.）、「人間の感性的現れのうちへの感入」（vgl. Lipps 1903b, 228–31）

があると主張しているが、ここでは、人間の感性的現れのうちへの感入についても確認しておこ

う。この種の感入の例としては、通俗的な意味における感入、たとえば、わたし自身が悲しんで

いるわけではないにもかかわらず、友人が悲しんでいるのを見て、わたし自身も悲しくなってし

まうという経験を念頭におけばよい。ただし、ここでリップスが問題にしているのは、そもそも

どのようにして自我において他我の意識が成立するのか、たとえば、そもそもどのようにしてわ

たしは「友人が悲しんでいる」ということを意識するようになるのかということである（vgl. 

Lipps 1903b, 48–51）。かれはいわゆる類推説を批判し、本能説という立場をとる。かれによれば、

自我には、一方で、みずからの内面を身振りによって告知しようとする「生の表出」（Lipps 1903b, 

229）の本能が、他方では、自分以外の同様の身振りを知覚すると、自分自身もその身振りを産

出しようとする「「外的
、、

」模倣」（Lipps 1903b, 229）の本能がある。このかれの本能説にしたがう

と、わたしにおける「友人が悲しんでいる」ということの意識の成立は、つぎのように説明され

ることになる。まず、わたしが悲しみを感じると、本能的に、その悲しみを身振り、たとえば、

俯くことによって表出しようとする傾向を体験する（生の表出の本能）。そして、わたしが自分

以外のものが俯いているのを見ると、本能的に、その身振りを模倣しようとする傾向を体験する

（外的模倣の本能）。かれによると、悲しみとそれを身振りによって表出しようとする傾向は一

体になっているため、同様の身振りを知覚する場合、今度は反対に、自分自身の過去の体験を想
、、、、、、、、、、、、

 
9. 上述のように、「Einfühlung」という語は「感情を

、、、
（移入する）」という意味を含まないが、実際、リ

ップスは、ここで「客観化されるものが、狭い意味、そして本来の意味における感情（Gefühl）という名に
値するかいなかはどうでもよい」（Lipps 1903b, 222）と述べている。 
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起するばかりではなく
、、、、、、、、、、

、現在においても
、、、、、、、

それを
、、、

実際に体験してしまう
、、、、、、、、、、

、ここでは、自分自身が過

去に感じた悲しみを想起するばかりではなく、現在においても悲しみを実際に感じてしまう。か

れ自身の表現にしたがえば、過去の体験が現在の体験へと「押し入ってくる（eindringen）」。そ

して、わたしは、自分自身のこの悲しみを友人の身体のうちへと客観化する、つまり、友人の身

体のうち
、、
へと
、、
移入し
、、、

、そのうち
、、、、

で感じる
、、、、

ことによって、わたしのうちで「友人が悲しんでいる」

という意識が成立するというわけである。上述の線と友人の例からすると、一般的統覚的感入が

生の契機についての意識を、人間の感性的現れのうちへの感入が心の契機ついての意識を成立

させる、という対応関係があるかのような印象をあたえるかもしれないが、そうではない。いず

れにせよ、リップスからすると、わたしたちが美的対象のうちに見出す力や気分とは、わたした

ちが対象のうちへと移入し、そのうちで感じている自分
、、

自身の力や気分
、、、、、、、

にほかならないのであ

る。 

第４項 感情と感情性格 

 ガイガーは講演「感入の本質と意義について」（1910年）において、１９世紀から講演当時ま

での心理学的な感入理論を批判的に検討している。そのなかで、かれは、歴史上、感入理論の出

発点となったのは、他人の表現運動や人格の理解という問題ではなく、「人間未満のものの心化

（die Beseelung des Untermenschlichen）」（WBE, 50）、「わたしたちが人間未満のもののうちにも心

的生（seelisches Leben）を見出すと信じている」（WME, 50）という事実であったことを指摘する

（vgl. WBE, 50–2; auch PS, 2f.）。そして、そのような人間未満のものの心化という事例をふたつ

の異なるグループに分けることができるとして、わたしたちが、一方で、たとえば、あるメロデ

ィーのうちに真面目さを、風景のうちに憂鬱さを、色のうちに友好性を見出す場合、「芸術の心

理的意義」における表現にしたがえば、心の契機を見出す場合、それらの対象のうちに心理的な

「気分（Stimmung）」を見出しており、他方では、たとえば、ある柱のうちにまっすぐ起きると

いうはたらきを、線のうちに伸びるというはたらきを、リズムのうちに前方へ急進するというは

たらきを見出す場合、つまり、生の契機を見出す場合、それらの対象のうちに心理的な「活動

（Tätigkeit）」を見出しているのであると主張する。ガイガーは、心理学的な感入理論にしたがう

ならば、前者の事実は「気分感入（Stimmungseinfühlung）」として、後者は「活動感入

（Tätigkeitseinfühlung）」として説明されうるとしながらも、結局のところは、論文「気分感入の

問題について」（1911年）において、感入理論そのものを批判することになる。かれによるその

批判の詳細を確認していこう。 

 ガイガーはこの論文を美的体験の説明的な
、、、、

研究ではなく、記述的な
、、、、

研究として設定する（vgl. 
PS, 1f.）。このことはかれの感入理論批判にとって重要な意味をもっている（vgl. PS, 40–2）。感入

理論にしたがうとすれば、わたしたちが美的対象のうちに生や心の契機を見出すということは、

わたしたちがその対象のうちへと感入していることを意味することになり、感入理論は、あらゆ

る美的体験を感入の体験として説明することになるだろう。たしかに、わたしたちが美的対象を

把捉するさいに感入という態度をとることがあり、そのような美的体験を感入として記述
、、

する

ことは正当であるかもしれない。しかし、感入とは、わたしたちが美的対象を把捉するさいの態

度のひとつ
、、、

であるにすぎないのであり、それにもかかわらず、感入理論は、あらゆる美的体験を

感入によって説明
、、

しようとすることによって、不当なものとなるのである。かれは感入理論をこ
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のように批判することになるのであるが――この批判については第６章において詳述する――、

しかし、わたしたちが対象のうちに気分や活動を見出すということを、感入理論にしたがって、

わたしたち自身の気分や活動をその対象のうちへと移入し、そのうちで感じることとして説明

することには、それなりの説得力があるようにもおもわれるだろう。それに対するかれの批判の

決定的な根拠となるのは、わたしたちがみずからの気分や活動を意識する仕方と、対象のうちに

ある気分や活動――心や生の契機――を意識する仕方には差異があるということである。 

 ガイガーは「気分感入の問題について」においては、わたしたちが対象のうちに気分や感情10

――いずれも心の契機である――を見出すという事実にのみ焦点化しているため（vgl. PS, 3）11、

本論もそれにしたがうことにしよう。ガイガーによれば、そのような事実にかんする従来の理論

として、「効果理論（Wirkungstheorie）」と「生化理論（Belebungstheorie）」12とがある（vgl. PS, 4–

6）13。第一に、効果理論によれば、たとえば、わたしたちがある風景を明朗（heiter）であると

特徴づけるのは、わたしたちがその風景を目の前にして明朗さ（Heiterkeit）の感情を体験し、そ

の風景に明朗さを付与しているからである（vgl. auch WBE, 54f.）。つまり、ある対象がわたした

ちにある感情を効果としてもたらすようはたらく（wirken）というその「感情効果

（Gefühlswirkung）」を、その対象に性質として付与するからこそ、わたしたちはその対象をその

感情と同じ語によって特徴づけるというわけである。そのため、この効果理論からすると、「わ

たしが風景を目の前にして明朗になっている」という表現と「その風景は明朗である」という表

現は同じことを意味していることになるのである。リップスの感入理論は効果理論にも生化理

論にも該当するとされるが（vgl. WBE, 53–5）、たしかにリップスは四種の感入のうちのひとつで

ある気分感入として、わたしたちが対象のうちに気分を見出すのは、わたしたちがその対象を眺

めたりなどすることによって体験する気分をその対象のうちへと移入し、そのうちで感じてい

るからであると主張している（vgl. Lipps 1903b, 226）。第二に、生化理論によれば、わたしたち

がある風景を明朗であると特徴づけるのは、その風景のうちに「不特定で、人間未満ではあるが、

人間の主観に類似した主観」（PS, 4）、「生の担い手」（PS, 4）を見出しているからである（vgl. auch 

WBE, 53f.）。リップスによれば、わたしたちは「人間化（Vermenschlichung）の衝動」をもち、そ

の衝動は「人間の外的現れから、動物界と植物界、無機物の世界にいたるまで」（Lipps 1903a, 163）

およぶのであり、「結局のところ、自然のうちには、わたしたちが人間化しないものはなにも存

 
10. ガイガーはこの論文においても、これ以外の著作においても、気分と感情の差異についてはほとんど
問題にしていない。 

11. 「感入の本質と意義について」においては、対象のうちに気分を見出すという事実にかんする感入理
論と対象のうちに活動を見出すという事実にかんする感入理論の両方について批判的に検討しているが

（vgl. WBE, 50–8）、ガイガー自身の積極的な主張はなされていない。 
12. ガイガーは「感入の本質と意義について」においては、この生化（Belebung）理論を「一般的心化
（Beseelung）の仮説」（WBE, 30）と呼んでいるが、それは、この講演においては、「芸術の心理的意義」に
おけるのとはちがって、生の契機と心の契機を、事象としては区別しているが、術語としては区別してお

らず、また、リップスなどの理論において、同様の説明が両方の事象に適用可能であるとされているから

である。 
13. ガイガーは「感入の本質と意義について」においては、生の契機と心の契機の両方にかんする理論と
して「想起仮説」（vgl. WBE, 52f.）と一般的心化の仮説（vgl. WBE, 53f.）を、前者にかんする理論として効
果理論（vgl. WBE, 54f.）と類似性理論（vgl. WBE, 55）を、後者にかんする理論として「感情融合理論」（vgl. 
WBE, 56）と「身体的感応の理論」（vgl. WBE, 56f.）と「統覚理論」（vgl. WBE, 56f.）を批判的に検討してい
る。 
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在しない」（Lipps 1903a, 163）のである（vgl. Lipps 1903a, 163–5）。そのため、この生化理論から

すると、わたしたちは他人ばかりではなく、たんなるモノでさえも人間化する、ないし、そのう

ちへと感入するからこそ、風景のうちに明朗さを見出すということになるのである。 

 効果理論からしても、生化理論からしても、わたしたちが対象のうちに見出す気分や感情とは、

結局のところ、わたしたち自身の気分や感情にほかならず、それら両方の理論をふくむリップス

の感入理論からすると、わたしたちがその対象のうちへと移入し、そのうちで感じている自分自

身の気分や感情にほかならないのである。それに対して、ガイガーは、わたしたちが対象のうち

に見出す気分や感情を「気分性格（Stimmungscharakter）」や「感情性格（Gefühlscharakter）」と呼

び、それらをわたしたち自身の気分や感情から区別しなければならないと主張する。かれは気分

と気分性格、感情と感情性格のあいだに差異があることをある実験によって証拠づけている（vgl. 

PS, 6–9）。若干簡略化して紹介するが、かれは七人の被験者を用意し、かれらにさまざまな色を

見せ、それらがかれらにどのような印象をあたえるか問うたところ、被験者たちはある色は明朗

で、またある色はどぎついなどと答えた。そして、ガイガーはある色とその明朗さ――かれ自身

は明記していないが、おそらく黄のような色だろう――に焦点化し、さらに、つぎのように問う

た。「あなたがたは、その色を明朗であると特徴づける場合、みずからの
、、、、、

明朗さ、みずからが
、、、、、

明

朗であることとして特徴づけることのできるなにかを体験していますか？」（PS, 7）と。しかし

ながら、被験者たちはそれを否定し、全員がその色の明朗さが「対象における独特ななにか（etwas 
Eigenartiges am Gegenstande）」（PS, 7）であり、「わたし〔自身〕が明朗である場合にわたしがも

っているみずからの明朗さの体験とは種別的に異なっている」（PS, 7）ようにおもわれると主張

したのである。また、わたしたちが明朗な気分のうちにある場合には、同時に、快を感じるはず

であろうが、すべての被験者たちは、色の明朗さは色についての快とは種別的に異なり、そもそ

も色の明朗さのうちには快や不快のような性格を見つけ出すことはできないと主張したのであ

る。つまり、被験者たちは、色の明朗さは「対象において眼前に見出される性質」（PS, 9）であ

ると主張したわけである。そのため、ガイガーは、色の明朗さのようなものを、わたしたち自身

の気分や感情としての明朗さから区別しなければならないとして、それを――気分性格とも呼

ぶが、この論文においてはおもに――感情性格と呼ぶのである。 

 被験者たちの全員が色の明朗さと明朗な感情との差異を主張したものの、それでも、そのうち

の三人は、色の明朗さを可能なかぎり精確に記述しようと試み、可能なかぎりそのうちに没頭し

たさいに、「「対象に由来するなにかによって充たされていること」、「対象からわたしのうちには

たらきかけてくる雰囲気の体験」、色によって「気分づけられている」」（PS, 7）という「独特の

自我体験」（PS, 7）があったと主張したらしい。たしかに、わたしたちは黄のような色を見るこ

とによって、その色がわたしたちを明朗にさせるようはたらくことがあるようにおもわれるし、

実際、そのようなまさに感情効果をねらって、たとえば、みずからの暗い気持ちを明るくするた

めに、自室内を黄色のインテリアでいっぱいにすることもあるだろう。ガイガー自身も、色の明

朗さのような感情性格がわたしたちを明朗な感情にさせるようはたらくという感情効果をもつ

ことがあることを承認しているが、それでも、わたしたちが明朗な色を見るからといって、必然

的に、わたしたち自身が明朗になるとはかぎらないとして（vgl. PS, 14）、感情性格と感情や感情

効果を区別するべきであると主張するのである（vgl. PS, 9–14）。色の感情性格は、ガイガーの自

身の記述によれば、「完全に独特の体験――この色に帰属する性質、この色を包み、それに付着

し、それに属する微光（Schimmer）」（PS, 9）であり、「なんらかの意味において、色の質と強度
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とならぶ、その成片（Bestandstück）」（PS, 9）である。それにもかかわらず、効果理論も生化理

論も感情と感情性格を同一視してしまうわけであるが、もしそれらの同一視を正当化しようと

するならば、そもそもどのようなものが感情であり、感情でないのかということの判断基準にか

んして合意を形成する必要があるだろう。 

 ガイガーは、心理学者ティチェナー（Edward Bradford Titchener, 1861–1927）が主張した感情の

四つの判断基準、感情は（１）主観的である、（２）局所化（lokalisieren）不可能である、（３）

対になっている、（４）明晰さ（Klarheit）を欠く、という判断基準を吟味している。なによりも

まず、ガイガーは２と３を否定する。しばしば感情との同一性ないし差異が問題になるのは感覚

であるが、ティチェナーにしたがうとすれば、感情は「ここにある」というかたちで局所化不可

能であるのに対して、感覚は局所化可能であるということになる。しかしながら、わたしたちは

「ここにある
、、、、、

リンゴが赤いのであって、あそこにあるオレンジが赤いのではない」と意識し、感

覚を局所化しているのと同様に、「ここにいる
、、、、、

わたしが悲しんでいるのであって、あそこにいる
、、、、、、

友人が悲しんでいるのではない」と意識し、感情を局所化していると言えるだろう。感情は対に

なっているという判断基準についても、感覚、たとえば温冷のそれが対になっているのと同様に、

感情も、喜びと悲しみのように、対になっているため、それらを区別するのに役立たないとして、

否定している。ガイガーは１と４については肯定するのであるが、しかし、１について、つぎの

ような但し書きをつける。つまり、「〈主観的‐客観的〉の対立は、認識理論的な対立としてとら

えられてはならない。主観性も客観性も、直接的な意識（das unmittelbare Bewußtsein）において

把握されるなにかであらなければならない」（PS, 12）。これは、主観性や客観性を、『現実』やプ

フェンダー論文で言うところの直接的態度の意味における主観性や客観性として把握しなけれ

ばならない、ということを意味している。感情も感覚も、自然主義態度の意味においては主観的

なものであるが、直接的態度の意味においては、前者が主観的なものであるのに対して、後者は

客観的である。つまり、わたしは、みずからの悲しみのような感情を「直接にみずからのものと

して体験する」（PS, 12）のに対し、色のような感覚は、わたしの色や感覚ではなくて、「わたし

とは異なり、わたしに対立するなにかとして」（PS, 12）体験するのである。このことに対して

は、この主観的な感情と客観的な感覚との差異は根源的なものではなく、「事後的な解釈の成果」

（PS, 12）であり、発達した自我意識においてはそのような差異が見出されるとしても、未発達

の意識においては見出されないのではないか、という反論が予想されるだろう。しかし、ガイガ

ーがこの論文において課題としているのは「直接的な意識に立ち帰ること」（PS, 12）であり、そ

の発達以前や発達段階にかんする発生的な問いではないのである。かれはこの直接的態度ない

し直接的意識の立場にもとづいて、以下のように、感覚と感情性格の差異を記述する。 

 

たとえ自我意識がやっとしだいに発生したのであるとしても――わたしはそのことに疑念

をもっている――、それでも〔自我意識が発達した〕今日においては、自我意識はわたした

ちの意識の明示可能で反論不可能な体験である。問題になっているのは、けっして事後的な

解釈ではないのであり、色が直接に非自我（Nichtich）に帰属するかたちで現れるのと同様

に、感情は直接に自我に帰属するかたちで現れるのである。そして、そういうわけで、わた

しには、感情を自我の質として特徴づける権利は疑いないものであるようにおもわれるの

である。 

 わたしたちがこの立場から色の明朗さを考察するならば、それは、たしかに、感情のひと
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つに数えられるべきではない。それは直接的体験にとって主観的、自我に属しているのでは

なく、客観的である。（PS, 13） 

 

ガイガーは感情と感情性格のこのような差異を、「意識の総体的構造」（PS, 13）における位置づ

けの差異、つまり、前者が意識の「体験側面（Erlebnisseite）」に位置するのに対して、後者が「対

象側面（Gegenstandsseite）」に位置するという差異として言い換える。たとえば、わたしがある

色とその明朗さを楽しむ場合、その色はわたしに対立しているという意味において対象的であ
、、、、、

る
、
のに対して、楽しいという感情は、思考や意志がそうであるように、わたしに対立しておらず、

わたしはそのうちに生きている
、、、、、、、、、、

のである。このような差異と関連するかたちで、両者には明晰性

の有無という差異がある。色とその明朗さは、わたしがそれに注意をむければむけるほど、「そ

れだけいっそう判明に際立ってくる」（PS, 14）のに対して、楽しいという感情や、あるいはわた

し自身が明朗になっている場合のその明朗さの感情は、注意をむけると、消え去ってしまうので

ある。そのような意味において、たしかに、感情は明晰さを欠くのに対して、感情性格は、それ

とはちがって、明晰さをもつのである。 

 以上が、ガイガーが感情と感情性格ないし感情と心の契機を区別するべきであると主張する

ことの決定的な根拠になっている14。さらに、かれは、感情や感情性格と類似してはいるが区別

することのできるものとして、「感情調子（Gefühlston）」なるものがあるとも主張している（vgl. 
PS, 14–9）。かれは、このことについてもさきほどと同じ七人の被験者にたいしてある実験を行

っている。まず、かれは被験者たちに、それについて快と不快の両方を体験したことのある対象

を思い出すよう課題を出した。そこで、たとえば、被験者の一人はある町、そこにおいて恋人と

幸せに過ごしていたが、後に別れてしまったところの町を思い出した。つぎに、ガイガーは、被

験者たちに、そのような思い出のなかで意識の体験側面と対象側面――上述の被験者の例で言

えば、快や不快とそれについて快や不快を体験したところの町――を判明に区分できるかを問

い、被験者たちがそれを肯定したことをうけて、さらに、その対象側面が快い思い出と不快な思

い出において――その町が恋人と別れる前と後で――同じ印象をあたえるかどうか問うた。そ

こで、二人の被験者は、対象側面は両方において同じ印象をあたえると答えたが、それ以外の被

験者は、以下のように、同じ印象をあたえないと答えた。 

 

同じ対象が、わたしがそれについて快いきもちで思い出す場合には、不快なきもちで思い出

す場合とはまったくちがう外見（Aussehen）を得る。その対象は快い思い出のもとでは「輝

く（aufleuchten）」ように、不快な思い出のもとでは「陰る（verdunkeln）」ようにおもわれる。

ちがう輝き（Glanz）がその対象から放たれる。その対象は「ちがう気分にし（anmuten）」、

 
14 . ガイガーは感情性格とはべつに「対象性格（Gegenstandscharakter）」や「既知性性格
（Bekanntheitscharakter）」があることも指摘している（vgl. PS, 21–3）。対象性格とは、わたしたちが、たと
えば、空間形態をもたないはずの音について「広がりのある（breit）音」や「尖った（spitz）音」と言った
り、温度をもたないはずの色について「暖かい（warm）色」や「冷たい（kalt）色」と言ったりする場合に、
それらのうちに見出しているものである。既知性性格とは、文字どおり、わたしにとって既知のものがも

つ性格であり、ガイガーは同様に、未知のものがもつ性格があることも指摘している。たとえば、ある町

は、はじめて訪れたときと、何度も訪れた後では、あるいは、詩の語は、その語がよく用いられるもので

あるかいなかにおうじて、ちがった性格をもつものとして体験される。 
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「ちがうオーラをもつ」。その対象を「ちがうものが包んでいる（umwehen）。その対象は「ち

がった調子（Ton）を帯びている」。（PS, 15） 

 

ガイガーはこのことについては個人差をみとめているが、それでも、わたし自身の悲しみのよう

な「本来の主観的な感情」（PS, 16）と、わたし自身の悲しみがその対象に押しつける陰りのよう

な「色づけ（Färbung）、烙印（Stempel）」（PS, 16）を区別することができるのではないかと主張

し、後者を感情調子と呼ぶのである。この感情調子と感情性格との差異は、感情と感情性格との

差異ほどには判明ではなく、実際、被験者たちは、感情調子も感情性格も、微光や輝きという同

じ語で表現しようとしたようである（vgl. PS, 19–21）。ガイガーは、たしかに両者は質的には同

一であるものの、対象にたいする地位において異なるとして、以下のように、両者の差異を記述

する。 
 

気分の感情調子は対象にたいして「よりいっそう外面にのせられており」、「対象のよりいっ

そうまわりを取り囲んでいるようにおもわれる」――多くの事例において、感情調子は対象

の成分ではなく、主観に由来するという意識が存立している。それに対して、色の明朗さは、

直接に、色に組み入れられており、色の性質として、他の性質と同様に、把握され、「色の

構造と織り合わせられて」いる。（PS, 19f.） 
 

たとえば、わたしが暗い気持ちで明朗な風景を見ているとするならば、その風景の明朗さという

感情性格を体験しながらも、それとは区別されるかたちで、みずからの暗い気持ちがその風景に

落とす陰りを体験するのではないだろうか。もちろん、ガイガーは、対象の感情性格がわたした

ちをある感情にさせるようはたらくことがあるのと同様に、後者が前者にはたらくこともある

として、感情ないし感情調子と感情性格とのあいだに「相互作用」（PS, 20）、「永遠の行き来（ein 
ewiges Hin und Her）」（PS, 21）があることもみとめている。もしかすると、以上のように、感情

と感情調子、感情性格を区別する見方を、ハイデガー（Martin Heidegger, 1889–1976）のようなひ

とは、意識の外部と内部を前提するものとして批判するかもしれない（vgl. Heidegger 1927, 136f.）。

しかしながら、たしかに、ハイデガーが言うように、「気分はそのつどすでに世界内存在を全体
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

として開示してしまっている
、、、、、、、、、、、、、

」（Heidegger 1927, 137）としても、わたしたちはみずからの気分が

すべてを一色に染め上げるのを体験するわけではない以上、ガイガーが言うような差異を見過

ごすことはできないだろう。最後に付言しておきたいのは、ガイガーが感情性格や他の性格15が

連合（Assoziation）に起因することを否定していることである（vgl. PS, 21–3）。かれは、ドイツ

語の「Roß（馬）」という語の音が高貴さという感情性格をもち、その語が高貴なものとして聞こ

えるのは、それ以前にその語が聞かれた文脈が高貴さの性格をもっていたこと、その文脈の体験

を想起するからではなく、その語音に固有で、「自律的な再生可能性」（PS, 22）をもつ感情性格

であるからであると主張するのである。「どんな対象も、まさにそれがこの対象であるからこそ、

それに固有の性格を示す。わたしたちがそれによってものを切るところのナイフ、わたしたちが

身につける衣服は、それにのみ帰属し、けっしてそれ以外のものには帰属しない微光によって包

 
15. 本章の注１４を参照。ガイガーは、既知性と未知性の性格については、それらが連合と無縁ではない
ことをみとめているようにおもわれる（vgl. PS, 23）。 
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まれているのである。」（PS, 23） 

第５項 描写の仕方に宿る心の契機 

 以上のように、ガイガーは、直接的態度において、感情と感情性格ないし心の契機とのあいだ

に――自然主義的態度においては、それらはいずれも心理的でたんなる主観的なものとして把

握される――差異があることを、前者が主観に帰属するものとして与えられるのに対して、後者

は客観に帰属するものとして与えられるということを根拠に、主張するのである。ガイガーは、

リップスとその感入理論を、わたしたちが美的対象のうちに生や心の契機を見出すという事実

を承認したという点においては評価しているものの、美的対象の体験とは美的対象の
、、、、、

体験では

なく、結局のところ、自己の享受
、、、、、

であると主張した点において、批判するのである（vgl. ETL, 69f.）。

ガイガーはリップスの感入美学を以下のように特徴づけている。 

 

リップスによれば、結局のところ、わたしたちは客観を享受するのではなく、客観のうちな

るわたしたち
、、、、、

自身
、、

（uns Selbst）を享受する。わたしたちは客観のうちなるわたしたちの感入
、、、、、、、、、、、、、、、

（unsere Einfühlung in die Objekten〔客観のうちへと感入されたわたしたち〕を享受するので

あり――客観のうちで再認するところのわたしたちの自我の価値
、、

を享受するのである。す

べての美的享受が自己享受
、、、、

（Selbstgenuß）であり――客観化された自己享受であり――自分
、、

自身の
、、、

生の享受なのである。（ETL, 69f.） 

 
ガイガーは、リップスやその他の心理学的美学者たちを、美的対象の体験の仕方のひとつである

にすぎない「享受（Genuß）」ばかりを重視するという点において、そして、享受という体験の仕

方を、そもそもそれは美的対象やその美的価値の体験であるというよりも、むしろ、自己やその

価値の体験であるにすぎないとする点において批判し、美的対象の体験の本質や意義は自己と
、、、

はちがうものの
、、、、、、、

体験やその
、、
享受
、、

とはちがう体験にあると主張するのである。これらのことにつ

いては第６章において詳述することにしよう。 
 生と心の契機の議論にもどろう。ガイガーは上述のように、これらの契機を「美的対象の本質」

（ZÄ, 103）や「美的世界の本来の核心」（ZÄ, 103）として非常に重視している。かれは、生と心

の契機がそれ自体として積極的ないし消極的な価値をもち、積極的な生と心の契機は美的な価

値を、消極的な契機は美的な無価値をもつと主張する。「身体が精力的にまっすぐ起きているさ

まは適意をあたえ、力にみちた顔つきは美的な関心を呼び起こし、上品な形姿、優しい表情は人

間を美しくさせるのであり、弱々しさや下品さが不適意をあたえるのと同様である。」（ZÄ, 105）
ガイガーは、リップスが積極的な生や心の契機が積極的な美的価値をもつという原理を際立た

せたことを評価しつつも、かれが「この原理を、すべての美的なものの唯一の価値原理たらしめ

ることによって、過度に釣り上げてしまった」（ZÄ, 105）として批判する。 

 リップスの主張を確認しておこう。リップスによれば、感入の体験は、快の体験になる場合と

不快の体験になる場合の両方がある（vgl. Lipps 1903b, 229）。たとえば、わたしが友人が楽しそ

うな表情をしているのを見る場合、感入理論的な表現をするならば、わたしがみずからの楽しさ

の感情を友人の表情のうちへと移入し、そのうちで感じる場合、わたしが友人の表情を知覚する

ことによって過去の体験から押し入ってくるもの、ここでは楽しさの感情が、わたし自身の本質
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やその現在の状態に適合しているならば、わたしは「調和（Einklang）」（Lipps 1903b, 229）の感

情をもち、わたしには友人の表情のうちで感じられた楽しさが喜ばしいものにおもわれる。それ

に対して、それがわたしの本質や状態に矛盾しているならば、わたしは「不調和（Mißklang）」

（Lipps 1903b, 229）の感情をもち、その楽しさは喜ばしくないようにおもわれる。前者が積極的

な感入の体験であり、感入されるもの、ここでは友人の表情のうちへと移入され、そのうちで感

じられる楽しさが「共感（Sympathie）」（Lipps 1903b, 229）の対象になるのに対して、後者は消

極的な感入の体験であり、その対象には「反感（Abkehr）」（Lipps 1903b, 229）がむけられるので

ある。 

 リップスは『美学』において、積極的な感入、すなわち共感の対象が美であり、消極的な感入、

すなわち反感の対象が醜であると規定している（vgl. Lipps 1903a, 139f.）。かれは美を「美の感情」

（Lipps 1903a, 1）なるものに還元するのであったが、この美の感情とは「わたしが感性的客観の

うちで体験する積極的な生の活動の感情」（Lipps 1903a, 140）、「自己肯定ないし生の肯定の客観

化された感情」（Lipps 1903a, 140）であるのに対して、醜の感情とは「わたし自身の否定の客観

化された感情ないし体験されかつ客観化された生の否定の感情」（Lipps 1903a, 140）である。つ

まり、わたしが自分以外のもの、たとえば友人の表情のうちで、みずからの生が肯定されるのを

感じる場合、その友人の表情を美しいとおもい、みずからの生が否定されるのを感じる場合、そ

れを醜いとおもうわけである。そのため、リップスは美醜を以下のように定義する。 
 

わたしたちの積極的な評価の対象は、あらゆる生とあらゆる生の可能性
、、、、、、、、、、、、、、、

、ただし精確にはこ

の生が現実的、すなわち、積極的な生であって、生ないし生の可能性の否定、欠如、衰弱な

いし徴候ではないかぎりでのそれである。そして、わたしたちはただちにつぎのように付言

することができる。すなわち、無価値とは、わたしたちにとって、あらゆるそのような否定
、、

である。 
 そして、それをもって、いまや同時に、すべての美の意味が特徴づけられている。美のす

べての享受は、客観のうちにある生きいきしたありさまと生の可能性の印象であり、すべて

の醜は、その究極の本質にしたがえば、生の否定、生の欠如、抑制、萎縮、破壊、死である。

（Lipps 1903a, 102） 

 

わたしたちは、たとえば、左右対称の人体を美しいとおもうことがある。リップスによれば、わ

たしたちがその人体を美しいとおもうのは、その左右対称な感性的な形式
、、

をもつからであると

いうよりも、むしろ、その形式が上述のような生ないし心16を内容
、、

として表現しているから、そ

の形式がそうした内容の象徴であるからである（vgl. Lipps 1903a, 96f.）。より詳しく言うと、左

右対称の人体とその感性的な形式が美しいのは、「それが意味
、、

をもつから、すなわち、対称的な

造形によって与えられた、身体が左右に同様に機能するという可能性が、人間の生存とその総体

的な生の活動にとって直接的に明白な価値を所有するから」（Lipps 1903a, 105）である（vgl. Lipps 
1903a, 102–7）。つまり、わたしたちは左右対称の人体のうちでみずからの生が肯定されるのを感

 
16. リップスは生と心をはっきりと区別していない。かれは「心の内容（der seelische Inhalt）」について、
「わたしたちはいまやそれを生と生の可能性についての内容とも言うことができる」（vgl. Lipps 1903a, 102）
としている。 
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じるというわけである。そのため、リップスは美的価値を「客観化された自己価値感情

（objektiviertes Selbstwertgefühl）」とも呼んでいる。 

 ガイガーがリップスをこのような価値原理を「過度に釣り上げてしまった」（ZÄ, 105）として

批判するのは、それが自然美と非模倣芸術（建築や音楽）にしか妥当しないからである。ガイガ

ーは以下のように、このような価値原理が自然美や非模倣芸術においては有効であることをみ

とめる。 

 

これらの〔非模倣〕芸術を空虚な形式遊戯（Formenspiel）から際出たせるものは、心理生命

的なもの（das Psychovital）17とその固有価値である。つまり、弱々しく支える柱は建築的に

は無価値であり、平凡な表現からなるモチーフは音楽的には低価値である。そして同様に、

これらの心理生命的な契機は、すべての自然美、すなわち、美しい身体と美しい風景の価値

にとって決定的である。（ZÄ, 106） 

 

しかしながら、かれによれば、心や生の価値契機をもつものが模倣芸術において描写される場合

には、描写された内容としては「価値中立的
、、、、、

（wertneutral）」（ZÄ, 104）になる。たとえば、建築

作品のような非模倣芸術において、屋根を力強く
、、、

支える柱は積極的な美的価値をもち、弱々しく

支える柱はもたない。この場合、美とは生とその可能性の印象であるというリップスの主張が妥

当するが、絵画のような模倣芸術が屋根を弱々しく支え、それゆえ美しくない柱を描写するとし

ても、そのことがその作品を無価値にするわけではないのである。ガイガーによれば、「下賎で

卑小なもの、弱々しく萎縮したものの描写は、強力なもの、崇高なもの、美しいものの描写と同

等に正当であり」（ZÄ, 104）、重要であるのは、描写の内容、つまり〈なにが
、、、

描写されているか〉

ではなく、描写の仕方、つまり〈いかに
、、、

描写されているか〉なのである18。 

 おそらく、模倣芸術であっても、たとえば、立体を立体で描写する彫刻作品のように、描写さ

れる対象とその媒体が比較的同質である場合、描写の内容とその仕方を判別することは困難で

あることもあるが、たとえば、ロダンの《考えるひと》の場合、描写の内容は人体であるが、描

写の仕方は、その人体をどのような大きさで、どのような素材で描写するのか、などという点に

おいて際立っていると言うことができるだろう。こうした描写の内容とその仕方とのあいだの

ズレ
、、

は、描写される対象と描写の媒体が異質である芸術作品、たとえば、ある出来事やそれにつ

いての心情を言葉で表現する文学作品において、よりいっそう際立つだろう。ガイガーは以下の

ような具体例を引き合いにだしている。 

 

ハイネの詩「ダイアモンドと真珠があるのに（Du hast Diamanten und Perlen）」19の内容は―

―純粋に語とその内容が考察される場合――物悲しく、悲惨で、きわめて深刻であるのであ

り、「あなたはわたしを滅ぼしたんだ、わたしの愛するひとよ、これ以上なにを欲するのか

（Du hast mich zu Grunde gerichtet, Mein Liebchen, was willst du noch mehr）」という結語におい

て、絶望にいたるまで高められている。しかし、詩の語の根底にあるこの内容にたいして、

 
17. 心と生の契機を意味している。 
18. ただし、ガイガーは模倣芸術のうち、理想主義的な芸術については、積極的な生や心の価値契機をも
つものだけを描写すると主張している（vgl. ZÄ, 106）。 

19. この詩の全文は、Heine 1827, 274を参照。 
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けっして、詩人の把握は対応していない。韻律、すなわち、たわむれ、飛び跳ね、滑走する

韻律のうちにも、韻の響きにある強調のうちにも、絶望にみちた真剣さはちっともない。そ

こにあるのは、そのうえを滑走するさま（Darüberhingleiten）、呑気であるさま（Leichtnehmen）

である〔…〕。内容と把握が重なり合っていない――そして、まさにこのことをつうじて、

遊戯的な愉快さ、分裂、自虐が発生する。若きシラーが同じ主題をあつかっていたというこ

と〔を想定すること〕はそれ自体として可能であろうが、たとえかれが「滅ぼしたんだ
、、、、、、

、あ

なたはわたしを――これ以上なにを欲するのか――わたしの愛するひとよ！（Zugrunde hast 

du mich gerichtet – Was willst du mehr, – mein Liebchen!）」というように同じ語を用いたとして

も、把握の仕方（die Art der Auffassung）によって、その不自然な明朗さから、きわめて痛切

で、煽動的な感傷が生じていたことだろう。（ZÄ, 111f.） 

 
このハイネの詩とシラー風に改作された詩は、同じ出来事や心情を描写している、つまり、描写

の〈なにを〉が同じであるにもかかわらず、異なる価値をもつ作品になっている。たしかに、そ

れらは同じ内容を描写し、その内容は同じ物悲しさという契機をもっており、しかも、ほとんど

同じ語を用いている。しかし、それにもかかわらず、語の順序の変化、それにともなう韻律の変

化におうじて、描写の〈いかに〉とそれがもつ生や心の契機が変化しているのである。ガイガー

の記述にしたがうならば、ハイネ自身の詩における描写の仕方は「滑走するさま、呑気であるさ

ま」といった契機をもっている。そして、それが描写の内容の物悲しさとのあいだにズレをもつ

ために、作品全体として「遊戯的な愉快さ、分裂、自虐」を印象づけている。それに対して、シ

ラー風の詩は、同じ内容を描写しているにもかかわらず、その描写の仕方が「不自然な明朗さ」

という契機をもつために、全体としては「きわめて痛切で、煽動的な感傷」を印象づけていると

いうわけである。このように、描写の内容ばかりではなく、描写の仕方もまた生や心の契機をも

ちうるのであり、ガイガーは芸術作品の価値としては、描写の内容とそれがもつ生や心の契機よ

りも、描写の仕方とそれがもつ契機のほうが重要であると主張するのである。そのため、かれは

当初――おそらくリップスの主張をふまえて――これらの契機を「内容的‐積極的価値」と呼ん

でいたが、最終的には、描写の内容ばかりでなく、描写の仕方もまたそのような積極的価値をも

つと結論づけるのである。 

 ガイガーは上述の引用文において、描写の仕方のことを「把握の仕方」と言い換えていたが、

それは、かれによれば、芸術家による描写の仕方、たとえば、詩人たちが、ある人間が愛するひ

とに滅ぼされたという出来事やその心情を描写するために、選択した語の順序や韻律には、その

出来事や心情についてのかれらの把握の仕方が表れるからである。しかも、それは、ものごとの

日常的な把握とはちがった「芸術的な（künstlerisch）把握」であり、ガイガーはそこに「芸術的
、、、

な
、
人格の価値」（ZÄ, 107）があると主張するのである。かれは、その主張をもって、美的価値の

体験とその意義についての議論にすすんでいくため、これについては第６章において詳述する

ことにしよう。 

第５節 一般的価値の絶対性と多元性 

 第４章において確認したとおり、ガイガーは、美学は価値を問題としなければならないと主張



第５章 美的価値論 

98 

しながらも、従来の絶対主義的な美学を、素朴な絶対主義や他律的な絶対主義として批判してい

た。しかしながら、かれは上述のような美的価値論において、生や心の契機が絶対に価値をもつ

と断定するかのような書き方をしている。これはどういうことだろうか。かれはみずからが批判

した絶対主義に逆戻りしてしまったのだろうか。本章の最後に、かれが美的価値の絶対性ないし

相対性の問題についてどのような決着をつけたのかについて論究していくことにしよう。 
 ガイガーが相対主義的美学、とりわけ、そのひとつである心理学的美学を批判するのは、それ

が美的価値の相対性を補強しているにすぎないのであって、それを証明しているのではないか

らであった。かれはつぎのような仕方でも、相対主義、具体的にはその「歴史学的な論証」と「主

観主義的な論証」を批判している（vgl. BK, 460–3）。前者は、「美的な見方は移り変わる」（BK, 

460）ということを根拠に相対主義を結論づける。しかし、わたしたちの見方は、美的な領域よ

りも、理論的な領域においてよりいっそう移り変わるのであり、たとえば、古代ギリシャの芸術

作品が今日においても価値あるとされるのに対して、古代ギリシャの物理学的理論は今日にお

いてはもはや真理とされていない。物理学的な見方が移り変わるということを根拠に、物理学的

な相対主義を結論づけることはできないのと同様に、たとえ美的な見方が移り変わるとしても、

それを根拠に、美学的な相対主義を結論づけることはできない。そして、主観主義的な論証は、

美的価値をもつのは「各人の意に適うもの（was jedem gefällt20）」（BK, 461）であるにすぎないと

いうことを根拠に、相対主義を結論づける。しかし、わたしたちは、より多くのひとの意に適う

ものが、よりいっそう価値あるものであると評価するわけではない。たとえば、「わたしたちは、

たとえある流行歌がどれほど多くのひとの意に適うとしても、どうしてもそれを粗悪であると

おもってしまう」（BK, 461）。「だれもが良い芸術作品と悪い芸術作品を区別し、だれもが、まさ

に芸術家と駄作者が存在するが、個人の適意が、また個人の多数派の適意がそれにかんして決定

するわけではない、ということを知っているのである。」（BK, 462）ガイガーは、以上のような

仕方において相対主義を批判するのであるが、もちろん、それをもってして絶対主義が帰結する

わけではないこともみとめている。 

 ところで、かれは美的価値の体験の仕方として正当であるのは、「享受（Genuß）」ではなく、

「適意（Gefallen）」であると主張している（vgl. 426–30）。というのも、かれによれば、享受と

は、結局のところは、「対象によって呼び起こされる自己享受」（BK, 429）であるにすぎないの

に対して、適意こそが「対象の価値についての適意」（BK, 429）であると言えるからである。こ

れら享受と適意の差異については第６章において確認することにしたいが、かれは適意とその

特性のうちに、美学において相対主義が台頭せざるをえなかった所以もみとめている（vgl. BK, 

463–9）。かれは「外界の事実の把捉の器官」（BK, 463）としての知覚と対比するかたちで、「美

的価値の把捉の器官」（BK, 463）としての適意の特性がつぎのことにあることを指摘している。

第一に、わたしたちは他人の知覚を、自分自身の知覚を代理しうるものとして信頼するのに対し

て、他人の適意を、自分自身の適意を代理しうるものとして信頼しない。第二に、外界の認識に

おいて推論を、知覚を代理しうるものとして信頼するのに対して、美的価値の把捉において推論

を、適意を代理しうるものとして信頼しない。第三に、複数の知覚（や知覚と推論）が相互に矛

盾する場合、一方の知覚を正しいものとして、その矛盾を止揚することができるのに対して、複

数の適意――自分と他人の適意、昨日の自分と今日の自分の適意など――が相互に矛盾する場

 
20. 原文では「eas jedem gefällt」となっているが、誤植であると判断した。 
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合、一方の適意を正しいものとして、その矛盾を止揚することができない。ガイガーは以上の三

つの特性を「適意の自給自足
、、、、、、、

（die Aurarkie des Gefallens）」と呼ぶが、要するに、美的価値の有無

については「自分自身の現在の適意が最後の決定権をもつ」（BK, 469）のであり、そのことから、

唯一相対主義だけが可能であるようにおもわれてしまうのである。「美しいのはわたしにとって、

わたの意に適うものであり――美しいのはわたし以外の各人にとっては、各人の意に適うもの

である」（BK, 469）と。 

 しかし、ガイガーによれば、わたしたちは、批評家がしているように、みずからの適意を「根

拠づけ（begründen）」、「正当化する（rechtfertigen）」ことができる（vgl. BK, 472–7）。かれは事実

としての享受を、ある対象に美的価値があることを肯定ないし否定する「姿勢どり

（Stellungnahme）」としての適意と区別し、前者は事実として明示するか、せいぜい主観的にし

か根拠づけることができないのに対して、後者は客観的に根拠づけ、正当化することができると

主張する。わたしたちはある芸術作品、たとえばある過去の流行歌を、その思い出深さゆえに享

受しながらも、その価値を否定することがあるのではないだろうか（vgl. auch BK, 428f.）。この

場合、享受を根拠づける思い出深さという主観的な条件はあるが、その流行歌それ自身、そのメ

ロディーや価値のうちには、その価値を肯定すること、つまり、適意を根拠づける客観的な条件

がないのである。ガイガーによれば、「美的適意は、芸術作品のうちなる価値契機、適意を根拠

づける価値契機を明示することによって正当化される」（BK, 474）。かれはここで、カントによ

る快適にかんする判断と美にかんする判断の区別を批判的に踏襲している。カントにおいては

快適にかんする判断と美にかんする判断について、後者は普遍妥当性を要求する権利をもつが、

両者とも結局のところ、「対象にかんする判断ではなく、みずからの感情、対象にたいするみず

からの反応」（BK, 475）であるとされるが、ガイガーは上述のように、美にかんする判断とその

普遍妥当性の要求は対象の価値契機という客観的な根拠をもち、わたしたちはその価値契機を

明示することによって、その判断の正当化することができると主張するのである。 
 

 わたしたちの研究は、カントが〔事実を〕正しいしかたで観察し、誤ったしかたで解釈し

てしまったことを示した。つまり、美にかんする判断は、実際に、普遍妥当性の要求ととも

にあらわれる。美にかんする判断がこの要求を掲げることができるのは、この絵は美しいと

いう主張が、その絵の価値契機における客観的な正当化を求めるからである。この絵は美し

いという美的判断は、けっして
、、、、

反省判断、適意にかんする判断ではなく
、、

、適意のうちで把捉

された価値にかんする判断なのである。（BK, 476） 

 

それでは、ガイガーがカントの言う論理的判断と美的判断を同一視しているかと言うと、そうで

はない（vgl. BK, 477–80）。ガイガーはある適意の正しさを、推論や三段論法のような論理的
、、、

な
、

補助手段
、、、、

によって証明することはできないとみとめる。しかし、それでも、適意を、直観的な
、、、、

分
、

析
、
によって、つまり、ある対象の「総体的価値（Gesamtwert21）がそれに起因しているところの

〔個別的〕諸価値を明示し、感知すること（Erfühlen）」（BK, 479）によって客観的に正当化でき

ると主張するのである。 

 しかし、問題は、ある対象についての適意を根拠づけるその価値契機を明示すること――たし

 
21. 原文では「Gesamtwerk」となっているが、誤植であると判断した。 
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かにそのこと自体は可能であろう――によって、その適意がほんとうに普遍妥当性をもちうる

かどうかであろう。ガイガーは、もちろん、ある適意がその普遍妥当性を要求するからといって、

それを実現することができるわけではないことをみとめる（vgl. BK, 480–2）。かれによれば、た

しかに、個々の
、、、

対象の美的価値とその個々の
、、、

評価、つまり、この
、、

芸術作品に美的価値があるかど

うかについては相対性があるものの、それでも、一般的な
、、、、

価値、つまり、一般的に
、、、、

美的価値とは

かくかくしかじかのものであるということについては絶対性を主張できる、あるいは、わたした

ちが個々の美的対象を分析する場合には、そのような一般的な価値の絶対性を前提しているの

である。 

 

 芸術史学や芸術学が行うような芸術作品の個別分析は、一般的な価値契機（die allgemeinen 

Wertmomente）を反省することなしに用いている。個別分析は、描写のみごとな統一性につ

いて、失敗した心理学的な性格描写について、線の強い表現力について話題にする。批評家

は、描写の統一性、心理学的な性格描写、線の強い表現力が芸術的な価値を具現していると

いうこと、それらはあらゆるひとによって芸術的な価値として承認されるということ、批評

家はその価値にもとづいて芸術作品の総体的価値ないし無価値を根拠づける権利をもつと

いうことを前提しているのである。 

 批評家は、他のひとが、もし価値を実際に発見しさえすれば
、、、

、同様の仕方で反応しなけれ

ばならないと確信している。ひょっとすると、かれは同様の仕方で反応しないかもしれない

――なぜなら、そのこと〔同様の仕方で反応するということ〕は無条件的に必然的であるわ

けではなく、それは別問題であるからである――が、わたしたちはそれを期待するのである。

批評家はかれを価値にたいして注意させ、価値を取り出すよう試みるのである。（BK, 480f.） 

 

ガイガーによれば、批評家が、たとえば、この文学作品はその優れた心理学的性格描写のうちに

価値をもつと分析する場合、その文学作品の価値を、「価値傾向（Wertrichtung）」（BK, 481）――

ガイガーははっきりと説明していないが、「一般にこういうものが価値をもつ」ということ――

を主張することによって根拠づけているのであり、批評家はみずからの適意の正しさを証明
、、

す

ることはできないが、そのような仕方において根拠づけることができる。そういうわけで、ガイ

ガーは、個々の対象の美的価値とその個々の評価の相対性と両立させるかたちで、一般的な価値

の絶対性、ないし、「絶対的な価値基礎（Wertfundament）」（BK, 482）があることを主張するので

ある。 

 ガイガーは、従来の絶対主義的美学のなかに自律的な絶対主義的美学があったことをみとめ

ていたが、それについては、ある個別的な価値原理、たとえば「多様性中の統一」という価値原

理が、唯一の、普遍的で、絶対的な価値原理であると主張したことを批判していた22。かれ自身

は、そのような価値が一般的な価値として絶対性をもつことをみとめつつも、他の異なる価値と

相互に対立することもみとめている。しかし、かれはそのことを根拠に、相対主義の立場をとる

のではなく、一般的価値の絶対性とその多元性を両立させるかたちで「多元論（Pluralismus）」の

立場をとる（vgl. BK, 482–4）。 

 

 
22. 本論の第４章、第２節、第１項を参照。 
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簡素な寛大さはひとつの価値である――簡潔な筆使いにおいて大まかな線だけを際立たせ

る作品は、細分化され、繊細に組織しつくされている作品と同様に、価値がある。ミケラン

ジェロの力、ベートーヴェンの巨大さは、ロココ様式の愛らしさやヘレニズム様式のアフロ

ディーテの柔和さと同様に、ひとつの価値である。ヴェルフリンはルネサンス様式の明瞭さ

を、バロック様式の不明瞭さにたいして価値的に対置した。幾何学的な芸術様式の厳密な数

学的形式は、けっしてそのような束縛を許容しない写実主義の生動性の価値に対立してい

る。どんな価値も、それ自身において、絶対的で独裁的（souverain）である――どんな価値

も現実化の領域においては、同様に絶対的で独裁的であるところの他の諸価値と衝突する。

個々の芸術作品は、みずからをどの独裁（Souveraintät）に服従させようとするのかを選択し

なければならない。つまり、個々の芸術作品は、大まかな線を際立たせると同時に、細分化

されていることはありえないのである（es kann nicht zugleich großlinig und differenziert sein）。
（BK, 483） 

 

ガイガーはこのように従来の絶対主義が主張する統一的な基準の存在も、相対主義が主張する

基準の欠如を否定し、一般的価値の多元性ないし基準の多数性を主張するというかたちで、絶対

主義の立場をとるのである。 

おわりに 

 最後に、ガイガーが主張する美的価値の客観性と絶対性、その主張の是非についてコメントし

ておきたい。かれはＭ・シェーラーのような一般的価値論を公刊していないが、遺稿「芸術の意

義」の編者である W. Henckmann は、ガイガーが、価値と評価を区別することによって、評価が

相対性をもつのに対して、価値は「純粋な客観性、それどころか絶対性さえも」（Henckmann 1976, 

571）もつと主張したと解釈している（vgl. Henckmann 1976, 569–71; auch 太田 1987, 191）。ヘン

クマンがここで依拠しているのはガイガーの遺稿「実存哲学入門」（1943年）における発言であ

り、たしかに、ガイガーはそこで、「事実の性質ないし質」（IEP, 270）としての価値と「個人の

作用」（IEP, 270）としての評価を区別し、前者の客観性――かれの論述は非常に手短であり、か

れ自身がここで明言しているわけではないが、これも直接的態度における現象学的客観性を意

味していると理解してしかるべきだろう――を主張している（vgl. IEP, 269–71）。そして、価値

のそのような客観性の問題と絶対性ないし相対性の問題とを区別したうえで、価値には「評価す

る個人の創造的作用」（IEP, 270）に依存し、それゆえ相対的なものと、そのようなものに依存せ

ず、それゆえ絶対的なものとがあると主張している。ガイガーは相対的な価値の例としては、カ

ントの言う快適なものの価値を、絶対的な価値の例としては、美しいものの価値を挙げており、

このことから、ガイガーがなんらかの意味において
、、、、、、、、、、、

美的価値が絶対性をもつとかんがえていた

ことは間違いないと言えるだろう。しかし、第４章において確認した絶対主義的美学の批判、そ

して、本章において確認した――個々の美的対象の個別的な
、、、、

美的価値ではなく――一般的な
、、、、

美

的価値の絶対性の主張をふまえるならば、かれが、ある
、、

美的対象の価値が絶対的なものとして―

―ある個人ばかりではなく、万人に――妥当すると主張したと解釈することはできないだろう。

ただし、かれは美的体験論において正当な美的体験と不当な美的体験を区別しているが、かれの
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論述は、わたしたちは、正当な美的体験を実現することによって、ほんとうに価値あるものと価

値のないものとを見極めることができる、と主張しているかのような印象をあたえることも否

定できない。 

 いずれにせよ、わたしたちは直接的態度をとるかぎりにおいて
、、、、、、、、、、、、、、、

、美的価値を客観的なものとし

て――客観的妥当性ではなく、客観的所与性をもつものとして――見出すばかりではなく、さら

に、一般的な美的価値、つまり、一般的に美的価値とはかくかくしかじかのものであるというこ

との絶対性を信じているようにおもわれる。もちろん、わたしたちはある対象の美的価値にかん

する評価が相対的であることを知っているばかりではなく、わたしたちの評価が相対的である

ことは事実でもある。それでも、まさにガイガーが主張したように、わたしたちがある対象を美

的に価値あるものとして評価し、他者がそのように評価しない場合、わたしたちがその価値に気
、

づいている
、、、、、

のに対して、他者はそれに気づいていない
、、、、、、、

だけであると信じているのではないだろ

うか。わたしたちが気づいている価値に他者も気づきさえすれば、その対象の評価は一致するは

ずである、というように。美術史や芸術批評が芸術作品を問題とする場合、そのようなことを前

提しているはずであるし、特定の芸術作品の価値の絶対性ではなくとも、一般的な価値の絶対性

を前提せざるをえないだろう。ただし、ガイガー自身がそのような一般的な価値の絶対性を、直

接的態度において主張していたのか、あるいは、形而上学的意味において主張していたのかとい

うことについては明確ではない。いずれにせよ、もしわたしたちが、この多様性と相対主義の時

代において、依然として美的対象を学的に問題にしようとしつづけようとするとすれば、価値の

問題を回避するのではなく――ガイガーはそれが原理的に不可能であると主張していた――、

ガイガーの言う一般的な美的価値にかんする、あるいは少なくとも、たとえそのような一般的な

美的価値の絶対性を主張できないとしても、わたしたちはどのようなものを美的価値として意

識しているのかということにかんする、間主観的な認識を成立させることが不可欠であるだろ

う。 
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第６章 美的体験論 

はじめに 

 ガイガーは論文「美学」などにおいて、美学が美的価値を問題とせざるをえず、美的価値の本

質や美的価値以外のものとの差異を研究しなければならないと主張していたが、それと同様に、

美的
、、

体験と正当な
、、、

美的体験の本質、非美的
、、、

体験や不当な
、、、

美的体験との差異をも研究しなければ

ならないと主張していた。かれは、美学的な研究として、美的価値やそれをもつ美的対象のそれ

をもっとも重視しているものの、それらの体験についての研究が不要であると主張しているわ

けではない。むしろ、美的体験論は、美的価値を研究するさいにそれにもとづくべきところの十

全的な態度と美的価値とその正当な体験がわたしたちにとってもつ意義を解明するために、非

常に重要なのである。そこで、本章においては、美的体験の本質と非美的な体験との差異につい

ての研究として、論文「美的享受の現象学への寄与」における美的享受論を、論文・講演集『美

学への通路』や遺稿「芸術の意義」における正当な美的体験と不当な美的体験、美的価値とその

体験がもつ実存的意義の問題について論究していくことにしたい。 

第１節 美的享受論：美的な体験と非美的な体験 

 ガイガーは、心理学的美学やカントが、美的価値を、わたしたちの感情や評価のような心理的

な事実を対象のうちへと eindeuten したものとして把握したことを批判していた。たとえば、リ

ップスによれば、美とは、自我のうちに美の感情という効果を生み出すという客観の能力の名、

つまり、自我のうちで生み出された美の感情という心理的な効果をその客観のうちへと

eindeuten したものであるということになるが（vgl. BK, 432–6）、ガイガーはそのような見方を、

美的価値が現象学的な客観性をもつ、つまり、「対象において眼前に見出される質」（BK, 433）

であることを根拠に、批判したのである。ガイガーは、リップスのように美的価値を心理的な効

果として研究する立場を効果美学と、みずからのように美的価値をあくまで客観的な価値とし

て研究する立場を価値美学と呼ぶ。そして、これら二種類の美学が存在することの所以のひとつ

を、わたしたちが美的価値を体験する仕方に二種類のものが存在することのうちに見出してい

る（vgl. BK, 426–30）。その二種類のものが「享受（Genuß）」と「適意（Gefallen）」であり、かれ

によれば、美学は、享受から出発することによって効果美学となり、適意から出発することによ

って価値美学になる。かれは享受と適意は「その構造において異なり、心的領界におけるその地

位において異なり、とりわけ、美的価値の経験にとってのその意義において異なる」（BK, 427）

と主張し、前者をその地位や意義において低く評価するのに対して、後者を高く評価するのであ

る。しかしながら、わたしたちが美的対象を体験するのは、多くの場合、それを享受するため、
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より日常的な表現をすれば、楽しむためであるだろう。それにもかかわらず、どうしてガイガー

は享受という体験の仕方を低く評価するのだろうか。まず、その所以を、かれの論文「美的享受

の現象学への寄与」（以下、「寄与」と略称する）における美的享受論をもとに、確認していきた

い。 

 ガイガーは多くの美学的著作において、美的対象や美的価値の研究を、美的作用や美的体験の

研究よりも重視しているが、この「寄与」においても、「美的対象の現象学に先立って、美的享

受の現象学を行うことは無意味であろう」（BPG, 568）と主張している（vgl. BPG 568–73）。なぜ

なら、美的対象が異なれば、その美的享受そのものも異なるものになるからである。しかしなが

ら、異なる美的対象の美的享受といえども、美的享受であるかぎりは、美的享受にあって、非美

的享受にはない共通の統一的なメルクマールをもつと主張し、それを現象学的に分析すること

をこの「寄与」の課題として設定している。この「寄与」が現象学的な
、、、、、

研究であるということの

意味には、ふたつのものがある。第一に、それは演繹でも帰納でもなく、本質直観にもとづく
、、、、、、、、、

研

究であるということを意味している。これについて説明は不要だろう。第二に、それは価値美学

的な研究ではなく、記述的
、、、

な
、
研究であるということを意味する（vgl. auch BPG, 575–7）。価値美

学的な研究とは、文字どおり、美的価値の研究を意味し、それが美的体験を問題とする場合には、

正当な
、、、

美的体験と不当な
、、、

美的体験、つまり、美的価値の体験としての正当・不当の差異を問題に

することになる。それに対して、「寄与」は記述的な研究として、正当な美的体験と不当なそれ

との差異ではなく、たんに美的な
、、、

体験と非美的な体験
、、、、、、

との差異を問題にするのであり、しかも、

かれは、美的価値をもつ対象の体験にも、美的価値をもたない対象の体験にも、美的なものと非

美的なものがあると主張する。つまり、かれによれば、美的
、、

対象を美的に
、、、

体験することも非美的
、、、

に
、
体験することも可能であり、非美的

、、、
対象を美的に

、、、
体験することも非美的に

、、、、
体験することも可

能なのである。そして、「寄与」では体験の仕方のひとつとしての享受の美的・非美的の差異だ

けが問題になるわけである。また、「寄与」が記述的な研究であるとは、それが説明的な研究で

はないということも意味しているが（vgl. BPG, 577–84）、これについても説明は不要だろう。 

 美的享受の本質を解明するには、美的
、、

享受と非美的
、、、

享受の差異よりも、まずは、享受
、、

とそれ以
、、、

外
、
の体験の差異を解明しなければならないだろう（vgl. BPG, 584–97）。そのため、ガイガーは、

美的享受の本質を非美的享受との対比のもとで解明するに先立って、享受の本質を「喜び

（Freude）」との対比のもとで解明しようとする1。かれは、最終的に、享受の本質契機として九

つのものを提示しているが2、ここではそのうちのいくつかだけを取り上げることにしよう。 

 
1. ガイガーは、「Freude」には「Freude über etwas」と「Freude an etwas」があるとし、享受を、後者では

なく、前者の意味における Freudeと対比する。というのも、後者の意味における Freudeは享受と同様の体
験を意味しているからである。たしかに、『独和大辞典』によれば、「sich4 über et.4 freuen」は「（すでに起
こった事柄やその結果に関して）…を喜ぶ〈うれしく思う〉」を、「sich4 an et.3 freuen」は「（現在進行中の
事柄や目の前の現象に関して）…を楽しむ〈喜びをもって味わう〉」を意味する。 

2. ガイガーはつぎのように享受の九つの本質契機を提示している（vgl. BPG, 627–9）。「１．享受は無動
機的（motivlos）である。２．享受の客観は「豊かで充たされたありさま（Fülle）」をもつ。３．すべての享
受は「自我関与（Ichbeteiligung）」をもつ。４．享受は受容体験（Aufnahmeerlebnis）である。５．享受はけ
っして客観にたいする姿勢どり（Stellungnahme zum Objekt）を含まず、客観への専心（Hingabe an das Objekt）
を含んでいる。６．享受は自我に中心化されて（ichzentriert）いる。７．享受は（傾向としては）自我充実
的（das Ich erfüllend）である。８．享受は自我の被触発性（Ichaffiziertheit）である。９．享受は、真剣、気
楽、深いのような、それをより詳細に規定する特定の色合いと質を示す。」（BPG, 627）。ただし、これらは
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第１項 享受とはなにか 

 まず、享受の本質はどこにあるだろうか。享受にも喜びにも、「快の体験」であるという点、

また、「感情客観（Gefühlsobjekt）」をもつという点は共通している。感情客観をもつとは、享受

や喜びが「それにたいして向けられる客観、それに注がれるところの対象」（BPG, 586）をもつ

ということである。たとえば、わたしはメロディーを
、、、、、、

享受したり、友人がやってくることを
、、、、、、、、、、、

喜ん

だりするのであり、場合によっては、同様の客観、たとえば、休日を享受することも、休日がや

ってくることを喜ぶこともある。しかし、享受と喜びには、前者には「感情動機（Gefühlsmotiv）」
が存在しないのに対して、後者には存在するという差異がある。つまり、たとえば、あるひとが

友人がやってくることを喜ぶ場合、「なぜ
、、

あなたは友人がやってくることを喜ぶのか」と問うこ

とができるのであり、その問いにたいして、たとえば、「一緒に遊ぶことができるから
、、

」と答え

ることができるのである。とはいえ、享受についても、「なぜ
、、

メロディーを享受するのか」と問

い、「そのメロディーは美しいから
、、

」と答えることができるようにもおもわれる。しかしながら、

ガイガーは、喜びと享受とでは、その「なぜ」や「から」の種類が異なると主張する。つまり、

「なぜ」や「から」は、喜びにおいては感情客観の外部
、、

にあるのに対して、享受においてはその

内部
、、

にある。たとえば、一緒に遊ぶことができるから、友人がやってくることを喜ぶ場合、「一

緒に遊ぶことができる」ということは「友人がやってくること」の外部にある。そのため、もし

一緒に遊ぶことができなくなってしまうとすれば、友人がやってくることを喜ぶこともできな

くなってしまうのである。ガイガーは、このように感情客体の外部にある「なぜ」や「から」を

動機と呼ぶ。それに対して、美しいから、メロディーを享受する場合、「美しい」ということは

「メロディー」の内部にある。つまり、「なぜ」や「から」が「感情客観それ自身におけるひと

つの側面」（BPG, 590）になっているのである。そのため、メロディーをその美しさゆえに享受

するということは、そのメロディーの外部にある動機によって理由づけられることを必要とせ

ず、そのメロディーの内部にあるものによって理由づけられるだけで十分なのである。 

 

享受を理由づける（begründend）契機は感情客観それ自身におけるひとつの側面、つまり、

ワインの渋み、メロディーの生きいきしたさま、人間の四肢の上品さである――それは感情

客体の内部
、、

にあるが、動機づけられた体験においては外部
、、

にあったのである。わたしの喜び

を動機づけたのは、わたしの友人がやってくることにおけるひとつの側面ではなく、このや

ってくることになんらかの仕方で連関しているなにかである。（BPG, 590） 

 

このように享受は、「その客観を超え出て、享受を動機づける他のなにかを指示しない」（BPG, 
588）のであり、その意味において、「無動機性（Motivlosigkeit）」をもつのである。ガイガーは

感情客体の外部にある理由、つまり、動機と感情客体の内部にある理由を区別するだけではなく、

それらを感情の原因、それも現象的な原因と実在的な原因と区別したり、感情の動機と感情を希

求することの動機を区別したりなどもしているが、それらの詳細については割愛することにし

たい。 

 つぎに、享受の本質契機として、享受の客観が「豊かで充たされたありさま（Fülle）」をもつ

ということを取り上げておこう（vgl. BPG, 597–603）。わたしたちの意識の対象には、享受する

 
享受のすべての本質契機を汲み尽くしているわけではないと補足している。 
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ことができるものとできないものとがある。たとえば、わたしたちは人間という類や概念、１と

いう数、同等性や類似性のような関係を享受することができない。それに対して、わたしたちは

人間という類や概念そのものを享受できなくても、それらについて思考することやなにかを意

志すること、みずからの気分や感情のような心理的対象（広い意味での対象）や、そしてなによ

りも、わたしたちが見ている人間、そのかたちや色のような感性的‐直観的な対象などを享受す

ることができる。享受の対象になりえないものとなりうるものには、その与えられ方
、、、、、

における差

異があるのであり、前者は普遍的なもの、抽象的にしか与えられない空虚なものであるのに対し

て、後者は個別的なもの、「具体的に（greifbar）」与えられるという意味で豊かで充たされたあり

さまをもつものである。享受を喜びから区別しようとする場合、享受の客観が個別的で具体的な

対象
、、

であるのに対して、喜びの客観は事態
、、

の存立である――つまり、前者はモノであり、後者は

コトである――として区別することができるようにおもわれるが、ガイガーは、喜びの客観が事

態にかぎられることについては肯定しつつも、享受の客観が対象にかぎられるということにつ

いては否定する。わたしたちは、たとえば、他人が不幸になるということ
、、、、、

を喜ぶこともできるが、

それを享受することもできる。しかしながら、他人が不幸になるということを喜ぶこととそれを

享受することは、客観が同じであっても、それを体験する仕方としては異なっている。つまり、

他人が不幸になるということを喜ぶには、その事態の「単純なわたしにとっての存在（das einfache 

Für-mich-dasein）」だけで十分であるのに対して、それを享受するには、その事態を「なんらかの

仕方でありありと思い浮かべ（sich vergegenwärtigen）なければならない」（BPG, 599）のである

3。この差異は、想像の体験、つまり、想像のなかで喜ぶことと想像のなかで享受することの比

較において判明になる。わたしたちは、他人が不幸になるということを想像して喜ぶ場合、その

事態が存立することを仮定
、、

するだけで十分であるのに対して、それを想像して享受する場合、そ

の事態の具体的なありさま
、、、、、、、、

、たとえば、他人が不幸になって絶望的な表情をしているさまを表象
、、、

しなければならない。享受の客観は、そのような具体的なありさまや「生きいきしたありさま

（Lebhaftigkeit, Lebendigkeit）」という意味における豊かで充たされたありさまをもつのである。 

第２項 享受と適意 

 「寄与」そのものにおいては価値美学的なこと、つまり、美的価値の正当な
、、、

体験と不当な
、、、

体験

との差異は問題になってはいないものの、ガイガーがこの論文において享受の本質契機として

提示している「客観への専心（Hingabe an das Objekt）」と「自我の被触発性（Ichaffiziertheit）」は、

価値美学ないし美的価値の体験における享受の位置づけを左右するものである。かれは、わたし

たちが美的価値などを体験する仕方として享受（Genuß）と適意（Gefallen）を区別していたが、

適意について補足する必要があるだろう。かれ自身が遺稿「芸術の意義」において「わたし〔ガ

イガー〕が知っている言語のうち、ドイツ語だけがふたつの体験の仕方をあらわす語を有する」

（BK, 427）と発言しているとおり、Genuß についてはそうではないとしても、Gefallen について

は日本語話者にとって理解しづらいものであるだろう。かれは以下のように、享受と適意という

 
3. わたしたちはある事態を構成する対象を知覚することはできるが、事態そのものを知覚することは

できないのである――モノを知覚することはできるが、コトを知覚することはできない――から、その事

態を現前的に（gegenwärtig）体験しているとしても、それを構成する対象を知覚するばかりではなく、その
事態をいわばひとつの場面としてありありと思い浮かべなければならないということだろう。 
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言葉の用法の差異を例示している（vgl. BPG, 573f.）。 

 

「この絵はわたしの意に適う（dieses Bild gefällt mir）」と「この絵はわたしを享受させる〔楽

しませる〕（dieses Bild bereitet mir Genuß）」というふたつの言表は、ふたつの内面的に異な

る体験を、たとえそれらがなんらかのしかたで連関しているとしても、意味している。適意

と享受の差異は、美学においてこそ、他の分野におけるよりも、さらにいっそう判明に示さ

れる。つまり、ひとは「わたしの友人はどれほどあなたの意に適いましたか？」と問うこと

ができるが、なにか含蓄ある意味においてしか「あなたはどれほどわたしの友人を享受しま

したか？」と問うことができないということ――わたしたちは神が人間の作品について適

意を見出すということが神の威厳とじつに両立可能であるとみなすが、享受する神という

ものは一神教的な神の表象の高みにとって無縁であるということ――は、たんなる言葉の

言い回し以上の問題である。同様に、反対の事例、適意については語られてはならず、享受

についてのみ語られてしかるべきである事例がある。つまり、ひとはワインについて享受を

もつが、そのワインが意に適わないということがあるのである。（BPG, 573f.） 

 

つまり、ワインの例からわかるとおり、ワインについて適意をもつことは、その価値の評価をふ

くみ、それを享受するということは、その価値の評価をふくむとはかぎらないわけである。実際、

わたしたちは、たとえば、なんら価値のない世間話を、それには価値がないとわかっていながら

も、享受することができるのである。ただし、ガイガーは適意と「評価（Werten）」をも区別す

ることができるかのような書き方もしている。かれは評価の例として、硬貨の価値の評価を挙げ

ており、それについて、「わたしはふたつの硬貨の価値を〔…〕なんらかの快感情が生じること

なしに確認、比較することができる」（BPG, 574）と発言している。それに対して、適意を、「け

っして知性的な「然り」や「否」ではなく」（BK, 428）、絵についての適意がそうであるように、

美的価値などにたいする「感情におうじた姿勢どり、前知性的な姿勢どり（eine gefühlmäßige, eine 

vor-intellektuelle Stellungnahme）」（BK, 428）であると定義している（vgl. BK, 427f.）。そのため、

適意とは、美的価値などについての感情的な評価、快や不快の感情におうじた評価であるのに対

して、適意と区別されるかぎりでの評価とは、金銭的価値などについての知性的な評価、感情に

おうじない評価と理解するのがよいのかもしれない。 

 いずれにせよ、ワインや絵がわたしの意に適ったり適わなかったりするということは、わたし

が、それらが価値をもつかどうかにたいして、肯定ないし否定というかたちで姿勢をとることを

意味する（vgl. BPG, 608–11）。それに対して、わたしたちはワインや絵を、それらがみずからの

意に適わずとも、享受することができるが、それは享受が上述のような姿勢どりではなく、「客

観への専心」であるからである。つまり、わたしたちがワインや絵を純粋に享受する場合、それ

らに「みずからを委ねる（sich überlassen）」というわけである。そして、享受のこの契機に関連

しているのが「自我の被触発性」という契機である（vgl. BPG, 615–20）。わたしたちがワインや

絵に適意をもつ場合、それらがもつ価値に関心をもっているのに対して、それらを純粋に享受す

る場合、それらやそれらがもつ価値ではなく、それらによって触発、刺激されているみずからの

状態に関心をもっていると言うことができるだろう。いわば「なんであれ、楽しめればよい」と

いうことである。ガイガー自身はここでは、適意ではなく喜びとの対比において、享受のこの契

機を特徴づけている。喜びにおいても享受においても、自我は対象――喜びにおいては広い意味
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での対象――にたいして向いているが、喜びの重点は対象側面に、享受の重点は自我の状態にあ

る。そのため、喜びが純粋な作用――志向的体験という意味での――であるのに対して、享受は

作用であるばかりではなく、自我が触発されているというその状態である。ガイガーは喜びと適

意の差異は、以下のように、それらにおける快の地位の差異として判明になるとも主張している。 

 
 喜びにおいては、この快は、対象にたいする方向のうちにともに巻き込まれている。つま

り、喜ぶことは快によって色づけられているのであり、それにおうじて、対象には明白な感

情性格4、わたしがそれにかんして喜ぶところの対象を、けっしてわたしを喜ばせない対象

から――あるいは、わたしの意に適う対象を、わたしの意に適わない対象から際立たせる感

情性格が付着している。 

 享受においてはまったくちがっている。対象方向に快は付着していないのであり、対象の

把捉も、対象に由来するものの受容も、その本性にしたがって、完全に快のないものであり、

自我の被触発性だけが快に色づけられている。たとえば、絵についての享受において、ひと

は、快が混じり込んでいるのが〔対象に向かう作用ではなく〕自我の被触発性、自我の被刺

激性であるということに判明に気づくだろう。対象に由来する契機は、いわば、自我を愛撫

し、そのうちに入り込み、そのようにして、快に色づけられた自我の被触発性を呼び起こす

のである。ようやくここから、快が放散し、総体的な享受体験におよぶかたちで放射するの

である。（BPG, 616f.） 

 

つまり、喜びや適意におけるのとはちがって、享受においては、対象やそれに向かう作用ではな

く、その対象によって触発、刺激された自我の状態こそが快に色づけられているというわけであ

る。そのため、自我がある対象について喜んだり、適意をもったりする場合、それは自己につい

ての喜び、適意ではなく、その
、、

対象についての
、、、、、、、

喜び、適意であるのに対して、自我がある対象を

享受する場合、それはその対象の享受ではなく、自己の
、、、

享受である。「すべての享受は、本来、

「自己」享受であり」（BPG, 617）、「「利害関心にとらわれて（interessiert）」いる」5（BPG, 617）。 

 ガイガーは、享受が以上のような本質契機をもつゆえに、価値美学として美的価値の体験とし

ての正当・不当を問題にする場合には、享受を低く評価するの対して、適意を高く評価するので

ある。遺稿「芸術の意義」においては、享受と適意を、（１）前者は対象にたいする「情動的な

反応」であるのに対して、後者は姿勢どりであるという点、その意味において、（２）前者は受

動的であるに対して、後者は能動的であるという点、つまり、（３）後者は、結局のところは、

自己享受であるのに対して、後者は「価値把捉（Werterfassen）」であるという点において対比し

ている（vgl. BK, 427–30）。「適意には分別があり（sehend）、享受は盲目（blind）である。」（BK, 

429）もちろん、ガイガーは、わたしたちが美的対象などを体験する場合、それを、純粋に適意

という仕方で、あるいは、純粋に享受という仕方で体験しているわけではなく、実際の美的体験

は両者の混合物であり、ある場合には適意が、またある場合には享受が優勢になると主張してい

 
4. この意味での感情性格は、自我の喜びにおうじて対象に付着するものを意味しているため、「気分感

入の問題について」の用語法における感情性格ではなく、感情調子に該当すると理解してしかるべきだろ

う。 
5. 喜びについては、利害関心にとらわれたものと利害関心にとらわれていないものの両方がありうる

と主張している。 
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る。しかし、それらを同一視することはできないのであり、ガイガーは、以下のように、ある対

象について適意をもつことなしにそれを享受する場合を例示している。 

 

 同じ客観を目の前にした享受と適意はとても判明なかたちで相互に区別されるため、そ

れらはまさにつぎのような葛藤の誘因になりうる。ひとは感傷的なメロディー、キッチュな

絵の無価値を判明なかたちでみとめることがある。そのメロディー、絵は意に適わないので

あるが、ところが、心理的なメカニズムが独り歩きする（seinen eigenen Gang gehen）ことが

ある。つまり、そのメロディー、絵がわたしたちを連れ去り（mitreßen）――わたしたちは

それらを享受するのである。わたしたちはこの享受を是認せず、それらを――そして、それ

をもって、享受者としてのみずからを――内面的に拒絶するのであり、美的な良心の声とい

うようなものがあるのだが、わたしたちの情動はそれを気にかけないのであり、わたしたち

は、引き続きまた、その感傷的なメロディー、キッチュな絵を、あたかも不適意がそれらの

無価値を発見しなかったかのように、それらにたいして「否」と言わなかったかのように、

享受するのである。（BK, 429） 

 

メロディーや絵を享受することにおいて、それらの価値について適意をもつことも不適意をも

つこともありうるが、ガイガーは、快適なものや性的なもの、スポーツの享受においては、そも

そも価値や適意というものが問題にならないことを指摘している。「わたしたちは温かい湯の享

受、性的な享受、船上パーティの享受、サッカーの試合の興奮の享受について話題にするが、性

的な適意、スポーツの適意などについては話題にしない。」（BPG, 429）これらの享受において重

要であるのは、対象ではなく、自我が触発されている状態ないし自我の情動的な反応だけであり、

そのような意味において、わたしたちは対象ではなく、自己を享受しているにすぎないのである。

対象が重要になるのは、せいぜい、そのような状態ないし反応を効果
、、

としてもたらす
、、、、、、、

かぎりにお

いてであるにすぎない（vgl. BK, 432–6）。そういうわけで、ガイガーは、美学が享受から出発す

ることによって効果美学になると主張していたのである。また、享受とは心理的な事実であり、

享受美学ないし効果美学にとって対象の価値とは、享受の原因であり、その対象に押しつけられ

たものであるにすぎず、そのような意味において、それもまたひとつの事実であるにすぎないか

ら、享受美学や効果美学は事実美学になってしまうのである。それに対して、適意において重要

であるのは、対象において眼前に見出される質としての価値であるから、美学は適意から出発す

ることによって価値美学になるというわけである。 

 以上のことを根拠に、ガイガーは享受を価値美学的に、つまり、美的価値の体験としては低く

評価するのである。とはいえ、かれは、享受を美的価値の体験から完全に排除するべきであると

主張するわけではない。むしろ、かれは、以下のように、美的享受こそが「美的なものの最終目

標」（BK, 506）であるとも主張しているのである（vgl. BK, 506）。 

 
 美的享受において美的体験は絶頂にいたる

、、、、、、
のであり、美的体験の意味とは美的享受であ

る。そのため、わたしたちはあくまでふたたび、美的なものの核心としての享受に投げ返さ

れる。わたしたちは、それによってわたしたちが美的価値を捕捉するところの器官を確認す

ることが重要であるかぎりで、享受を排除しなければならなかったが、美的価値の捕捉は、

それ自身、美的なものの最終目標であるわけではない。その最終目標とは美的享受である。
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（BK, 506） 

 

つまり、ガイガーは価値把捉をともなう享受とそれをともなわない享受とを同一視すること、そ

れゆえ、美的価値を目の前にして享受だけを重視する体験の仕方や、美的価値を享受を効果とし

てもたらすはたらきとして把握する見方を批判しているにすぎないのである。ただし、かれは、

享受そのものうちにも、美的な
、、、

享受と非美的な
、、、、

享受があり、それらの混同を批判する。ふたたび

「寄与」にもどって、かれの美的
、、

享受論を確認していこう。 

第３項 美的享受とはなにか 

 結論を先取りすると、ガイガーは美的享受を「対象の豊かで充たされたありさま
、、、、、、、、、、、、、、、

の利害関心
、、、、、

に
、

とらわれない
、、、、、、

観照において享受すること
、、、、、、、、、、、、

（ein Genießen in der uninteressierten Betrachtung der Fülle 

des Gegenstandes）」（BPG, 665）と定義する。美的享受もまた享受の一種である以上、無動機性の

ような本質契機を非美的享受と共有しているが、それは（１）観照
、、

のうちでの享受であり、（２）

その観照が対象の豊かで充たされたありさま
、、、、、、、、、、、、

についての、（３）利害関心にとらわれない
、、、、、、、、、、、

観照で

あるという点において異なるというわけである。２は享受一般の本質契機として提示されたも

のであるが、ここでふたたび提示されることの所以は後述する。あらかじめ注意しなければなら

ないのは、「寄与」においては、美的対象についての享受であるか、非美的対象についての享受

であるかにかかわらず、享受一般の内部における美的享受と非美的享受の差異だけが問題にな

っているということである（vgl. BPG, 630f.）。つまり、かれによれば、美的価値をもつ対象の美

的享受ばかりではなく、美的価値をもたない対象の美的享受がありうるのである。かれが非美的

対象の例のひとつとして挙げるのはワインであるが、わたしたちがワインを享受する場合、ワイ

ンを一気飲みして楽しむ場合と、ソムリエがするように、ワインの味を吟味しながら楽しむ場合

とがあるだろうが、かれは後者のような楽しみ方を美的享受と呼ぶのである。ただし、かれはそ

のような享受をあえて美的
、、

と特徴づけるべき所以を明示してはいない。これについては、おそら

く、かれはあくまで美的享受を、美的対象の享受としてふさわしい享受の仕方として把握してお

り、わたしたちはそれと同様の仕方において、非美的対象をも享受することができると主張して

いると理解するのがよいだろう。 

 第一に、美的享受とは「観照（Betrachtung）」ないし「静観（Kontemplation）」のうちでの享受

である（vgl. BPG, 630–6）。ガイガーは「自我と対象の隔置（die Fernstellung von Ich und Gegenstand）」

（BPG, 632）が観照の本質的なメルクマールのひとつであると主張する。「ある絵やメロディー

を観照するひとはそれらをみずからに対置し、それらをおのれから遠くに保つ――それらのう

ちに、そして、それらについて我を失いはしない」（BP, 631）。たとえば、ガイガーにしたがえば、

ワインを一気飲みして享受するのは「観照享受」ではないのに対して、ワインの味を吟味しなが

ら享受するのは観照享受であるが、それは、前者においては自我とワインがいわば一体化してい

るのに対して、後者においては自我とワインの「対立（Gegenüber）」（BPG, 633）が保持されて

いるからである。「観照は、対象がわたしにたいするまったき対置をもつこと、対立の保持

（Gegenüberhaltung）という固有の作用が存在すること――対象それ自身がわたしのうちに入り

込まないことを要求する。」（BPG, 632）かれは観照享受ではない享受として「活動享受」、たと

えば、スポーツや遊戯の享受があると主張する。わたしたちが、たとえば、ランニングにおいて
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自分自身の活動を享受する場合、その活動と一体化しているのであって、それを対象として保持

していない。それは活動の「うち（in）」での享受であって、活動に「ついて（an）」の享受では

ない。同様に、ワインを一気飲みして享受する場合も、ワインの味を「みずからのうちに流し込

み」（BPG, 634）、「わがものにし」（BPG, 634）、そのようにして「みずからのうちに引きずり込

む」（BPG, 634）。「このみずからのうちに引きずり込むことは、完全に自立的な対象としての客

観を廃棄し、味を身体感覚たらしめ、もはや、客観の対象的規定たらしめはしないのである。」

（BPG, 634）つまり、ワインの味が、ワインの性質として体験されるのではなく、自我の身体感

覚のようなものとして体験されているわけである。それに対して、わたしたちは、ソムリエがワ

インの味を吟味しながら享受するときのように、ワインの性質としての味とみずからの身体感

覚、とくにはその快適さとの対立を保持しながら、それを享受することもできるのである。この

ように、どんな対象であれ、「対象にたいする姿勢のとりかた」（BPG, 634）におうじて、それを

美的にも非美的にも享受することもできるのである。 

 また、ガイガーは、視覚や聴覚のようないわゆる高級感官の感覚であれ、味覚や触覚、嗅覚の

ような低級感官の感覚であれ、やはりそれにたいする姿勢のとりかたにおうじて、それを美的に

も非美的にも享受することができると主張する。たとえば、「わたしたちは素材の柔らかさ、石

の滑らかさを触れて享受することができる――が、しばしば、触覚印象は、むずかゆい感じ

（Kitzelgefühl）、なでることにおけるように、自分自身の身体感覚としても体験されうる」（BPG, 
635）。ただし、かれは、高級感官においては感覚対象と身体との接触が意識されず、感覚対象の

客観性が保持されるのに対して、低級感官においては接触が意識され、感覚対象が主観性へと解

消されるということのうちに、前者が美的享受における「特権的な感官」（BPG, 636）であると

されるそれなりの所以をみとめている。しかし、高級感官においても、たとえば、「ひとはある

対象の色をその対象から引き離し、そうしてそれを吸い込み、飲み込む」（BPG, 635）こともで

きるのである。いずれにせよ、美的に享受できるかいなかは、印象やその性格に左右されるので

はなく、それにたいするわたしたちの姿勢のとりかたに左右されるのである。そのため、おそら

く自分自身の活動や身体感覚について
、、、

の観照享受も、まったく不可能であるわけではないだろ

う。さらに、ガイガーは、気分や感情のような自分自身の体験について
、、、

の観照享受も可能である

と主張している（vgl. BPG, 636–42）。かれは、美的価値の体験としては、自我がみずからの外部

にある対象に注意を向ける「外方集中（Außenkonzentration）」が正当であるのに対して、みずか

らの内部にある気分などに注意を向ける「内方集中（Innenkonzentration）」を不当であると批判

するものの――これについては後述する――、自我は、みずからの気分の「うち」で内方集中し、

その「うち」で享受するばかりでなく、みずからの気分に「たいして（auf）」内方集中し、それ

に「ついて」享受する、つまり、みずからの気分の観照享受も可能であると主張するのである。

とはいえ、もしわたしたちが芸術作品を目の前にして、芸術作品そのものではなく、それによっ

て刺激されたみずからの気分について享受する場合、それは非美的享受ではなく、美的享受では

あるものの、その芸術作品についての「疑似美的な（pseudoästhetisch）享受」（BPG, 639）、それ

についての間接的な美的享受であるにすぎないのである。 

 第二に、美的享受とは「対象の豊かで充たされたありさま（die Fülle des Gegenstandes）」の観

照のうちでの享受である（vgl. BPG, 642–8）。ところで、ガイガーは美的享受も非美的享受もふ

くむ享受一般の本質契機として「享受の客観は「豊かで充たされたありさま」をもつ」（BPG, 627）

ことを提示していた。なぜかれは同じものを美的
、、

享受の本質契機として挙げているのだろうか。
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それは、わたしたちがある対象を享受する場合、その対象は豊かで充たされたありさまをもって

いなければならないものの、その対象にのみ関心をもって
、、、、、、、、、、、、、

享受する場合と、その対象の豊かで充
、、、、

たされたありさまに関心をもって
、、、、、、、、、、、、、、、

享受する場合とがあり、後者こそが美的な享受であると主張

するためである。かれは前者の例として以下のようなものを挙げている。 

 
愛国心ゆえに軍隊のあらゆる光景を、それが軍隊

、、
であるからこそ、享受するひとのもとでは、

観照の重点が、対象の豊かで充たされたありさまから対象それ自身に移動する――宗教的

信念をもつものとしてあらゆる賛美歌集の小詩――たとえその小詩がどんなに粗悪であろ

うとも――を享受するひとが享受するのは、与えられた客観であって、対象
、、

の豊かで充たさ

れたありさまとしての対象の豊かで充たされたありさま
、、、、、、、、、、、、

ではない。（BPG, 647） 

 
つまり、愛国者と宗教家はそれぞれの対象

、、
を観照して享受しているのであって、対象の豊かで充

、、、、

たされたありさま
、、、、、、、、

を観照して享受しているのではない。もちろん、享受であるからには、それら

の対象は豊かで充たされたありさまをもたなければならない、つまり、その対象は抽象的に思考

されるのではなく、具体的に知覚ないし表象されなければならない。しかし、かれらの関心は、

対象そのものにあるのであって、対象の豊かで充たされたありさまにあるのではない、つまり、

その対象がなんであるか
、、、、、、

にあるのであって、その対象がいかにして与えら
、、、、、、、、

れる
、、

のか
、、

にあるので

はないのである6。ただし、ガイガーは、わたしたちが対象の豊かで充たされたありさま、たと

えば、人間の色やかたちを観照して享受する場合においても、それを、あくまで人間の
、、、

色やかた

ちとして把握するのであって、純粋な感性的所与性――マッハにおける要素のようなもの――

として把握するのではないと主張する。対象の観照享受と対象の豊かで充たされたありさまの

観照享受の差異は、以下のような関心の差異である。 

 
日常的な態度に対する〔美的な態度の〕差異は判明である。日常生活においても、わたした

ちは常々、感性的な所与性7をとおりすぎて、その感性的な所与性がわたしたちに与えると

ころのものを透見している（hindurchsehen）。わたしたちには正当にも「わたしたちはある

人間
、、

を見る」と言うのであって、たとえば「わたしたちはある人間の色とかたちを見る」と

は言わない。しかし、まさにここで、美的な観照と日常的な観照との差異が判明になる。わ

たしたちがある人間と一緒におり、突然、わたしたちが会話しているその人間の光景がみず

からに美的な享受をあたえるかどうか自問する場合――たいていは、その人間が美しいか

醜いか自問する場合――、わたしたちは態度のうちに動きがあることに気づく。つまり、態

度が急変する。さきほど、わたしたちは感性的な与件をとおりすぎて直接に対象を見やって

いたが、いまは、意識の光が感性的な与件に立ち止まり、豊かで充たされたありさまに関心

をもつのであって、もはやこの豊かで充たされたありさまのうちで現れる〈なに
、、
〉には関心

をもたないのである。さきほど、わたしは色とかたちをとおりすぎて人間を透見していたが、

 
6. 対象と豊かで充たされたありさまを、対象とその「現れ（Erscheinung）」と言い換えることができそ

うにおもわれるが、ガイガーはそれを否定する。というのも、対象と現れの対立は、たとえば、物理学的

な音とその現れの対立として、認識論的に再解釈される危険があり、また、気分のような享受客観におい

ては、対象とその現れという対立は問題にならないからである。 
7. 原文では「Gelegenheit」となっているが、誤植であると判断した。 



第６章 美的体験論 

113 

いまや、その色とかたちを見る、しかしあくまでなお、ある人間の色とかたちとして見るの

である。（BPG, 645） 

 

以上のように、美的享受とは、豊かで充たされたありさまをもつ対象の
、、、

観照ではなくて、対象の

豊かで充たされたありさまの
、、、、、、、、、、、、、

観照のうちでの享受なのである。ガイガーは、美的享受が、対象の

豊かで充たされたありさまの観照のうちでの
、、、、、、、

享受であって、対象の豊かで充たされたありさま

の享受ではないことを強調しているが、それは、美的享受も、享受であるからには、結局のとこ

ろ、自己の
、、、

、つまり、自我が触発されている状態の享受であるからである。 

 第三に、美的享受とは「利害関心にとらわれない（uninteressiert）」観照のうちでの享受である

（vgl. BPG, 655–65）。ここで、ガイガーはカントにおける趣味判断の無関心性を再解釈しようと

する8。カントの『判断力批判』から引用しておこう。 
 

 わたしたちがある対象の存在の表象に結びつける適意は関心（Interesse）と呼ばれる。そ

のような適意は、それゆえ、つねに同時に、欲求能力にたいする関係を、その規定根拠とし

てか、あるいはすくなくとも、その規定根拠に必然的に連関するものとして、もっている。

しかし、ひとは、あるものが美しいかどうかが問題である場合には、わたしたちにとって、

あるいは、とにかくだれかにとって、事物の存在がなにか重要であるか、あるいはまた、た

んに重要でありうるかどうかを知ろうとしているのではなく、わたしたちがその事物をた

んなる観照（直観ないし反省）のうちでどのように判定するかを知ろうとしているのである。

（Kant 1790, 49） 

 

ガイガーは美的享受が、対象の存在についての享受ではないこと、それにとって、対象の存在と

その表象はどうでもよいということについては賛成する。わたしたちは想像のうちで、存在しな

い対象を享受することができるのであり、しかも、喜びとはちがって、そのために対象の存在を

仮定することすら必要としないからである。しかしながら、そもそも「わたしたちがある対象の

存在の表象に結びつける適意」を関心と同一視することについては反対する。というのも、たと

えば、「わたしが二国間の戦争を「関心」をもって見守ることは、わたしがそれを適意をもって

見守ることを意味しない」（BPG, 658）のであり、また、想像のうちで、存在しない対象につい

て、その対象の存在の表象をもつことなしに、関心をもつことができるし、あるものについての

関心、たとえば、数学についての関心は、数学の存在やその表象についての関心ではないからで

ある。このように、ガイガーは、カントによる関心概念の定義そのものについては反対するもの

の、カントにおける美についての適意、ガイガーにおける美的享受が欲求能力にたいする関係を

もたないということについては条件つきで賛成する。ガイガーは、そしてかれによれば、カント

自身も、美についての適意、美的享受が、事実上は
、、、、

、欲求を作動させうる、たとえば、想像の対

象を実現したい、存在する対象を所有したいとおもう欲求を活発化させうるのであり、そのよう

 
8. ここで、ガイガーは、カントにおける美についての適意と快適や善についての適意の区別を度外視

し、また、カントにおける適意と享受の区別を、「カントは両体験を切り離していない」（BPG, 655）とし
て、度外視し、適意ではなく享受を問題にしている。たしかに、カントは「快適さとは享受である」（Kant 
1790, 54）としながらも、快適さ＝享受を、美や善とならぶ適意のひとつとして位置づけている（vgl. Kant 
1790, 55–7）。 



第６章 美的体験論 

114 

な「心理学的な効果
、、

」（BPG, 657）をもつこともあるとみとめるが、それでも、なにかを純粋に

美的に享受するかぎりにおいて、それは欲求を活発化しないのである。ガイガーを補って言うと

すれば、わたしたちはある対象の豊かで充たされたありさまを観照して享受する場合、その対象

が、知覚的に与えられていようと想像的に与えられていようと――この場合、与えられ方、その

具体性や生きいきしたさまの度合いが同じであると仮定しなければならないが――、あるいは、

自分の所有下にあろうと他人の所有下にあろうと、同様に享受することができるのである。その

ような意味において、美的享受にとっては、欲求能力にたいする関係は本質的なものではない
、、、、、、、、、、

の

であり、美的享受は、その点において、喜び、願望――これらにとって欲求能力にたいする関係

は本質的である――とは区別されるのである。 

 ガイガーはカントの関心概念を、以上のように、つまり、カントが、ある対象についての適意

とそれについての関心を同一視するという点、関心をある対象の存在についての関心に限定す

るという点を批判する。ガイガー自身は関心を、さしあたり、「対象にたいする自我の姿勢どり

のある固有の形式」（BPG, 658）や「内的な関与（innere Anteilnahme）」（BPG, 659）として規定す

る。かれは関心一般
、、

の本質をそれ以上詳細に規定してはいないが、それは、「カントが関心それ

自身の定義において日常的な言語使用から極端に逸脱している」（BPG, 656）のに対して、それ

をふたたび日常的な意味において理解しなおすだけで十分であったからだろう。カントによれ

ば、快適や善についての適意が関心をともなうのに対して、美についての適意は無関心であるが、

ガイガーによれば、美についての適意や美的享受は、やはり、適意や享受の対象が重要であると

いう意味において、その対象にかんする関心をともなうのであって、対象が「どうでもよいこと

（Gleichgültigkeit）」という意味における「無関心性（Interesselosigkeit）」をもつのではないので

ある。とはいえ、ガイガーはカントの意を汲むかたちで、美についての適意や美的享受は、たと

えどうでもよいことという意味においては無関心ではないとしても、たしかに「利害関心にとら

われていないこと（Uninteressiertheit）」という意味においては無関心であると主張する。かれは

以下のように、「無関心性」と「利害関心にとらわれていないこと」を区別している。 

 

 関心のこの一般的な現象から、わたしたちが同様に「関心」として特徴づけるところの他

の現象が分かれる。わたしたちはいましがた、内的な関与としての関心について、なにかそ
、

のものに
、、、、

かんする
、、、、

（für etwas）、すなわち、芸術や政治そのものにかんする、古代の遺産その

ものかんする、あるいは、蝶の収集そのものにかんする関心について話した。しかし、ひと

は、なにかについて
、、、

（an etwas）関心をもつということを、まったく特殊な意味において語

る。だれかあるひとが競馬そのものにかんして
、、、、、、、、、

関心をもつが、かれは、けっして、まさにこ

の特定の馬が勝つということについては関心をもたないのである（すなわち、かれは、たと

えば、この馬に賭けなかったというわけである）。わたしたちは、この後者の意味において

「利害関心にとらわれていること（Interessiertsein）」と「利害関心にとらわれていないこと

（Uniteressiertheit）」について語るのであって――「関心をもつこと（Interesse haben）」と「無

関心性（Interesselosigkeit）」について語るのではない。無関心な人間は、しばしば、けっし

て、「もっとも利害関心にとらわれた」人間であるとはかぎらない。（BPG, 659） 

 

つまり、わたしたちが競馬に関心をもつ場合でも、競馬そのもの、たとえば、競走馬が美しく走

っているさまに関心をもつ場合と、競馬に関心をもってはいるものの、競馬そのもの、競走馬が
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美しく走っているさまなどはどうでもよく、みずからが賭けた馬が勝つことによって得られる

利益にしか関心をもたない場合とがあるわけである。ガイガーは前者の関心を「利害関心にとら

われていない関心（uninteressiertes Interesse）」と呼び、後者を「利害関心にとらわれた関心

（interessiertes Interesse）」と呼ぶ。わたしたちが競馬に利害関心にとらわれていない関心をもつ

場合には、競馬という対象そのものの本性ゆえに関心をもつのに対して、利害関心にとらわれた

関心をもつ場合には、その対象がもつ「自己（Selbst）」にたいする関係、あるいは、利益のよう

な、なにか他のものにたいする関係――これも、結局のところは、自己にたいする関係をもつ―

―ゆえに関心をもつのである。 

 ガイガーはある対象を、その対象がもつ自己にたいする関係ゆえに関心をもって享受する場

合の例として、自分の気分や自作の詩を、端的に享受するのではなく、それが自分の
、、、

気分、自作
、、

の
、
詩であるゆえに、つまり、「わたしのもの（Mein）」（BPG, 650）であるゆえに享受することを

挙げている（vgl. BPG, 650–3）。そのような享受のうちには「わたしのものであることの強調

（Meinbetonungen）」（BPG, 650）、「「自己」の強調（»Selbst«betonung）」（BPG, 650）が見出され

るのである。ガイガーはそのような享受を「本来的な自己
、、

享受」（BPG, 650）として、他の享受

から、当然、美的享受からも区別するのである。「まさにわたしに
、、、、

帰属しているものという意味

における「自己」が遮断されているということが、まさに、すべての美的享受のひとつの特異な

性質である。」（BPG, 652）しかしながら、かれは享受一般の本質契機として、それが自我の被触

発性――自我が触発されている状態の享受――であり、自己の享受であることを提示していた。

かれによれば、たしかに、すべての享受は、それゆえ、美的享受も、そのような意味において自

己の享受であり、利害関心にとらわれている。しかし、かれは、わたしたちがある対象を観照し

て享受する場合、その対象の観照者としては利害関心にとらわれておらず
、、、

、それと同時に、享受

者としては利害関心にとらわれている
、、

ことが可能であると主張する。たとえば、わたしたちが、

一方で、みずからが生まれ育った場所の風景を、それがまさにみずからの
、、、、、

生まれ育った場所の風

景であるゆえに関心をもって観照し享受する場合と、他方で、それがみずからの生まれ育った場

所の風景であるかどうかにかかわらず、その風景の美しさゆえに関心をもって観照し享受する

場合の両方がありうるだろう。どちらの享受も、結局のところは、自我が触発されている状態の

享受であるという意味において自己の享受であり、利害関心にとらわれているのだが、前者はま

さに自己にたいする関係ゆえにその風景に関心をもつのに対して、後者はその風景そのものの

本性ゆえに関心をもっているのである。ガイガーは、このように、利害関心にとらわれた観照
、、、、、、、、、、、、

と

利害関心にとらわれていない観照
、、、、、、、、、、、、、、、

を区別したうえで、美的享受を対象の豊かで充たされたあり

さまの利害関心にとらわれていない観照
、、、、、、、、、、、、、、、

のうちでの享受と規定しているのである。 

 以上が、ガイガーの美的享受論である。「寄与」においては体験の、具体的には享受の美的・

非美的の差異が問題であったのであり、美的価値の体験の正当・不当の差異は問題になっていな

かったものの、かれが、美的価値の体験として、適意を高く評価するのに対して、享受を低く評

価することの所以を確認することができた。つまり、適意が価値の把捉であるのに対して、享受

一般は、それゆえ、美的享受もまた、結局のところは、自己の享受なのである。その一方で、か

れは遺稿「芸術の意義」において美的なものの最終目標は美的享受であるとも主張していたが、

それもあくまで、享受者が美的価値を把捉するかぎりにおいてのことであった。第２節において

は、まさに正当な美的体験と不当な美的体験との差異について確認していきたい。 
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第２節 ディレッタンティズム批判：正当な美的体験と不当な美的体験 

 ガイガーは美的価値や美的対象の研究が最優先の課題であると主張しながらも、かれの美学

的研究の多くが美的体験のそれによって占められている。そのことの所以を、『美学への通路』

の「まえがき」における以下のかれの発言から察知することができるだろう。 
 

 美学への通路は、結局のところ、わたしたち自身の美的体験
、、、、、、、

のうちにある。どれほど深淵

な形而上学も、どれほど才気あふれる思想の構築物も、けっして、自分自身の体験に取って

代わることはできない。しかし、もし美的体験が萎縮し、不純になり、非美的な傾向を混入

させられているならば、どうだろうか？ そうであるならば、自分自身の体験をとおる道は

間違った道になり、学問的美学への通路は閉鎖され、美的体験の無規律が美学という学問に

とっても命取りになるのである。（BK, VI） 

 

つまり、かれからすると、わたしたちは、もはや美的価値の体験と呼ぶことのできないものを美

的価値の体験として呼んでいることがあるのであり、かれは論文「芸術的体験におけるディレッ

タンティズムについて」（1928年）において、そのようなわたしたちのありかたを「ディレッタ

ンティズム（Dilettantismus）」と呼んで批判している。まずは、かれのディレッタンティズム批

判について確認していこう。 

 ディレッタンティズムとは、「芸術や学問を趣味や道楽として愛好すること」（『デジタル大辞

泉』）を意味する9。ガイガーはこの論文の題名にあるとおり、「芸術的体験におけるディレッタ

ンティズム」を批判するのであるが、これは価値美学的に、芸術作品の不当な体験の仕方
、、、、、、、、、、、、、

を意味

している（vgl. ZÄ, 4f.）。かれは「寄与」における美的享受論においては、美的価値や芸術的価値

の体験であるかどうかにかかわらず、体験、具体的には享受の内部における美的・非美的の記述

的な差異を問題にしていたが、この論文においては、美的価値や芸術的価値の体験としての正

当・不当という価値美学的な差異を問題にする。かれはつぎのような「美的体験の基本原理」（ZÄ, 

5）、すなわち、「芸術作品ないし美的対象の価値に起源を
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

負う
、、

体験だけが美的なものである
、、、、、、、、、、、、、

」（ZÄ, 

5）という基本原理を前提したうえで、価値美学的に不当な美的、芸術的な体験を、真正な体験

であると主張することを芸術的体験のディレッタンティズムとして批判するのである。そのた

め、ある芸術的体験をディレッタント的であると形容するには、つぎのふたつの条件が充たされ

なければならない。「第一に、芸術作品が、芸術作品の価値に由来するのではなく、他の起源を

もつ体験を引き起こす――それゆえ、体験が芸術作品の価値にとって不十全的（inadäquat）であ

る」（ZÄ, 4）こと、「第二に、この不十全的体験が、それにもかかわらず、真正な芸術的体験と

してみなされる」（ZÄ, 4）ことである。わたしたちは同じ美的対象や芸術作品を目の前にして、

それをまったく異なった仕方において体験することができる。ガイガーからすると、美的対象や

 
9. 太田喬夫は、ディレッタンティズムの語源とその意味の変遷をつぎのように説明している。「ディレ

ッタンティズムは語源的には愛好する、楽しむを意味するラテン語の delectare、イタリア語の dilettareから
由来する。それは十八世紀中頃ドイツに輸入され、のちヨーロッパで共通して用いられた言葉である。そ

れはゲーテ時代には一面において、さまざまな芸術ジャンルの愛好者、教養ある理解者というよい意味あ

いで解されていたが、十九世紀中頃以降、次第に半可通、素人の芸術理解者という批判的な意味あいを強

めた。」（太田 1987, 186） 
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芸術作品の体験の仕方には、それにふさわしい十全的なものと、それにふさわしくない不十全的

なものがあるのであり、かれは、自覚的にではなく、無自覚的に、不十全的な体験を十全的な体

験であると主張することを批判するのである。かれは、そのような芸術的体験のディレッタンテ

ィズムの形式として四種のものを提示している。その詳細を確認していこう。 

 ガイガーが第一に芸術的体験のディレッタンティズムとして批判するのが、模倣芸術の体験

のうち、芸術作品の「題材性
、、、

（Stofflichkeit）」（ZÄ, 6）にのみ関心をもつ体験である（vgl. ZÄ, 5–

7）。かれは以下のような例を挙げている。 

 

愛国者は祖国の歴史にもとづく戯曲と小説に、戦争画と勝利の場面の描写に、宗教的な人間

は宗教画や宗教小説に感激するのであり、労働者は第四階級〔労働者階級〕の苦境の叙述に

感動する。なぜなら、この苦境はかれのうちなる似かよった側面を鳴り響かせるからである。

倫理的素質の人間は道徳的な叙述を享受するのであり、理想主義的素質の人間にとって題

材の取り扱いの理想主義はすでに疑似美的享受にとって十分である。小説の主人公が気高

い心に満ちあふれている場合、その主人公には素朴な心の持ち主による共感（Teilnahme）が

約束されうるのである。（ZÄ, 6） 

 

この種の形式のディレッタンティズム的体験として、つぎのようなものを想定することができ

るだろう。登場人物やストーリーがまったく同じふたつの小説作品を用意し、一方においては主

人公の職業を哲学者と、他方においては数学者と設定する。もしその読者が題材にのみ関心をも

つディレッタントであり、かつ、そのひと自身も哲学者であるとすると、哲学者を主人公とする

作品に、数学者であるとすると、数学者の作品に、よりいっそう感激することになるだろう。ガ

イガーは上述の引用文において「共感（Teilnahme）」という語を用いていたが、この種のディレ

ッタンティズムを共感のディレッタンティズムとも呼ぶことができるかもしれない。哲学者の

読者は哲学者の主人公に、数学者は数学者に共感するのである。かれによれば、このような場合、

「題材によって引き起こされる倫理的
、、、

、宗教的
、、、

、愛国的な
、、、、

高揚が芸術的な
、、、、

高揚として、純粋に題
、

材的な
、、、

感激が芸術的な
、、、、

感激とみなされる」（ZÄ, 6）のである。ところで、かれは「寄与」におけ

る美的享受論において、対象
、、

の観照享受と対象の豊かで充たされたありさま
、、、、、、、、、、、、

の観照享受を対比

するために、前者の例として愛国者と宗教家のそれを用いていた10。かれらは対象そのものに、

つまり、その対象がなんであるかに関心をもつのであって、対象の豊かで充たされたありさま、

つまり、その対象がいかにして与えられるのかには関心をもたなかったのである。そして、対象

の与えられ方にこそ美的、芸術的価値が帰属しうるであるから11、ある体験が、たんなる題材的

な体験ではなく、芸術的な体験でありうるためには、対象そのものではなく、対象の与えられ方

に、描写された対象ではなく、その描写の仕方に関心をもたなければならないのである。 

 第二のディレッタンティズムは「題材的感入
、、、、、

（die stoffliche Einfühlung）のディレッタンティズ

ム」（ZÄ, 7）である（vgl. ZÄ, 7f.）。リップスの心理学における「感入（Einfühlung）」の概念は、

線のうちへの感入のように、日本語における「感情移入」の概念とぴったり合致するわけではな

 
10. 本章の第１節、第３項を参照。 
11. 本論の第４章、第３節を参照。もちろん、対象の与えられ方に帰属する価値のすべてが美的、芸術的
なものであるわけではないだろう。 
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かったが、この題材的感入という体験の仕方は、わたしたちが日本語で「主人公に感情移入する」

などと表現するような体験の仕方と合致するようにおもわれる。ガイガーは以下のような例を

挙げている。 

 

受容者は好色な主人公の立場に身を置き、みずからの生活においてはゆるされていないエ

ロティックな体験を先取りする。「どんな青年もそのように愛することを望み、どんな少女

もそのように愛されることを望む」ということは『〔若き〕ウェルテル〔の悩み〕』にばかり

ではなく、裁縫娘が両方を真っ赤にしてむさぼり読む俗悪小説にもみとめられる。なぜなら、

その裁縫娘は、それを読んでいる短いあいだ、高貴な少女に変身し、あらゆる障害をのりこ

えて、裕福な伯爵と結婚するからである。（ZÄ, 7f.） 

 
つまり、体験者はみずからと登場人物を同一化し、「抑圧された――あるいは抑圧されてすらい

ない――願望が存分に発現する」（ZÄ, 8）のである。ガイガーは第一のディレッタンティズムに

ついても、この第二のディレッタンティズムについても、それらがたんに描写されているにすぎ

ない題材を、実在的なものとして受け取ってしまっているということを批判する。かれ自身が具

体例を挙げているわけではないが、たとえば、愛国者が作品のなかで自国が戦争に勝利したこと

について喜ぶ場合や、哲学者が作品のなかの哲学者の主人公に感情移入してその主人公のなん

らかの成功をみずからの成功として楽しむ場合を想定してみよう。かれらが、実際にはそうでは

ないにもかかわらず、あたかも実際に自国が戦争に勝利したかのように喜び、あたかも実際にみ

ずからがなんらかの成功をしたかのように楽しむということは十分にありうる。ガイガーはそ

のようなことを批判していると理解してよいだろう。講演「現象学的美学」によれば、わたした

ちは描写された題材を、実在としてでも、あるいは実在を見せかせる仮象としてでもなく、あく

まで描写されたものとして把握する、あるいは把握するべきであった12。おそらく、ガイガーの

意に反して、わたしたちが上述のようなディレッタンティストであったとしても、それほどに現

実と虚構を混同することはなく、たとえば、かれが極端な例として挙げているような「悪人をえ

んじる役者に発砲する」（ZÄ, 7）ということはないだろう。それらのディレッタンティズムにつ

いて批判するべきは、むしろ、芸術作品を目の前にして、利害関心にとらわれた関心をもつこと、

つまり、芸術作品そのものの本性ゆえにではなく、それがもつ自己にたいする関係ゆえに関心を

もつこと、たとえば、自国
、、

が勝利すること、みずからが
、、、、、

成功することに関心をもち、そうした関

心が現実世界において満足させられないがために、芸術作品の虚構世界においてその埋め合わ

せを追求するということだろう。後述するように、ガイガー自身も同様のことを主張している。 

 第三に、「音楽における美的対象の見誤り（Verfehlung）」（ZÄ, 10）のディレッタンティズムが

ある（vgl. ZÄ, 8–12）。現実と虚構を混同するという種類の対象の見誤りは模倣芸術においての

みありうるが、非模倣芸術に、しかし、建築や装飾ではなく、音楽にのみ固有の種類の対象の見

誤りがある。それは、音楽を聴くことによって呼び起こされる「像、夢想、物語（Bildern, 
Träumereien, Geschichten）」（ZÄ, 8）を享受し、音楽そのものを享受しないという体験の仕方であ

る。音楽家が作曲しているあいだにそのようなものを思い浮かべたり、わたしたちが音楽に聞き

入るあいだにそのようなものが思い浮かんだりすることはあるだろうが、ガイガーは、そのよう

 
12. 本論の第４章、第３節を参照。 
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な連合物を享受し、音楽そのものを享受しない場合、それは美的対象の見誤りであると主張する

のである。 

 最後に、第四のディレッタンティズムは「内方集中
、、、、

（Innenkonzentration）のディレッタンティ

ズム」（ZÄ, 12）である（vgl. ZÄ, 12–7; auch BK, 440–60）。ガイガーはこれを、美的対象や芸術作

品を目の前にして、それらそのものを体験するのではなく、みずからの（気分や）感情を産出す

るために利用する不当な態度として、もっとも危険視している。かれによれば、わたしたちの感

情は、ほとんどの場合、ただ単純に存在するのではなく、その感情が存在しているあいだ
、、、

、わた

したちはみずからの感情にたいして、ある姿勢をとっており、それも、同じ感情にたいして、異

なる姿勢をとることがある。たとえば、「みずからの悲しみに専心する人間も、それに逆らう人

間もいる」（ZÄ, 12）、あるいは、「ひとはみずからをあらゆる種類の享受のうちに投げ入れ、自

己忘却にいたるまでそのうちに没入することもできるし、内面的にそれを見下ろし（sich innerlich 
über ihn stellen）、それをみずからの自我の中心から遠くに保つこともできる」（ZÄ, 13）。わたし

たちは自分自身の体験に対して多様な態勢をとることができるのであり、みずからの感情に没

頭するときのような「その内に立つ（Darinstehen）」（ZÄ, 14）という態勢や、みずからの感情を

見下ろすときのような「その上に立つ（Daüberstehen）」（ZÄ, 14）という態勢をとることができ

る。そして、美的体験にとって重要であるのが「内方集中」と「外方集中（Außenkonzentration）」

という一対の態勢である。ガイガーはそれらの特徴と差異を以下のように説明している。 
 

 感傷性
、、、

は内方集中における体験のもっとも類型的な実例である。ひとは平穏な夜景によ

って感傷的な気持ちになり、その魔力によって捕えられるがままになる。ひとは遠くを、輝

き、かすみのかかった雰囲気を、はっきりとしているが、同時にベールに覆われた色を享受

する。ところが、風景のこれらの被規定性はすべて、細部において意識にいたるわけではな

い。感情にとっては、まったく、風景はそれ自身として重要ではない。ひとは「その風景を

見る」が、「内面的にそれを見やる」わけではなく、――そうでないために、ほとんど遠く

の村と山の青さには気づかないのである。ひとは風景
、、

にたいして集中して
、、、、

いるのではなく、

その風景が呼び起こす感情のうちに生きている。風景それ自身は、本来の心的な態度

（Einstellung）の外部にあるのであり、その態度は感情
、、

に振り向けられている。わたしたち

は感情
、、

を享受するのであって、風景
、、

を享受するのではない。風景は、感情を産出するため、

感情を呼び起こすためにのみ存在するのである。心的な重点をもつのは風景それ自身では

なく、ひとえに感情だけである――ひとは感情にたいする内方集中
、、、、

のうちに生きている。 

 風景は、ひとが感情にたいしてではなく、風景にたいして焦点をさだめる（eingestellt sein）

ことによって、なおまったくちがった仕方においても体験されうる。集中の方向は、この場

合、風景
、、

にむかっている。ひとは覚めた目をもってその風景にたいして目を向けるのであり、

それをその細部において観照し
、、、

、耕地、家屋、森林地帯を把捉する。風景は態度の外部にあ

るのではない――それは関心の中心にある――ひとは風景の照射にたいしてみずからを開

いている。風景は感情を呼び起こすが、それによって、外部に向けられた態度は変化させら

れない。つまり、ひとは外方集中
、、、、

のうちに生きているのである。（ZÄ, 14f.） 

 

つまり、非常に単純なことであるが、わたしたちは美的対象や芸術作品を目の前にして、それら

が呼び起こすみずからの気分や感情にたいして集中することも、美的対象や芸術作品そのもの
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にたいして集中することもできるのである。そして、ガイガーは後者の外方集中こそが「種別的
、、、

に美的な態勢
、、、、、、

」（ZÄ, 15）であると主張する。なぜなら、「外方集中においてのみ、芸術作品がそ

の価値において、その本質的な構造特有性（Struktureigentümlichkeiten）において把捉される」（ZÄ, 

15）からである。かれは「寄与」の美的享受論において、内方集中には、みずからの気分や感情

の「うち」での内方集中と、それらに「たいする」内方集中があることを指摘し、前者を気分や

感情の非美的な享受として、後者はそれらの美的な享受として特徴づけていた。しかしながら、

美的対象や芸術作品を目の前にして、みずからの気分や感情の「うち」でであれ、それらに「た

いして」であれ、内方集中して享受するならば、それは美的対象や芸術作品の体験としては不当

なものになってしまうというわけである。外方集中にとっては美的対象や芸術作品そのもの、そ

れらの細部が重要であるのに対して、内方集中にとってはそうではない。内方集中にとって美的

対象や「芸術作品は享受を呼び起こすもの、あらゆる種類の感情を産出するための手段〔…〕と

してのみ役立つ」（ZÄ, 15）のであり、それらは感情を呼び起こす手段としてワインや麻薬のよ

うな陶酔手段と同等であることになるのである 

 

 もし内方集中が本質的な美的態度であるとするならば――ひとが芸術学において、芸術

作品の細部をあまりに多く研究し、あらゆる芸術における主題の取り扱いの小さな差異を

あまりに重視するのは、不当なことであるだろう。内方集中にとっては、ある絵画上におい

て〔だれかを〕祝福するキリストの腕がどれほど高く挙げられているかどうか、ある詩の語

がどれほど的確であるかどうかは、取るに足らないことである――内方集中は、そのような

細部をして感情の差異化にとって決定的たらしめるには、あまりに「寛大」なのである。 

 外方集中においてはじめて、芸術作品は芸術作品としてそれ相応の権利をみとめられる

（zu seinem Recht kommen）。つまり、外方集中のうちで芸術を体験するひとにとっては、芸

術作品の各細部が重要になる。たとえば、描きそこないの手は総体的印象を乱すのであり、

詩において正しくない仕方で用いられた母音、楽曲における失敗した主題の移行も同様で

ある。外方集中においてのみ
、、、、、、、、、、

、一般に、十全的な
、、、、

美的体験、芸術作品の価値にふさわしい体

験について語る意味があるのである。（ZÄ, 16f.） 

 

以上のように、ガイガーは内方集中における体験が、気分や感情の
、、、、、、

美的な体験であることはあっ

ても、美的対象や芸術作品の
、、、、、、、、、、

体験としては不当であると批判し、外方集中における体験こそが正

当であり、本来の意味における美的な体験であると主張するのである。 

 ガイガーは、美学が、享受から出発することによって効果美学になり、適意から出発すること

によって価値美学になるとして、体験の仕方と美学上の立場とのあいだに対応関係があること

を指摘していたが、ここでも、内方集中と効果美学とのあいだに――そして、かれ自身が明言し

ているわけではないが、外方集中と価値美学とのあいだに――同様の対応関係があると主張す

る（vgl. BK, 30–3）。かれによれば、内方集中は「芸術の効果理解
、、、、

（Wirkungsauffassung）」（BK, 31）
ないし効果美学によって理論的に補強される。この効果理解とは以下のようなものである。 

 

芸術の本質は、効果理解によれば、〔芸術を〕受容する人々にたいする効果
、、

のうちにある。

つまり、芸術作品とは特定の感情体験を呼び起こすための手段
、、

であり、この目的のための手

段であるに尽きる。芸術作品の価値
、、

とは、この目的のために適したありかたにほかならない



第６章 美的体験論 

121 

のであり、その価値とは、なにか
、、、

のための価値、受容する人々の感情生活のための価値であ

る。それ自体として
、、、、、、、

、それ自体において
、、、、、、、、

芸術作品はいかなる価値も所有していない。（BK, 

31） 

 

つまり、芸術作品は、たんなる道具のように有用性の価値しかもたず、芸術家は、道具の職人の

ようなひととして把握されることになるのである。ガイガーは、そのような効果美学と価値美学

とのあいだに、「芸術的プロセスの中心」（BK, 32）が、前者においては受容者とその体験のうち

に、後者においては芸術作品そのものとその価値のうちに位置づけられるという差異を見出す。

効果美学において、芸術作品は「受容者のうちに感情体験を産出するための手段」（BK, 32）で

あり、芸術家はそのような手段を生み出す技術者であり、受容者は「そのひとの感情体験のため

に芸術作品が創作されているところのひと」（BK, 32）であることになる。それに対して、価値

美学においては、芸術作品はそれ自体において「価値契機
、、、、

――釣り合い、自然の再現などの価値

――の担い手」（BK, 32）として価値あるものであり、芸術家はそのような芸術的価値の実現者

であり、受容者は「存在する価値を受容し
、、、、、、、、、、

、それをみずからにはたらかせしめるひと」（BK, 32）

であることになる。このように、効果美学の立場からすると、受容者の体験が基準となって、芸

術作品はそれにとって十全的なものでなければならない、つまり、受容者のうちに特定の感情体

験を産出しなければならないのに対して、価値美学の立場からすると、芸術作品の価値が基準と

なって、体験がそれにとって十全的なものでなければならない、つまり、それを正当な仕方にお

いて――外方集中をつうじて――受容しなければならないということになるのである。 

 ここで、わたしたちはある問題に突き当たるかもしれない。芸術作品の価値は、結局のところ、

それ自体として存在するのではなく、わたしたちにたいしてなんらかの効果をもたらすという

ことに起源をもつのではないだろうか、そのような意味で有用性に還元されるのではないだろ

うか、と。つまり、芸術作品の自体的な価値も、結局のところ、有用性の価値にほからならない、

と。しかしながら、ガイガーからすると、そのような見方は自然主義的な先入見にとらわれてし

まっている。かれは遺稿「芸術の意義」において、わたしたちが対象の価値のうち、対象がそれ

自体としてもつ「直接的（unmittelbar）価値」と対象がある目的のための手段としてもつ「間接

的（mittelbar）価値」とのあいだに差異を見出していることを指摘している（vgl. BK, 436–40）。

かれは前者の例として人格の倫理的価値を、後者としては鉄の価値を挙げている。一方で、わた

したちはみずからの友人を、その友人が有用性の価値をもつゆえに愛することもあるかもしれ

ないが、その友人が有用であるかどうかにかかわらず、その人格が自体的な価値をもつゆえに愛

することもある。他方で、鉄に価値があるのは、それが有用性をもつから、鉄それ自体とはべつ

の目的のための手段として役立つからであるにすぎず、目的が消滅すれば、その価値も消滅して

しまうのである。そのため、ガイガーは友人の人格の倫理的価値のように、そのうちに直接に
、、、

見

出される価値を直接的価値と呼び、鉄の価値のように、そうではない価値を間接的価値と呼んで

区別するのである。かれによれば、「今日の学問のうちには、直接的価値を間接的価値に還元し、

直接的価値を間接的価値、それが役立つところの目的が忘却されたところの間接的な価値とみ

なす傾向が存立している」（BK, 438）。つまり、直接的価値を発生的に
、、、、

間接的価値へと還元して

しまうのである。しかし、たとえそのように発生的に還元しうるとしても、わたしたちが対象の

うちに直接的価値を見出す場合と間接的価値しか見出さない場合の両方があること、たとえば、

ガイガー自身の挙げている例によれば、みずからの祖国を、単純にそれがみずからの祖国である
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がゆえに愛する場合と、そこで大儲けし名声をえたことがあるゆえに愛する場合の両方がある

こと、それらの差異を無視することはできないのである。かれは、以下のように、わたしたちが

直接的態度において、人格の倫理的価値と同様に、美的価値を直接的価値として見出していると

主張する。 

 
 直接的価値と間接的価値の差異が消し去られてはならない。しかし、どんな価値カテゴリ

ーも、それが直接的価値とみなされるべきか、間接的価値とみなされるべきか証明されなけ

ればならない。美的価値の吟味は、それが直接的価値に属することを示す。フラ・アンジェ

リコの絵画の観照において、ブラウニングのソネットの傾聴において、価値がわたしに向か

ってあふれ出る（entgegenspringen）のであり、わたしはそれを把捉し、感じ取り、みずから

のうちに受容するのである――それは直接の（direkt）観照においては、たんなる手段の、

享受を産出する手段の価値をもつのではない。（BK, 438） 

 

もちろん、間接的価値しかもたない、たとえば、せいぜい、わたしたちを楽しませたり涙させた

りするのに役立つにすぎない美的対象や芸術作品もあるだろう。しかしながら、だからといって、

あらゆる美的対象や芸術作品がそうであるわけではないのである。もしガイガーが美的対象や

芸術作品の価値は、それらがわたしたちの気分や感情を呼び起こすかどうかとは無関係である

と言っているとすれば、それは言い過ぎであるようにおもわれるが、少なくとも、それらがどれ

ほど気分や感情を呼び起こすのかということと、それらがどれほどの価値をもつのかというこ

とを同一視することはできないだろう。それにもかかわらず、内方集中における体験や、それを

理論的に補強しようとする効果美学は、あらゆる美的対象や芸術作品の価値を、それらがそれ自

体としてもつ直接的価値ではなく、それらが気分や感情を呼び起こすための手段としてもつ間

接的価値へと還元することになるのである。 
 ガイガーは美的価値が直接的価値として体験されるということを、それが現象学的客観性を

もつものとして体験されるということを根拠にして主張している。しかし、そうすることによっ

て、美的価値を体験することは、それを認識することにほかならなくなってしまうようにおもわ

れる。ガイガー自身は、美的体験を感情体験として把握する「感傷主義（Sentimentalismus）」と

同様に、それを認識として、それも、知性による上位の認識との対比のもと、感性による下位の

認識として把握する「主知主義（Intellektualismus）」を批判して、美的体験が、たんなる感情体

験でも下位認識でもない、美的価値の「感得的把捉
、、、、、

（das fühlende Erfassen）」（ZÄ, 36）であると

主張している（vgl. ZÄ, 33–42）。つまり、「価値は感
、
じ
、
取
、
ら
、
れるべきであり、はたらく

、、、、
べきである

が、知性的に理解される必要はない」（ZÄ, 37）。しかしながら、美的体験と知性的認識とのあい

だにそのような差異があるとしても、ガイガーが上述のような「体験の十全性
、、、、、、

」（ZÄ, 33）を問

題にし、美的体験においても知性的認識においても、主観的なものが客観的なものに適合しなけ

ればならない――つまり、認識が存在に適合しなければならないのと同様に、体験は美的価値に

適合しなければならない――と要求される点においては、両者のあいだに差異はないだろう。こ

こに、ひとつの問題があるようにおもわれる。なぜわたしたちは美的価値を正当な仕方において

体験しなければならないのか、なぜみずからの体験を美的価値にとって十全的なものにしなけ

ればならないのか、という問題である。ガイガーがディレッタンティズムを批判したのは、ディ

レッタンティストが美的対象や芸術作品に特有なものに関心をもたずにそれらを体験している
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にもかかわらず、そうした体験を真正な美的・芸術的体験として偽称しているからであった。し

かしながら、このガイガーによる批判は脆弱であると言わざるをえない。というのも、そもそも

なぜわたしたちは美的対象や芸術作品に特有なものに関心をもたなければならないのかという

ことの根拠を提示することができなければ、ディレッタンティストをして、ガイガーの言う真正

の美的・芸術的体験を実現しようと動機づけることはできないだろうからである。ディレッタン

ティスト、あるいは、わたしたちはガイガーにこう問うかもしれない。「なぜディレッタンティ

ストであってはいけないのか」と。この問いに答えるためには、ガイガーの言う真正の美的・芸

術的体験が、わたしたちにとってなんらかの意味においてよい
、、

体験であることを提示しなけれ

ばならないはずである。 

第３節 美的価値体験の実存的意義 

 ガイガーは論文「芸術の心理的意義」の冒頭において、以下のように芸術作品の体験の感動を

表現している。 

 

 不思議ではないか？ なんの関心もそそらない人々――毎日のようにオランダで出会わ

れ、わたしたちはそのつまらない容貌を注目することなく通り過ぎてしまうような人々―

―がそこにいて、レンブラントがそこにやってきて、かれらをありうるかぎり率直に模写す

ると、いまや、わたしたちは、《布地商組合の見本調査官たち（Staalmeester）》の絵を前にし

て、まさのその平凡さが生活のうちでわたしたちを驚かせるあの人々の絵を前にして、感動

し（gepackt）、幸福になって立っているのである。あるいは、ある娘にたいするだれか青年

の平凡な愛は、わたしたちになんのかかわりがあるというのか！ しかし、民謡がかれらに

ついてぎこちない言葉で物語りさえすれば、わたしたちは震撼させられるのである。石が、

まったく普通の石が積み重ねられる――そして、それは継ぎ合わされ、ゴート式大聖堂の感

動的な（mitreißend）体験となる。音は交響曲へと、線は装飾や遊戯の反復へと継ぎ合わさ

れる――色と音と線と石に、わたしたちにおよぶ途方もない力が付与される。どうしてこの

ようなことになるのか？ そのような驚異を成し遂げ、わたしたちがふだん体験している

すべてのものと質的にちがった効果を産出し、宗教的感得と形而上学的認識
、、、、、、、、、、、、、

の感動

（Ergriffenheit）とのみ比較されうるところの心的なプロセスはどのような性状であるの

か？（ZÄ, 67） 

 

ガイガーは、そのような芸術作品の体験の心理的な意義を、芸術作品に固有の効果、つまり、「純

粋にその美的な質から発するのであって、それ以外のものから発するのではない芸術作品の効

果」（ZÄ, 68）、「芸術作品
、、、、

の
、
自律的
、、、

な
、
効果
、、

」（ZÄ, 68）のうちに追求する（vgl. ZÄ, 67–70）。かれ

は芸術作品がそれを体験するひとにもたらす効果ないしそのような効果をもたらすはたらきを、

「深層効果（Tiefenwirkungen）」と「表層効果（Oberflächenwirkungen）」とに区別する。そして、

深層効果は自我の「深層（Tiefe）」にはたらきかけるものであるのに対して、表層効果は自我の

「表層（Oberfläche）」にはたらきかけるものであると主張する。かれは、前者こそが芸術に固有

の効果であるとして重視するのに対して、後者は芸術に固有の効果ではないとして軽視するの
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である。しかし、かれはさんざん効果
、、

美学を批判してきたはずである。これはいったいどういう

ことだろうか。そのことを問題にするに先立って、本節においては、まず、かれの美的価値体験

論を確認していきたい。 

第１項 芸術的人格の価値の体験とその実存的意義 

 本論の第５章、第４節において、ガイガーの美的価値論のうち、内容的‐積極的な価値につい

ての理論を取り上げた。かれによれば、内容的‐積極的な価値とは、美的対象や芸術作品にうち

に見出される生と心の契機、たとえば、ギリシャ彫刻のうちに見出される力強さや夕焼けのうち

に見出される物悲しさである。そして、それは、模倣芸術においては、描写される内容ばかりで

はなく、描写の仕方にも宿るのであり――そのため、内容的
、、、

‐積極的価値ではなく、単純に積極

的価値と呼ぶほうが適切であろう――、しかも、芸術作品の価値としては、描写される内容に宿

るものが中立的であるのに対して、描写される仕方に宿るものこそが重要であるとされたので

ある。かれはハイネの詩「ダイアモンドと真珠があるのに」とそれをシラー風に改作した詩を例

に挙げていた。それらは同じ内容を描写し、その内容は物悲しさなどという同じ契機をもつにも

かかわらず、それぞれの描写の仕方は異なり、それにおうじて、描写の仕方がもつ契機も異なっ

ていた。つまり、ハイネの詩の描写の仕方は「滑走するさま、呑気であるさま」（ZÄ, 111）とい

う契機を、シラー風の詩は「不自然な明朗さ」（ZÄ, 112）という契機をもっていたのであり、そ

れぞれの芸術的な価値としては、それらの同じ内容、それがもつ同じ契機ではなく、それぞれの

異なる描写の仕方、それらがもつ異なる契機こそが重要であるとされたのである。ところで、ガ

イガーは描写の仕方のことを「把握の仕方（die Art der Auffassung）」（ZÄ, 112）と言い換えてい

た。それは、かれによれば、芸術家がある内容を描写する場合、その描写の仕方には、その内容

についてのかれの把握の仕方が宿るからである。かれはそのような芸術家による把握の仕方、

「芸術的（künstlerisch）把握」が「芸術的人格の価値」をもつと主張するのである。 

 ガイガーはそのような「芸術的把握
、、、、、

の心理生命的価値の効果」（ZÄ, 113）を問題にする（vgl. 

ZÄ, 113–7）。なによりもまず、かれは、わたしたちが芸術作品において芸術家の把握の仕方を体

験するということは、その芸術家のうちへと感入するという体験ではないと主張する。というの

も、「わたしたちは、現に
、、

あり、わたしたちに与えられて
、、、、、

いるものにのみ感入することができる」

（ZÄ, 114）、つまり、現実のうちで目の前にいる、あるいは、作品のうちで描き出された人間（や

おそらく動物）にのみ感入することができるからである。ガイガーは芸術的把握の体験を、その

ような感入ではなく、つぎのような体験であると主張する。つまり、「わたしたちは芸術家の目
、

をもって見、芸術家が世界にたいしてとっているのと同じ態度をとり、芸術家の体験をもって体

験する」（ZÄ, 114）。たとえば、わたしたちは、セザンヌの静物画を見るとき、そこにはそのう

ちへと感入するべき人間が描かれていないのであるから、その静物画のうちへと感入している

とは言えないが、それでも、そこに描かれたリンゴやオレンジを、セザンヌが見たのと同じ見方

において見ることになると言うことができるだろう。そのような芸術家による把握の仕方、セザ

ンヌの見方は「芸術作品のうちに沈殿し」（ZÄ, 114）、詩における語の選び方や、絵画における

線の描き方などのような「特定の構造契機のうちで客観化されて」（ZÄ, 114）いるのである。そ

のため、芸術的把握の体験を、感入とは呼ぶことはできないとしても、使い古された表現ではあ

るものの――ガイガーがそれをみとめるかどうかはわからないが――、追体験と呼ぶこともで
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きるだろう。しかしながら、それはあくまで、芸術家が体験したのと同じ
、、

ものごとを
、、、、、

体験しなお

すということではなく、芸術家が体験したのと同じ
、、

仕方において
、、、、、、

それを体験しなおすというこ

ととして理解しなければならない。 

 わたしたちは芸術作品を体験することによって、芸術家がものごとを把握したのと同じ仕方

においてそれを把握し、芸術家がそれにたいしてとったのと同じ態度をとるよう強制される。そ

のようにして強制される把握、態度は、わたしたちの日常生活のそれとはちがったものである。 

 

わたしたちが芸術作品によって強制されてとるこの態度は、わたしたちの日常生活のそれ
、、、、、、、、、、、、、

ではない
、、、、

。わたしたちは経験的な人間として、みずからの経験的な性格の偏狭さ（Enge）の

うちに閉じ込められている。わたしたちは〔日常生活において〕世界をみずからの目をもっ

て見るのであって、芸術家の目をもって見るのではない。わたしたちは経験的な人間として、

俗世のうちに巻き込まれたわたしたちのありかたがどうしてもともなうような、みずから

の感じ方、体験の仕方において、あらゆる欠陥にとりつかれている。しかし、いまや、芸術

作品がわたしたちをして、自分自身を超越し、〔ものごとを〕寛大、真剣、高貴なしかたで

見、感じ、体験するよう強制するのである。（ZÄ, 115） 

 

ガイガーはそのような日常的な態度と芸術的な態度との差異を、それが利害関心にとらわれて

いるかどうかという点に見出している。つまり、日常的な態度は利害関心にとらわれ、「ものご

とに個人的（persönlich）、利己的に（selbstisch）関与」（ZÄ, 116）するのに対して、芸術的な態

度は利害関心にとらわれることなく、ものごとを寛大、真剣、高貴なしかたで見、感じ、体験す

るというわけである。わたしたちはそのような芸術的態度をとるよう強制されるのであるが、そ

の態度を、わたしたちはみずからの「実際の
、、、

（real）態度」（ZÄ, 116）、つまり、ほんとうにみず

からのものにするのではなく、「受け入れられた
、、、、、、、

（angenommen）態度」（ZÄ, 116）、つまり、芸術

作品を体験するあいだだけみずからのものにする。また、それは芸術作品によって強制されるも

のであるが、わたしたちはその強制を「迎え入れる」（ZÄ, 116）。なぜなら、わたしたちは芸術

的態度を傾向としてはもっているものの、日常生活においてはそれを実現できないでいるにす

ぎないからである。わたしたちは芸術作品の体験において、そのような傾向を発揮するのである。

かれはこのような傾向の発揮を以下のように表現している。 

 
わたしたちが日常生活においてはできないこと、つまり、高貴で、寛大な人間であること―

―いまや、わたしたちはそうした人間になる。つぎのことが美的体験の決定的な点である。

つまり、自我の改造（Umbau）が遂行されること、自我の実在性が自己超出させられること、

日常生活においては接近不可能な深層（Tiefen）が動き出すこと、ふだんはまどろみがちな

自我の実存的な層（existentielle Schichten）が触れられることである。（ZÄ, 116f.） 

 
自我を層としてとらえる見方については後述するが、かれは以上のような体験を「積極的

、、、
‐人間

、、

的なものの意味における実存的な体験
、、、、、、、、、、、、、、、、、

」と呼んでいる。「芸術作品のうちに沈殿している芸術的

な把握が受容者のうちなる積極的‐積極的な価値に呼びかける」（ZÄ, 117）というのである。つ

まり、芸術的な態度、利害関心にとらわれずに、ものごとを寛大、真剣、高貴なしかたで見、感

じ、体験することができるということそのものが人間的な価値をもつのであり、受容者はそのよ
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うな価値をもつ態度をとることになる。そのような意味において、ガイガーはそれを芸術的人格

の価値の体験と呼ぶのである。 

第２項 自我の表層と深層、芸術の表層効果と深層効果 

 ここで、ガイガーの自我論について確認しておかなければならないだろう。かれは論文「無意

識の概念と心理的実在にかんする断章」において、自我や意志のような心理的なものを意識体験

の連続に還元しようとする体験心理学を批判して、心理的なものを意識体験に依存せずに存在

するものとして承認する実在心理学を提示していた13。かれは遺稿「芸術の意義」においても、

「わたしたちは実在心理学を体験心理学に対置するが、それは、わたしたちが、実在心理学だけ

が美的体験を正当に取り扱っていると信じるからである」（BK, 388）と述べ、実在心理学が美学

においてもなんらかの重要性をもつと主張している。その重要性とは、この実在心理学の立場を

とることによってこそ、芸術作品がもつ表層効果と深層効果との、そして、それらがはたらきか

けるところの自我の表層と深層との差異が承認されうるということと理解してよいだろう（vgl. 
BK, 499–506）。かれは遺稿においても、心理的なものを意識体験の連続に還元しようとする意識

心理学ないし体験心理学、そして、美的価値がもつ意義を、享受という体験
、、

をもたらす効果ない

しそのような効果をもたらすはたらき、つまり、「体験意義」（BK, 499）ないし「享受意義」（BK, 

499）へと還元しようとする効果美学を批判している。さらに、講演「芸術の表層効果と深層効

果」においては、形而上学的な美学が「真正に芸術的な効果」（ZÄ, 44）を承認していたことを

評価するのに対して、心理学的な美学が「芸術的な効果と日常の普通の体験とのあいだの深淵」

（ZÄ, 44）の存在を否認し、芸術的な体験と日常的な体験を同じ心理学的な法則にしたがうもの

として「平均化（Nivellierung）」（ZÄ, 45）することを批判するのである（vgl. ZÄ,43–7）。 

 

体験の民主制（Demokratie）が心理学的美学の血に潜んでいるのであり、心理学的美学が〔す

べてを〕平均化しようとするのは、その心理学的な基本見解がそれを要求するからではなく、

それが形而上学的美学の階級制の（hierarchisch）構造を憎悪しているから、冷静さと世界の

徹底的な単純化への願望がその指導的原理であるからである。（ZÄ, 46） 

 

かれによれば、「体験心理学に対して、ここでは、心的生（Seelenleben）のはるかにいっそう実

在論的な把握――心的なものに確固とした構造、堅固な骨格を認める把握――が基礎とされる

べきである」（BK, 502）。というのも、先取りするならば、心理的なものをたんなる意識体験の

水平的な
、、、、

連続としてではなく、垂直的な
、、、、

構造をもつものとして把握することによってこそ、芸術

作品の表層効果と深層効果との差異が解明されるからである14。しかしながら、かれの自我論は、

 
13. 本論の第３章を参照。 
14. Henckmannは、ガイガーが、美的価値をその多様性にそくして区別したことを「「水平的な（horizontal）」
分節」（Henckmann 1976, 573）として、表層次元にある美的価値と深層次元にある美的価値、それらの位階
を区別したことを「「垂直的な（vertikal）分節」（Henckmann 1976, 573）として特徴づけているが（vgl. 
Henckmann 1976, 573–5）、ここでは、水平的と垂直的という表現を、それとは異なる意味において用いるこ
とにした。本文をみずから補足すると、「心理的なものをたんなる意識体験の水平的な

、、、、
連続としてではなく、

垂直的な
、、、、

構造をもつものとして把握すること」とは、心理的なものを、とくに自我を、表層と深層という
、、、、、、、、

構造をもたないもの
、、、、、、、、、

としてではなく、まさにそうした構造をもつもの
、、、、、、、、、、、

として把握することを意味する。 
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イメージとしては理解不可能ではないものの、根拠づけが不足しているようにおもわれる。とり

あえず、その自我論を確認しておこう。 

 ガイガーは上述のような実在心理学の立場から、自我が「個別的な点、作用の、意志や願望の

たんなる出発点」（BK, 507）ではなく、「さまざまな深さをもつ、さまざまな意義と価値性をも

つ層の構造」（BK, 507f.）をもつものであると主張する（vgl. BK, 506–12）。かれはここでは、自

我を三つの層、すなわち、「生命的な（vital）自我」、「経験的な（empirisch）自我」、「実存的な

（existentiell）自我」の層に区分する。第一に、生命的な自我の層とは、そこにおいて自我が食

べものや性的なもの、「興奮と鎮静、生のテンポの加速と減速」（BK, 508）の享受を体験すると

ころの層である。この層が自我の表層であり、芸術の表層効果はこの層を刺激する（vgl. ZÄ, 47–

57）。かれはこの表層効果をもつ芸術作品の例として――そして、これは芸術作品に固有の効果

ではないため、それ以外のものの例として――、「道化芝居」（ZÄ, 48）、「悪ふざけ」（ZÄ, 48）、
「レビュー」（ZÄ, 48）、「感傷的な民衆劇」（ZÄ, 48）、「扇情戯曲」（ZÄ, 48）、「冒険小説」（ZÄ, 48）

などを挙げている。こうした芸術作品の特徴は、それが「快楽（Lust）」という「個別的な出来

事」のためにのみ追求されるということにある。つまり、わたしたちにとって、道化芝居や感傷

的な民衆劇そのものはどうでもよく、それらによって刺激され、それにたいする反応として、快

楽が発生するかどうかだけが重要なのである。かれは、そのような表層効果だけしかもたない
、、、、、、、、

芸

術作品は芸術作品ではないもの
、、、、、、

、「たんに快楽を刺激するだけのもの」（ZÄ, 56）であると主張す

る15。第二に、経験的な自我ないし「経験的な自己（Selbst）」の層とは、そこにおいて自我が自

己への関心にとらわれているところの層である。かれは、「自分の名前が新聞に印刷されている

のを読んで享受」（BK, 509）するひと、そのような「虚栄心」（BK, 509）をもつひとを例に挙げ

ている。そのようなひとは自己ばかりを享受しようとするため、「芸術作品の価値に達すること

ができない」（BK, 509）。そのため、「この経験的自我は芸術的体験においていかなる権利ももた

ない――経験的自我、自己の享受は、芸術作品の価値がそれ相応の権利をみとめられるべき場合

には、遮断されなければならない」（BK, 509）のである。第三に、実存的な自我は、「美的体験

がそこに起源をもつところの決定的な場所」（BK, 509）であるとされるが、その規定はきわめて

曖昧である。この層が自我の深層であり、芸術の深層効果はこの層を感動させる。かれは深層効

果をもつ芸術作品と例とその特徴として、「レンブラントの肖像画の内面化された率直さ、ゴー

ト式大聖堂の超人間性、モーツァルトの輪舞曲の愛らしさ」（ZÄ, 47）などを挙げている。こう

した芸術作品の特徴は、快楽ではなく「幸福化（Beglückung）」のために追求されるということ

にあるが、ただし、そのような幸福をあたえる深層効果は、たんに刺激にたいして反応するので

はなく、「対象の芸術的価値が意識的に把捉されること」（ZÄ, 55）、つまり、外方集中を要求す

るとされる。「芸術的な深層効果は
、、、、、、、、、

、芸
、
術作品の価値の主観的な相関物である
、、、、、、、、、、、、、、、、、

。」（ZÄ, 55）かれ

によれば、快楽が個別的な出来事であったのに対して、幸福とは「快楽に覆われた自我の総体的
、、、

な状態
、、、

（Gesamtzustand）――自我が均衡状態や高揚状態によって充実されたありかた」（ZÄ, 52）

である。「幸福
、、

（Glück）とは人格の状態であり
、、、、、、、、、、

、快楽とは
、、、、

、さしあたり
、、、、、

、個別的な出来事の覆い
、、、、、、、、、、

である
、、、

。」（ZÄ, 53）かれは自我の表層における快楽と深層における幸福、そして、芸術の表層効

 
15. ガイガーは表層効果を芸術作品から排除しなければならないと主張しているわけではない。むしろ、
「感性的な刺激は、より深い価値と同様に、絵画に属しているのであり、緊張や興奮のない戯曲、小説は

不可能である」（BK, 508f.）とも主張している（vgl. auch ZÄ, 58–66）。かれはあくまで、表層効果だけしか
、、、、

もたない
、、、、

芸術作品が真正の芸術作品であると自称することを批判しているのである。 
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果と深層効果との差異を、以下のように総括している。 

 

快楽とは生命的領域の反応
、、、、、、、、

、つまり、遊戯の興奮と緊張、食事についての快楽、感性的な悦

楽、身体的および心的な興奮についての快楽である――それらは生命的なもの
、、、、、、

のうちにと

どまる――それらは動物にも人間にも共通する快楽の体験である。芸術的な深層効果がは

じめて、人格
、、

に、深い自我の領域にかかわるのであり、そうであることによって、快楽の層

から幸福の層へと高められる。表象にとどまる効果は幸福に行き着くことはできない。とい

うのも、それは、幸福がそのうちに居場所をもつところの人格的な領域へと突き進まず、表

層においてはたらくたんなる快楽をもって満足しなければならないからである。（ZÄ, 54） 

 

以上のように、ガイガーは自我を、芸術の表層効果が刺激し、快楽をもたらすところの表層と、

深層効果が感動させ、幸福をもたらすところの深層に区別し、深層効果こそが芸術に固有な効果

であると主張するのである。 

 しかしながら、このような自我の表層と深層、表層効果と深層効果、快楽と幸福との区別は十

分に根拠づけられ、正当化されてはいないと言わざるをえないだろう。たしかに、ガイガーが言

わんとしているように、芸術作品のなかには、わたしたちを瞬間的に刺激するにすぎないものと、

わたしたちのありかたを一変させてしまうほどに感動させるものとがあることは否定できない

し、前者のような作品を「浅い」ものとして、後者を「深い」ものとして特徴づけたくなる気持

ちは理解不可能ではない16。かれはプフェンダー論文において、本質記述の補助手段として類比

的記述を承認するべきであると主張してもいたが17、やはり、深浅という記述だけでは、わたし

たちがもっている漠然としたイメージに訴えかけることしかできないし、この深浅という基準

をもって、真正の芸術作品と真正でない芸術作品を区別することはあまりに危険であると言わ

ざるをえないだろう。ただし、わたしたちが深浅というイメージをもっているということ自体は

否定できないであろうし、そのようなイメージが、どのような芸術作品について、どのような仕

方で成立するのかということについては分析する価値があるようにもおもわれる。 

第３項 実存的で質的な静観：脱現実化と現実化 

 ガイガーは自我の表層と深層、芸術の表層効果と深層効果を区別することによって、真正の芸

術作品とその体験に固有の意義を解明しようとしていた。かれはその自我論のなかで、自我の表

層でも深層でもない経験的な自我の層、つまり、そこにおいて自我が自己への関心にとらわれて

いるところの層に言及していたが、たんなる日常的な体験と真正の芸術的な体験の差異は、自我

や効果の深浅の差異としてよりも、むしろ、自己への関心にとらわれたありかたとそうでないあ

りかたとの差異として理解することのほうが上策だろう。ガイガーは「芸術の心理的意義」にお

いて、真正の芸術的体験の実存的意義を「実存的で質的な静観
、、、、、、、、、

（existentielle qualitative 

Kontemplation）」（ZÄ, 134）、それにおける「脱現実化（Entwirklichung）」と「現実化（Verwirklichung）」

 
16. ガイガーは、効果

、、
の深浅と価値

、、
の深浅を混同してはならず、表層的な価値も深い価値も深層効果をも

ちうると主張しているが（vgl. ZÄ, 57）、そうであるとしても、かれの区別がかかえる問題が消えるわけで
はないだろう。 

17. 本論の第１章、第３節を参照。 
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なるもののうちに見出しているが（vgl. ZÄ, 127–35）、これは実際、日常的体験におけるわたした

ちの自己への関心にとらわれたありかたとの対比においてこそ理解するべきであるようにおも

われるのである。ガイガーはディレッタンティズム批判のなかで、芸術作品の題材にのみ関心を

もつ体験――本論においてはそれを共感のディレッタンティズムと呼ぶことを提案した――と

登場人物に感入しようとする体験を批判していた18。たとえば、前者としては、愛国者が作品の

なかで自国が戦争に勝利したことについて喜ぶ場合、後者としては、哲学者が作品のなかで哲学

者の主人公に感情移入してその主人公のなんらかの成功をみずからの成功として楽しむ場合を

例として挙げることができるだろう。ガイガー自身がそれらを批判する根拠としていたのは、か

れらがたんに描写されているにすぎない題材を、実在的なものとして受け取ってしまっている

ということにあった。しかしながら、そうしたディレッタンティズムについて批判するべきは、

むしろ、芸術作品を目の前にして、芸術作品そのものに関心をもつのではなく、自己に関心をも

ち、たとえば、自国
、、

が勝利すること、みずからが
、、、、、

成功することに関心をもち、そうした関心が現

実世界において満足させられないがために、芸術作品の虚構世界においてその埋め合わせを追

求するということにあるのではないだろうか。かれらは、まさに日常的な態度にとらわれ、「み

ずからの経験的な性格の偏狭さのうちに閉じ込められており」（ZÄ, 115）、みずからの生や世界

を「寛大、真剣、高貴なしかたで見、感じ、体験する」（ZÄ, 115）ことができないのではないだ

ろうか。 
 ガイガーは美的享受論において、美的享受の本質契機として、それが利害関心にとらわれない

観照のうちでの享受であるということを提示していた。かれは論文「芸術の心理的意義」におい

て、美的・芸術的な態度19においては、まず、対象を静観することによってその対象の脱現実化

が起こると主張する。静観とは美的享受論における観照と同じこと、つまり、対象の隔置を意味

しているが、そのような対象の静観は、その対象について利害関心にとらわれていないばかりで

なく、それを「孤立化（Isolation）」するという意味において脱現実化するのである。つまり、「対

象が日常のすべての連関から際立たせ
、、、、

られ、それを実在世界と結びつけているすべての関係か

ら解放
、、

される」（ZÄ, 130）のである。もしわたしたちが芸術作品のうちに現実世界における自己

への関心が満足させられないことの埋め合わせを追求するとすれば、そのような脱現実化は起

こらないだろう。たとえば、恋愛小説のうちに現実世界において成就しなかったみずからの恋愛

の成就を追求するひとがいるとすれば、そのひとは、上述のハイネの詩、愛するひとに滅ぼされ

たという出来事やその心情を内容とする詩を、たんに不愉快であるとおもうにすぎないか、ある

いは、その心情に共感したり、感情移入したりするとしても、現実世界においてみずからを滅ぼ

したひとに対する憎悪のようなものにとらわれつづけるにすぎないだろう。結局のところ、その

ひとにとっては、現実世界においてみずからが体験したいとおもっているが体験することがで

きないものごとを虚構世界において体験すること、あるいは、現実世界においてみずからがかつ

て体験した、あるいはふだん体験しているのと同じ、ないし、近いものごとを虚構世界において

再認することだけが重要であって、芸術作品そのものはどうでもよいということになるのでは

ないだろうか。 

 
18. 本章の第２節を参照。 
19. ここでは「態度（Einstellung）」と「態勢（Haltung）」の両方が、同じ意味において用いられているが、
「態度」に統一することにしたい。 
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 それでは、そのような脱現実化はどのような意義をもつのだろうか。ガイガーによれば、わた

したちは、たんに現実から逃亡するためだけに、あるいは、現実では不可能な刺激的な体験のた

めだけに、そのような脱現実化を追求することもあるが、むしろ、脱現実化は現実化に、つまり、

「芸術作品の存在内実
、、、、

と意味内実
、、、、

、そのリズム的造形、相在と本質、心理生命的な契機のよりい
、、、

っそう純粋
、、、、、

な
、
把捉
、、

」（ZÄ, 132）に役立たなければならない。たとえば、恋愛小説において失恋と

いう出来事やその心情を、自己への関心にとらわれることなく、静観する場合、失恋とはわたし

たちにとってどのようなものであるか
、、、、、、、、、、、

、どのような意味をもつか
、、、、、、、、、、、

ということを、現実世界におい

て失恋を体験するよりも、いっそうありありと
、、、、、

、そして、いっそう深く
、、

体験するのではないだろ

うか。かれはそのような体験を実存的な
、、、、

体験と呼んでいるようにおもわれる。かれ自身は、以下

のような体験を例に挙げている。 

 
脱現実化は現実化に、実存的な

、、、、
現実化に役立たなければならない。わたしたちはけっして世

界の質的な内実を、絵画、彫刻、文芸によって模写されているほど純粋に体験することはで

きないのであり、個物と本質、最大者と最小者、大宇宙と小宇宙はけっしてそのように飽和
、、

した
、、
豊かで充たされたありさま
、、、、、、、、、、、、

（gesättigte Fülle）を獲得せず、それほど強度のあるしかたで

体験されないのである。古典芸術は世界を大きく
、、、

見ることを教えるが、わたしたちはけっし

て日常生活において世界をそのように観ることはできだろうし、けっしておのずからはゲ

ーテの小説がもつ広い心（Gesinnungsweite）を受け入れることはできないだろう。わたした

ちはけっして運命の宇宙的なアンチノミーの意義を、悲劇において理解するほど実存的な

しかたで理解することはできないだろうし、日常においてはけっして、音楽においてこじあ

けられるような深層がこじあけられることはないのである。（ZÄ, 133） 

 

ガイガーによれば、そのような意味における実存的で質的な静観が、美的・芸術的態度の本質な

のである。もう一度、失恋を主題とする芸術作品の体験を例にかんがえてみよう。わたしたちが

現実世界においてみずからの失恋という出来事に直面する場合、恋の相手をどうしても自分の

ものにしたいという未練や、場合によってはその相手に対する憎悪、その相手に手の届かなかっ

たみずからの惨めさに苦しまなければならないことがある。わたしたちはそのような仕方にお

いて自己への関心にとらわれたありかた、自分自身のそのような偏狭さに苦しむのである。しか

し、同様の出来事やそうした心情を、それらを描写する芸術作品をつうじて、体験する場合はど

うだろうか。ハイネのようにそれらを呑気なしかたで把握するまでにはいたらないとしても、相

手を自分のものにしたいという未練、そのような自己への関心から脱却することによって、わた

したちは、たとえば、失恋という出来事のいわゆる甘酸っぱさや、純粋に相手を想う気持ちの温

かさ、さらには、上述のような未練や憎悪、みずからの惨めさですら、寛大なしかたで感じ、楽

しむことができるのではないだろうか。わたしたちは、そうすることによって、失恋という出来

事やそれについての心情が、みずからの生にとってどのようなものであり、どのような意味をも

つのかということを、いわばひとつのかたちや色、リズムや響きとして体験し、享受するのであ

ると言うことはできないだろうか。ガイガーはそのようなことを実存的で質的な静観と呼んで

いるようにおもわれるのである。 
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おわりに 

 以上が、ガイガーの美的体験論である。かれは、享受一般を美的な享受と非美的な享受とに区

別しながらも、結局のところ、享受という体験の仕方を、それが本質的には価値把捉ではなく自

己享受であるという点において、低く評価していた。しかしながら、それは、たんにみずからの

気分や活動を享受するだけの自己享受にはなく、美的対象とその美的価値を利害関心にとらわ

れずに観照すること、その実存的で質的な静観にこそある意義を解明するために必要であった

からであるにすぎない。わたしたちは美的対象や芸術作品を目の前にして、いわば自己のうちに
、、、、、、

閉じこもるのではなく
、、、、、、、、、、

、自己を自己ならざるものに開くことによって
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、日常におけるのとはちが

ったしかたで、みずからの生や世界をよりいっそうありありと、よりいっそう深く体験し、享受

するのである。ただし、ガイガーがそのような実存的体験をもたらす真正の芸術作品やそれに固

有の効果を見極めるさいに依拠していた、表層と深層という区別は、十分に正当化されてはいな

いようにおもわれる。本論の結論において、そうした難点を克服する解決策を提案することにし

たい。 
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結論 

 本論の結論として、ガイガーの思想の全体を、かれが美的価値の客観性を、どのように現象学
、、、

的に
、、

根拠づけ、そうすることが、どのような美学的な
、、、、

意義をもっていたのかということにそくし

て、振り返ったうえで、かれの現象学的美学を批評し、将来の現象学的美学の可能性を素描する

ことにしたい1。 

美的価値の客観性：その現象学的根拠と美学的意義 

 ガイガーは現象学の原理とその可能性を、わたしたちにそれ自身として与えられているもの

から出発し、感覚だけに限定することなしに多様で豊富な自己所与性を承認するという「最大限

の所与性の承認」や、心理的なものに還元することなしに対象を分析するという「客観への転回」

のうちに見出していた。かれは、わたしたちがそのような現象学的方法を実践するさい、フッサ

ールがとったような超越論的態度でも、精密自然科学の研究者がとっているような自然主義的

態度でもなく、わたしたちが日常生活においてとっているような直接的態度をとることが必要

であると主張していた。わたしたちは、直接的態度をとることによって、すべてを物理的なもの

として、物理的＝客観的でないものすべてをたんなる心理的＝主観的なものとして説明するの

ではなく、物理的なものには限定されない、豊かな客観領界を記述することができるのである。

わたしたちは、この直接的態度において、たしかに、みずからの自我や感情などを心理的＝主観

的なものとして、つまり、主観や主観に帰属するものとして体験しているが、その一方で、数や

美などを、それらは物理的には存在しないにもかかわらず、客観的なものとして、つまり、客観

や客観に帰属するもの、眼前に見出されるものとして、体験しているのである。このようにガイ

ガーは、直接的態度における現象学の立場とこの立場における主観性と客観性の意味を固持す

ることによって、美的価値の客観性を、その「現象学的客観性」、つまり、その対象的な与えら

れ方を根拠にして、主張していたのである。 

 あえてこのような直接的態度における現象学の立場をとり、美的価値の現象学的客観性を主

張することにはどのような美学的な意義があったのだろうか。それは、美的価値の体験が、いわ

ば、自己のうちに閉じこもるような体験ではなく、自己を自己ならざるものに開くような体験で

あること、後者の体験それ自体が固有の価値をもつということを解明することができるという

意義であった。従来の美学のうち、一方で、絶対主義的美学は、美的価値とその絶対性を、美的

価値以外のものとその絶対性によって他律的に根拠づけようとし、他方で、相対主義的美学は、

美的価値の相対性に直面したことで、価値を問題にすることを回避し、それを心理的事実へと還

 
1. 各章の要約については要旨を参照。 
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元しようとしてきた。たしかに、絶対主義的美学のようなやり方においては、美的価値そのもの

の本質やそれがほんとうに絶対性をもつかどうかということを解明することはできないものの、

相対主義的美学のようなやり方においても、美的価値の現象学的客観性やその体験それ自体が

もつ固有の価値を解明しそこねてしまうのである。わたしたちは、直接的態度における現象学と

いう立場をとるかぎりにおいて、美的価値の体験を、みずからの感情を享受するだけのような自

己閉鎖的な体験として特徴づけることはできない。わたしたちは、たしかに、美的対象や芸術作

品の体験において、夕焼けのうちに見出される物悲しさのようなものを享受することがある。心

理学的な感入理論がそのような夕焼けの物悲しさを、自我がその夕焼けという対象のうちへと

客観化したみずからの物悲しさの感情にほかならないと発生的に説明してしまうとはちがって、

わたしたちは、直接的態度をとって現象学的に分析するかぎりにおいて、それを、主観的な感情

ではなく、現象学的客観性をもつ感情性格として体験しているのである。ガイガーはこのような

美的価値の客観性の問題とその絶対性ないし相対性の問題を区別していたが、かれは、個々の美

的価値は相対性をもつものの、一般的な美的価値は絶対性を、それとともに多元性をもつことか

ら、一般的な美的価値については絶対主義かつ多元論という立場をとっていた。いずれにせよ、

わたしたちは、美的価値を現象学的客観性をもつものとして体験するのであるから、それを正当

な仕方において体験するためには、たんなる自己享受ではなく、美的価値そのものを利害関心に

とらわれずに観照しつつ享受しなければならず、みずからの感情に内方集中するのではなく、美

的価値そのものに外方集中しつつ享受しなければならないのである。ガイガーによれば、真正の

芸術作品を目の前にして、自己享受や内方集中という仕方において自己を閉鎖するのではなく、

観照享受や外方集中という仕方において自己を開放することによって、その芸術作品は、たんに

わたしたちの自我の生命的な表層を刺激し、快楽をもたらすばかりでなく、実存的な深層を感動

させ、幸福をもたらしさえするのである。ガイガーはそのような真正の美的・芸術的な体験を「実

存的で質的な静観」として特徴づけたのであった。 

享受美学の可能性 

 現象学は、とくにハイデガー以降、主観と客観の対立という見方それ自体から脱却することを

目指していったようにおもわれるが、ガイガーは、それとは反対に、主観と客観の対立を復権さ

せることを目指していた。わたしたちはこのことを、近代認識論への逆戻りとして笑殺するべき

であるのだろうか。いや、そうするべきではないだろう。ガイガーは、むしろ、近代認識論や自

然主義、それらのうちにひそむ主観性と客観性にかんする先入見を批判して、わたしたちが日常

生活において体験しているがままの、主観性と客観性、それらの対立を再確認しようとしていた

のである。とくに美学においては、カントが『判断力批判』において、美的判断の規定根拠、そ

れゆえ、美の存在根拠が、主観の快感情のうちにあると主張してから、現代にいたるまで、わた

したちは、美は主観的であるということをひとつの自明性として前提してきた。しかし、ガイガ

ーが何度も強調していたように、わたしたちは、美が主観的な快感情のうちにその存在根拠をも

つと知っていながらも、快感情を、みずからに帰属するという意味において主観的なものとして

体験しているのに対して、美を、そうではなく、対象に帰属するものという意味において客観的

なものとして体験しているのである。わたしたちにとって快感情や美がそのようなちがった仕
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方において与えられるということは、カントや自然主義の意味において美が主観的であるとい

うこと以上に、自明であるようにもおもわれるが、それにもかかわらず、わたしたちは認識論的、

自然主義的な先入見にとらわれ、それらの与えられ方の差異を見落としてきてしまったのであ

る。「現象学的分析の成果は、〔…〕しばしば、自明なものであり、雪は白く、血は赤いというこ

とを確認すること以上に教育的であるとはおもわれないだろう。」（BPG, 567）そして、もしその

ような快感情と美の与えられ方の差異を見落としてしまうならば、たんなる自己享受や内方集

中のような自己閉鎖的な体験と、美的享受や外方集中のような自己開放的な体験との差異をも

見落としてしまうことになるのである。ガイガーはそのような快感情と美の与えられ方の差異、

自己閉鎖的な体験と自己開放的な体験の差異を承認したうえで、美や芸術作品の体験としては、

自己開放的な体験こそが正当であると主張したのであった。 

 しかしながら、たしかにそうした差異があることを否定することはできないとしても、ガイガ

ーが、美や芸術作品の体験として、外方集中のような自己開放的な体験が正当であると主張した

その仕方には、ある重大な難点があるようにおもわれる。それは、かれがそのことを、わたした

ち享受者にとっての外的
、、

な要求
、、、

という仕方において主張してしまっているという難点である。

つまり、かれは、わたしたちが美や芸術作品を体験するさいには、たんに自己を享受するのでは

なく、対象の観照のうちで享受しなければならない
、、、、、、、、

、たんにみずからの気分に集中するのではな

く、対象そのものとその細部に集中しなければならない
、、、、、、、、

、自己のうちに閉じこもるのではなく、

自己を自己ならざるものに開かなければ
、、、、

ならない
、、、、

、というかたちで主張しているのである。もち

ろん、かれは、美や芸術作品を目の前にして、それらを内方集中のような不当な仕方において体

験することそれ自体を批判するのではなく、そのような体験を真正な体験として偽称すること

をディレッタンティズムとして批判していたのであるが、そうであったとしても、そもそも内方

集中が不当な体験の仕方であるという主張や、わたしたちが内方集中するための道具として役

立つにすぎないような芸術作品は真正の作品ではないという主張には、正当化が不足していた。

そして、なによりも、かれのそのような主張、批判をもってしては、ディレッタンティストやわ

たしたち享受者をして、美や芸術作品を正当な仕方において体験するよう強制することも、動機

づけることもできないだろう。自己享受や内方集中という自己閉鎖的な体験には、それほどに強

烈な快楽がともなうようにおもわれるのである。ガイガー自身もそのことを承知したうえで、快

楽というものを、自我の表層における生命的な快楽と深層における実存的な幸福とに区別し、真

正の芸術作品とその体験には、真正の芸術作品に固有の深層効果として、実存的な幸福がともな

うという意義があると主張していた。しかしながら、かれがそのさいに前提していた、自我の表

層と深層の区別、芸術作品の表層効果と深層効果の区別、そしてなによりも、それらの差異を前

提とした真正の芸術作品と真正でない芸術作品の区別には、正当化が不足していたのである。そ

のような正当化が不足するかぎりにおいて、わたしたちは、ガイガーがいわゆる大衆芸術やそれ

を享受する大衆にかんする消極的な先入見にとらわれていたと結論づけざるをえないのかもし

れない。 
 とはいえ、ガイガーだけなく、わたしたちもまた、ガイガー的な表現を用いるとすれば、浅い

芸術作品と深い芸術作品、それらの浅い体験と深い体験とを区別し、それらのあいだになんらか

の差異を見出すことがある。もちろん、だれもが
、、、、

そのような区別をしているとも、区別をしなけ
、、

ればならない
、、、、、、

とも主張するつもりはない。ガイガー自身は、浅い芸術作品や浅い体験を、たんに

わたしたちを楽しませるにすぎない作品とその体験として規定し、そのような楽しむという体
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験から出発する「享受美学」を危険視していたが、本論においては、むしろ、あえて方法的に享

受美学として、楽しむという体験から出発すること、そして、楽しむという体験に相関して、美

や芸術作品、それらの価値がどのようにして現れるのかということを探究することを提案した

い。わたしたちは、「なんであれ、楽しめればいい」とおもっていたとしても、どういうわけか、

なんでも楽しめるわけではない。わたしたちは、子どものころは、ただ走りまわるだけで楽かっ

たはずであるが、どういうわけ、大人になると、それを楽しめなくなってしまう。「そんなこと

にはなんの意味もない」と。あるいは、子どもが意味などなくとも楽しんでいるものごとのうち

に、大人は必死になって意味を見出そうとする。また、ガイガーはディレッタンティズムのひと

つとして、作品の登場人物のうちへと感入するという体験、自己への関心が現実世界において満

足させられないがために、作品の虚構世界のうちにその埋め合わせを追求するということを批

判していたが、わたしたちは子どものころ、みずからにとって都合のよい理想世界を描写する作

品を楽しめたはずが、どういうわけか、大人になると、残酷な現実世界をありありと描写する作

品のほうが楽しいとおもってしまう、ということがある。わたしたちは、そのような、たんなる

楽しみの追求から、意味のある楽しみの追求への移行を、現実から逃げ出す快楽の追求から、現

実と向き会う快楽の追求への移行を、ガイガーのようなひとによって外的に要求されるまでも

なく、内的な変化
、、、、、

として経験するのではないだろうか。たしかに、わたしたちは、たんに楽しみ

たいがため、現実から逃げ出したいがために、芸術作品を利用したり、そうしたいがために、そ

の作品の粗悪さを、いわば精神のまどろみのなかで、大目に見ようとしたりすることがある。し

かし、それにもかかわらず、わたしたちは、みずからを楽しませるだけの作品、現実から逃げ出

させてくれるだけの作品を楽しむことができなくなり、さらには、みずからを楽しませるため、

現実から逃げ出させるためにこしらえられた、あるいは、そのような印象をあたえる作品に嫌悪

感を抱くことすらある。まどろみから覚め、白けてしまうのである。ガイガーは「楽しませるだ

けの作品、楽しむだけの体験」のうちに問題を見出していたが、問題は、むしろ、「楽しませる

だけの作品を楽しむことができなくなってしまう」ということのうちにあるのではないだろう

か。そして、あえて方法的に享受美学という道――それは唯一の道ではなく、さまざまあるうち

のひとつであるにすぎない――を進み、わたしたちを楽しませるもの、わたしたちの楽しみ方が、

たとえば、子どもの瞬間的な生から大人の時間的な生への移行をつうじて、どのように変化し、

その変化におうじるかたちで、美や芸術作品の価値評価がどのように変化していくのか、という

ことを探究することにこそ、現象学的美学の可能性があるのではないだろうか。 
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